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浪江町告示第６号

（ ） 、地方自治法 昭和２２年法律第６７号 第１０１条第１項の規定により

平成２４年浪江町議会定例会を、次のとおり招集する。

平成２４年２月１４日

浪江町長 馬 場 有

１ 期 日 平成２４年３月８日（木） 午前９時

２ 場 所 福島県二本松市本町１丁目６０番地２

安達地方広域行政組合 自治センター
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○応招・不応招議員

応招議員（２０名）

１番 愛 澤 格 君 ２番 山 崎 博 文 君

３番 山 本 幸一郎 君 ４番 吉 田 数 博 君

５番 若 月 芳 則 君 ６番 横 山 精 一 君

７番 渡 邉 文 星 君 ８番 泉 田 重 章 君

９番 橋 爪 光 雄 君 １０番 田 尻 良 作 君

１１番 渡 部 貞 信 君 １２番 鈴 木 辰 行 君

１３番 佐 藤 文 子 君 １４番 紺 野 榮 重 君

１５番 佐々木 恵 寿 君 １６番 小 黒 敬 三 君

１７番 勝 山 一 美 君 １８番 三 瓶 宝 次 君

１９番 佐々木 英 夫 君 ２０番 馬 場 績 君

不応招議員（０名）



３ 月 定 例 町 議 会

（ 第 １ 号 ）
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平成２４年浪江町議会３月定例会

議 事 日 程（第１号）

平成２４年３月８日（木曜日）午前９時開議

日程第 １ 会議録署名議員の指名

日程第 ２ 会期の決定

日程第 ３ 諸般の報告

日程第 ４ 行政報告

日程第 ５ 一般質問
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出席議員（１９名）

１番 愛 澤 格 君 ２番 山 崎 博 文 君

３番 山 本 幸一郎 君 ４番 吉 田 数 博 君

５番 若 月 芳 則 君 ６番 横 山 精 一 君

７番 渡 邉 文 星 君 ８番 泉 田 重 章 君

９番 橋 爪 光 雄 君 １０番 田 尻 良 作 君

１２番 鈴 木 辰 行 君 １３番 佐 藤 文 子 君

１４番 紺 野 榮 重 君 １５番 佐々木 恵 寿 君

１６番 小 黒 敬 三 君 １７番 勝 山 一 美 君

１８番 三 瓶 宝 次 君 １９番 佐々木 英 夫 君

２０番 馬 場 績 君

欠席議員（１名）

１１番 渡 部 貞 信 君

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名

町 長 副 町 長

馬 場 有 君 上 野 晋 平 君

教 育 長 代表監査委員

畠 山 熙一郎 君 山 内 清 隆 君

総務課長兼会計管理者 企画調整課長

根 岸 弘 正 君 谷 田 謙 一 君

税 務 課 長 住民生活課長

大 浦 泰 夫 君 植 田 和 夫 君

産業振興課長 建 設 課 長

高 倉 敏 勝 君 原 芳 美 君

福祉こども課長 教育総務課長

木 村 潔 君 屋 中 茂 夫 君

上下水道課長 生涯学習課長

星 光 美 君 島 田 龍 郎 君

健康保険課長兼津島診療所事務長

紺 野 則 夫 君

職務のため出席した者の職氏名

事 務 局 長 書 記

宮 口 勝 美 岩 野 善 一

書 記

鈴 木 清 水
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東日本大震災以来、11日をもって１年になりま○議長（吉田数博君）

す。３月定例会開催に先立ち、今回の災害により、犠牲となられま

した方々に対し、皆様とともに哀悼の意を込め、黙とうを捧げたい

と存じます。ご起立願います。黙とう。

［黙とう］

ありがとうございました。ご着席ください。○議長（吉田数博君）

◎開会の宣告

ただいまの出席議員は19人であります。○議長（吉田数博君）

定足数に達しておりますので、平成24年浪江町議会３月定例会を

開会いたします。

なお、11番、渡部貞信君より欠席の届け出がなされております。

（午前 ９時００分）

◎開議の宣告

直ちに本日の会議を開きます。○議長（吉田数博君）

◎議事日程の報告

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ○議長（吉田数博君）

ります。

◎会議録署名議員の指名

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。○議長（吉田数博君）

、 、会議録署名議員は 会議規則第120条の規定により議長において

８番 泉田重章君、９番 橋爪光雄君、10番 田尻良作君を指名い

たします。

◎会期の決定

日程第２、会期の決定を議題といたします。○議長（吉田数博君）

お諮りいたします。今期定例会の会期はお手元に配付のとおり、

本日より21日までの14日間といたしたいと思います。これにご異議

ありませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（吉田数博君）

、 、 。よって 会期は 本日より21日までの14日間と決定いたしました

会期中の会議についてお諮りいたします。

８日、９日、19日、21日を本会議、12日、13日、14日、15日、16
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日を議案調査及び委員会等のため休会といたしたいと思います。こ

れにご異議ございませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（吉田数博君）

よって、以上のように決定をいたしました。

◎諸般の報告

日程第３、諸般の報告を行います。○議長（吉田数博君）

議長としての報告事項は、印刷してお手元に配付しておりますの

でご了承願います。

なお、本定例会の議事運営についてでありますが、町側から議案

第４号について、去る２月29日に入札を終え、本来であれば臨時会

を招集し議決を得る案件ですが、定例会も間近なことから、定例会

の中で先行して審議して欲しいとの申出がありました。線量計を年

度内に各家庭に配布したいとのことから、早急な議決が欲しいとの

ことでありました。３月２日に開催した議会運営委員会において審

議の結果、議案第４号については、２日目の一般質問終了後、議案

上程の中で単独で上程し、提案理由の説明を受けたのち休議をし、

委員会審議をした上で、本会議を再開して審議することとしたいと

思いますので、ご了承をお願いいたします。

◎行政報告

日程第４、行政報告を行います。行政報告につ○議長（吉田数博君）

いては町長からお願いいたします。

町長。

［町長 馬場 有君登壇］

。 。○町長 馬場 有君（ ） おはようございます 行政報告を申し上げます

議員各位にはご多用中にもかかわらず、平成24年３月浪江町議会

定例会にご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。

東日本大震災、原子力発電所事故の発生から１年を迎えようとし

ております。改めてこの災害により亡くなられた方々のご冥福をお

祈り申し上げますとともに、ご遺族に対し、深く哀悼の意を表しま

す。

暫時休議いたします。○議長（吉田数博君）

（午前 ９時０３分）

再開いたします。○議長（吉田数博君）
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（午前 ９時０５分）

改めましておはようございます。○町長（馬場 有君）

行政報告を申し上げます。

議員各位にはご多用中にもかかわらず、平成24年３月浪江町議会

定例会にご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。

東日本大震災、原子力発電所事故の発生から１年を迎えようとし

ております。改めてこの災害により亡くなられた方々のご冥福をお

祈り申し上げますとともに、ご遺族に対し、深く哀悼の意を表しま

す。

また、この原子力災害による全町避難により、今なお、県内に１

万４千名、県外に７千名の町民の皆様が避難し、つらく悔しい生活

を強いられております。

１日も早くこの避難生活からすべての町民が解き放され、放射能

から美しい故郷を取り戻し、皆さんの暮らしと故郷を再興したいと

考えています。

さて、東日本大震災の被災地再生に向け、２月10日、復興庁が本

格始動しました。併せて出先機関として本県など３カ所に復興局、

いわき市、南相馬市に支所が設置されました。

復興に関する政府内の総合調整・事業の総括監理を行うととも

に、被災自治体と国をつなぐ一元的な窓口を担うものとして期待さ

れるものであり、被災自治体に も身近な組織として、現場主義に

徹し迅速な対応を求めていきたいと考えています。

また、政府は同日、福島県の復興再生を国が責任を持って進める

ことを規定した「福島復興再生特別措置法案」を閣議決定し、国会

に提出しました。本法案では、原子力災害からの復興再生の基本と

なる福島復興再生基本方針の策定、避難解除等区域の復興再生のた

めの特別措置、産業の復興再生のための特別措置等について定める

ことにより、東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進を図る

こととしております。

また、施策実施に当たっては、県や市町村の自主性・自立性、住

民の意見を尊重するとしておりますが、本法案を１日も早く成立さ

せ、被災自治体及び避難者の立場に配慮した実効ある施策を、早急

にスタートしていただきたいと考えております。

次に、平成24年度の予算編成関係について説明させていただきま

す。

平成24年度予算につきましては、町税、使用料・手数料等の自主

財源が確保できず、国県等の依存財源に頼らざるを得ない脆弱な財
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政基盤での編成となりましたが、震災等により全国に避難されてい

る町民の皆様の「暮らし再建 、更には「ふるさとなみえの再生」」

のため、今議論いただいている浪江町復興ビジョンを基本に編成い

たしました。

具体的には、①ホールボディ検査、予防接種・健康診断等による

健康管理の充実、②応急仮設住宅等住宅環境の改善、③仮設住宅・

、 「 」 、借上住宅毎の自治会の設立運営 交流会の開催等 きづな の維持

、 、 、④仮設学校運営 小中学校就学援助等教育環境の再生 ⑤町広報紙

ホームページ、フォトビジョン等によるふるさと情報発信等に取り

組むことといたしております。

なお、事業費等については予算資料に記載させていただいており

ます。

これらに基づく、平成24年度一般会計予算の総額は、63億6,300

万円、前年度比10.9％の減となっております。

一方、特別会計９事業の合計は、国保会計、介護保険会計の大幅

な増加等により63億302万６千円、前年度比31.0％の増となってお

ります。

一般会計予算の内容ですが、歳入では、町税が震災特例法の規程

に基づく減免等により55.0％減の８億4,055万円。地方交付税が減

免による町税の減収補てん等として交付される震災復興特別交付税

の増加により、28.1％増の32億400万円。町債の借入れにつきまし

、 、 。ては 臨時財政対策債３億5,100万円 18.8％減となっております

歳出では、義務的経費が、災害弔慰金や小中学校就学援助費、保

育料助成金等扶助費で３億9,056万３千円増加し、10.3％増の32億

9,042万円、構成比51.8％であります。その他の経費につきまして

は、仮設庁舎・各出張所での災害救助・救援事務や緊急雇用事業、

仮設学校運営事業等に事業がシフトし、物件費が減少したこと等に

より、19.0％減の30億367万５千円。

一方、浪江町内のインフラ復旧については、災害復旧事業費

2,821万円の計上のみとなっておりますが、本格的な復旧事業につ

いては、除染の進捗状況と併せ、柔軟に対応していくことといたし

ております。

次に、災害対応業務について報告させていただきます。

まず、追悼式についてでございますが、東日本大震災から１年の

３月11日に 「浪江町東日本大震災追悼式」を二本松市の総合葬祭、

場「ほうりん」で挙行することといたしました。

震災発生から１年の節目の日に、犠牲者に哀悼の誠をささげ、町

民が一丸となって復興に取り組むことを誓うために実施するもので
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あります。

除染のモデル実証事業について、ご報告いたします。

本事業については、浪江・津島両地区とも除染作業は終了してお

ります。津島地区の除染につきましては、森林、農地、宅地、大型

建物が混在する空間線量が比較的高い区域で、除染対象の表面汚染

、 、密度も高いという条件下において 種々の除染方法を検討・実施し

本格除染に向けて線量低減が期待できる工法を採用したということ

であります。事後のモニタリングの全面的な空間線量の低減率は、

平均で57％であります。

一方、権現堂矢沢町地区でありますが、鉄道施設等の大型建物、

宅地、農地が隣接する空間線量が比較的高い区域で、平地の都市部

の居住地域における種々の除染方法を検討・実施し、本格除染に向

けて線量低減が期待できる工法を採用したということであります。

事後のモニタリングの全体的な空間線量の低減率は、平均で約51％

であります。

食品のモニタリング検査について、ご報告いたします。

このたび、消費者庁と福島県から食品等の放射能簡易分析装置の

貸与を受け、町民の皆様の食の安心・安全のため、飲用水・自家消

費野菜等の放射能簡易検査を二本松市の上竹倉庫事務所において実

施いたしておるところであります。

町民交流事業について、ご報告いたします。

県内外の民間借上住宅などで生活する町民は、交流の機会が少な

く、悩みや不安を抱えて生活を送っている方も多くいます。これら

の方たちの悩みや不安を少しでも解消するとともに絆をつないでい

くため、顔を合わせる場として交流会の開催を進めております。

まず、福島県内交流会についてでありますが、県内に避難してい

る町民を対象に、１月12日に白河市、１月15日に会津若松市、２月

５日に郡山市、２月19日に福島市、２月26日にいわき市で開催し、

620名が参加し、久しぶりに再会して町民同士の交流が図られまし

た。この中には、町民が発起人となって開催した交流会もあり、そ

れらについては組織化も進んでおります。

また、町民が交流できる場の提供を目的に “集まっ会”を福島、

、 。市 二本松市で開催しており多くの町民が交流し絆を深めています

次に、県外交流会についてですが、なみえの“しゃべり場”～集

まれ浪江のなかま～と題して、県外に避難している町民を対象に１

月29日には東京都、２月12日にはさいたま市、３月４日には新潟県

長岡市で開催し、200名の参加がありました。この事業は、高崎市

域震災復興支援委員会と高崎経済大学の協力を受け実施しているも
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ので、学生が町民から避難生活での悩みや不安、思いなどを聞きな

がら、町民同士の交流を図っています。

また、町民が発起人となって企画した交流会も１月22日に仙台市

で開催され、80名の参加をいただいております。

さらに、避難先自治体等が主催しての交流会も１月22日に栃木県

宇都宮市で、２月５日に秋田市で、２月26日に新潟県柏崎市で開催

され、職員が出向いて町民からの相談などに応じております。

警戒区域への一時立ち入りについてご報告いたします。

３巡目のマイカー立ち入りを２月12日より実施しております。２

月26日まで６回実施し、1,112世帯、2,632人の方が立ち入りをされ

ました。２月26日以降は、バスでの立ち入りを２回、マイカーでの

立ち入りを南相馬市「馬事公苑」から７回 「道の駅ならは」から、

２回、富岡町毛萱地区から１回を計画しています。

災害給付金等の状況について、ご報告いたします。

初めに義援金２次配分追加分２回目についてでありますが、今回

につきましても、１人当たりの配分額を決定し、世帯人数を乗じた

額を、原則２次配分追加配分時に指定された口座に、２月29日に振

り込みしたところです。

また、今回も世帯の事情により希望があれば、１世帯２口座まで

口座を分離できることとしたところであり、希望者は約53世帯とな

っております。

支給額でありますが、１人当たり、国分が１万3,200円、県分が

1,800円、合わせまして１万5,000円であります。

次に、被災者生活再建支援金の支給状況について申し上げます。

、 、地震により全壊又は大規模半壊した住宅については ２月末現在

54世帯の申請を受けております。これにつきましては御承知のとお

り、現在、損壊した住宅の多くが立入禁止区域内にあり、詳細な調

査ができないため、写真または本人の申告により、月１回程度現地

を確認し対象になる世帯に連絡し、請求をいただいているところで

あります。

次に、災害弔慰金について申し上げます。

災害弔慰金等の支給に関しましては、３月11日津波及び地震等に

より直接死亡された方が184名でありまして、うち支給対象者が171

名となっております。２月末現在、申出受理件数が158件、うち支

払件数は157件であります。今後も死亡届等により死亡が確認され

た方から順に、申出書等関係書類の提出をいただき、審査の上、速

やかに振込をしてまいります。

また、災害関連死に関する弔慰金につきましては、現在、双葉地
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方災害弔慰金審査委員会において関連死の可否について審査をお願

いしているところでありまして、２月末現在、申出受理件数が131

件、うち審査件数が77件、うち認定件数が76件、支払件数が67件で

あります。

保育所の入所状況について、ご報告いたします。

３月10日時点での保育所入所申込者は、公立、私立合わせて242

名でありました。入所の状況でありますが、前回報告時の11月末現

在で171名でありましたが、２月末現在では175名、４名の増となっ

ております。

内訳は、県内が、いわき市17名、福島市14名、南相馬市６名、白

河市５名、二本松市４名など、計55名。県外が新潟県29名、埼玉県

19名、千葉県15名、栃木県、群馬県９名など、計120名となってお

ります。

なお、本年１月１日より施行された、東日本大震災における原子

力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処

理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律により、保育所入

所に係る事務が避難先の地方公共団体で処理することができること

になりましたが、入所審査等において世帯の所得確認等、関連業務

は引き続き対応することとなるため、今後も、避難先において適切

な保育サービスが受けられるよう、対応してまいります。

教育行政について、ご報告いたします。

まず、二本松市内に開校している浪江小・中学校の児童生徒数に

ついてですが、２月27日現在、浪江小学校が31名、浪江中学校が51

名となっております。この３月に卒業する小学生は９名、中学生は

14名ですが、４月に入学する予定の小学生は２名、中学生は７名と

いう状況であります。

平成24年度の児童・生徒数は現在より若干少なくなる見通しで、

その主な理由としては、放射線量に対する不安、国・県・東電の災

害対策の具体的な取り組みの全容や詳細が不透明な現状、保護者等

が避難先で既に生業に就いていることなどが考えられます。

浪江小・中学校では、今後とも一人一人の児童・生徒に寄り添い

ながら、教育の充実に努めてまいります。

次に、町内の各学校の被災状況についてですが、１月24日から３

日間、ふくしま市町村建設支援機構のご協力をいただき、学校施設

の被害状況を目視により調査いたしました。この調査は、今後のイ

ンフラ復旧の基礎資料となるものです。それによりますと、学校施

設の中でも、請戸小学校は、校舎及び体育館それに東地区調理場と

も津波による被害が甚大となっています。また、浪江小学校は、校
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舎の地盤が一部沈下しております。その他の学校につきましては、

、 、 。窓ガラスの破損 外壁の破損 ドア等の不具合が見られる程度です

次に、原発事故で二本松市の安達高校にサテライト校として授業

を展開している浪江高校では、新年度から地元の復旧・復興に寄与

する人材を育成することを目的とした、キャリア教育を福島大学の

協力で進めることになりました。

この教育の導入に至った経緯は、生徒に「双葉地方の将来の地域

づくり等」をテーマに作文を書いていただいたところ、多くの生徒

が「ふるさとに戻り、地元の復旧・復興に何らかの形で携わってい

きたい」という想い・希望を抱いていることがわかりました。

これを受けて、浪江高校では、来年度の教育目標に「生涯にわた

り相双地区の復旧・復興に寄与する意欲のある人材を育成するこ

と」を基本に据え、福島大学で蓄積されているキャリア教育等に関

する知識や情報、ノウハウの提供、指導の支援を受け、更には今年

度設立された「うつくしまふくしま未来支援センター」との連携に

よって、生徒の夢の実現に向けたキャリア教育を推進することにし

たものです。

将来を担う生徒の発想力、構想力、分析力に関する能力を高める

とともに、コミュニケーション能力、プレゼン能力の習得にも役立

つものと大いに期待しているところです。

次に、平成24年浪江町成人式について、ご報告いたします。

１月８日、二本松市安達文化センターにおいて 「平成24年浪江、

町成人式」を挙行いたしました。式では、地元選出の国会議員、県

議会議員をはじめ大勢の来賓の皆様にご参列いただき、新成人への

激励、祝福の言葉をいただきました。

新成人代表の志賀諭さんが、東日本大震災に負けない強い意志と

誓いのことばを述べられ、新成人220人がはたちの志を胸に、新た

な門出をいたしました。

後に、復旧・復興の取り組みに関して、ご報告いたします。

まず、１月に小中学生及びそのご家族の方の協力を得て実施した

「復興に関する子供向けアンケート」の概要についてご報告いたし

ます。小中学生（1,697人）にアンケートをお送りし、２月10日時

点で1,190人、70.1％から回答をいただくことができました。

困りごととして 「浪江の友だちと会えなくなった 「家族がば、 」

らばら 「ペットがいなくなった」など身近な方との離別に関する」

困りごと 「家が狭い 「自分の部屋がなくなった 「家が寒い」な。 」 」

ど住環境の困りごと 「また地震や津波が来ないかの不安 「放射。 」

」 、 、能のせいで病気にならないかの不安 など 震災や放射能への不安
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「塾や習い事に通えなくなった 「学校が変わって勉強についてい」

くのが大変」など教育環境の困りごとが挙げられました。子供たち

が困難な状況で暮らしていることが明らかになりました。

大人になったときどんな町になってほしいかとの自由記載の設問

に対しては 「震災前の元の浪江町 「放射能の心配がなく安全安、 」

心できれいな町 「明るく元気な町 「自然豊かな町」といった声」 」

が多く寄せられました。また、町長にお願いしたいことという問い

については 「浪江町に帰りたい 「友だちと集まれる機会を設け、 」

て欲しい 「浪江町を復興して欲しい、除染してきれいにして欲し」

い 「一時帰宅、ランドセルを持ち出して欲しい」などの声が多く」

寄せられました。

先人が育んだふるさとに対して、多くの子供たちが大人以上に大

切に思っていることを強くうかがわせる内容でありました。今後の

避難生活の支援、暮らしの再建、ふるさとの復旧・復興に当たって

は次世代を担う子供たちにとって、どのような責務を果たすべきか

という観点で考えることの重要性、それに応えるための努力が必要

と考えております。

復興ビジョンへのパブリックコメントについてご報告します。

町民委員による浪江町復興検討委員会における「検討状況の中間

」 、 、報告 について 先般実施した町民アンケートの詳細結果とともに

１月中旬に各世帯に発送し、あわせてパブリックコメントを実施い

たしました。その結果、68名の町民の方々から計217項目に渡るご

意見を頂きました。

主な意見としましては、避難生活の現状や復興に対する考え方、

理想とする姿が多様であること、帰ることのみのビジョンであると

の懸念、国などによる抜本対策が弱いこと、除染そのものへの不安

と不信、除染後の浪江町への懸念、賠償に対する強い不安、町外で

の居住の確保を含めた今後の住環境への不安などであり、貴重な意

見を頂いたところであります。

、 、復興検討委員会では 先般実施した約11,000名のアンケート結果

約1,200人の子供アンケート、そして今回のパブリックコメントの

意見を踏まえまして、町民の不安に応えていくために中間報告内容

の大幅な見直しを行っているところであります。

浪江復興ビジョンの策定についてご報告します。

町としましては、復興検討委員会からの答申を受け、年度内の復

興ビジョンの策定を予定しておりましたが、現在、国が検討してい

る区域の見直しの状況も踏まえる必要があることから、策定時期を

新年度の早い段階での策定とすることといたしました。
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復興ビジョンの策定に当たっては、先般、議会から頂いている意

見についても反映が成されるよう鋭意作業を進めてまいる所存であ

ります。

以上、12月定例会以降、現在までの取り組みについて報告いたし

ました。

なお、今期定例会にご提案申し上げる案件は、物品購入契約の締

結案件が１件、条例の制定・改正案件が10件、平成23年度の補正予

算案件が９件、平成24年度の予算案件が11件、報告案件が２件であ

ります。

詳細につきましては、提案の都度ご説明申し上げますのでよろし

くご審議、ご承認いただきますようお願い申し上げ、行政報告とさ

せていただきます。

以上で行政報告を終わります。○議長（吉田数博君）

◎一般質問

日程第５、一般質問を行います。○議長（吉田数博君）

一般質問は、一問一答方式については質問・答弁合わせて60分と

なります。一括方式は慣例により質問の時間は30分、再質問10分、

再々質問が10分以内となっております。質問は質問席で行います。

また、通告された一般質問の中で、同一内容と思われる事項が、

２人以上の議員から出されておりますが、この震災を受けて思いは

十分理解をいたしますが、議事整理上また円滑な議会運営をするた

め、後順位者が先順位者の質問に対する執行部の答弁で了解したな

らば、その件について撤回するか、または、不足分の答弁を求める

ことでご協力をお願いいたします。

一般質問は通告順に質問を許します。質問、答弁とも簡潔にお願

いをいたします。

◇橋 爪 光 雄 君

９番、橋爪光雄君の質問を許可します。○議長（吉田数博君）

９番。

［９番 橋爪光雄君登壇］

９番、公明党の橋爪光雄です。○９番（橋爪光雄君）

３月11日東日本大震災から１年を迎えようとしております。犠牲

になった方々に静かに厳かに追悼の祈りを捧げるとともに、ご遺族

並びに被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

通告に従い一括質問方式で質問します。

町民を守る行政の取り組みについて。長引く避難生活の影響で、



- 15 -

心身両面での健康問題が深刻化している。県内外の町民に健康問題

について、どのような取り組みをしているのか伺います。

国の避難指示がない中で、高線量の津島地域で約8,000人が自主

避難し、３日間避難生活を余儀なくされました。内部被ばくされて

、 、いるのではないかと心配される相談が多くありますが 当町に今月

ホールボディカウンターが設置され、４月中旬に検査が開始される

と伺っていますが、検査体制について伺います。

全世帯へ線量計の配布については先ほど町長より行政報告があり

ましたので、安心しているところでございます。

、 、 、 、昨年12月 政府は３区域 避難指示解除準備区域 居住制限区域

帰還困難区域に再編する方針を示したが、線引きによって地域が分

断され、人と地域を切り捨てるようなことは断じてあってはならな

い。除染が進まない中、除染工程表を示した環境省に対し、町はど

のような取り組みをしていくのか伺います。

賠償については、精神的損害の見直し、財物賠償は基準を示し、

被災者の声を反映させた賠償をするべきであります。町の取り組み

をお示しください。

昨年12月に、宮城県石巻市へ今年２月に宮城県気仙沼市と岩手県

陸前高田市の被災状況の視察に行ってまいりました。地震、津波の

複合災害のすさまじさを感じてきました。被災地の再生に向け、復

興庁が２月10日、業務を開始。実現するまで11カ月もかかり、期待

のことばより先に不満を口にする県民が多いのが実態であります。

放射能の心配をしながらの生活はできないと、若年層を中心に人

口流出が起きています。復興庁に対し、町はどのような取り組みを

していくのか伺います。

除染に伴う廃棄物処理が進まない中、中間貯蔵施設建設について

は、双葉郡８カ町村の足並みがそろっていませんでしたが、現在、

一体となって行動することになり、今後の活動を期待したい。町の

取り組みをお示しください。

家屋を流出された方、帰還困難区域の方への町はどのような対応

をされるのか。

以上、６項目について町長の見解を伺います。

次に、教育行政について伺います。県内外で避難生活を送ってい

る児童生徒は、住環境、教育環境が変わった中で学んでいますが、

学力低下等の心配をされている父兄が多く見られますが、児童生徒

の実態と、教育委員会はどのような対応をしているのか伺います。

避難先で嫌がらせなどの問題が発生しているが、教育委員会はど

のような取り組みをしているのか。児童生徒、父兄と会って話し合
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う場所が必要と思います。懇談会の開催について伺います。

介護について伺います。被災した福島、宮城、岩手３県の42市町

村で、要介護認定を受けている人が2011年５月末から12月末の７カ

月間で9,802人増えております。当町の実態とどのような取り組み

をしてきたのか伺います。

被災地で要介護認定を受ける高齢者が増える背景には、生活環境

の激変による運動不足やストレスがあると言われています。心のケ

アが必要とされます。介護予防についてどのような取り組みをして

いくのか伺います。

以上、 初の質問を終わります。

答弁者、町長。○議長（吉田数博君）

町民を守る行政の取り組みについて、私のほう○町長（馬場 有君）

から総括的にお答えさせていただきまして、個別的なものについて

は担当課長が答弁いたしますので、よろしくお願いいたします。

現在、ほぼすべての町民が慣れない町外で暮らして、住まいや賠

償、健康、今後の行方といった数多くの不安を抱きながら避難生活

を送られている状況にあることは御承知のとおりであります。この

、 、ような状況にある町民を守るために 町として考えるべき所は考え

実行すると同時に、今災害の責任を負う国、あるいは東京電力に対

しても、被災者である町民、汚染されたふるさとの双方について、

我が国全体として生活再建や復旧復興に取り組んで初めて町民を守

ることが可能になると考えております。

町としましては、町民の暮らしを守るために、健康・除染・賠償

・中間貯蔵施設、帰れない町民への対応も含めて、総合的な観点か

ら取り組み、国が対応すべき物はすべきものとして強く要請し、こ

の問題の解決を図っていく考えであります。

また、復興庁に関しましては、行政報告でも申し上げましたとお

り、復興の司令塔になる組織でありますので、被災自治体と国をつ

なぐ一元的な窓口を担うものとして期待しているところでありま

す。被災自治体に も身近な組織として現場主義に徹し、迅速な対

応を今後求めていきたいと考えております。

企画調整課長。○議長（吉田数博君）

それでは、帰れない町民の対応につい○企画調整課長（谷田謙一君）

て説明を申し上げます。

通常のケースでありますと、被災にあった場所を元の状態、より

よい状態にすることが復旧復興となります。今回の原発事故では、

、 、未だふるさとを追われまして ふるさとの多くは放射能に汚染され

復旧にすら着手できない状況にあります。



- 17 -

浪江町におきましては、まず町民の暮らしの復旧復興に当たるこ

とが必要であると考えております。それを備えながら、さらにふる

さとの復旧復興に取り組むという２つの復旧復興に取り組むことが

必要と考えております。

そのような中にありましても、安心して暮らすことができる住宅

の確保は重要な課題と考えております。また、今後どのような生活

を選択するにいたしましても、不公平の生じない賠償の確保も重要

な課題ととらえております。さらに健康管理問題などもあります。

このような環境が整うことによりまして、安心して暮らすことがで

きる状況になると考えております。

住民生活課長。○議長（吉田数博君）

、 、○住民生活課長 植田和夫君（ ） ご質問の除染 中間貯蔵施設について

ご質問にお答えいたします。

まず、除染についてでありますが、このほど環境省は、放射性物

質を取り除く除染の作業を本格化させるという工程表を公表したと

ころでございます。その内容でございますが、一般の人が１年間に

受ける放射線量が年20ミリシーベルト以下の避難指示解除準備区域

と、20ミリシーベルトを超え50ミリシーベルト以下の居住制限区域

については2014年３月末までに除染を終える目標を掲げておりま

す。

なお、放射線量が50ミリシーベルトを超え、特に汚染がひどい帰

還困難区域については、指定区域の除染作業を行い、その結果を見

て具体的にどうするかを検討するということであります。

また、年間20ミリシーベルト以下の２区域の除染の進め方につい

ては、環境省はこのうち年10ミリシーベルト以上のところや、５ミ

リシーベルト以上の地域にある学校などから作業を始め、年内に終

わらせる考えであります。

それから、20ミリから50ミリシーベルト以下の区域については、

2014年３月末、平成25年末までに20ミリシーベルト以下になること

を目指しております。また、作業の拠点となる役場や公民館、水道

施設などは優先して除染を行うとする。ただ、仮置き場の確保、住

民や所有者からの同意を得るのに時間がかかるために、作業が始ま

るのは早くても平成24年度の７月以降になるということでありま

す。このように、国が直接除染する対象地域を汚染程度によって３

つに分け、除染を進めるということであります。

当町においての本格除染の進め方でありますが、本工程を基本に

環境省が作成する除染計画について、現在、環境省と仮置き場の確

保を含め協議しているところでございます。
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続きまして、原発事故の汚染土壌などを保管する中間貯蔵施設に

、 。ついて 国が双葉郡内への設置を要請しているところでございます

今年１月には、県と双葉郡の実務者による初会合が開かれ、国に

対する要望事項が３点ほどあったということでございます。また、

国では郡内町村の個々の首長や議会に対して意見を求めておる報道

もありますが、復興庁に対しての意見交換等は現在なされていない

状況であります。

当町といたしましては、賠償や避難生活対策など多くの問題があ

りますが、今後、中間貯蔵施設については、双葉郡は一つという観

点から、さらなる議論が必要だと考えております。

以上でございます。

健康保険課長。○議長（吉田数博君）

それでは当町の健康についてお答え申○健康保険課長（紺野則夫君）

し上げます。

町民の健康につきましては、仮設住宅の健康相談会の開催及び巡

回訪問、県内借り上げ住宅の65歳以上の方及び３歳以下の幼児の訪

問を優先的に実施しております。その内容でございますが、生活指

導、健康管理の指導に努めているところであります。

また、健診につきましては、受診者に合わせた集団健診及び施設

検診を実施しております。避難住民の健診に対する意識を高めるた

め、健診の必要性をこれからも広報してまいります。

続きまして、ＷＢＣの検査の体制でございますが、検査は津島診

療所が実施することとなっております。したがいまして、関根先生

を主体に放射線技師、受付案内等６名体制で今後とも実施したいと

考えております。４月中頃、遅くとも４月下旬には実施したいと考

えております。

産業振興課長。○議長（吉田数博君）

。○産業振興課長 高倉敏勝君（ ） 賠償関係についてお答え申し上げます

精神的被害につきましては、国や県、東京電力に対して賠償額の

見直しを求めることは何度も行ってきております。１月27日、郡山

市で開催されました第21回の原子力損害賠償紛争審査会におきまし

ても、町長が直接賠償額の見直しと、区域見直しによる賠償の差額

が出ないように、平等性を確保するようにということで強く要望し

てまいったところでございまして、今後も審査会を注視しながら、

進めていきたいと考えてございます。

教育総務課長。○議長（吉田数博君）

教育行政２点についてお答え申し上げ○教育総務課長（屋中茂夫君）

ます。
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まず１点目の県内外の児童生徒の実態、対応についてでございま

すが、浪江町の児童生徒につきましては、在籍していた学校をもと

、 、 、に 児童の状況把握に努め 学校だよりなどで相談を呼びかけたり

電話連絡などの折に様子を尋ねたり、いろいろな相談に応じており

ます。各学校には、学校に行けない。あるいは登校が渋りがちだな

どの実態を把握した際には、元の学級担任などと管理職が連携し、

状況によってはスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカ

ーを交えて対応しているところでございます。

直接的な接触が可能な場合には、児童生徒や保護者と面談して対

処し、遠方でそれができない場合には、電話や手紙などで励ましや

助言を行って状況の改善を図ってきたところでございます。

学力低下の心配に対しては、電話などで励ますことのほかに、各

種のＮＰＯ、あるいはボランティアのご支援をいただきながら、仮

設住宅の集会所等で学習支援活動を行っております。

２つ目の懇談会についてでございますが、現在の教育委員会の主

な業務内容である小中学校の児童生徒の就学事務や、就学に伴う経

済的な負担軽減のための就学援助金に対しては、各方面からご協力

とご支援を受け事務を進めておりますが、さらにきめ細かな対応が

できるよう努めてまいりたいと考えております。

今後、全町避難という状況にもさまざまな変化が生じると思われ

ますので、これに伴い学校再開や教育行政の全般について広く説明

し、ご意見を伺うことも必要になると考えます。町当局や議会の皆

様による懇談会が大きな成果を収めておりますので、これらを参考

に、教育委員会として今後どのような形で住民の方々と話し合いを

持つのが良いかについて検討し、状況に合わせて効果的にできるよ

うにしたいと考えております。

また、ご指摘のありました心配事や悩み事につきましては、子供

とその保護者との接触機会を増やしながら、きめ細かに相談や助言

を行うことがより有効であると考えます。

したがいまして、当面は学校関係者と連携した教育相談のような

ものをさらに充実させ、活用する必要がありますので、困りごとの

相談が気軽にできるような態勢づくりを強化する方向で努力してま

いりたいと考えております。

答弁者、健康保険課長。○議長（吉田数博君）

それでは介護についてお答え申し上げ○健康保険課長（紺野則夫君）

ます。

はじめに、介護の実態・対応についてでございますが、介護の実

態につきましては、現在の介護認定者は要支援が302名、要介護798



- 20 -

名であり、昨年度の同じ時期と比較しますと、183名程度増加して

おります。合計で1,100名の方が認定を受けている状況でございま

す。

また、審査前１年間の新規申請が224件に対しまして、震災から

２月までの新規申請は561件であり、約２倍になっております。

さらに震災以前より要介護認定を持っていた方に関しましては、

要介護認定有効期間及び要支援認定期間の特例による１年間の延長

措置を行っております。

介護サービス状況でございますが。１次避難施設の体育館あるい

は全国の親族、知人を頼りの避難生活のため、サービス提供事業者

等がわからないなどの理由により、居宅サービスが減少しておりま

した。仮設住宅、借り上げ住宅に落ち着いてきたため、通所介護等

のサービスも受けております。施設サービスにつきましては、被災

施設の入居者を全国の施設に受け入れてもらっている状況でござい

ます。

また、新規の県内施設の申し込みにつきましては、ただいま順番

待ちのような状況にあります。

次の予防対策でございますが、高齢者の元気づくりにつきまして

は、健康づくりと健康管理の支援も大切であると考えております。

健康づくりにつきましては、仮設住宅、借上げ住宅を問わず、桑

折町、福島市、二本松市２カ所、本宮市に開所しました浪江町サポ

ートセンターを拠点に、仮設住宅集会所で体操教室等を行っており

ます。

健康管理につきましては、町の総合健診の受診により、高齢者の

健康管理を図っているところであります。

また、全国の避難先の自治体に対しましては、運動教室や栄養教

室など浪江町の避難者が参加できるよう、ただいまご協力を願って

いるところでございます。

９番。○議長（吉田数博君）

再質問をします。このたびの東日本大震災、ま○９番（橋爪光雄君）

た原子力災害は、経験したことのない災害が実際起きたわけでござ

います。

したがって、初めての経験であり、皆さんの知恵を 大限に発揮

していただいて対応していくしかないと思います、解決策は。いろ

んな方法をとって 善の努力をしていくと。これが町にもまた議会

としても課せられて課題であると思います。

そういった中で、今、答弁がされましたけれども、いろいろと県

内外含めてしっかりと対応されていることについては理解をいたし
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ました。

その上で、私のほうからは再質問の中で３点質問させていただき

ます。

町民を守る行政の取り組みについては、これは町長から答弁を求

めたいと思います。昨年は、国、県への要望と避難の対応、生活支

援を主に取り組みをされてきましたが、今年度は町民が帰町できる

のかできないのかを問われる年となります。町の将来が問われる年

でもあり、先行きが見えない状況ですが、町長の行動、決断が問わ

れる年と言っても過言ではありません。今後も多くの課題に取り組

んでいかなければならないと思いますけれども、３月10日予定され

ております国、県、双葉郡首長による会議に、町長としてどのよう

な考えで出席をされるのか伺います。

教育行政についてですけれども、県内外の児童生徒、また父兄に

対しては取り組みをされているということは伺いました。今後の取

り組みとしては父兄、児童と教育委員会との話し合いの場を多く持

。 。つということです これが問題解決に繋がることになると思います

懇談会を定期的に開催する考えはあるのか伺います。

それから介護について。環境の変化によって不眠を訴える方が多

くおります。心の健康について、積極的に取り組む必要があると思

います。今後心の健康について、どのように取り組んでいるのかお

伺いいたします。

再質問終わります。

答弁者、町長。○議長（吉田数博君）

３月10日の町村長会議に、どのように臨むかと○町長（馬場 有君）

いうことでございますけれども、私の２月10日に町村長会議で浪江

町としての提案をしておりました。その提案につきましては、７項

目に渡って提案をいたしまして、それを叩き台に今議論をして、副

町村長会で取りまとめて、現在３月10日の協議に向けて今精査をし

ておるところであります。

この７つの問題として、まず第１に必要なのは、やっぱり双葉郡

が再生再興するためには、双葉郡のビジョンというものを国家が示

すべきだ、国が示すべきだということで行っております。いわゆる

復興像です。国が復興像、そして実現のための具体策、そしてスケ

ジュールを出していただきたいということです。いつも政府のやり

方としては、ボールを投げてくるんです。中間貯蔵施設をお願いで

きませんかとか、あるいは区域の見直しを３つにわけますと。それ

はそれでボールを投げてくるのはいいのですけれども、やっぱり説

明責任がなされていないんです。中間貯蔵施設、これは本当に迷惑
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、 、施設でありますので こういう施設を双葉郡にお願いするためには

要するに双葉郡の復興像といいますか、それをどういうふうに考え

ているのか。それを国が示して来ないんです。

ですから、今回の会議ではそれをやっぱり示していただくという

ことを主張していきたいと思っております。

それから、主要国道の放射線を遮蔽する部分トンネル化というも

の、つまり国道６号、国道114号、国道288号を、やっぱり線量の高

いところを通過しますので、やっぱり人的、物的交流をするために

は、やっぱり道路が１本でないとだめですので、部分トンネル化を

して交通網の整備をしていただくということを要請をしたいと思い

ます。

それから、現在、マンパワーが足りない。これから復旧復興に向

けて、やっぱり技術者が必要になってくるということでありますの

で、これは国からの全面的な人材の派遣といいますか、そういうも

のをしていただかないと、復興復旧が進まないということで人材の

派遣ということをまず要請してまいりたいと思っております。

それから、福島再生協議会と国、県に、我々の双葉郡の町民の声

が反映できるようにしていただきたいということなんです。首長と

か、事務レベルの二段階に分けた協議の場が必要だということで、

今までこの復興に関しては協議はなされておりませんでしたから。

そういうものも含めてやはり協議をしていただきたいということを

要請している。そういう形の中で、やはり現在、平たく申し上げま

、 、 、すと 私どもの課題としては 先ほど来質問がございましたように

除染の対応、それから現在区域の見直し、それらボールが投げられ

ています。それに対する対応。そして先ほど話をしましたインフラ

の対応、さらには賠償の確実な確保、それから仮設住宅に代わる復

、 、 、興住宅 あるいは復興公営住宅 そういうものも視野に入れながら

安心して住めるような住環境も作っていかなくてはならないのでは

ないかと思っております。そういう形の中で、この課題について今

後取り組んでまいりたいと考えております。

教育長。○議長（吉田数博君）

再質問にお答えいたします。○教育長（畠山熙一郎君）

子供たちのいろんな悩みに応じるための懇談会の開催についてで

すが、定期的にできないかというご指摘でございます。それができ

れば大変いいのかなという考えは一方にはございますが、まず現状

を簡単にご説明いたしますと、先ほどご指摘があった学力低下であ

るとか、嫌がらせという、そういった形の直接のご相談はあまりな

いんです。不登校の問題であるとか、そういった悩みについて相談
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するとなりますと、ある意味教育的な経験を持っている者が必要で

ございます。現在の教育委員会には事務方と私１人でございます。

幸いと申しますか、たまたまですが、被災以来、津島の小中学校の

校長と教頭がずっと我々と仕事をしていますので、そういった者の

経験を生かしながら、電話で相談したり、先ほど教育総務課長がお

答えしたような内容で対応してまいっております。定期的な懇談会

となりますと、今すぐということは率直に申し上げてこれはなかな

か難しい。課長が答弁しましたように、今後の状況の中で探ってい

くということでご理解いただきたい。

ただ、手をこまねいているわけにもいきません。今度年度の人事

異動がございますので、校長、教頭など、もう少し身近なところに

人数を増やすことを考えております。今までよりはその者達との連

携を強めながら、そういった不足のところを補う体制をぜひつくり

たいと考えておるところでございます。

健康保険課長。○議長（吉田数博君）

それでは、再質問にお答え申し上げま○健康保険課長（紺野則夫君）

す。

不眠が続きまして、心の健康が今後問題であるということで、そ

れはごもっともと考えています。

医療につきましては、現在津島診療所の先生を中心に健康管理を

行っておるところでございまして、７名の先生方が医療に携わって

おります。その７名の先生方のネットワークを介しながら、健康に

関する健康のケア、それも含めた中での専門員の依頼を図り、今後

とも心の健康についても取り組みたいと考えております。

９番。○議長（吉田数博君）

再々質問です。町長から、今年は町にとっても○９番（橋爪光雄君）

正念場の年であるということで受け止めてしっかり取り組むという

強い決意のもとに取り組む姿勢が答弁されましたので、了解いたし

ました。期待しておりますので、健康には十分注意されて取り組み

をお願いします。

それから、教育については、本当に大変な中で、県内外の児童生

徒は学んでいるわけです。その中で、やはり教育委員会は本当にど

んな小さなことでもどんどん取り上げて、直接話を聞いてあげて応

えていくという姿勢を崩してはならないです。これは本当に重要に

なってくるんですよ。その上で父兄の声を聞いたりして、本当にし

っかりと学んでいけるような体制づくりをやっていくのが教育委員

会の責務だと思いますので、どうか、定期的に懇談会が開催される

ように、前向きな取り組みをしていただいたと思います。
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それから介護についてですけれども、仮設住宅などには、やはり

健康的な生活を送るためにということで、社協などが定期的に訪問

されて、本当に細かな健康について取り組みをされております。

また、体調管理手帳とか、こういったものを健康についての細か

な配慮でもって取り組みをされています。これを受けることによっ

、 、 。て 長期化する避難生活の中で みんな元気をもらっているのです

実際健康になっているんです、ですからそれを抜きにしては健康維

持はできないと思いますので、引き続きこういった取り組みをしっ

かりと続けていってもらいたいと思います。どうか町民を守るとい

う立場からあらゆる知恵を絞って全力で取り組んでいただきたいと

思います。

いずれも答弁はいりません。要望とします。以上で質問を終わり

ます。

以上で９番、橋爪光雄君の一般質問を終わりま○議長（吉田数博君）

す。

ここで10時25分まで休憩いたします。○議長（吉田数博君）

（午前１０時１１分）

再開いたします。○議長（吉田数博君）

（午前１０時２５分）

◇紺 野 榮 重 君

続いて一般質問を行います。14番、紺野榮重君○議長（吉田数博君）

の質問を許可いたします。

14番。

［14番 紺野榮重君登壇］

14番、紺野榮重でございます。議長の許可を頂○14番（紺野榮重君）

きましたので、一般質問をいたします。質問の方法は一括質問方式

でございます。質問項目は、町復旧・復興の件、賠償の件、農業の

件、仮設住宅復興住宅の件、役場機能の件でございます。よろしく

お願いいたします。

月日の経つのは早いもので、東日本大震災、原発事故からまる１

年となります。今日に至るまで町民の皆さんには大変なご苦労をな

されたと思います。また、町長はじめ職員の皆さんにも、厳しい環

、 。境の中 頑張ってこられましたことにも敬意と感謝を申し上げます

、 、 、また 今日に至るまで 全国の皆さんに応援していただいたこと

二本松市の皆さんにお世話になり、あるいは見知らぬ人でありなが
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らも、情けをかけていただいた方々に深く感謝申し上げます。

このご恩に応えるには、我々はいち早く復興して、元の浪江町に

一歩でも近づくことが大切であります。欲を言えば、どこかで災害

が起きたときに、今度は浪江町が我々が救援の手を差し伸べる、恩

返しできるようになりたいと思います。浪江町がみんなで協力しあ

って、できるだけ早く復興することが大事であります。そのために

は町としての目標、希望をしっかりと示すべきではないかと思いま

す。

これからは賠償も大事でありますけれども、国が悪い、東電が悪

いではなくて、町をいかに復旧復興させていくかを第一に考えてい

くべきではないかと思います。

まず、町長の浪江町復旧復興の思いをお知らせいただきたいと思

います。

帰町のための条件は、放射線量、土壌、上下水道、インフラの整

備、その中には通信施設、電気、商店街、病院の問題があるわけで

あります。一つ一つ解決していかなくてはならないと思います。私

はさらに、復旧復興したところに帰るという考えではなくて、一緒

になってともに一緒になって復旧復興しながら浪江に帰るという考

えを持つべきだと思います。そのためには、ある程度の期間は二地

域居住をしての生活を認めてもらうことが大事であると思います。

除染モデル事業が浪江町内２カ所（権現堂、津島）実施されまし

た。その成果、結果はどうなのかお伺いいたします。

政府の方針としては、まずは低線量地から除染を優先して進める

ようであります。いわゆる避難解除準備区域、居住制限区域は、今

後２年間の間に除染して帰宅できるようにするとしております。

今、浪江町としてどのような順序で除染を進めていくのか。概要

をお示しください。

私たちも現場を見学させていただいて、膨大な除去物には驚きま

した。問題となるのは、仮置き場の問題が出てくると思います。基

本的にはどのようにして仮置き場を確保していくのかお伺いいたし

ます。

仮置き場の次は中間貯蔵施設の問題があります。双葉郡内にお願

いしたいと言われておりますが、現在はどのような状況なのかお伺

いいたします。

次に、放射線量に応じての３区分（避難指示解除準備区域、居住

制限区域、帰還困難区域）町としてそれぞれどのように対応してい

くのかお伺いいたします。

それにプラスして、津波で家屋が流出された地域の問題がありま
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す。津波で家屋流出された地域、町長は元の場所に建築は無理だろ

うと答弁をされました。町が建築を制限するとすれば、早急に新た

な土地を確保して、新しい場所を明示しなくてはならないと思いま

す。家屋流出された方々との話し合いはなされたのか。高台移転の

構想はどうなっているのかお伺いいたします。新地町では、災害危

険区域を公示価格の８割で買収することを提示されました。町とし

ての考えをお聞きいたします。

帰還困難区域に指定された地域に対しての町の対応をお伺いいた

します。長期に戻ることができないとすれば、その居住区を町とし

てどのように確保していくのかお伺いいたします。

浪江町としてばらばらにならないようにするには、線量の少ない

地域に復興住宅を造って移っていただくか、また浪江町からそう遠

くないところに居住していただくようにしなくてはなりません。町

長の考えをお伺いいたします。

居住制限区域は長期滞在することができない地域（現在の計画的

避難区域と同様）と思いますが、であるとすれば、二地域に居住し

て自宅に戻り、帰還できるまでがんばれる支援、援助が必要だと思

います。避難指示解除準備区域はできるだけ帰れる人を帰して、復

旧復興していくべきだと思います。

児玉教授は、線量の問題で、おおよそ常磐線から東は薄いので、

帰れる基準だと言われました。いわゆる避難解除準備区域だと言っ

ておられると思います。私は、復旧復興の基本は、浪江町に戻るこ

とが基本ですので、帰れる部分から帰って、復興を少しずつ広げて

いくことが大事ではないかと思います。帰る条件の中で、インフラ

整備がありますが、目視の中で大きく壊れている箇所はどこなのか

お伺いいたします。道路、橋梁、公的建物、上下水道、前回質問い

たしましたが、それ以来どのような状態なのかお伺いいたします。

電気はどのような工程で復旧できるのか。水道水の水質検査をさ

れていると思いますが検査結果はどうなのか。土壌の汚染状況はど

のようになっているのか。町で検査するために臨時職員も採用した

とお聞きいたしましたが、どのような調査をして、どのように周知

していくのかお伺いいたします。

次に、賠償請求の件ですが、現在どれくらい進んでいるのか。請

求されていない方をどのように指導援助していくのかお伺いいたし

ます。

賠償に対して双葉町方式で一括しての請求を望む町民もおられま

、 。すが 町としてどのような考えがあるのかどうかお伺いいたします

次に、農業の件をお伺いいたします。例年であれば作付面積等の
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申告時期になろうと思います。今回の事故によって、町としては農

政を守るためにもどのような方針で臨むのか。賠償の関係でどのよ

うになるのかお伺いいたします。

いわゆる田んぼであれば耕作しなくても減反として認める方向な

のか。それとも一昨年と同様の作付状態として賠償されるのかお伺

いいたします。

農業を復興させることは大変ですが、復興していく上で、基幹と

なるのは第一次産業であると思います。まだ土壌の汚染状況はわか

りませんので何とも言えませんが、早急に汚染の状況をお知らせい

ただきたいと思います。

除染に当たっての表土３センチから５センチの除去の方法は、田

畑にとっても好ましくなく、膨大な除染土対策が問題でありますの

で、別の方法で除染方法で対応していただきたいと思います。

次に、仮設住宅、借上げ住宅についてお伺いいたします。基本的

には何年借りられるのか。今後に不安を持たれている方が多くおら

れます。基本と町の方針をお伺いいたします。

町民の要望で、仮設建設場所について、南相馬市、いわき市に住

みたい方が多くおられます。浪江町としての仮設建設ができないの

か。あるいは現在建設されているところに浪江町町民のエリアを設

けることができないのかお伺いいたします。

仮設住宅、あくまでも長期間住むように作られていないわけであ

ります。今後、恒久的な住宅建設が進められるものと思いますが、

私は町を復興するには、いわゆる町の線量の低いところに建設すべ

きかと思います。また、土地がどうしても確保できないときには、

浪江町庁舎から概ね１時間以内の所とすべきかと思います。町長の

考えをお伺いいたします。

浪江町民の皆さんも、仮設、借上げとも大分落ち着かれてきたと

思います。各地で自治組織、浪江会が発足して、情報交換の場がで

きているようであります。これら役場の指導が行き届いた影響かと

高く評価をいたします。しかしながら、段取りができた時点で町民

の方々に移行して活動していただくことが、方向性としては大事か

と思います。今後は町の行政機能を元に戻し、帰町のための体制に

ならなければならないと思います。特に、建設、上下水道は、浪江

に起点をおくべきだと思います。そして、本来の役場の機能を取り

戻すことが大事であるかと思います。今の班体制から課体制に戻る

こともお伺いしたいと思います。以上です。

答弁が不明な点は、再質問、再々質問させていただきます。

町長。○議長（吉田数博君）
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ご質問にお答えいたします。○町長（馬場 有君）

浪江町民、浪江町の復旧・復興については、議員おただしのとお

り総合的な観点で対応していくということが必要だと認識しており

ます。町の復旧・復興のためには除染は当然の前提でありますけれ

ども、若い世代が安心して暮らす場とならなければ復興はなしえな

いと考えております。安心して暮らすことができる環境の確保、若

い世代が魅力を感じる雇用の場の確保などは非常に大きな課題であ

ります。この点については、避難指示を出した国が、 終的な責任

を持って明確な復旧復興像、先ほども答弁いたしましたけれども、

国家ビジョンを地域に示すことが大前提として必要と考えておりま

す。これは国家ビジョンと、それから今検討いただいております復

興検討委員会のビジョンとすり合わせをしながら、復興像を描いて

いきたいと考えております。

またその上で、本町としましては、現時点で町が元通りになって

いない現況を踏まえますと、まずは安心して暮らすことができる議

、 。員おただしのように 復興公営住宅の確保が必要と考えております

先般、いわゆる区域の見直しの説明がございました。その中でや

はり我々が線量が低いからといって戻ってくださいということにな

ったとしても、日々の生活ができない状況の中では戻っても生活で

きませんので、３月11日以前に戻れるような環境になるまで、ある

程度の時間が必要だと私も認識しております。

そういう意味で復興住宅、あるいは復興公営住宅というものをき

っちり作って、そして安心して暮らせるような、現在は非常に分散

しております。分散型から集約化した新しい町、そういうものをや

っぱり作っていく時期が来るのではないかと考えております。

住民生活課長。○議長（吉田数博君）

２点目の除染モデル事業の結果を踏ま○住民生活課長（植田和夫君）

えて、今後の進め方についてのご質問にお答えいたします。

津島地区の除染モデル事業でありますが、この地域は、森林、農

地、宅地、大型建物が混在する空間線量が比較的高い区域で、除染

対象の表面汚染密度が高いという条件下における種々の除染方法を

検討、実施し、本格除染に向けて線量低減が期待できる方法を採用

したということであります。

その面的除染の効果でありますが、空間線量率で申し上げます。

森林及び周辺、これが事前モニタリングです。これが6.39～9.19マ

イクロシーベルト、事後モニタリングで2.7～7.95マイクロシーベ

ルト。平均の低減率が45％でございます。その他、農地及び周辺が

低減率が55％、宅地及び周辺が56％、大型建物及び周辺が71％、道
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路及び周辺が59％、全体の平均低減率は約57％でありました。

続きまして、権現堂、役場、町でありますが、鉄道施設等の大型

、 、 、建物 それから宅地 農地が隣接する空間線量が比較的高い区域で

平地の都市部の居住地域における種々の除染方法検討を実施し、本

格除染に向けて線量低減が期待できる方法を採用していくことであ

ります。

この面的除染の効果でありますが、空間線量率で申し上げます。

まず農地及び周辺除染前モニタリングで3.75～9.29マイクロシーベ

ルト、事後モニタリング1.85～5.83マイクロシーベルト、平均低減

。 、 、率60％ 続きまして宅地及び周辺が54％ 大型建物及び周辺が55％

道路及び周辺が36％、全体の平均低減率が約51％であります。

それから除染の進め方でありますが、このほど環境省は、放射性

物質を取り除く除染の作業を本格化させるとして工程表を公表した

ところであります。その内容については、先ほども申し上げました

が、一般の人が１年間に受ける放射線量が20ミリシーベルト以下の

避難指示解除準備区域、20ミリシーベルトを超え50ミリシーベルト

以下の居住制限区域については2014年３月末まで。平成25年度末に

除染を終える目標を定めております。

なお、放射線量50ミリシーベルトを超え、特に汚染がひどい帰還

困難区域については、試験的に除染作業を行い、この経過を見て具

体的にどうするかを検討するということであります。

また、50ミリシーベルト以下の居住制限区域の除染の進め方につ

いて。環境省は、このうち年10ミリシーベルト以上のところや、５

ミリシーベルト以上の地域にある学校などから作業をはじめ、年内

に終わらせる考えであります。

続きまして年20ミリシーベルトから50ミリシーベルトの区域は、

2014年３月末までに20ミリシーベルト以下にすることを目指してお

ります。

また、作業の拠点となる役場や公民館、水道施設などは優先して

除染を行う方針です。ただ、仮置き場の確保、住民や所有者からの

同意を得るのに時間がかかるため、作業が始まるのは早くても７月

以降になるということであります。このように、国が直接除染する

対象地域を汚染の程度によって３つに分け、除染を進めるというこ

とであります。

当町において、除染の進め方でありますが、本工程表を基準に、

環境省が作成する除染計画について、現在、環境省と仮置き場の確

保を含めて協議をしているところであります。

企画調整課長。○議長（吉田数博君）
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それでは答弁いたします。○企画調整課長（谷田謙一君）

津波で流された地域の対策についてでございますが、約600戸が

津波による被害を受けまして住まいを失っています。自宅を失った

方々が安心して暮らすことができる住居の整備、更には今後の津波

被害の防止など、津波被災地の対策が必要と認識しております。

住まいにつきましては、具体的には地域の方々の声を聞きながら

進めてまいりますが、現在までのアンケートでは町内の居住を希望

される方につきましては、その多くが町内の高台や住宅地での居住

を希望されております。そういうことから、双方の観点で居住を検

討することが必要だと認識しております。

続きまして、３区分の町の対応でございますが、少し住民生活課

長の答弁とかぶりますが、お答え申し上げます。昨年12月26日に政

府がこの線引きにかかる基本的な考え方について示しておりまし

て、年間積算線量20ミリシーベルト以下については避難指示解除準

備区域と設定するということで、除染、雇用対策など、復興のため

の支援策を迅速に実施し、住民の一日も早い帰還を目指す区域とし

ているということでございます。

年間積算線量が20ミリシーベルト超、50ミリシーベルト以下につ

いてを居住制限区域に設定するとしておりまして、将来的に住民が

帰還し、コミュニティを再建することを目指し、除染やインフラ復

旧などを計画的に実施することとしております。

年間積算線量が50ミリシーベルト超の地域を帰還困難区域に設定

するとしておりまして、同区域におきましては、将来に渡りまして

居住を制限することを原則といたしまして、線引きは少なくとも５

年間は固定するというふうにしております。

除染及びインフラ復旧につきましては、モデル事業などの結果を

踏まえまして、県、市町村や住民など関係者と協議の上、対応の方

向性を検討するとしております。

、 、区域の見直しにつきましては 先ほど町長も答弁いたしましたが

大前提といたしまして、政府としての双葉郡の今後を明確に示すこ

とが必要と考えております。放射線量が低いから帰還できるという

単純な問題ではなくて、安心して生活できる環境の確保、魅力的な

雇用の場の確保も不可欠であります。

合わせまして地域区分がいずれになろうとも線引きによりまし

て、不利益が生じないような賠償の担保も必要となっております。

線引きによって、どのような不利益が生じ、それをどのように補う

のか、この地域の将来像はどのようになるのかといった点がなけれ

、 。 、ば 町民は受け入れることは困難と考えております まずその上で
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復興公営住宅を含めました復興住宅の整備し、安心して暮らすこと

ができる生活の場を確保することが必要と考えております。

住民生活課長。○議長（吉田数博君）

５点目の中間貯蔵施設に対する町長の○住民生活課長（植田和夫君）

考え方と進捗状況について、ご質問にお答えいたします。

原発事故の汚染土壌などを保管する中間貯蔵施設については、国

が双葉郡内設置を要請しているところであります。本年１月には、

県と双葉郡の実務者による初会合が開かれ、国に対する要望事項が

３点ほどあったということであります。

また、県では郡内町村の個々の首長や議会に対して意見を求めて

いる報道もありますが、当町に対しての意見交換等は現在なされて

いない状況にあります。当町といたしましては、賠償や避難生活対

策など多くの問題もありますが、今後、中間貯蔵施設については、

双葉郡は一つという観点から、さらなる議論が必要であると考えて

おります。

続きまして６点目の帰町の条件、放射能の現状と今後について、

。 、 、ご質問にお答えいたします 政府は 現在避難区域を年間被曝線量

放射線量に基づいて３区域に再編するということです。その中で、

居住できる目安としては、年間20ミリシーベルト以下とこれまでの

基準を維持しております。当町において、管内が３つの区域に分断

されるケースが想定されますが、除染の進め方に差が出ることや、

町が分断され、復旧復興への影響など、大変懸念しているところで

ございます。

いずれにしましても、町民の安全安心を第一に考えた場合、帰町

の条件としては、やはり放射線量を平常時、これは0.04まで低減を

図ることが第一であると考えております。

建設課長。○議長（吉田数博君）

帰町の条件の道路状況の現況と今後につい○建設課長（原 芳美君）

てご答弁申し上げます。

警戒区域の中でも比較的低線量地域について、１月末から２月上

旬にかけて調査を実施いたしました。その中で、津波被災地の町道

、 。などは全路線と言っても過言ではない 散々たるものがございます

また、橋梁についても段差や橋脚が被災しているという状況であり

ます。今後については、復興ビジョンに基づき災害復旧や復興交付

金事業に取り組むことになります。

上下水道課長。○議長（吉田数博君）

それでは帰町の条件の上下水道につい○上下水道課長（星 光美君）

て答弁いたします。上水道につきましては、12月中旬に各水源地の
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機器類の点検・操作したところ、正常に作動いたしました。また井

戸水を採水し、放射性物質を測定したところ、セシウム134、137と

もに検出限界以下で数字は検出されませんでした。また、２回目の

採水を２月上旬に行い、測定を依頼しているところでありますが、

まだ結果は来ておりません。

次に、建屋等の被災状況ですが、２月１日に目視による検査を実

施いたしました。水管橋及び橋梁に添架された管の破損及び配水池

のクラックが確認されております。管渠については、震災当日の３

月11日と12日の現地確認による把握にとどまっており、埋設されて

いる管の損傷については、膨大な延長のため、ほとんど把握できて

いない状況であります。

下水道及び農業集落排水につきましては、９月から３回ほど調査

を実施いたしました。浪江浄化センターについては、配管断裂によ

る漏水、長時間の維持管理不能による機器類の機能低下及び機能喪

失が確認されました。幾内中継ポンプ場につきましては、地下１・

２階の冠水、破砕機、ポンプ等の故障が確認されました。高瀬浄化

センターについては、場内の冠水及び破砕機、ポンプ等の故障を確

認しました。埋設されている管については、マンホール等の浮上、

沈下が目視されますが、埋設部の被災については未だ把握できてお

りません。

企画調整課長。○議長（吉田数博君）

続きまして、電気の状況についてご説○企画調整課長（谷田謙一君）

明いたします。東北電力では、昨年の７月から11月にかけまして、

被害の状況把握を行っております。その結果、津波による電柱の流

失が約500本、地震による配電設備の被害（断線、トランス、電柱

倒壊等）は約2,200カ所に及んでおります。また、町内の送電、停

電の状況ですが、津波での流失地区や苅野地区、大堀地区などの一

部の地域で停電しております。

なお、送電区域内でも高圧線までは送電されておりますが、ほと

んどの地域で漏電による二次災害防止のため、変圧器のスイッチを

開放にしており、電気をストップしております。

今後の復旧のスケジュールでございますが、津波での流失場所に

つきましては、町の復興計画に合わせて実施します。その他の地区

につきましては、公共施設等への電源復旧に合わせて実施していく

予定となっています。

産業振興課長。○議長（吉田数博君）

それでは賠償関係について、それから○産業振興課長（高倉敏勝君）

農業関係について申し上げます。
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まず、個人の賠償関係でございますが、３月６日現在、１回でも

、 。請求なさっている方は １万6,076名の方が請求をしておられます

約70％になります。それで、請求していない方についての対策でご

ざいますが、昨年の11月から原子力損害賠償支援機構によりまして

各都市部、それから県内を巡回しまして、個別相談を行っておりま

す。

これにつきましては、２月からは借上げ住宅等も視野に入れまし

て、郡山、福島、会津、いわき等で個別の相談会を行っておるとこ

ろでございます。県外でも新潟、それから山形でも行うことで、現

在、広報とお知らせ版等に掲載させていただいているところでござ

います。町でもいろんな情報のほうを広めていきたいと考えており

ます。

それから、双葉町の請求法ということでございますが、先日の新

聞にもありましたように、22件47人の請求ございましたが、こちら

については双葉町の方式といいますのは、まず東電の請求方式をと

るか、それとも双葉町の独自の方式をとるか。これは個人の判断に

ゆだねられております。そちらをもとに現在、ある程度まとまった

時点で弁護士が和解センターのほうに申し立てをするという方式で

ございまして、先日の報道の形に現在は進んでいると聞いておりま

す。

先ほど申しましたように、浪江町としては、約７割の方が既にや

っております。そういうことを踏まえまして、現在のところはその

方法については、まだ考えを持っておりません。ただ、高齢者それ

から記入の仕方がわからないという方が電話等でありますので、そ

ちらについては、早急に対処しなければいけないと考えてございま

す。

それから農業関係でございますが、昨年の12月に平成24年度産の

作付の割当がなされました。ただ、双葉郡については作付の制限区

域ということで、また今年の２月28日付で新たに作付制限の延長が

なされたところでございます。

当然、この事故がなければ、今年度も通常の作付ができるという

ことでございますので、平成24年度についても当然賠償請求をする

ことになると思います。

ただ、どのような形で進めるかについては、まだ細かい詳細なと

ころまで決まっておりませんので、それは今後について関係機関と

協議を進めてまいりたいと考えてございます。

次に、土壌汚染の件でございますが、こちらにつきましては双葉

農業改良普及所と一緒に町内55カ所、サンプルの調査を行っており
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ます。これにつきましては、早ければ今月の中旬ぐらいには県のホ

ームページに発表がされるのではないかと聞いております。

それから、農地の除染方法についてでございますが、これはやは

り先ほど申しましたサンプリング調査の方法を踏まえながら、それ

から今県内で行われております除染方法の試験方法をもとにしなが

ら、効果的な方法を模索していきたいと考えてございます。

建設課長。○議長（吉田数博君）

仮設住宅・借り上げ住宅の件についてお答○建設課長（原 芳美君）

えいたします。

住宅の貸借年数ですが、基本的には災害救助法適用で１年間であ

り、さらに１年間の延長が認められております。今回の借り上げ住

宅の更新手続きの中で、終期が一律、平成26年３月31日ということ

で、概ね３年間ということになります。

次に、南相馬市やいわき市への仮設住宅については、昨年12月に

県に対しまして要望してまいりましたが、候補地となる土地が見つ

からないという状況でありますのでご理解願います。

企画調整課長。○議長（吉田数博君）

復興住宅の建設計画についてお答え申○企画調整課長（谷田謙一君）

し上げます。

建設場所につきましては、現段階では具体的な検討には至ってお

りませんが、先般実施した町民アンケートでは浜通りへの希望が多

い状況にあります。具体的な場所につきましては、町民の意向を踏

まえた上で検討を進めてまいりたいと考えております。

なお、復興住宅、復興公営住宅につきましては、膨大な用地の確

保など、大変難しい問題もありますので、政府のほうにも政府が主

体となって整備を進めて欲しいという要望もしているところでござ

います。

以上であります。

総務課長。○議長（吉田数博君）

役場機能を元に戻すのはいつかというご質○総務課長（根岸弘正君）

問にお答え申し上げます。

これまで避難住民の支援を優先ということでこれまで班体制によ

り応急的に対応したところであります。

本来の課体制への移行につきましては、議会及び監査委員からも

幾度となくご指摘をいただいております。次年度 「復興ビジョン、

実現のための組織編成」を行い、町民の生活再建の実現、ふるさと

浪江の一日も早い復旧・復興を推進したいと考えております。

つきましては、今議会で組織に関する条例改正案を提出しており
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ますので、ご検討よろしくお願いしたいと思います。

また、上下水道の浪江の拠点ということでありますけれども、浪

江町のインフラの整備がまだ進んでいないということもありまし

て、これは南相馬等も含めましてこれから検討していきたいと考え

ております。

14番。○議長（吉田数博君）

再質問をさせていただきます。○14番（紺野榮重君）

復興復旧に対する町長の基本的な考えということわかりました。

それから、除染モデル事業の結果でありますけれども、平均して

津島は57％、権現堂は51％の成果があったということでありますけ

れども、この除染のやり方でどういう特徴があったのか。我々が今

後家庭に、浪江に帰ったときに、我々自身が放射能の除染に取り組

むために、どういう方法がいいのかということを、今回のモデルの

中でわかりましたらばお願いしたいと思います。

それから浪江町は、どのような順序で除染をしていくのかという

順序でありますけれども、答弁のほうで公共施設、当然役場とかそ

ういう役場、警察署、あるいは常備消防、あるいは学校ということ

が先行して、それから今度はどういうふうにやっていくのか。例え

ば、町のほうからやっていくのか。あるいは東のほうからやってい

くのか。そういうことをちょっとお伺いしたいと思います。

除染物の置き場の確保ということは、大変難しいと思いますけれ

ども、どういう方法で確保していかれるのかお伺いいたします。

それから、津波で流された地域の対策でありますけれども、前回

の質問でも元の場所には建てることは困難だということを言われた

、 、 、わけでありますけれども それでは町として 一つの方向性として

大平山にそういう場所を設けるんだとか、南棚塩の場合には北棚塩

に行くのかと、そういうところに設けるのかということを、一歩前

に進んだそういう目安といいますか、もう少し前の答弁をいただき

たいと思います。

それから、３区分のことでも同じく、それぞれ今度の問題は、３

区分のいろいろの問題が避難の方々から、我々も議会として懇談会

を設けるわけでありますから、そういう質問が多いと。必ずあると

思います。そういう中で、もう少し例えば帰宅困難区域はこういう

ことで町で対応しますと。あるいは避難指示解除準備区域と居住制

限区域は、除染をして先ほど答弁がありましたが、２年間の中でと

いうことであったと思いますけれども、そういうものをもう少しは

っきりと示していただきたいと思います。目標がないと町民は困っ

てしまうわけでありますので、もう少し明快な答弁をお願いしたい
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と思います。

それから、中間貯蔵施設に対する件でありますけれども、マスコ

ミでいろいろ報道されましたが、議会としても町長が欠席された理

由というものは何だったかということを答弁いただきたいと思いま

す。

それから中間貯蔵施設という施設は、どこまで除去物を集められ

るのか。それをお伺いいたします。

私たちの考えは、双葉郡に一つ作って、それを福島県全部の除去

物を持ってこられるということでは、双葉郡としては、浪江町とし

。 、 、ては非常に迷惑だなと やはり例えば多く分けても浜通り 中通り

あるいは会津地方というところに分けて、中間貯蔵施設をつくるべ

きではないのかと思います。

、 。帰町の条件の中でのいろいろの調査 ご苦労さまでございました

やはり今後はそういう調査があって、復興していくと。復旧復興に

向けていくんだと思います。

賠償の件では、７割弱進んでいるということで、今後答弁にもあ

りましたけれども、どうしても請求できない人の町としての支援と

うものをよろしくお願いしたいと思います。

それから土壌調査でありますけれども、３月中に公表ということ

でありますので、非常に農家にとって土地は命でありますので、そ

の調査結果も早く知らせていただきたいと思います。

仮設住宅、復興住宅の件でありますけれども、長々と要望してい

るわけですけれども、候補地の土地が見つからないということであ

りますけれども、おそらく町民の方々はそういう要望が今後とも非

常に多くなってくると思います。それに応えられるように、さらに

努力をしていただきたいと思います。

役場機能を元に戻すかという件では、全協での説明を受けたわけ

でありますけれども、先ほども上下水道、建設というものは浪江庁

舎を起点とすることが大事だということを思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。

答弁、町長。○議長（吉田数博君）

２月26日の町村長会議の欠席の件でありますけ○町長（馬場 有君）

れども、これは主催は双葉郡町村会主催ということでの協議であり

ました。２月26日の朝10時に、町村会長の井戸川双葉町長から電話

が来まして、今日の報道を見たら、民報、民友だったと思いますけ

れども、その中の記事に、いわゆる文部科学省と電力３社が出来レ

ースをして津波対策に対する文言の修正があったという記事が載っ

ていました。さらには、土地の買い上げについて、価格が提示され

発言訂正の申し出あり：議長許可 「欠席」ではなく「出席しなかった」に訂正。。
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ておったことにつきましても、これはやはり政府が我々に何にも知

らせないで、報道が先走ってそういうことがあるので、きょうの会

議は平野大臣、細野大臣に中止にしたという電話をいただいたんで

す。

したがって、そうかと、非常に残念だなということで、私は先ほ

ど橋爪議員の質問にお答えしましたように、これからの双葉郡の抱

えている課題。これを一つ一つ協議していかないと、すべて双葉郡

の復興像が見えなくなってしまう。したがって、協議に入らないと

だめだということで、７項目ほど提案させていただいて、それで実

務者会議が行われてきたんです。実務者会議の中で相当な具体性を

持った双葉郡の抱える課題というものを整理いたしました。そうい

うことで、２月26日には私も浪江町の課題を整理をして、その点に

、 、ついて２大臣には要請 要求をしていきたいと思っていたところで

非常に残念だと思います。今度は３月10日に、今度は町主催で、い

わゆる８カ町村プラス１、福島県知事が中に入るということで協議

をされる状況になっております。

したがって、私が欠席した理由についてはそういう理由で、要す

るに協議でなくて懇談会になったと話を聞いておりまして、正式な

ものではなかったということでご理解いただきたいと思います。

住民生活課長。○議長（吉田数博君）

再質問にお答えいたします。○住民生活課長（植田和夫君）

まず第１点目は、除染モデル事業の除染の方法については、一応

例といたしまして、権現堂矢沢町地区につきましては宅地、大型構

造物については、高圧による水の高圧洗浄、それから裏庭や宅地の

庭については、表土のはぎ取り、それから比較的広い面積を占め線

量の高いグラウンドについては、各層表土はぎ取りによる表土はぎ

取りによって線量の低減を図っている。それから農地につきまして

は、重機を用いて下草刈りとか表土はぎを実施と言うことです。そ

れから駐車場については、路面の清掃、高圧水による洗浄、それか

ら除染に加えてスチールソフトブラシによる除染を試行したという

ことでございます。モデル事業については、12市町村で実施してお

りますので、その浪江でやった方法を浪江に当て込むという方向で

はございません。12市町村でやった結果を踏まえて中で、それぞれ

の も良い方法を施工するということでございます。

また、汚染土かなり出ますから、先のこともありましたが、はぎ

取るだけではなくて、いろんな方法の中で減量化を図っていくため

に、今現在モデル事業の他で25種の中で、再度モデルの比較的なも

のを実施予定をしております。

発言訂正の申し出あり：議長許可。町主催と言ったが、国主催の誤り。訂正願いたい。
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それから、浪江町の除染の順番ということでございますが、比較

的線量の低いところから実施していきたいと今のところ考えており

ます。

それから除染で出た仮置き場の確保につきましては、やはり国で

は１カ所にみんな集めたいという考えは持っているんですが、今ま

でモデル事業を実施した段階で、それを１カ所に集めるということ

はなかなか大変です。ですから、今の段階ではございますが、方部

、 。別に 施工別な中で検討していきたいという考えを持っております

それから中間貯蔵施設の関係ですが、どこまで範囲があるのかと

いうことでございますが、今現在示されている部分は、県内からの

廃棄物ということで聞いております。

［ すみません、住民生活課長の中で」と呼ぶ者あり］「

町長。○議長（吉田数博君）

先ほど３月10日の主催が「町主催」というふう○町長（馬場 有君）

に話をしたかもしれませんが、間違いで 「国主催」でありますの、

で、ご訂正お願いします。

企画調整課長。○議長（吉田数博君）

それでは再質問の津波で流された地域○企画調整課長（谷田謙一君）

の対策についてお答え申し上げます。

町としての方向性という質問でございますが、現在区域の見直し

も進められております。そしておただしのとおり、津波で流された

地域の対策となっておりまして、現在アンケートをとった段階だけ

でありまして、具体的な個別の調査までは至っておりません。この

次の段階といたしましては、本人の意思確認ということで、個別の

調査をして希望を聞いて方向性を出していきたいと考えておりま

す。

、 、 、続きまして ３区分の見直しでございますが おただしのとおり

解除準備区域につきましては、住民の一日も早い帰還を目指すとい

うことで除染を進めながらそういう区域になっているということで

す。

居住制限区域につきましても、将来的に住民が帰還してコミュニ

ティを再建するということで、当然除染とか、インフラ整備を進め

ていくということになります。

問題は、帰宅困難区域でございまして、その目標なんですが、な

かなかはっきり示すことは難しい段階であります。ただ、当面自宅

に帰ることは難しいということでございます。そういう世帯につき

ましては、当然町外での居住の場の確保ということで、現在、借上

げ住宅等にお住まいになっておりますが、その借上げ住宅の期限の
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延長などの要望。さらには、町内での低線量地区での復興公営住宅

とか、復興住宅の整備関係の検討をしてまいりたいと考えておりま

す。

そういうことで希望される方については、町に戻れるような環境

をつくりまして、いずれの方についても安心して暮らす場を確保し

ていくことが大切だと考えております。

14番。○議長（吉田数博君）

再々質問いたします。○14番（紺野榮重君）

町の除染の方法は低線量地からやるということで、公共の建物か

らやると。その次に、この除染の順序は町のほうの住宅街からやっ

ていくのか。あるいは東のほうの海のほうからやってくるのかとい

うことをお伺いしたいと思います。

それから、飯舘村の菅野村長は、村に帰るため独自に除染をする

といわれました。国の認識が甘い、町民の一番の関心は、いつ帰れ

るかだけだ。待っていたらいつになるかわからない。村民に希望を

与えるためにも、村の除染チームを組織し、独自の除染計画をつく

る 「待っておったのではだめだ」というコメントが載っておりま。

した。村民に除染に携わって、働く場所も提供して今後進めていく

ということだと思いますけれども、浪江町としてもそういう計画を

進めるべきだと思いますが、その点どのように考えられるかお伺い

いたします。

それから、役場機能の件でありますけれども、全員協議会の中で

ご説明いただきまして、今度退職者９名おられるということをお伺

いいたしました。そして、それに対して今年の採用者はゼロだとい

うことでありますけれども、今後の職員のバランスの中でどのよう

に考えておられるのかということをお伺いいたします。

答弁、住民生活課長。○議長（吉田数博君）

除染の順番でございますが、一応先ほ○住民生活課長（植田和夫君）

どお話しした低線量地、これは避難指示解除準備区域は、概ね大き

。 、く見ますと常磐線から東側ということになります その順番ですが

東か町かということは今から国が計画を立てるものですから、これ

から計画に入るということですので、御理解願います。

総務課長。○議長（吉田数博君）

定員管理の問題ですけれども、非常時とい○総務課長（根岸弘正君）

うことで、定数がどのぐらい必要かということはなかなか難しいと

ころだと考えております。そのため、来年度につきましては、他自

治体からの支援をいただくということでひとつ考えておりますし、

どうしても役場職員ではだめだということもありますので、年度途
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中での選考試験ということも考えておきたいと考えているところで

あります。

飯舘の関係の中で、浪江町でもそういうふうな○14番（紺野榮重君）

携わってやっていくべきではないかと思いますけれども。

住民生活課長。○議長（吉田数博君）

議員も御存じのとおり、浪江町は区域○住民生活課長（植田和夫君）

指定がされております。ですから国が責任を持ってやるということ

でございます。その中に、地域の方々が早く戻って一緒にやりたい

となればその方法も模索しなければならないと考えております。

以上で、14番、紺野榮重君の一般質問を終わり○議長（吉田数博君）

ます。

ここで昼食休憩のため、午後１時30分まで休憩○議長（吉田数博君）

をいたします。

（午前１１時２８分）

再開いたします。○議長（吉田数博君）

（午後 １時００分）

発言の訂正を求められております。○議長（吉田数博君）

町長

14番議員の２月26日に欠席したと申し上げまし○町長（馬場 有君）

たけれども、欠席ではなくて、出席しなかったということに発言の

訂正をお願いしたい。

◇田 尻 良 作 君

午前中に引き続いて一般質問を行います。○議長（吉田数博君）

10番、田尻良作君の質問を許可します。

10番。

［10番 田尻良作君登壇］

10番、田尻良作です。議長の許可をいただきま○10番（田尻良作君）

したので、一般質問をさせていただきます。質問の方式、一問一答

方式でございます。

まず質問の前に今回の震災避難生活ということで、お亡くなりに

なりました方々へのご冥福をお祈りするとともに御見舞を申し上げ

たいと思います。

さて、地震、津波、原発事故、あれから１年が過ぎようとしてお

ります。先の見えない厳しい避難生活が続く中で、多くの町民は次
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の生活設計が立てられないという悩みの声を多々耳にしているわけ

でございます。帰れるのか、帰れないのか、帰るとすればいつ頃に

なるのか。帰れないということになれば、その判断はいつ示される

のか。方向性を示されないまま、毎日もんもんとした気持ちの中で

ただ生きている。ただ生きているだけの今現在の生活環境になると

。 、 、 、思います 私は町の行政は 一刻も早く方向性 判断を町民に示し

明日への希望を見出すべきだと思います。

厳しい避難生活の環境の中に、そういう光を灯し、次のステップ

に進むべきだと考えております。このような現状の観点から質問に

入らせていただきます。

まず、質問の第１は、公営の住宅建設についてでございます。こ

の件については、先般の臨時議会で議長に発言を止められました。

今回、いの一番にこの件についてただしたいと考えております。

浪江町の役場庁舎が間借りしている二本松市に建設することが先

般の議会で決まりました。避難中とはいえ、浪江町の中枢である庁

舎が建設されるという、避難中の町民への対応、職員事務機能の充

、 。実 行政サービスの上からも非常に大切なことだと思っております

そこで、町長に伺います。浪江町役場、いわば浪江町の本丸でご

ざいます。この二本松市になれば、当然今、町民が日本全国散り散

りバラバラになっている町民をこの二本松市に集約させなければい

けないと思いますが、町長の考え方をお聞きしたいと思います。

町長、答弁。○議長（吉田数博君）

今、私どもの町民が、全国に避難しておりまし○町長（馬場 有君）

て、620の自治体に大変なお世話になっているということでござい

ます。

ただいま、ご質問のとおり、地域のコミュニティーをつくるため

には、ある程度分散型から集約型といいますか、そういう形の中で

皆さんが集まっていただくという場所が必要だろうと思います。

これから区域の見直しが始まってまいります。そういう状況とあ

わせながら、どうしたら集約化した場所ができるかどうか。今後あ

まり時間はありませんが、何とか精査をしながら集約化に向けて進

めてまいりたいと考えております。

10番。○議長（吉田数博君）

まったく私と同じ考えでございます。町民が散○10番（田尻良作君）

り散りバラバラになっていったのでは、本当にこれから本格的な帰

還とかもろもろについては、住民の合意形成という中で進んでいか

なければならないと思います。そういうことで、この二本松市に浪

江町民をできるだけ集めるという形にもっていってもらいたいと思

発言取消しの申し出あり：議長許可。発言の取消し。
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います。

もちろん、町民の集約ということになれば、当然住居の問題等々

。 、 、が発生しております 二本松市に浪江町の町営住宅等々 復興住宅

公営住宅という呼び名になるかもしれません。そういうことも視野

に入れての集約という話に進んでいるのでしょうか、その辺をお伺

いしたいと思います。

答弁、町長。○議長（吉田数博君）

おただしのとおり、そういう形で進めていきた○町長（馬場 有君）

いと考えております。できますれば、昔の浪江町に住んでいた地域

ごとに集約できればと思っています。

10番。○議長（吉田数博君）

次に質問をするところでしたが、ほんとうに大○10番（田尻良作君）

切なんです。地域コミュニティーを考えた中での住宅を建設する場

合、入居する場合、元のコミュニティー集落、目に見える人達が共

に生活していかないと、なかなか難しいといろんな問題点も発生し

てきております。

そこで （１）地域コミュニティーを考慮した復興住宅の早期建、

設を図るべしという質問なのですが、なぜ早期に建設しなければな

らないのかということについてお尋ねいたします。

午前中にもありましたが、仮設建設は２年が限度で退去しなけれ

ばならないという法律にもなっております。そういう中で、もはや

１年近く経っています。残すところ１年ちょっという形になるので

すが、その限度が２年だということなのですが、午前中の答弁を聞

いておりますと、さらに延ばすことができるんだという答弁がござ

いました。

私は、そこのところは全然別ではないかと思っているんです。い

わゆる仮設自体そのものは、自然災害のための応急仮設住宅という

ことです。そもそも我々は原発事故で避難をしている。天災とは違

う意味で、原発事故でやむなく避難をさせられてるんです。まった

く避難の性質というものは私は違うと思うんです。

したがって、今言ったように早期の恒久的な復興住宅を２年で退

去できるような復興住宅を造るべきということなのですが、これに

ついて考えがありましたらお尋ねいたします。

答弁、企画調整課長。○議長（吉田数博君）

お答え申し上げます。現在町民の多く○企画調整課長（谷田謙一君）

は県内の27カ所の仮設住宅や、さらには県内外の借上げ住宅で大変

不便な生活を送っております。そういう中で、住まいに関する現在

の多くの課題を踏まえますと、多くの町民がまとまって住まうこと
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ができ、構造面や生活面での質が確保された住宅の整備が喫緊の課

題ということで認識は同じでございます。復興を推進していくため

には、生活基盤の中核となります住宅再建は欠かせないものとなり

ます。

そういう中で、おただしのとおり仮設住宅につきましては、自然

災害のための、応急施設だということで、非常に住宅の状況もひど

いという状況になります。原発災害で長期的な避難も予想されると

いう中では、公共の住宅の早期整備が必要と考えております。

10番。○議長（吉田数博君）

考えているだけでは話が前に進まないので、私○10番（田尻良作君）

が求めているのは具体的な方策なのです。

実は、私も仮設に入っているものですから、いろいろな応急仮設

住宅について調べてみました。応急仮設住宅の法的基準というのが

あるのです。応急仮設住宅は災害救助法、法律でうたわれておりま

す。第23条第１項に基づき、住居の全壊等による居住する家がない

もので、自らの資力では住宅を得ることができないものに対して、

、 、２年間を限度に ２年間というのは建築基準法の仮設建築によると

ちゃんとうたわれているんです。いわゆる仮設ですから簡単な住宅

を仮設とする。さらに一時的な居住の安定をはかるものであると法

律でうたわれているのです。

津波、地震、自然災害です。そこで被害があって仮設に入る。な

かなか今あるように自力で自立できない。当分についてはある程度

面倒みる。３年、４年、５年という形になってくると思います。阪

神大震災も５年ぐらいみたんです。

先ほども申しましたように、私は今回は事故だって言っているの

ですから、事故で避難された。我慢して仮設に入っている必要がな

いんです、要するに。ではどうするんだという話になってくると、

着の身着のままで来ているわけですから、お金がない。家を建てる

資力もない。じゃあどうするんだといったら、国または私から言わ

せれば原因者の東京電力なのですが、そこに要求すべきだと思うん

です。土地と家と準備しろという形。それも２年以内に。法律で決

まっているんですから。というような私は考え方を持っているので

すが、この考え方について答弁があればお願いしたいと思います。

答弁、町長。○議長（吉田数博君）

田尻議員がおただしのとおり、今回の災害、複○町長（馬場 有君）

合災害ということになります。要するに自然災害と事故災害、いわ

ゆる人災、そういう絡み合った複合震災だったんです。そういうこ

、 、とで津波で家屋が流出した方々のためには やはり仮設である程度



- 44 -

生活と暮らしを応急仮設住宅でやっていただくということは全くふ

さわしいと思います。それから借り上げを借りながら生活していた

だくということであると思います。

今、おただしのとおり、やはり考え方としては、応急的な住宅で

はしっかりとしたゆとりのある生活ができないと思いますので、や

はり復興住宅、復興公営住宅と申しますか。宮城県あるいは岩手県

の自然災害については災害住宅と、我々と呼び名が違うんですが、

そういう言葉を使ってやっているようですけれども、やはり考え方

としては、ゆったりと生活ができるような住宅を手配をしていかな

くてはならないと考えております。

10番。○議長（吉田数博君）

町長の気持ちはわかります。ただ現実に生活し○10番（田尻良作君）

ている中で、本当に厳しい生活です。

、 、話を蒸し返すようなのですが そもそも応急仮設住宅というのは

住み良い仮設では駄目なんです。というのがあるのです。プレハブ

応急仮設住宅の現状とかかえる問題ということで、岩下さんという

、 、人が発表しているのですが いわゆる暮らしやすい応急仮設住宅は

行政にとって不都合と。なぜなのだろう 「自らの資力で住宅を得。

ることができない者に対して、応急仮設住宅は提供される。２年後

。」は賃貸住宅や自力建設した住宅に移ってもらわなければならない

いわゆる本来の目的ではないわけです。法的な土地に建設されるも

のなので、暮らしやすい快適な住宅となると、長期滞在が問題にな

ってくる。ですから２年という法律になってくる。それはそうでし

、 。ょう 快適だということで何年もそこにタダで入っているわけです

行政は困るわけでしょう。だから２年で退去できるような粗悪な環

境の仮設にしておかないと出ていかない。老居になってしまう。私

もこれを見て「なるほどな」と思いますよ、確かに。粗末ですよ。

どうするかという話になってくるんですよ。ですから私が大分前言

っているんです、復興住宅は建設するべきだということは。今月号

「 」 。 。広報なみえ 読みました やっと町長の口から出て来たんですよ

町外でも安心して暮らせる復興公営住宅の確保が必要です。私は、

はっとしました。やっと日の目を見て来たなという感じで。

そういうことで復興住宅。国、東京電力、強く申し入れして我々

を、もっと健康的で明るい生活が送れる場所に誘導してもらえれば

幸いと思います。

それと、そういう形で復興住宅が出来た場合は、コミュニティー

を大事にした、ある程度集落がまとまったところにいる。当初の仮

設にいれる分には、やりとりしたんですが、なかなかまとまって入
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れないという事情があったから時期は。それはしょうがないと思い

ます。ですから、今度はある程度の集落的な部分で入居できるよう

に取り計らいをお願いしたいと思います。

次であります。建設場所なんですが （２）と（５）これ一緒に、

したいと思います。実は、ある集会、町長は浪江町にも建設すると

いう話を聞いたのですが、その辺のところ心当たりありましたら、

町長にお願いしたいのですが。

答弁、町長。○議長（吉田数博君）

先日も町民アンケートの中に、やっぱり浪江町○町長（馬場 有君）

に戻りたい。そして戻れる方が、浪江町に復興住宅と申しますか公

営住宅と申しますか、そういうものができればいいのだろうという

アンケートの話もございます。そういうことで、できれば浪江町の

線量の低い所もありますので、集約化できるのではないかと考えて

おります。

ただ、まだ線量調査も詳しくしていかなくてはならないとは考え

ております。それからインフラの件。特に上下水道の問題について

も、きちっと調査をしながら進めていきたいと思っておるところで

あります。

10番。○議長（吉田数博君）

建設場所は、アンケートとったり場所の選定に○10番（田尻良作君）

なると進まないので、この辺のところは行政の独断的な判断で私は

つくれる所はそういう所に造っていってほしいと考えております。

（２）と（５）については場所なのですが。

、 、次の いつ入居になってくるんだという話になってくるのですが

私としてみれば先ほども言ったように、今年は無理でも来年あたり

は見通しをつけてもらいたい。２年という法律ですから。居ては駄

目なんですよ２年。そういうことでしょう。コンプライアンス、法

令遵守。都合のいい時は国がそういうふうに言ってて、それできな

、 。いからもう少し我慢しろなんて そんな理屈はとおりませんこれは

私はそう思います。いずれ入居できるかということについては、な

るべく早く建設してもらいたい。

（４）一番大事な部分の建設費なのですが、先ほど町独自の町営

住宅というものを建設するとすれば、これは町で予算組みをして建

設をして、これは私は東京電力にぶつけるべきだと思いますが、そ

の点いかがでしょう。

答弁、町長。○議長（吉田数博君）

予算措置については、復興交付金等を利用しな○町長（馬場 有君）

がら。お金のかからない措置を使いたいと思います。今、東京電力
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に賠償として請求するべきだということは、これはもちろん賠償の

対象となってくると思いますので賠償を請求していきたいと思いま

。 、 、す 現在 公的な機関についての賠償はまだ出してはおりませんが

やはり対象になると考えておりますので、これは請求してまいりた

いと思います。

10番。○議長（吉田数博君）

ぜひそのようにしてほしいと思います。○10番（田尻良作君）

次に２番に移ります。避難生活から高齢者を守れという質問なの

ですが、町でいわゆる高齢者65歳以上になるのか、そういう人の実

態がありましたらお尋ねしたいと思います。

答弁者、健康保険課長。○議長（吉田数博君）

高齢者の実態についてお答えを申し上○健康保険課長（紺野則夫君）

げます。県内の避難高齢者につきましては、65歳以上の一人暮らし

と、高齢者の世帯は合わせて約1,000世帯ほどでございます。仮設

住宅、借上げ住宅、社会福祉協議会の生活支援相談員、それから我

が課の保健師等々が訪問を行って、実態把握や健康管理、健康相談

に進めている状況でございます。

10番。○議長（吉田数博君）

1,000世帯あるということで、本当にびっくり○10番（田尻良作君）

するような数字になってくるわけです。問題は、そこにどういうふ

うな行政の手が差しのべられているのかということなのです。

実は、何度も言うようですが、私も仮設の自治会の役員をやって

いるわけです。組織立って仮設の安全、安心ということでやってい

るのですが、自治会の裁量権というのは、個人情報の開示というこ

とで受け取ってもらいたいのですが、同じ仮設に入ってても、名前

もわからない、どういう暮らしをしているのかもわからない。これ

は何故取り上げたかというと、１人亡くなっているんです。その時

に私はいなかったのですが、同じ自治会の役員の人が対応をしたん

です。警察は来る。救急車は来る。たまたま奥さんが精神的に駄目

だった。その時に初めて気が付いた。こういう人が入っているんだ

ということで。要するに我々情報がないわけですから、普段どうい

。 。う対応をしているのか 事故があって初めてそういうことがわかる

では、この問題をどう解決するんだということになるんです。やは

りある程度のところは裁量権という部分も必要なのかと。そもそも

震災前だと、部落の区長さんがある程度掌握していて、その人は民

生委員と対応してやっていたと思うんです。

民生委員の話でたからなんですが、現在、民生委員の活動という

のはどうなっていますか。
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答弁者、福祉こども課長。○議長（吉田数博君）

ただいま民生委員の活動ということ○福祉こども課長（木村 潔君）

でございましたが、民生委員、当初避難中は活動できませんでした

が、昨年の８月から総会を含め、明日もまた役員会と民生委員の集

まりをやって、各仮設、避難した自治体で一応活動はされている状

況でございます。

10番。○議長（吉田数博君）

活動は始めているというという答弁。人が死ん○10番（田尻良作君）

でいるんです。私も民生委員の人いますので話聞きました。そうし

たらやはり昔の自分の担当しているところは100％わかると。とこ

ろが今バラバラに入ってきていて全然わからない。ただ名前ばかり

の民生委員。活躍しようとも活躍できないと言っていました。

ですから、ある程度法律的なこともあるので、先ほどのコンプラ

イアンスの逆な話になってくるのですが、裁量権が個人情報の開示

の部分についてはこういう事情があるわけですから、避難している

と。ある程度は、そこの自治会長さんはじめ役員の方々ぐらいは、

どういう生活環境で入っていて、どこの誰々で、事があった時に対

応できるようなシステムが必要だと思いますが、どうですか。

福祉こども課長。○議長（吉田数博君）

議員おただしの件なのですが、多分○福祉こども課長（木村 潔君）

個人情報保護の関係だと思うんですけども、民生委員については準

公務員扱いということで、ある程度の個人情報はすべて民生委員の

事務局のほうに渡してございます。

ですから、民生委員が必要であれば仮設にいる方の個人情報は事

務局を通してお聞かせすることはできますので、その辺は周知して

いるかどうかは私も把握していなかったものですから、今後は社会

協議会と協議して進めていきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。

10番。○議長（吉田数博君）

。○10番 田尻良作君（ ） ぜひそのように配慮をお願いしたいと思います

先ほどの集落が大事だというのは、そこだと思うんです。誰々さ

んだという形で顔がわかっていれば、余計な心配はすることがない

んです。それは防犯ということにも通じてくるわけです。今現在、

全然津島の人から請戸の人から、ばらばらの中で生活をしているわ

、 。 、けですから 知らないのは当たり前の話なのです そういうことで

この件については善処するということですから、ぜひお願いしたい

と思います。

。 、 。次に移ります ３番 賠償問題についてお尋ねしたいと思います
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この件については午前中にもございました。重複する部分があるか

と思いますが、私なりに質問をしていきたいと思います。

（１）損害賠償の請求状況を把握しているかということで、先ほ

どありました70％弱、約１万7,000ぐらいあるということでござい

ます。この件については了解しました。

（２）に移りますが、個人賠償請求については、なかなか困難が

伴っている。集団請求、これも午前中、双葉方式、小高方式という

ことがありました。何が言いたいのかということなのですが、やは

り私は弁護士といろいろ相談した結果、結論からいうと、個人賠償

ではそれなりの賠償額しか勝ち取ることができない。やはり言って

いるのは集団的に双葉方式、小高方式になると思うのですが、その

辺の考え方をもう一度お聞きしたいと思います。

答弁、産業振興課長。○議長（吉田数博君）

考え方といいますか、先ほども若干ご○産業振興課長（高倉敏勝君）

説明を申し上げましたが、双葉方式というのは二者択一の中から弁

護士を日連弁のほうに照会をして個人的に相談をして、それがまと

まって出すというのが双葉方式。小高方式というのもほとんど同じ

ような形でございまして、小高の区長会、連合会が窓口になって弁

護士のほうと話をして、弁護士が作った様式で要望をとりまして、

その後については弁護士が作った様式で申し立てをするとなってお

ります。その様式というのは、ほとんど東京電力が作った様式と似

通っております。南相馬市は一切関与しておりません。

双葉町については先ほど申し上げましたように、弁護士の着手料

といいますか、２万円ですので、１万円を補助するという形で進め

ているという形で、その後についてはすべて弁護士と対個人。共通

しているのは精神的被害が35万円ということだけです。そこは小高

行政区連合会も双葉町も共通してございます。その他についてはす

べて個人、個人の状況が違いますので、そちらについては各々の弁

護士と相談をして、まとまり次第和解センターのほうにするという

考えで進んでいるのが、今の現状でございます。

浪江町につきましては、先ほど申し上げましたように、現状でな

かなかそこまで難しいのかという考えです。

10番。○議長（吉田数博君）

35万円、今要求しているのは10万円ということ○10番（田尻良作君）

。 、です 25万円開きはどこにあるんだという話になってくるのですが

実は、今朝新聞を見たのですが、民報かな。きのう双葉町では50万

円という請求をしているのです。ほとんど今賠償問題に関心が有り

ますから町民は。双葉町では50万円を請求しているだけど、半分で
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ももらえればいいという憶測というか。手出しますよ、誰でも。自

分のところの町はどうなんだといったら10万円という話になってく

ると、なんで弁護士を頼んで集団的にやってもらわないんだ。細か

いところは先ほど課長も言っているように個別の部分もありますか

ら、それはいいです。大筋のところは、金額が大きいところは集団

的で、ぽんと持っていくということはできないのですか。

70％の人がいいんだと、それでやっている。あとの30％はどうい

う形になるのかわからない。70％というのは10万円で妥協している

という話ですよ、当然。そういう請求をしている。70％という数字

でしょう。請求している人達というのは。

、 。ですから 私はその辺のところも考慮すべきかと思っております

どうですか町長、集団賠償請求。

町長。○議長（吉田数博君）

集団訴訟の件でありますが、先ほど課長が答弁○町長（馬場 有君）

したように、70％の方がもう個人的に申請をしている。30％の方に

ついては、これから町としても出来る限りのサポートをしていきた

いと考えております。

したがって、いままでの差額、そういうふうに出た場合には、一

つの基準になるでしょうから、例えば50万円、あるいは35万円です

か。それはやはり遡及をしてまた請求していくという考え方でいか

なければならないと思っております。

集団の請求については、時間を貸していただいて、どういうメリ

ットがあるのか、デメリットがどこにあるのか、そこを研究してみ

たいと考えています。

10番。○議長（吉田数博君）

テーブルにはあげるという話でした。私が思う○10番（田尻良作君）

には、隣の町ですから境がないぐらいの人達が35万円、浪江は10万

円と言ったらそれは理解できないです。小高もそういうこと。

何か客観的に思うと漁夫の利を得るみたいな、遠縁なのです。要

するに、こちょこちょやって、あと上乗せしていく。なんにもしな

いで、ただ黙ってという受け取り方をします。やはりメッセージは

私必要だと思います。賠償にかかわらず何でもぼんと。新聞社が直

接取材に来るような、バンバンと。うちの町長も頑張っているんだ

なと。井戸川町長に負けているんですよ、はっきり言って。お願い

します。

この集団請求については今後ご検討下さるようにお願いいたしま

す。

、 。 、３番 後になります 2,000万円の件というところなのですが
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東京電力との交渉があったのかどうかお聞きしたいと思います。

答弁者、町長。○議長（吉田数博君）

町の見舞金の提示については、そもそも東京電○町長（馬場 有君）

力の事故に対する謝罪の方法が私は間違っていたと考えておりま

す。事故を起こした加害者として、まずはじめに謝罪すべき対処と

いうのは、行政ではなく町民の方々なのです。町民一人ひとりに謝

罪と見舞いを 優先すべきと考えております。

このような時に東京電力の謝罪に対する考え方に違和感を感じた

といいますか、そういうことで2,000万円については受け取りを留

保したということであります。

私も東京電力の体質そのものが、あの当時から怪しいなと思って

おりまして、これからの駆け引きの材料に使われると大変なことに

なってしまう。案の定、９月末だったと思います。石崎執行役員が

私の所を尋ねてきて、６月中旬頃から屋根の修理が始まりました。

これは東京電力がすべて費用を持って屋根の改修をしていたわけで

す。ところが見積もりが間違ったかどうかわかりませんが、予算が

なくなってしまったということで 「浪江町さんに大変申し訳ない、

ですが、町として一応払っていただけないか 」という話が出たん。

です 「とんでもない話だ、町で立て替える筋合いのものではない。

でしょう。あなた達が起こした事故であって 」そういう体質を持。

っているんです。だから私は2,000万円留保しているというのは、

その2,000万円を使ってくださいという話なんですよ。冗談じゃな

いです。見舞金だから、屋根の修理代に変わるなんてとんでもない

話。私は怒ってお断りして、今も2,000万円の話については留保し

ております。

10番。○議長（吉田数博君）

私だったらば、逆に１億円よこせということで○10番（田尻良作君）

手を打ったと思います。

以上で、私の一般質問を終わります。

以上で、田尻良作君の一般質問を終わります。○議長（吉田数博君）

◇若 月 芳 則 君

続いて一般質問を行います。○議長（吉田数博君）

５番、若月芳則君の質問を許可いたします。

５番。

［５番 若月芳則君登壇］

５番、若月でありますが、議長の許可をいただ○５番（若月芳則君）

きましたので、ただいまより一般質問を通告に従ってさせていただ
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きます。質問方式は、一問一答方式でございますので、極力今回は

諸先輩の質問等も原発賠償等に傾注するだろうということで、方向

性を変えて質問を用意しております。

しかしながら、やはり今までの経過のやり取りをみまして、 後

に中間処理施設とそういう部分を入れておきましたので、先輩諸兄

の質問を補完すると言うか、そこをフォローする意味で若干重複す

る部分があるかと思いますが、そこで一問一答でございますので切

り口等は違いますので、答弁する方も踏まえて、ひとつ真摯に答弁

をいただきたいということを申し上げて、質問に移らさせていただ

きます。

まずもって大震災、多くの皆さん方の犠牲、そういうものを考え

ます時に、非常に心中痛いものがございます。過般のＮＨＫスペシ

、 、 。ャル まさに私どもの集落の佐藤さん夫婦 家族４人が亡くなった

テレビではありますが、映像を見ますと、まさに我々が過去に例の

ない災害に遭ったと、その事実を重く受け止めざるを得ない。そう

いう重さをもって一般質問にも臨むと考えましたとき、こういう質

問をやらなくてはならないのか。だけどかえす反面、こういう質問

ができる今の議会議員であります。良いとか、悪いとかではありま

せんが、現実にそういう場面に私どもは遭遇しているということで

、 。ありますから それは重く背中に背負って質問させていただきます

通告順番に準じて質問していきます。 初に浪江町民、広く避難

しております。受け入れ自治体に対する対応、認識についてという

項目でご質問させていただきます。

先の質問で、町長が自治体の数を述べておりますが、切り口、後

からの関連性もありますので質問いたします。

現在、２万1,000人の町民、北海道から沖縄まで44都道府県に避

。 、難しております そういうデータについてはいただいておりますが

いろいろ考えることがありまして、ふと思ったのでありますが、２

万1,000人。そのうちその町民、基本的には全員がどこかの自治体

のお世話になっているわけであります。その自治体の数、何自治体

になっているのか。全国ベースでありますが、それを質問いたしま

す。

答弁、総務課長。○議長（吉田数博君）

避難先の自治体は620でございます。○総務課長（根岸弘正君）

５番。○議長（吉田数博君）

先ほど聞いておりますから、620まさにそのと○５番（若月芳則君）

。 。おりだと思います なんでこの数を聞いたかということであります

私ども避難している中で、人数を見ますと福島市3,800人といろ
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んな数字が出てまいります。郡山市1,300人、いわき市1,600人、二

本松市2,800人、3,000人近い人がお世話になっているわけでありま

すが、私は原発避難者特別法、こういう特殊な事情だから全国どこ

の自治体でも同じようなサービスを受けられるという部分に感じた

んです。いろんな部分で、例えば水道代であれば我々は水道料金を

払っています。ガスを使えばガス代も払っています。ここにきてご

みでありますが、私どもみんなで集まって話した時に、ごみ袋は買

っている。１つ50円か100円かわかりませんが、それがそこにお世

話になっている自治体に対する負担行為という考え方もあるわけで

ありますが、過去にはごみは属地主義といいますか、基本的にそこ

の自治体が入ってこられた人のごみについても対応するというのが

ルールなんだそうであります。そういう理解が正しいのか。総務課

長に、それも踏まえて答弁していただきたいと思います。町長です

、 。 。か それは保持者ですから 誰が答えてもいいですがお願いします

しかし、普通であれば、５人、10人、20人が転入とか、そういう

形で転入しなくてもそこの町にお世話になる。そういう人達を想定

、 。 、した 私はいままでの解釈だろうと思っております しかし今回は

１つの市とか町に3,000人とか。福島市は3,800人ぐらい行っている

とすれば、それに飯舘村とかいろんな町村がいれば、おそらく１万

人を超える人、いわき市においては２万人を超える人が受け入れて

いるといいますか、お世話になっているわけです。

私がここで聞きたいのは、そういう負担行為といいますか、受け

入れ自治体のごみについて、どういう部分。私ども行政がそういう

、 。部分についてどういう負担行為を担っているのかどうか 幾分でも

その辺について質問したいということであります。

答弁者、総務課長。○議長（吉田数博君）

通常ですと、住民票を移して、なお行政サ○総務課長（根岸弘正君）

ービスを受ける。その中で税を支払ってその中でサービスを受ける

ということになろうかと思います。

ただ今回につきましては、住所は浪江町のままということであり

ますので、税というものが避難先の町村には発生しないということ

になります。

ただ、現在、町で支払っておりますのは、仮設住宅のごみの収集

これのみでございます。

５番。○議長（吉田数博君）

そういうことで、今お聞きしましたとおり、仮○５番（若月芳則君）

設のごみの収集については町の負担行為をやっているというお話し

だと思います。
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しかし、仮設に入っている人は25％でありまして、借上げ住宅に

おいては、町住民の75％は借上げであります。そういう人達が一度

に3,000人、5,000人お世話になったときに、私が心配するのは例え

ばモラルのズレといいますか、ごみの選別とか何かで、あそこの町

の人達から出てくるは非常に乱れているという評価になってきたと

きに、原発の避難は中長期することは必至でありますから、今回の

福島の特例法だって、前の片山総務大臣の答弁をみますと、原発は

長期化になるから特別立法しなくてはならないんだ。福島県は別格

、 。だよということで始まっていますので 中長期することは必至です

そうすると、何千人もの町民がお世話になっていく。そういう立場

を替えて、浪江町が何千人の人達を受け入れたときに、皆さんの感

覚で結構でありますが、やはりそこで軋轢が出るようなことになる

と、私は非常に心配をしております。

その辺に対して、やはり町として啓蒙です。命令で「こうしろ、

ああしろ」という話ではありませんが、町として中長期に渡って、

620の自治体にお世話になっているわけです。今や浪江町というの

は、福島県とつけなくてもテレビで報道してもわかるようになって

きているんです。有名な浪江町なのです。そこの町民が620の自治

体にお世話になっている。そこでやはり浪江町の町民はちゃんとし

ているなと、大変であってもちゃんとしているという評価に繋がる

ような啓蒙です。行政ですから、やれとかなんかの次元の話ではあ

りませんが、自治体とか自治会とかネットワークが出てきておりま

すので、フォトビジョンでもなんでもいいですが、そういう部分を

啓蒙する措置を浪江町行政として考えるところがあるかどうか、そ

の辺の考え方についてお聞かせください。

総務課長。○議長（吉田数博君）

避難当初、各市町村でごみの出し方が違う○総務課長（根岸弘正君）

ということで苦情等もあったことがございます。そういうことも受

けまして、なみえ広報を通じて、そういうことで分別収集であると

か啓発をした経過がございます。

今後につきましても、やはりその自治体にあったようなことで対

応していただけるような啓発をしていきたいと思っております。

５番。○議長（吉田数博君）

その他、やはり中長期化するということを想定○５番（若月芳則君）

して、想定の話はいらないというかもしれませんが、ごみ以外でも

、 。 、今から５年 10年という期間になるかもしれません そういう中で

やはり受け入れの自治体が、いつまでも同じ感覚で、かわいそうだ

からという感覚だけで受け入れてくれる時期は必ずなくなってくる
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と思いますので、そのほか想定される部分についても、啓蒙を行政

としても気を付けてやっていただきたいということを、これは要望

ですが言っておきます。

次に、620の全国の自治体とコミニュケーションがとれるという

ことになると、ある意味、浪江町というのはみんな認知度が高いで

すから、私は非常に使い方によっては、使い方というのは失礼かも

しれませんが、良い意味でネットワークというものが作れるのかと

いう思いがあります。

例えば、私は避難している町民を受け入れている自治体にいろい

ろお世話になっている。本当に涙が出るほど嬉しいとか、そういう

話というのは行政には届いていないでしょうか。あったら教えてい

ただきたい。

総務課長。○議長（吉田数博君）

県外あたりでも世話になっているというこ○総務課長（根岸弘正君）

とで、新聞に載ったような情報もございます。そういう新聞情報を

こちらのほうにお送りいただいているということもございます。

５番。○議長（吉田数博君）

そういう意味で有名な浪江町、いろいろお世話○５番（若月芳則君）

になっているわけであります。この620の自治体に対して表敬、全

部町長が訪問してごあいさついただければ一番いいわけですが、な

かなか今の状況ではそれもできないと思いますが、せめて文書等を

もって、浪江町長として620の町村長に対し、自治体に対し、お世

話になっていると。これからも中長期化になるかもしれないが世話

になるという文書、そういうものを送付する考えはないかどうか。

そういうことをやっていれば良いのですが、やっているかどうかも

含めてお聞きいたします。

総務課長。○議長（吉田数博君）

県内の二次避難等からはじまりまして、県○総務課長（根岸弘正君）

内の自治体の方々にお世話になることが多かったという部分で、町

長はそこは直接訪問をしております。

また、今、各自治体から支援を受けております。そういうことで

岡山県であるとか、新潟県には町長が直接出向いていろいろお世話

になったということで御礼を申し上げております。

620全部について行けるかというとなかなか難しいと思いますの

で、今後は文書等によって御礼の文書、これからもお世話になると

いうことでお願いしたいという考えは持っているところでありま

す。

５番。○議長（吉田数博君）
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ひとつお願いをいたします。○５番（若月芳則君）

私どもも白河市に、県南地方の住民のネットワークを作って動き

始めております。いろんな行事を持ったときに新聞報道が先行しま

す。その時に私は思いましたが、白河市役所に担当者がいれば、私

どもこういう企画をやるという時に事前にあいさつだけはしておい

たほうが良かったのかと。私どもにお世話になっている浪江町の人

達が勝手にやっているような受け取り方をされると、ひと話あった

ほうがいいのかという思いも私どもの会員といいますか、避難して

いる人達もやはりそういう部分を大事にしたほうがいいというご意

見をいただいておりますので、やはりそういう部分については万全

を期していただきたいと、このことをお願いしておきます。これに

ついてはこの辺で終わります。

次に、行政区長さんのことについてふれさせていただきます。

大震災が起きたのは３月11日でございまして、私どもの行政区で

も、その日の夜に 終的に新しい行政区長さんを選出する予定でご

ざいましたが、それがああいう災害で一瞬にしてできなくなったわ

けです。それ以降、言葉の表現はあれなのですが、前の区長さんか

らすれば私は終わったという認識が先行します。次の候補者の予定

者になっていた方については、私は辞令をもらったわけではないか

、 、らというような３歩引いた形になって この１年間は行政のほうも

こういう事情だから前任者に主としてご相談したいというニュアン

スできたと思うのですが、その見解で正しいですか。

総務課長。○議長（吉田数博君）

区長任期が平成22年度で終わりということ○総務課長（根岸弘正君）

で、平成23年４月に委嘱するわけでしたけれども、今回できなかっ

たということで、なかなか区長さんの扱いをどうしようかと悩んで

いたわけですが、とりあえず前区長さんにある程度ご相談しながら

進めていくということで、実際に委嘱をした行政区長ということで

はなくて、地域の区長さんにいろいろ相談するという格好でお願い

していたところであります。

５番。○議長（吉田数博君）

そういう事情は、我々も認識同じくするところ○５番（若月芳則君）

でありますが、それはそれとして受け止めます。ただここに来て、

避難地域の区分けが当面の課題になってきているわけです。これは

今月末頃あたり、町村に国のほうもある程度形を示したいという新

聞報道の流れになっている。万に一つという言葉よりも現実的に区

画を分けるという部分になってくれば、分けるという言葉は受け入

れられなくても、例えば線量が年間100ミリとか非常に高い地域に
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住民を線引きをすると言って、そういうところに入れるということ

自体は、健康上とかそういうことからして受け入れざるを得ないわ

けであります、現実に。

したがって、そういう部分の相談とか、地域の意思の判断という

ことは、やはり行政区長さんが中核になって、その地域の意見を取

りまとめといいますか、意向をきちっと的確に行政に繋ぐという意

味では、行政区長さんの今後置かれる立場というのは、非常に重要

な位置づけだと私は考えております。

現在そういう意味で、前の経過から含めて、現在４月１日から年

度になります。今の段階で結構ですが、人選がきちっと全部終わっ

ているという区域は、行政区全体で50だと思いますが、何人になっ

ているか現状を教えていただきたい。

総務課長。○議長（吉田数博君）

行政区49ございます。その中で今推薦とい○総務課長（根岸弘正君）

うことで、推薦書をお願いしているところであります。その中で現

在、事務局で届いてます推薦書は20人であります。

５番。○議長（吉田数博君）

そうしますと４月１日、年度前に各地区とも人○５番（若月芳則君）

選を決めてほしいということになると思います。今の段階で20人と

いうことになると、４月１日まで辞令を区切りのいいところで、み

んなそういうこと大事でありますから、現在町のほうも各行政区に

人選を急げというお願いはしておりますか。

総務課長。○議長（吉田数博君）

特別に要請はしてございませんが、４月下○総務課長（根岸弘正君）

旬あたりに委嘱状の交付を行うということを考えておりますので、

それまでには人選をしていただきたいと思っております。

５番。○議長（吉田数博君）

私ども、先だって沢上行政区とかいろいろ行政○５番（若月芳則君）

区の集まりがあったときに、ちょっとのぞかせていただきました。

いろんなお話を聞きますと、区長さんを選ぶ会議をするにしても、

全町民、自分の地域の住民がバラバラになっている。ここに立野、

。 、沢上の地区民の避難先調書というのを作っているんです 67世帯が

宮城県から京都府、県内は南会津町から桑折町まで入っているわけ

です。１つの小さな行政区でもこのくらい分散している。それぞれ

の努力で全部のところに通知が出せる行政区は自助努力はちゃんと

しているのかと思いますが、全部が全部そうはなりません。ここに

来て個人情報が出せないということになっています。これはコンプ

ライアンスの面からいっても出せないのです。そういうことになる
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と、準公務員という考え方があるのかどうかわかりませんが、それ

も踏まえてですが、行政としてこれから区長会というのは、非常に

私はウエイトを持ってくると思っております。区長会をどう位置づ

けて、どう活用という言葉は失礼かもしれませんが、重要視してい

くか。まず町長の認識をまず伺っておきたいと思います。

答弁者、町長。○議長（吉田数博君）

お答えいたします。○町長（馬場 有君）

、 。先週の土曜日に 大堀酒井地区の総会にご招待をいただきました

非常に多くの方々が集まって、区長さんを中心に近況報告とか、賠

償の請求も弁護士さんを呼んで賠償の勉強会。それから私のほうか

ら町の現況ということで。今お話が出ましたように、全国に避難な

さっている方が郡山市に集まってきたということでありますけれど

も、非常に有意義な会議でございました。これから除染がはじまっ

て区域の見直し等も行われるわけです。そういうことで非常に地域

をすべて知っている方々がおれば、行政にとって非常に期待が大き

いという認識をしているところであります。

５番。○議長（吉田数博君）

区域分けが今からなるということで、これは現○５番（若月芳則君）

実的にそう動いてくると思います。今町長答弁の中にもありました

が、区長会の重要性は、ますます重要視せざるを得ないということ

になってくると思いますが、そこで各地域の区長さんが心配してい

るのは、区長候補者でありますが、みんなに大事な段階で大事なご

相談をしたいという時に、住所の個人情報の壁でなかなか完全では

ない。だけども、行政区長さんが号令をかけるというのは、私のと

ころには連絡が来なかったとか、そういう会話が出ないようにしな

くてはならなくなります。みんなそこを心配しているんです。遠い

から沖縄から来れないので委任状でも何でも出すという行為が出来

るような体制がないと、私達は心配だということをみんな言ってい

るんです。

私はここで聞きたいのは、いつもやれと言っているわけでありま

せん。大事な場面で、各行政区の意見の意向を集約するために集ま

る。そういう部分の通知については、行政が行政区長さんの名前の

文書を確実に避難者に送付する。そういう行政としての区長の皆さ

ん方に応援する、支援する部分、そういう考えがあるかどうかをお

尋ねいたします。

総務課長。○議長（吉田数博君）

なかなか今までこういうことがないという○総務課長（根岸弘正君）

ことで、各行政区長さんのほうにそういう通知にしてはお願いして
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いるということでありますけれども、こういう事情もございますの

で、これは今後検討させていただきたいと思います。

５番。○議長（吉田数博君）

これはきちっと内部で議論して、区長の皆さん○５番（若月芳則君）

方にこういう体制できちんと支援するから、一生懸命やってくれと

いうスタンスに繋いでいってほしいと思っております。

それから、区長会絡みで関連して質問しますが、この前もこれか

ら帰る、帰らないの議論が主になります。そういう中で詳細な汚染

マップを各区長さん方は、自分たちの行政区は自分達の区内のみん

なが「私達がやるよ」と。放射線量を決まったように測る、１メー

トルの所で測る道具を機材を貸してくれれば、それぞれの家庭を中

心にして、きちっと自分の行政区は自分達で測って、地図の作成は

行政でやってくれても、データを集めるというスタンスは私らの行

政区でやりたい。そういう参画する。そういうことを含めて、地域

の人達が自分の地区を測ったりなんだりするところに参画するとい

うことが、非常にあとあと行政の言われるままに私達は帰ったんだ

じゃなくて、自分達自らが測定して 「ああなるほどこうなんだ」、

というスタンスに繋がるということで、各行政区やる、やらないは

いろいろあるかもしれません。だけど、そういうことを私の行政区

はやりたいんだと。危険の問題もありますし、入っていけるのは国

の判断も必要ですから。そういうことも含めて、各地区の私のとこ

ろは測るという意欲をきちんと育てていきたいと思いますが、一言

、 、 。これに付け加えておきますが 過般 環境省が地図を発表しました

インターネットで見る私の家の例を、他の所を言う必要はありませ

んが、私の家のことを言います。例ですから。自動車で測るがため

に、私の後ろの道路は、道路だけが色が違うんです。言っている意

味がおわかりだと思いますが、自動車で測るから道路だけが色が違

。 。 、うんです 別な所は色が違う だからそういうところも出てくると

エリアが大きいから、地区の人は自分の家は自分で測りたいと、そ

ういう意向もありますので、今言ったようなことが可能かどうかわ

かりませんが、まず検討だけして、できるときにはそういうことを

下ろしていただければと思います。

総務課長。○議長（吉田数博君）

現在、地域で放射線を測定している、地域○総務課長（根岸弘正君）

限定の既にございます。そういったことで区長会の中でもそういう

話題になっておりますが、機器が十分にあるかどうか。また地域に

よって、そういうことで測定をしたいという地域が幾つかあるかわ

かりませんが、その辺は検討課題といいますか、区長会等で話し合
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っていきたいと考えております。

５番。○議長（吉田数博君）

そういう地区の意向、区長会でも話題になると○５番（若月芳則君）

いうことは、そういう意向が結構潜在しているということでありま

すから、ひとつ前向きに検討していただきたい。このことをお願い

しておきます。

次に移ります。小、中学校のアンケート調査を実施したというこ

とで、過般、全員協議会でご報告がありました。新聞等には先行し

て浪江の小、中学校のデータでしたというのが載っておりまして、

初めて私もそこでやったんだなと理解をいたしましたが、これにつ

いて、まず教育長にお尋ねいたしますが、子供達の現実、現況、比

較的にこれでわかるような気がします。これをやって、これを見た

ときに、教育行政のトップとして、どう感じられたのか。そして施

策といいますか、いわゆる平成24年度予算等の施策にどう反映する

考えか。その辺を教育長にお尋ねいたします。

答弁者、教育長。○議長（吉田数博君）

お答えいたします。アンケートに目を通し○教育長（畠山熙一郎君）

た感想と言いますか、思いでございますが、まず地震や津波の自然

災害等、それから原発事故が浪江町の子供達に及ぼした被害の大き

さ、それから子供達が負った心の傷の深さ、わかっていたつもりで

すが、改めてそれを感じました。

さらに、子供達が大きく変わった環境の中で、家族やあるいは周

りの人々の思いや願いを子供達なりに真剣に受け止めながら、避難

生活に耐え、そして一生懸命に生きようとしているそんな思い。生

まれ育った浪江町のことを本当に大事に思っている。そんな思いも

わかりました。こういった子供達も非常に困難な状況に置かれてお

ります。教育委員会としましては、とにかく毎日の学校生活が少し

でも楽しくできるように一層努めること。

また、浪江町の大人の一人としましては、子供達の生きる力に結

びつき、そして将来の夢に繋がることができような浪江町の復興を

目指して、自分のできることを精一杯やらなくてはならない。そん

なふうに考えております。

しからば、今後の施策にどう反映するかというお尋ねでございま

すが、大きく３つの視点を考えてございます。アンケートはいろん

な項目に分かれていますが、大きく分けてみますと、例えば浪江町

の友達と会えなくなったとか、被災に対する不安とか、あるいは健

。 、康に対する不安などがございます あるいは学校に馴染めないとか

勉強についていけないとか、そういった喪失感や不安がありますの
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で、こういったことについてはいわゆる心のケアということになり

ますが、学校との絆を確保しながら、そういったことのフォローに

これまで以上に心をくだく必要があるんだろうと思います。

、 、 、第２点は 新しい友達ができてうれしいとか 学校が楽しいとか

家族の大切さがわかったとか。中には成績が良くなったというのも

あります。これはやはりそういう方は一生懸命頑張ってますので、

これもまたいろんな繋がりを教職員と保ちながら励ましてあげた

い。もっと頑張れるようにしてあげたい。そういうことも考えてお

ります。

それから第３点は、友達と集まれる機会がほしいとか、早く学校

を再開してほしいとか、ランドセルを持ち帰りたいとか、そういっ

た希望、願いがありますので、なかなかいろいろ難しい問題もあり

ますが、計画を立てながら一歩ずつこれは実現を図りたいというこ

とでございます。

予算にどう反映したかということについては、個々の対象につい

ては項目を上げてございませんが、今のようなことを踏まえてやっ

てまいりたいと思います。

５番。○議長（吉田数博君）

私もみさせていただいて、新しい場面で、新し○５番（若月芳則君）

い友達ができた。それから学校が楽しい。特に新しい友達ができた

というのは、回答者の82.4％が言っているわけです。これを見たと

き、途中での移動は２回、３回もいろいろあったけれども、この時

期に、こういう数字が一方で出てきたということに私は子供達の将

、 。来 浪江町の教育行政になんか明るさを感じたところでございます

大体教育行政トップとして、一生懸命そういう思いを語っていた

だきましたので、私は本当に良いことだ、そうあってほしいとお願

いをします。

この小中学校のアンケートに、町長への応援、労いなどという設

問がございます。これはおそらく設問を作ったほうは大人達の要望

みたいなものと、これは私の考えでそれ以上は言いませんが、設問

がありますので、あえて設問があるわけですから、私は意思が弱い

。 、 。からふられると 町長への応援 労いなどという設問があるんです

これは子ども達が町長に対して頑張ってほしいとかいろいろ書いて

あります。これを踏まえて見ていただきまして、町長どういう感想

をいだいたか、質問します。

答弁者、町長。○議長（吉田数博君）

小中学生の自由記載の設問に関して、本当に先○町長（馬場 有君）

ほど行政報告でも申し上げましたけれども、本当に浪江町に帰りた
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い。そして多くの仲間ともう一度遊んでいきたいというようなこと

がありまして、アンケートの結果、子どもさんは50％が戻りたいと

いう状況です。親のほうがやっぱり放射線が心配だということで戻

、 。らないということで50％ 要するに半々に分かれてしまったんです

ですから、分かれたことについての要因も深く調査をしてみたいと

思いますけれども、ただ、私に寄せる言葉としていろんなことが書

いてありまして、涙が多く出ました。正直申し上げまして、これだ

け町に帰るという期待を小中学生が持っているということでありま

すので、これを機会に子供達の熱い思いを実現していきたいと、こ

のように認識しております。

５番。○議長（吉田数博君）

町長の思いわかりました。この中でも 「浪江○５番（若月芳則君） 、

町の町長として頑張ってほしい 「浪江町の事を考えしっかりと発」

言してください」と書いてあります。ひとつ、子供達は一町民であ

りますから、意をたいしてこの思いを町長さんも頑張ってほしい。

あわせてこの部分は終わります。

次に、避難区域見直し、中間貯蔵施設設置に対する考え方につい

て。いろんな議論がなされていますが、一方で除染のほうは年間20

ミリシーベルト以下で除染を進めて、２年間で50％を目途として一

生懸命やりますという話をします。一生懸命やっても先ほどのモデ

ルの報告を見ても50とか60の下がる率だという報告もあります。

終報告ではないにしてもそういう報告があります。一方で、文部科

学省は、子供とかを考えて年間の被ばく線量は１ミリシーベルト以

内ということをうたっているわけです。

児玉先生の講演資料なんかを見ますと、文部科学省はそっくり20

ミリシーベルトを１ミリシーベルトにしたという表現をしている。

そう言われてもしようがない部分があるんです。

また一方で、浪江町の町民アンケートをやったときに、１ミリシ

ーベルト以下、もしくは3.11以前の現状なら帰れるという人が、大

体７割いるわけであります。今、除染の問題とか、いろいろな議論

がありまして、我々一般町民が見たときに非常にどれを信じていい

のかわからない。そういう部分になってきます。例えば10ミリシー

ベルトのところを除染を一生懸命やりますよ。半分になった。５ミ

リシーベルト。一方で、文部科学省は１ミリシーベルトだと言って

いるわけです。そういうところに果たして帰っていいよという誘導

も町としてできるのかどうかという疑問を感じるわけです。

それと、一般町民のお母さん方を中心に、そういうのって本当だ

よね。やはり町独自の防護基準ある程度目標、この辺の表現はある



- 62 -

程度難しいと思っておりますが、町独自の防護基準を策定して、や

はりその見解に基づいて町の行政施策は展開していく。そういう防

護基準を町独自で考える考えはないかをお尋ねいたします。

住民生活課長。○議長（吉田数博君）

今現在のおただしの中で20ミリシーベ○住民生活課長（植田和夫君）

ルトを目標にということで進めておりますが、いずれにしましても

町民の安全安心を第一に考えた場合、帰還条件として、これまでの

基準を、放射線量を３月11日以前のマイクロシーベルトまで低減を

図ることが大事でございます。

５番。○議長（吉田数博君）

まさに、議会の中でもいろいろ議論がありまし○５番（若月芳則君）

たが、個人的な中でそれはそれでいいですが、3.11以前の状況を目

指すということで、行政の目の位置づけをきちっとみんなにも理解

できる共通の視点に立って議論が進められる。それを今聞いて方向

性がなんとなく見えた気がします。ひとつ 大限の努力をお願いし

ます。

次に、８カ町村協議に対する姿勢、考え方について町長の認識は

ということで通告をしておきました。

この前の会議に出席はできなかったといろいろありましたが、そ

れはそれで前段の質問で私も了解します。

きょうの朝日新聞に、中間貯蔵割れる意見。避難区域12市町村長

。 、本紙アンケートということで出ております 中間貯蔵施設について

国から求められたらどうしますかということなのですが、自分の町

に求められたら８市町村は同意しない。３カ町村ぐらいは条件によ

っては検討する可能性もあるということを言っております。これは

いろいろ浪江町については、中間貯蔵施設を迷惑施設と表現し、県

内の設置に反対、これを抱えると戻りたい人も戻れなくなると強調

した。これはマスコミ報道ですから、全部そのとおりかどうかわか

りません。町長のこの辺の認識についてお尋ねいたします。

答弁者、町長。○議長（吉田数博君）

区域の見直し、それから中間貯蔵施設、それら○町長（馬場 有君）

の８カ町村の協議については、これから始まることです。やはりこ

の根底にあるものは賠償あるいはインフラの復旧、そして避難者の

生活支援、生活再建策というのがワンパッケージになっている。包

括的になっているんです。ですから、そういう問題を解決しない限

りは、中間貯蔵施設のあるいは区域の見直しの場面には入れないと

いうふうに私は認識をしております。そういうことで、これから８

カ町村の協議が始まりますが、そういうものを強調しながら、それ
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相当の合意を得るような形でもあると思いますので、８カ町村の協

議については、大変大切な協議の場所であると考えております。

５番。○議長（吉田数博君）

現時点の考え方としては、マスコミで流された○５番（若月芳則君）

考え方でいるということで理解させていただきます。

ここで、この考え方、今朝新聞に載りまして、いろんな人からご

意見をいただきました。中間貯蔵施設については、浪江町のトップ

として、こう答えるのは私も理解できます。

ただ、浪江町も放射線を浴びた瓦れきは出てきますよ。その部分

を県内には反対とか、こういうことも一方でその考え方わかります

が、そういう部分についての対応といいますか考え方を整理しない

と、なかなか８カ町村の会議に行っても、国が主催するにしても、

双葉町村会でやるにしても、その辺の整理ができていないと、なか

なか首長さんも答えられないのではないですか。その辺の整理につ

いてはどういうお考えをもっていらっしゃるのでしょうか。

答弁者、町長。○議長（吉田数博君）

立地町とそれから立地町でない温度差というの○町長（馬場 有君）

。 、 、は正直言ってございます それから線量の低い地域 帰村宣言なり

あるいは役場機能を戻した町村もございます。そういうことで非常

に温度差はありますが、やはり考え方としては、後世に残る問題で

。 、す 中間貯蔵施設は迷惑施設であると私は認識をしておりますので

やはり後世に残すべきではないと考えております。

ただ、どうしても仮置きした焼却物、それをどこかに保管してい

かなくてはならないという問題にはなると思いますが、これ東京都

で受け入れてもいいという話もあったやに聞いております。電気を

使った東京で施設を造ってもらってもいいと思うのです。双葉郡だ

けではないと思うんです。我々は電力を供給してきました。消費し

た東京都が我々の責任もあるという認識であるならば、そういう中

で受け入れていかなければと、私個人としては考えております。

そういうことでひとつご理解をいただきたいと思います。

５番。○議長（吉田数博君）

。 、○５番 若月芳則君（ ） そういうことだろうと思います しかしながら

８カ町村で問題として足並みを揃えて、徹底的に討論していい結果

を導いてほしいと思います。

、 、 、これについてはこれで終わりますが その他 中間貯蔵施設とか

、 、 。行政が帰る 帰れないの区割りとか いろいろ線引きとかあります

こういうことが、どちらかというと過去には、ほとんど新聞が先行

して、こうなるだろうというのが先行して報道されます。その度に
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私ども議長とか町長に、内々そういう話はないですかとか、新聞報

道を上回る内容はありませんかというと、いつも新聞報道を超える

内容はほとんどありませんという内容が回答にあります。

一つここでお尋ねしておきます。今の段階で、これらの問題に国

から町長、議長に接触を求められた経過がありますか。

答弁者、町長。○議長（吉田数博君）

避難区域見直しと、それから中間貯蔵施設設置○町長（馬場 有君）

について、私のほうには12月３日、細野大臣との打ち合わせがいわ

き市内でありましたが、両方ともありません。

、 、 、 、 、それから12月18日 細野大臣 枝野大臣 平野大臣 11市町村長

首長の説明が、避難区域見直しについてはありました。中間貯蔵に

ついてはありません。

12月22日、松下副大臣と柳沢本部長が来庁いただきまして説明が

ありましたが、両方ともこれはありません。

それから12月28日、細野大臣が来県いたしまして、中間貯蔵施設

設置について双葉郡にお願いしたいということをお願いされており

ます。

年開けましてから、１月３日、平野大臣、吉田泉本部長との懇談

会では、この両方についてはありません。

１月11日、柳沢本部長が見えまして、これもありません。

１月17日、町村長会議、これは福島大学との締結式でありました

けれども、この会議でもありませんでした。

１月24日、町村長と知事の意見交換会がありまして、これも２つ

の点についてはありませんでした。

２月10日、双葉地方広域市町村圏組合の管理者会議と町村長会を

やりまして、この時に私どもの双葉郡の考え方を政府に出さなくて

は駄目だということで、浪江町として７項目を提出をしました。区

域見直し施設設置については、話はその時にはありませんでした。

３月６日、つい先日、内閣府の富田審議官が来まして、避難区域

の見直しについて説明がございました。中間貯蔵についてはないと

いうことであります。時系列に話をさせていただきました。

５番。○議長（吉田数博君）

今の町長答弁を聞いていましても、まさに私ど○５番（若月芳則君）

もの理解では 初のころ帰れる区域とか、中長期的困難者とか、区

域割りをする際には、各首長さんとよく協議をしてという言葉が使

われていたような記憶が私どもはあるわけです。

したがいまして、正式に発表されてこういうことだよと、大字単

位とか字単位とかいろいろなことが言われておりますが、それが発
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表される前には、当然各首長さん等とよく協議をしてという言葉が

あった部分、これはまさに私は履行してほしいという考え方があり

ますので、ひとつその辺についても答弁は結構ですが、 大のご努

力、配慮を賜りたい。要望しておきます。

。 。後になりました これからいろいろ状況が変わってまいります

多分変わるだろうと思います。したがいまして、いろいろ住民も町

民も判断いろいろしなくてはならないだろうと思いますが、私ども

は、町民が判断するときに、判断し得る材料、情報を的確に繋いで

いくというのが行政の仕事だという考え方があるんです。

したがいまして、町民の意向を的確につかむという考えで、そん

な何回もできませんが、肝心なところに町民の意向調査、アンケー

トを今後も継続していく考えがあるかどうか。この辺についてお聞

きいたします。

住民生活課長。○議長（吉田数博君）

、○住民生活課長 植田和夫君（ ） 今のおただしの中で避難区域の見直し

それから中間貯蔵施設の建設との２つの問題は、現在流動的な状況

にありますので、現在のところ意向調査等は考えておりませんが、

今後状況が変わってきた段階では検討しなければならないと考えて

おります。

５番。○議長（吉田数博君）

一応、おつなぎをしていた質問事項については○５番（若月芳則君）

これで質問終わりますが、大事な場面にさしかかるわけであります

から、 大限のご努力を町長はじめ役場行政の担当者もご努力いた

だく。このことを切望して終わります。ありがとうございました。

以上で、５番、若月芳則君の一般質問を終わり○議長（吉田数博君）

ます。

ここで３時まで休憩をいたします。○議長（吉田数博君）

（午後 ２時４５分）

再開いたします。○議長（吉田数博君）

（午後 ３時００分）

［ 議長」と呼ぶ者あり］「

10番。○議長（吉田数博君）

先ほど私の一般質問の冒頭の部分で 「議長に○10番（田尻良作君） 、

発言を止められました」というものがありました。それは削除お願

いします。
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◇馬 場 績 君

続いて一般質問を行います。○議長（吉田数博君）

20番、馬場績君の質問を許可いたします。

20番。

［20番 馬場 績君登壇］

日本共産党の馬場績でございます。あの日から○20番（馬場 績君）

あと３日で１年になります。あの日、あの時、あれからのことが目

に焼きついています。正直、心が晴れる日はありませんでした。

今、一つだけ挙げるとすれば、パニック状態の津島の４日間のこ

とであります。３月12日、午後２時頃、権現堂から３時間以上もか

かって運転してきたその妻の手で、車椅子の高齢者の方を津島中学

校の前で降ろし、中学校に避難しようとしていました。降ろそうに

もこたこたして身動きがとれず、誰の目にも衰弱の様子がわかりま

す。事情聞けば、薬もない。津島中学校付近は人と車で入り込む隙

。 、 、間もありませんでした 私は 泣きださんばかりの老女に声をかけ

人と車に挟まりそうになりながら津島診療所にようやく到着、診療

所の誰にだったかは覚えておりませんが 「このままでは命が危な、

。」 、 。 、 。い と頼み込み 診察をお願いしました 私は そこまででした

食べ物からトイレのことまで、湧き起こる諸問題の対応に追われ、

その方々とは、その後、再会することは今日までありません。寒さ

に震え食事もとれない。水もない、津島での避難所生活のあと、ど

うなったのか。元気で過ごしておられることを祈るばかりでありま

す。

ＳＰＥＥＤＩの情報隠ぺいと無用の被ばく、原発の不安を押しつ

ぶし、ブルドーザー方式で原発を推進してきた結果、 悪の事態が

起きてしまったこと、その後の数々の「犠牲」を責任ある者は「正

当化」してはならないと私は思います。

そして、人類 悪となった福島原発の徹底検証はもちろん、国策

としての原発政策について、その結果責任を問うことは、いま政治

の世界に身を置く私達の責任であると思うのであります。その決意

を述べて、以下質問いたします。

、 「 」 、まず 政府が進めようとしている 社会保障と税の一体改革 は

大震災の復旧、復興にも、被災者の町民生活再建にも逆行するもの

ではないかということであります 「オールジャパン」で復旧・復。

興をすすめるためには「広く、薄く負担する消費税増税しかない」

との議論が盛んに進められています。高齢化社会と社会保障の財源

論としても「それしかない」とも喧伝されています。



- 67 -

避難生活をしながら受け取る年金は、基礎年金だけの人の平均が

５万円にも届きません。40年間、国民年金を積んでも満額給付は６

万５千円です。そこから税金や保険料、医療費の負担、我々は当面

は暫定免除になっておりますけれども、生活費の増加は、これまで

それを口にしなかった人でさえ 「大変だ」とその苦しみを訴えて、

おります。

その年金ですら、物価下落にかかわる差額調整分などの理由で

、 、2.5％の引き下げとなり 今年の10月以降ほぼ毎回年金が減額され

毎日の生活で何を削ればいいのかということであります。さらに、

年金支給年齢を68歳から70歳の引き上げ案がなぜ社会保障の改革な

のでしょうか。

やっとの思いで事業を再開した中小業者としても消費税の負担増

は深刻であります。避難先での商売の困難さ、事業の落ち込み、消

費税増税の転嫁など正常に出来るはずがありません。一般町民はど

うか、例えば2,000万円で住宅を建てるとすれば、これまでの消費

税100万円が200万円になります。公共事業の発注でも同じでありま

す。復興のために莫大な投資は避けられないでしょう。消費税10％

の負担になれば、安定した復興予算の確保どころか、復興計画その

。 、ものに重大な影響が出ることは避けられないでしょう このように

消費税の増税は、被災地での暮らしと経済にも、復旧、復興にも財

政収支バランスにもデフレという今の経済情勢からも野田政権が描

く、社会保障と税の一体改革にも、私はその打開の道には繋がらな

いと思っております。

それは1997年、今から15年前、消費税が３％から５％に上がった

ときにすでに実証されているからであります。あの時は景気が上向

きで、国民所得も増えていた時期でありました。それでさえ、増税

を機に消費が急激に落ち込み、景気が悪化し、金融機関の破たんが

相次ぎ、長期にわたる不況に突入したことは記憶に新しいところで

あります。

。 、ではどうすればいいのか 天変地異の大災害に見舞われたこの時

中止を公約した総事業費4,783億円の八ッ場ダムをなぜ復活するの

でしょうか。なぜ東京外環道幹線整備4,899億円の無駄な大型事業

を予算化しなければならないのでしょうか。技術的にも未完成で欠

陥のある一機99億円もする戦闘機を、なぜ42機も購入するのでしょ

うか。内部留保をため込む力がある大企業に、なぜ来年度は１兆

4,000億円もの法人税減税なのでしょうか。３年間の復興増税があ

るとはいえ、３年後からは間違いなく減税だけが残ります。まさに

大企業天国であります。中小法人は赤字か、わずかな利益しかない
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わけですから、恩恵がほとんどありません。まだあります。欧米で

は、高額配当の譲渡所得には30％課税なのに、なぜ我が国は10％の

証券優遇税制なのでしょう。平均５万円に満たない年金受給者に消

費税10％とは不公平税制の極みであり 「薄く、広く」などという、

増税の大義名分など通用するはずもありません。この大震災時に、

公務員7.8％の賃金引き下げなど、悪のりにも程が過ぎると言わざ

るを得ません 「改革」というなら大企業や富裕層に対する所得に。

応じた累進税率の引き上げ、260兆円を超す大企業の内部留保は、

もちろん使い道に困るほどの利益のため込みであります。

したがって、復興債の発行引き受けなど、国家国民に適切な形で

還流させるなど、国民的立場での税制改革こそが政治に求められて

。 、 、いるのではないでしょうか そうすれば 2014年４月と2015年10月

段階的に５％から10％への引き上げ、約13.5兆円の消費税増税をし

なくても、財源は18兆円から21兆円程度の財源を確保できるという

のが、日本共産党の税財政改革提案の中身であります。それぞれの

立場から国民的議論を起こし、増税なしで社会保障を充実させ、被

災者の生活再建と被災地の復興を前進させ、新手の構造改革路線を

押し返す道を真剣に模索すべきではないでしょうか。

賠償と復旧、復興、生活再建のため、町民の先頭に立つ町長だか

らこそ、無謀な消費税増税に反対の立場を明らかにするべきである

と思います。いかがでしょう。消費税増税の負の連鎖に対する認識

と、その再生、拡充への見解があればお示しいただきたいと思いま

す。

さて、今国会に提出される「福島県復興再生特別措置法（案 」）

は 「オール福島」で求めた特措法であります。一歩前進と評価す、

るものであります。

法案の第１条及び第５条には 「原子力災害からの福島の復興及、

び及び再生の基本となる福島の復興再生基本方針の策定」とありま

す。国会で審議が行われ、近日中にも衆議院で採択されるとの見通

しがあるにせよ 「再生の基本となる基本方針」の中身が重要であ、

ります。原発事故にかかわる精神的賠償を含む完全賠償は東電と国

の責務であることはたびたび議論をし、明らかになってきたことで

あります。しかし、この特措法にはそれが明記されておりません。

。 、明記するべきだと考えます 基本方針案が被災市町村に示されたか

否か。完全賠償とその責務についてどうあるべきと考えるかお答え

ください。これが第一であります。

第二は 「原子力災害により深刻かつ多大な被害を受けた福島の、

復興及び再生が特殊な諸事情を踏まえて行われるべきもの」と第１
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条に明文化されております。とするなら 「被災地の復興再生のた、

めの財源について国の責任においてそれをなす 」その法案とすべ。

きであります。しかしそれは担保されておりません。これまでの接

触の範囲でそのことについて、どのような認識をされているかお答

えをお願いします。

第三は、被災者の復興及び再生、即ち生活と生業再建の支援策が

どのように検討されているのかということであります。第６条には

福島復興再生基本方針の変更について「あらかじめ関係市町村長の

意見を聞かなければならない」とあります。

生活と生業の再生について、変更以前の問題であります。当然の

ことながら基本方針案の中に示されているべきものと考えます。

県との関係でどのような協議がなされているのか。どのような案

が示されているのか。生活再建と「福島再生特措法」に対する内容

と見解をお示しください。

第四は、第２条、基本理念にある「放射性物質による汚染のおそ

れに起因して、住民の健康上の不安が生じていること、これらに伴

い安心して暮らし、子どもを生み、育てることができる環境を実現

する」とともに 「多様な住民の意見を尊重しつつ解決する。福島、

の再生を図ることを旨とし、これを行わなければならない」とあり

ます。

とするならば、県と県議会が求め、さらには浪江町議会を含む多

数の議会が求めている「県内原発の全基廃炉」を明記し、国の責任

で安心して福島で暮らせるように、子供を生み育てることができる

ように、18歳以下及び県民の医療無料を実施するのが筋というもの

であります。それを求めるかお答えください。

次は、現実味を持って動き始めた原発被災警戒区域、計画的避難

区域の区域再編問題であります。全町避難の浪江町は政府案の線量

区分では、避難指示解除が近い「帰還準備区域 、解除困難のため」

「居住制限対象となる区域 、津島など北西部の高汚染地の「帰還」

不可能区域」の３区域指定であります。

それと併行して「原子力損害賠償紛争審査会は、賠償に関す中間

指針の見直しを始めた」と１カ月以上前の新聞に報道されました。

一方、川内村は１月31日に帰村宣言、広野町は３月１日から役場

業務を元に戻して再開をしました。復興、復活の思いは、誰もが強

く抱いていると思います。新聞やテレビが首長の発言を力強いもの

として伝えております。

しかし、広野町役場周辺の線量が毎時0.12程度であることが明ら

かであっても、２月29日現在、町民5,300人のうち、戻ったのはわ
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ずか249人とのことであります。家族が離散し、子供達は離れ、誰

よりも友達に会いたいと思い、共に学びたいと思い、そういう気持

、 、 、 、 、ちは強く持っていても 避難が解除されても 食べ物 医療 福祉

、 、 、保健 仕事 何よりも 優先されるべき除染も進まない現実を前に

史上 悪の放射能汚染という、立ち向かうべき課題があまりにも大

きいということは、これらの自治体の現状からも私達に「避難者の

無言の抵抗」が突きつけられていると思います。

浪江町でもしかり。内々で検討されているといわれている区域再

編、道路のバリケード閉鎖や線引きがどのように進められようとし

ているのか、お答えください。

更に、三分割によるそれぞれの基本的な賠償の考え方 「避難指、

示解除準備区域」における帰還の見通し、なお「帰還する 「し」、

ない」の選択と原発損害賠償審査会の精神的賠償の年内終了など賠

、 。償はどのような方針で この区域見直しとの関係で進められるのか

進めようとしているのか。政府の見解、説明がありましたらお答え

ください。

「避難解除」されたとして、いのちと暮らしの安全な生活環境の

回復と「帰還」の判断基準をどうするのか、町長はそれをどう考え

ているのか。除染や線量についても併せてどのようなお考えをお持

ちなのかお答えください。これが第２点。

第３点は ２月24日の福島民報によれば 避難区域再編に伴う 居、 、 「

住制限区域住民への一括賠償 「帰宅困難区域にある不動産賠償」、

は事故直前の時価賠償の方向が固まった」と報道されております。

政府や県からこのことに関し、町はどのような説明を受けたのか。

町の見解と併せてお答えください。

大きな２つ目は、浪江町の「自治体請求」とその賠償、農業、商

工業、個人の請求件数及びその賠償額の現状についてお答えくださ

い。

原発事故による東電損害賠償について、つい 近大熊町のある被

害者夫婦が、去る２月27日、原発ＡＤＲで和解成立した点はご承知

のとおりであります。和解金2,312万円は、請求額の約半分、被害

「 」者本人や弁護団にとっても 完全に満足した内容とはなっていない

とする声明を出しました。東電の賠償には解決すべき重大な問題が

あると改めて指摘せざるを得ません。

１つは、加害者である東京電力が賠償について主導権意識、いわ

ゆる東電目線が極めて強いこと。

２つは、支払いまであまりにも時間がかかり過ぎること。

３つは、避難生活が今なお続いているのにもかかわらず、すべか
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らく仮払金を控除していることであります。

その上で今回の和解案件の教訓は、原発ＡＤＲの申立て財物補償

も一部認めさせたこと。精神的損害については８月までの６カ月間

で１人142万円、計算すると１カ月、約23万6,000円を認めさせたこ

と。これは仮払い、月10万円から12万円は含まれておりません。別

途計算だということです。東電が 後まで求めてきた仮払い控除を

させなかったことが大きな教訓だと思います。

そこで質問をいたします。原子力損害賠償審査会の中間指針は、

実はきょう、25回目の開催が予定されております 「賠償の大枠で。

しかない」のにもかかわらず、東電はこれを絶対基準とし、賠償額

を進めています。賠償が遅れていることは今ほど明らかにしたとお

りであります。

これまで個人の請求に対して「原発事故に起因した全ての損害」

即ち全面賠償を求めても、東電の判断でそれを否認してきているこ

とはご承知のとおりであり、現実の姿であります。賠償の範囲を露

骨に狭めているわけであります。東電は、都合が悪くなると「国策

」 。に従い原子力発電を進めてきた と国の陰に隠れるわけであります

町はこれまで「支援機構の協力を得て賠償請求を進める」と答弁し

てきましたが、支援機構は東電の代理人ではないか、という見方が

。 、相談した方々の率直な受け止め方であります 原発損害賠償行為は

民民の問題で解決できないからこそ、双葉町でも南相馬でも和解仲

介を求める「集団請求」に大きな期待が持たれていることは、先程

来論議になってきたとおりです。

一定程度個人請求がなされていることは、先ほどの答弁にもあり

ました。同時に「仮払控除を認めない 、賠償請求自体が生活再建」

であり、浪江町再建の大前提であると思います。このことには、町

長も異論はないはずであります。各地の集団請求から真剣に学び、

町民の生命と財産を守るたるめにも、浪江町で集団請求の方策を追

及し、町民を具体的に支援すべきと考えます。これからでも遅くあ

りません。お答えください。

様々な原発賠償は原発災害により、その災害から逃れて生存する

ための賠償であり、請求であります。失業給付もそのためのもので

あります。逃れるしか生存の道はなかったのであります。その賠償

金に課税することは、生存権を否定するものではないでしょう。絶

対認めるわけにはまいりません。

ましてや、避難者は原発事故に一切の責任はありません。国に対

し、賠償金課税は中止すべきと断固申し入れべきだと思います。答

弁を求めます。
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仮設住宅の環境改善と高齢者問題であります。水道やトイレ等の

凍結は、異常寒波の影響も確かにあるかもしれません。しかし、仮

設住宅建設にあたって、網戸やスロープなど数々の後付けは、入居

する人の人権尊重という認識の欠如、一言でいうなら欠陥住宅、粗

悪な災害行政そのものであります。どのような防寒不備があったの

か、水道管、トイレ、その他の配管など凍結件数と対策、防寒工事

の実態、あるいは県に対する要望と県の対応の経過についてお答え

ください。

、 、仮設住宅の高齢者問題について これまでも指摘してきたとおり

仮設住宅の孤独死の防止、急病、救急通報など安否確認にも役立つ

緊急灯や緊急ブザーの設置が緊急の課題であります。設置計画につ

いてお答えください。

避難生活が１年を超え、介護認定が急増しております。施設入所

の待機者など現状についてお答えください。

また、社協の雇用による生活支援相談員の方々のご苦労も大変で

あることは私も承知してございます。雇用期間、雇用継続がどうな

るのか。現在の活動と今後の改善点についてお答ください。

後に、県の外部被ばく線量推計調査と今後の健康管理について

質問をいたします。

、 、 、１月30日に公表された県民健康管理調査によれば 浪江 川俣町

山木屋、飯舘村の計画的避難区域の住民、１万468人の中で３月11

日から４カ月半の外部被ばく推計値で 大23ミリシーベルト、１ミ

リシーベルト超が全体の42.1％という驚くべき結果が発表されまし

た。もちろん内部被ばくは入っておりません。

この推計値の根拠はかなりの時間が経過し、本人の記憶に基づく

行動記録から出されたものであったにしても、重要な被ばく推計調

査であると私は思います。２万1,000人の浪江町民の99％以上が、

津島、あるいは20キロ圏外に避難をしました。その後の残りの調査

をどのようにするのか、お答えください。

さらに第２の問題は、放射線被ばくの問題であります。基本的な

ことでありますが、急性放射線障害と晩発性障害、確定的影響と確

率的影響があることはご承知のとおりであります。福島原発事故に

よる住民の急性障害は排除されるものでありますが、低線量被ばく

でも、被ばく障害に個人差があることは実証されております。

公表された推計値と低線量被ばくの影響について町民にどう説明

されるかお答えください。

さらに、福島県が行う０～18歳までの甲状腺検査は、昨年の10月

から平成26年３月までに１回目の検査が行われます。浪江町の対象
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者の検査はどこまで進んだのか。さらに残りの方に対して、今後ど

のような対策を進めていくのか。

さらに重大な問題は、国の原子力災害対策本部が昨年の３月26日

から30日までに、30キロ圏内の子ども０～15歳の1,080人の甲状腺

内部被ばく検査を実施しました。毎時0.1マイクロシーベルト、積

算32ミリと推定され、原子力安全委員会は数字の高かった子供につ

いて精密検査が必要であると勧告したにもかかわらず、実施されま

せん。再測定の実施を求めるべきであります。

明解な答弁を求めて１回目の質問を終わります。

答弁者、町長。○議長（吉田数博君）

ご質問にお答えいたします。○町長（馬場 有君）

昨年、国から「社会保障・税一体改革」の概要が示されました。

内容については、議員ご承知と存じますので、省略いたしますが、

増税の伴う一層の景気悪化、税収全体の落ち込みも懸念されており

まして、国の税収が消費税５％導入年から減少していることも事実

であります。

いずれにしても、経済産業省の調査の中でも、中小企業が消費税

を消費に価格転嫁できない実態があるという報告がございます。

さらには、国土交通省の調査でも、運賃値上げによる消費税の変

化は、経営上自立困難というような調査も含まれております。

今後、このように様々な方向からも検討と議論が必要であり、功

罪あせて国民全体で議論を重ねていく必要があると考えるところで

あります。

企画調整課長。○議長（吉田数博君）

福島復興再生基本方針案は、被災市町○企画調整課長（谷田謙一君）

村に示されたのかについてお答え申し上げます。

福島復興再生特別措置法案第５条で 「内閣総理大臣は福島県知、

事の意見を聞いて基本方針案を作成しなければならない。福島県知

事は意見を述べようとするときは、予め関係市町村の意見を聞かな

ければならない」とされておりますが、現時点では本案の審議段階

であります。そういう中で、具体的な施策につきましては、案も含

めてまだ示されていない状況にあります。

総務課長。○議長（吉田数博君）

復興のための財政支援は担保されているか○総務課長（根岸弘正君）

についてお答えいたします。

東日本大震災にかかる復興事業については、復興交付金及び特別

交付税の措置により市町村の負担が生じない仕組みとなっておりま

すが、福島復興再生特別措置法においては、その多くの取り組みに



- 74 -

、 。ついては 国によって必要な措置を講じる旨が言及されております

、 。しかし 現段階においては明確になっていないのが現状であります

また、福島県との協議の初期段階にあった、市町村の長期的な財

政運営に対する措置については盛り込まれていないため、今後も引

き続き復旧・復興に関する財政措置を明確化する要請してまいりた

い考えております。

産業振興課長。○議長（吉田数博君）

各賠償とその責任についてでございま○産業振興課長（高倉敏勝君）

すが、これにつきましては、電力は事故の原因者として完全賠償を

果たすべきであり、国もまた原子力を推進してきた責任のもと、被

災者の完全賠償に対処するべきであると考えてございます。

健康保険課長。○議長（吉田数博君）

第２条の基本理念の具体策として、18○健康保険課長（紺野則夫君）

歳以下の県民の医療無料を国の責任で実施するよう求めるかについ

て、ご質問にお答え申し上げます。

少子化対策の一環といたしまして、平成22年４月より当町では15

歳まで医療費の無料化を実施しております。

原発事故に伴う健康不安は県内すべてに拡大しており、県では国

に対し、県内18歳までの子供の医療費無料化を求めてまいりました

が、実施に向けた回答が得られず、独自に実施することといたして

おります。

しかしながら、恒久的な無料化なのか県のほうからは明示されて

いないのも事実でございます。さらに１年を経過しようとする現在

においても、避難住民を含め全県民の健康不安は増す一方でありま

す。

したがいまして、町といたしましては、避難町民の健康診査の費

用も含め、18歳以下の医療費無料化について、国の責任の中で実施

するよう強く求めてまいりたいと考えております。

企画調整課長。○議長（吉田数博君）

被災者の生活と生業再建についてお答○企画調整課長（谷田謙一君）

えいたします。

町といたしましては、復興ビジョンの検討過程におきまして、被

災者の生活と生業再建が必要と認識しておりまして、ビジョンにお

きましても、その対策の必要性について言及する予定であります。

国に対しましては、被災者と被災地の復興のためには必須の事項

でありますので、具体的な復興像の提案を求めていくとともに、当

該計画の検討過程において深刻な被害を受けている当町の意見が盛

り込まれるよう、強く国及び県に要請してまいる所存であります。
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続きまして、避難区域と損害賠償の中で、３つの区域見直しにつ

いて申し上げます。

先ほど、14番議員にもお答えしておりますので、かぶらない点を

説明していきたいと思います。

まず、避難指示解除準備区域でございますが、区域内の立ち入り

行為自体は制約されなくなるということでございます。一時帰宅、

公益立ち入りや公的インフラ等の災害復旧事業、雇用の維持、確保

を図るため製造業等の事業再建、これは通勤による事業再建であり

ます。病院、福祉施設、店舗等居住者を前提とした事業再開の準備

などが認められることになります。

次に、居住制限区域でございますが、区域内への立ち入り行為自

体は制約されなくなりまして、一時帰宅、公益立ち入り、これは防

災上不可欠な施設や基幹道路等の復旧を含むでございます。

特例的な事業再開につきましては、現在、飯舘村の菊池製作所が

現在も入って操業しておりますが、そういうふうなことが認められ

ることになるということでございます。

次に、帰還困難区域でございますが、５年間を経過してもなお20

ミリシーベルトを下回らないおそれのあるところということで、長

期化する避難生活や生活再建のあり方などについて、国として責任

をもって対応していくとしておりまして、区域内の立ち入りでござ

、 。いますが 国主導の一時立ち入りとなるという説明がございました

産業振興課長。○議長（吉田数博君）

続きまして、３つの区域の見直しにつ○産業振興課長（高倉敏勝君）

いてでございますが、区域見直し等があったとしても賠償額等に差

を設けないというのは当然でありますし、年内の賠償終了の議論に

つきましても、事故以前の生活が戻るまでは賠償は続くものと考え

ております。

先ほど、紺野議員の中でも申し上げましたが、損害賠償の審査会

につきましても、これについて町長から申し入れをしたところでご

ざいます。

住民生活課長。○議長（吉田数博君）

２点目の生活環境の回復と帰還の判断○住民生活課長（植田和夫君）

基準を問うについてご質問にお答えいたします。

政府は、現在の帰還区域を年間被ばく放射線量に基づいて集落を

形成する字単位で新たな区域に再編する方針を示しております。

当町において、管内が３つの区域に分断されるケースが想定され

ますが、除染の進め方に差が出ることや町が分断され、復旧・復興

への影響など大変懸念しているところでございます。
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また、帰還困難地域に通じる公道をバリケードで閉鎖する方針を

、 、固めておりますが これは高線量地域に人を近づけない目的のほか

帰還困難区域の住民の家財等を守る防犯上の狙いとしながらも、具

体的にどの路線のどこを閉鎖するか、いまだ決定されていない状況

にあります。

それから、政府は居住できる目安としましては、年間20ミリシー

ベルト以下と、これまでの基準を維持しておりますが、いずれにし

ましても、町民の安心・安全を第一に考えた場合、帰還の条件とし

て、やはり放射線量を３月11日以前の平常値まで低減を図ることが

大事であると考えております。

それから、インフラ、学校、病院、雇用、商店などの確保、いわ

ゆる生活環境の整備が大前提であり、帰還問題について不可欠と考

えております。

産業振興課長。○議長（吉田数博君）

紛争審査会の時価賠償の件につきまし○産業振興課長（高倉敏勝君）

てですが、２月23日の紛争審査会の内容については報道等で承知し

ておりますが、国県からの説明は一切受けておりません。

先ほど申し上げましたが、財物賠償につきましても、算定基準の

詳細を見ながら検討させていただきたいと考えておりますが、宅地

それから建物については時価で賠償されますと、今後の生活再建が

難しい場合が生じますので、考え方を変えるべきであると考えてお

ります。

総務課長。○議長（吉田数博君）

原発賠償の現状について。まず自治体の賠○総務課長（根岸弘正君）

償についてお答えいたします。

８月に出された原子力損害賠償紛争審査会の中間指針によります

と、地方公共団体等の財政的損害等については、その所有する財物

及び民間事業者と同様の立場で行う事業に関する損害については、

指針で示された事業者等の基準に照らし、本件事故と相当因果関係

、 。 、が認められる限り 賠償の対象とされるとなっております しかし

避難等対象区域の解除日程が確定していないこと、除染方法が明ら

かになっていないこと等から、原子力発電所事故の収束状況等をふ

まえつつ、継続的に検討を行ったうえで、改めて示すこととしてお

ります。

町としましては、既存公共施設の価値の喪失・減少等の財産的損

害や庁舎移転等により新たに発生した費用は、当然賠償の対象にな

るものと考えており、次年度から請求の準備を進めたいと考えてお

ります。



- 77 -

産業振興課長。○議長（吉田数博君）

続きまして、農業・商工業・個人の請○産業振興課長（高倉敏勝君）

求の状況ということでございますが、まず農業関係では請求済みの

件数になります。1,378件、これはＪＡで調査したものでございま

す。事業主の賠償につきましては1,691件、これは商工会からのデ

ータでございます。それから個人の賠償につきましては、先ほども

申し上げましたが１万6,076人でございます。

賠償額につきましては、農業関係では合意件数ということで出て

ございますが1,350件、10億4,988万円です。

事業主関係、個人事業ですが1,155件、金額につきましては不明

ということでございます。こちらにつきましては、農業、事業主と

も２月27日現在でございます。

個人賠償につきましては、合意件数が１回目、２回目。それから

１回、２回と出している方がおりまして、延べで言いますと２万何

千件となりますが、合意件数は１万8,657件でございます。賠償額

は100億円程度になるのかということで電力のほうから情報を得て

ございます。

集団請求の方策をどのようにするかということでございますが、

これは先ほど田尻議員のほうに町長から答弁がありましたとおり、

今後その方策について考えさせていただくということでご理解いた

だきたいと思います。

税務課長。○議長（吉田数博君）

③の賠償金課税について問うについてお答○税務課長（大浦泰夫君）

えいたします。

賠償金の課税でありますが、この件につきましては、町長が平成

24年１月の臨時議会でも答弁いたしましたとおり、町民の日々の暮

らしと生業がすべて崩壊したことによる賠償でありますので、課税

すべきではないという認識は現在も変わっておりません。今後、国

に対しまして、強く要望してまいりたいと存じます。

建設課長。○議長（吉田数博君）

仮設住宅の防寒対策についてお答えいたし○建設課長（原 芳美君）

ます。

通常では考えられないような冷え込みが起こったことによりまし

て水道管が凍結したという、浜通りに住む町民にとっては異例とも

言える問題になったということでございます。その間、水道管の水

抜きや保温についてチラシ配布などを行って注意を喚起してきまし

、 。たが それを超えるような冷え込みだったということでございます

件数ですが、１月 後の週末から翌週にかけて も多く、現在ま
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で388件ほどになっております。

次に、今回の水道管凍結などを受けまして、床下の基礎まわりに

ふさぎ板を貼るという対策と、凍結防止ヒーターの点検や追加など

を行っております。町では昨年９月末でしたか。床下のふさぎにつ

いて要望してまいりましたが実現できませんでした。結果として、

入居者に迷惑をかけてしまったと反省をしております。

次に、緊急灯ブザーの設置計画についてお答えいたします。緊急

灯ブザーは、今年の２月15日付けで「応急仮設住宅への非常ベルの

設置について」県より照会がありました。入居者がリモコンを携帯

し、異常発生した際にリモコンを押すことで、赤色回転灯が回転発

光し警報音を発するという方式であります。仮設住宅の団地毎に取

りまとめ、必要戸数を要望中であります。

健康保険課長。○議長（吉田数博君）

介護認定と受け皿の現状を問うという○健康保険課長（紺野則夫君）

ことのご質問にお答え申し上げます。

午前中の橋爪議員にも答弁申し上げましたとおり、介護サービス

状況につきましては、被災地の入居者を全国の施設に受け入れても

らっている現状であります。

しかしながら、県内の介護施設への申し込みは順番待ちの状況で

あります。そのためにその待機者に対する今後の方針でございます

が、今現在、県の協力を得ながら浪江町民の方々のために特別老人

ホームの建設に向けて今邁進しているところでございます。

その内容でございますが、浪江町にいままでありました施設の法

人に対しまして、再建の依頼を今までお願いしてまいりました。昨

年の11月頃に再建の意思があるということが確認されまして、それ

から用地のほうに今現在交渉に移っている状況でございます。

ところが、用地につきましては、相当に広い土地が必要でござい

ますので、今現在その用地の確保に奔走しているという状況でござ

います。今月中には、その用地についても確保できる旨の連絡が一

昨日入りました。したがいまして、平成24年度中には待機者につい

て、浪江町介護認定者について、いい方向で施設のほうに入居され

るものと考えてございます。

福祉こども課長。○議長（吉田数博君）

生活相談支援の活動の現状と問題を○福祉こども課長（木村 潔君）

問う。ご質問にお答えします。

浪江町社会福祉協議会においては、昨年の８月から配置しており

ます生活支援相談員は、現在、桑折町２名、福島市９名、二本松市

11名、本宮市５名、事務局に１名、計28名を配置しております。
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、 、 、業務につきましては 主に仮設住宅入居者に対して 見守り活動

各種福祉・生活関連サービスの利用援助、茶話会等の開催など、行

政、仮設自治会等と連携を図りながら取り組んでいるところであり

ます。

活動の中で見えてきた入居者の問題や課題でありますが、ハード

面につきましては、入居当初よりは要望が減少してきたものの、こ

の寒さにより室内の結露や玄関先の凍結による転倒のおそれなどの

対応について要望が出ております。

ソフト面におきましては、高齢者世帯及び独居高齢者、障がい者

、 、世帯の生活に関する不安 介護認定者の増加による在宅介護の不安

、 、 、ＤＶ アルコール依存症の問題 騒音などによる隣人トラブルなど

様々な分野に及んでおります。

活動の状況でありますが、仮設入居者約2,065世帯中、独居や高

齢者、障がい者世帯などを中心に見守りが必要な世帯、615世帯に

対して 低でも週１回の頻度で定期的に訪問しております。

その他、緊急性のある場合には随時対応しているところでありま

して、要望があった場合につきましては、担当各班、内容によって

は国、県の担当窓口に照会するなど、問題解決の一翼を担えるよう

努めるところであります。

また、対象世帯の把握につきましては、各種イベントの開催案内

などに際して、見守りが必要な世帯を抽出に努めているところであ

ります。

なお、平成24年においても、事業継続予定でありますので、昨年

から８カ月間の活動状況を検証して、入居者のニーズを的確に伝え

るとともに、要望があった場合には対応が完了するまで確認できる

ような体制及びシステムを構築して、さらにきめ細やかに支援がで

きるように努めてまいりたいと思います。

健康保険課長。○議長（吉田数博君）

外部被ばく線量推計と今後の健康管理○健康保険課長（紺野則夫君）

について、お答えをいたします。

はじめに、残っている浪江町民の件数と調査の推進はどうなのか

ということについてお答え申し上げます。

、 、浪江町民の県による健康管理調査でございますが ２月24日現在

県立医科大学の県民健康調査事務局によりますと、基本調査は当町

では２万1,286名が対象者でございまして、回答者が１万1,924名に

なっております。回収率にしますと56.0％になっており、約１万人

の方が未提出となっている現状でございます。

県民健康調査の基本調査の回収については、仮設住宅等での説明
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会を開催し、回収率アップに取り組んでおりますけれども、今後と

も調査票の回収に向けて広報等を利用しながら、努力をしてまいり

たいと考えております。

続きまして、公表推計値と低線量被ばくの影響についてでござい

ますが、今回の外部被ばく線量の推計値は、４カ月間の積算実効線

量値でございまして、国より直ちに放射線による健康被害があると

は考えにくいという評価がなされました。

いずれにいたしましても、町民の健康管理面からも検査項目を上

乗せした健診を実施するなど、長期にわたり継続して健康を見守っ

てまいりたいと考えております。

次に、甲状腺測定の結果と精密測定の実施についてでございます

が、２月24日現在、甲状腺検査は2,777名の検査をしております。

受診率は76.2％でございます。平成23年12月末時点の2,722名の検

査状況の結果につきましては、異常なし、つまりＡ１でございます

が1,845名、67.8％。Ａ２、小さな結節・嚢胞があるが二次検査は

不要という方が856名、31.4％に当たります。Ｂ、念のために二次

検査を必要とするという方が21名ございました。0.8％になるわけ

でございます。Ｃ、直ちに二次検査を必要とするという方について

は０名でございます。

念のために二次検査を必要とする方については、詳細な甲状腺の

超音波検査・血液検査・尿検査の実施を予定しているところでござ

います。

今後、町といたしましては、甲状腺の超音波検査、がん検診を毎

、 。年実施し 住民の健康管理を実施してまいりたいと考えております

ちなみに、津島診療所において、平成24年度からは先生方に対し

て甲状腺検査並びに急性骨髄性白血病の検診を、津島診療所におい

て実施するようにお願いしているところでございます。

20番。○議長（吉田数博君）

介護施設入所待機者は何名いるの。○20番（馬場 績君）

暫時休議いたします。○議長（吉田数博君）

（午後 ３時５６分）

再開いたします。○議長（吉田数博君）

（午後 ３時５６分）

健康保険課長。○議長（吉田数博君）

待機者数でございますが、約100名ほ○健康保険課長（紺野則夫君）
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どでございます。

資料の配付のため暫時休議いたします。○議長（吉田数博君）

（午後 ３時５７分）

再開いたします。○議長（吉田数博君）

（午後 ３時５７分）

20番。○議長（吉田数博君）

今、ネバーギブアップ、それが皆さんの口癖に○20番（馬場 績君）

なりましたが、いわゆる社会保障と税の一体改革の問題で、町長も

問題ありという認識の答弁がありました。

再質問をしますが、功罪あせて議論ということではなく、様々な

問題がありすぎると、復興も、再建も、庶民の生活も日本の経済も

どうにかなってしまうということですから、町長にはせめてこの時

期増税はやるべきではないという答弁をいただきたいと思います

が、いかがお考えなのかお答えいただきたいと思います。

ついては、若干そのことについて補足質問をいたします。これは

１月20日の「週刊金曜日」の雑誌であります。消費税問題特集であ

ります。私もいろいろ指摘はしましたが 「週刊金曜日」の見出し、

、 、を読ませていただければ なぜこの政党は国民を失望させるのかと

公約・マニフェスト総違反ということで出ております。それから野

田消費税増税内閣は、自民党路線の継承に過ぎないということであ

ります。さらに問題は、財源論ということになると思いますが、こ

の「週刊金曜日」の消費税特集でも、消費税をゼロにしても財源は

30兆円もあるということで、極めて詳細な税財政問題、ここをこう

すればこれだけの財源が出てくるというものを出しております。

ということで、財源というと消費税という考え方は、私は改める

べきだと思うんです。そういう意味で、町長はこれを読まれている

かどうかわかりませんが、あるいは私が共産党の提案も含めて問題

と打開のための提案をしたわけでありますので、改めて町長のお考

えをお聞きしたいと思います。これは今ほど資料としてお配りして

おります。

それから、いわゆる福島特措法の問題でありますが、国の責任で

市町村負担なしで復興再生を図るべきだと、特措法の中に明確にな

っていないので、それを明記するよう要求するという答弁でした。

ぜひその立場で進めていただきたい。

同時に、質問でも中身の問題についてふれましたけれども、これ
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はきのうの民報新聞です。民友にも書かれておりますが、福島特措

法、支援予算の詳細を定めると。もっと端的にいうと、復興交付金

も出すと言っているが、国の責任で復興再生を図るということは、

特措法には明記されていないんです。後で、きのうの民報、民友が

あったらお読みいただきたいのですが、財政上の問題で、復興交付

金についてこう書いてある 「首相は、福島の自治体の要望を踏ま。

え、必要な予算を一括して要求し、確保するとともに 、ここから」

先が問題 「財政上の措置について、政府全体の見地から情報の提。

供、相談の実施などの措置を講ずる 」情報を提示しますよ、相談。

にも応じますよということだけで、財政的に責任を持って進めると

いうことは明記されていないということです。特措法ができたとい

うことについては一歩前進だと思いますが、内容的には重大な問題

がある。これは別途、議会でも議論する必要があると思いますが、

そういう問題。

それから、先ほど18歳以下の医療無料について、健康保険課長か

ら無料にするという答弁がありましたが、実はこれは健康管理基金

を国が福島県に支出をしますよと。それをもって医療無料を進める

ということで、このことはというのは、健康管理基金を恒久的に交

付するということは法文上、明記されたんです。採決にはなってお

りません。と同時に、私はやはりもちろん18歳未満の健康管理も大

事だけれども、お年寄りも含めて成人の医療費がどうなるか。被ば

くとの関係でどうなるかという問題があるわけです。したがって、

18歳未満の医療無料は健康管理基金から支出されると、公的財源と

して担保するということにはなったけれども、成人については一言

も書いていない。これがやっぱり我々を含む県民としては大きな問

題だと思います。そこのところを改めさせていく必要がある。

それから、被災者の生活と生業再建の支援策の問題では、先ほど

も言ったとおり、具体的になっていない。これは担当課長も浪江町

の復興ビジョンでは、具体的には言及をしているので、それを具体

的に実施できるようなものとして提案していくということです。

問題は、この法律にあるように基本方針案を出すと、あるいは県

知事は、基本方針を変更する場合、市町村から意見を聞くべきだと

なっているんです。ところが、今ほどの答弁では、基本方針案その

ものについても一言も説明がないと。したがって私が１回目の質問

で言ったように、変更以前の問題だと。方針案、やっぱり具体的に

復興に着手しようとしている。あるいは市町村によっては着手して

いる。しかしそのことについて、その基本方針案にも、少なくても

重要な柱については明記しておくべきだ。市町村の意見を聞くべき
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だ。それが行われていないということですから、このことをきっち

り求めていく必要があると思います。

それから、特措法の魂と言うべき問題だけれども、原子力を推進

してきた社会的責任を踏まえてと書いてありますけれども、明確に

賠償の問題も含めて国が責任を負うということも明記されていない

んです。ここのところも町長、きっちり求めていくべきだ。賠償も

含めて特措法の中で、きっちり国が責任を果たすということを求め

ていくべきだと思います。

町長。○議長（吉田数博君）

再質問にお答えいたします。今、馬場議員のほ○町長（馬場 有君）

うから参考資料をいただきまして読んだところでありますが、相当

な不公平税制があるということだと思います、記事を読みますと。

そういう形の中で、いろいろとこういう資料等を含めながら、先ほ

ど答弁しましたように、ある程度県等と議論が必要ではないのかと

いう感じをしております。そういう意味で、今後とも、この問題に

ついては、我々としても、国と地方で協議をすると言っております

、 。ので やはり協議をしていくようにお願いしていきたいと思います

それから、特措法の話の中で、求めるべきものは求めていくとい

う考え方でおりますので、ぜひ特措法の中に入れていきたいと考え

ております。

健康保険課長。○議長（吉田数博君）

今、町長が答弁したとおり、求めるも○健康保険課長（紺野則夫君）

のはすべて求めると。医療費の無料化につきましても国に対して強

く求めてまいります。

20番。○議長（吉田数博君）

消費税増税の問題については、やはりこれだけ○20番（馬場 績君）

問題があるわけだから、市民レベルで議論してもこれだけやっぱり

不公平の問題が明らかなわけですから、中止しろと言ったうえで税

制改革を提案していくと、こういう新たな姿勢が求められると思い

ます 「求めるものは求める 」ということですから、そういう姿。 。

勢で求めていただきたい。

、 、実は このことについてもいっぱい質問したいことがありますが

次に移ります。

避難区域見直しの問題と賠償の問題でありますが、帰還困難区域

に対する財物の賠償について、時価で賠償するということについて

は、担当課長が説明がないとお答えになりました。しかし２月24日

の民報新聞です。ここには明らかに書いてあるんです 「帰還困難。

区域にある不動産の賠償については、事故直前の時価を基準に全額
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賠償する方向が固まった 」と。時価を基準にということだ。だか。

ら説明がないということではなくて、やっぱり一歩踏み込んで、あ

なたは賠償担当の 前線にいるわけだから、一体これはどうなんだ

と。少なくとも私なら県にも行くし、賠償紛争審査会にも電話なり

なんなり意見を求めるし、国に対してもどうなんですかという調査

を私だったらします。説明がありませんということで、この時期あ

なたの責任を果たすことになりますか。あなた個人を責めるつもり

はさらさらない。本当だよ。そういうことでしょう。

これが避難解除準備区域の賠償減額とか打ち切りとかという問題

が現実起きているわけです。一体どうなんだと、これはやはり私は

本気で、もっと別な言い方をすれば、真剣勝負で町民の生命と財産

、 、を守るという立場に立って そのことを副町長や町長に相談をして

こういうことをやりたいとすべきだと私は思います。今後どうされ

ますか。

あわせて集団賠償の問題、原発ＡＤＲで、新聞でも報道されたか

、 。 。ら個人の名前を申し上げますが 佐藤龍三さんです 夫婦２人です

精神的慰謝料については、さっき私が言ったとおり。ここまでやっ

てあれだけ前進したわけです。しかも１万6,000件、70％が請求し

ていると言われたけれども、問題はその中身なんです。賠償のこと

だから、いちいち中身を確認するわけにはいかないかもしれません

が、請求件数が７割だからここまでいった。

したがって 「状況を考えながら集団賠償を検討する 」という、 。

ことでは、置かれている状況を正しく判断して、対策対応を町民の

立場で進めるということに私はならないのではないですかというこ

とを、先ほど言ったわけです。この賠償問題というのは、一個人が

出来ると言えば出来る。国策で進めてきた原子力損害賠償を先ほど

言ったように、東京電力は都合が悪くなると、国の影に隠れちゃう

わけだ。そこを突破しなくてはならないわけでしょう。もちろんあ

なただけに、町長だけになんて言うつもりはありません。議会を挙

げてこれは状況打開のために頑張っていかなくてはなりません、そ

。 、 、れは約束します だけれども打開策の一つとして しかも市町村は

公共団体は、住民の生命、財産を守る責務があるわけだから、この

時期にその地点に立ち返らないでいつ立つんですかということを町

長、私は言いたいわけです。したがって、状況を見て集団請求に判

断するということは、これははっきりいうと、できないと言わない

けどそれに近い答弁なんです。真剣に町民の生命、財産を守る。だ

って片方では、まともに貰って１カ月10万円でしょう。片方ではと

いうと大変失礼な言い方かもしれませんが、仮払いは差し引かない
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で和解が成立したわけです。そうすると、23万6,000円に10万円な

いし12万円を足すと35万円になるんですよ。精神的損害賠償、しか

も皆さんも誤解しているかもしれませんが、１カ月10万円の精神的

損害賠償については、生活雑費分も含めての賠償額だと、10万円は

まるまる精神損害賠償額ではないということなんです。これはやは

、 。 。 。り課長 頑張りましょう 今浪江すごいよ だから集団請求やろう

町長そういう方向で具体的に検討するという答弁を、求めるものは

求めるということですのでよろしくお願いします。

それから、仮設の問題でいえば、緊急ブザーを設置すると。集約

中だということなので、それはそれで結構です。同時に先ほどどな

たかも言っていたけど、今の国、県との間では住み替えが２回まで

。 。なんです 私も３回どうしても必要だという人の相談を受けました

一旦は東京の親戚に避難したと。福島の特例借り上げをしたと、仮

設に入ったと。今度いわき市に行くと。そういう家庭の事情で２回

で終わらないわけ。これは課長、今２回どまりでしょう。ここはや

はり状況に応じて適切に住み替えを認めるということで、県とばん

ばん交渉するかどうかお答えください。求めるものは求めるという

ことでお願いいたします。

それから、仮設の問題だけでもないんだけれど、風呂の追い炊き

がないんです。風邪引くって。実は何も赤旗の宣伝するわけないん

だけれども、本宮の恵向の自治会長の矢吹さんのところに行ってき

ました。娘の家族と自分達と２つ借りている。だけれども電気料、

水道料は自己負担だ。お風呂は俺の所に来て入るんだと。家族５人

で入ると一番 後お母さんが入るんだそうです。風邪引くんだと。

だから追い炊きも認めさせると。求めるものは求めるべき。生活相

談員は、現状よくわかったわけだから、継続して雇用していくとい

うことが必要だと思います。お尋ねします。お答えください。

産業振興課長。○議長（吉田数博君）

まず、いろんな言葉いただきましたけ○産業振興課長（高倉敏勝君）

れども、時価に賠償の件について問い合わせがあったかということ

で、なかったと私それのみお答えいたしましたが、県のほうには問

い合わせしてございます。どのような形で県のほうにも連絡があっ

たのかどうかという確認はしております。

これについては、県のほうでどういうお考えなさるんですかとい

うことの確認だけは行っております。これからも、そういう形で詰

めていきたいと思います。

集団訴訟につきましては、先ほど町長が申し上げましたので、控

えさせていただきたいと思います。
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建設課長。○議長（吉田数博君）

住宅の住み替えは１回まででありますが、○建設課長（原 芳美君）

追い炊きも含めまして、県と交渉するかということでいきますと、

県、国のほうに言わないと、なかなか県も動かない実態でございま

すので、皆さんのお力をお借りしながら、要望してまいりたいと思

います。

町長。○議長（吉田数博君）

再々質問にお答えいたします。先ほどの時価賠○町長（馬場 有君）

償ですね。きのう実は東京電力の鼓副社長がこの１年間大変ご迷惑

をかけたということで、私のほうに謝罪にまいりました。そのとき

に土地、建物、財物の価値がものすごく減少していると 「もう私、

の家紹介するから入ってみませんか」と話しました。どれだけ住め

ない状況になっているか。もう１年ですから。ですから、そういう

、 。 、状況をあなた見て すぐに賠償を出さないとだめだと したがって

。 、再調達価格という形のもので一応話しておきました これからまた

政府のほうにも、そう申し添えていきたいと思います。

それから、集団の賠償でありますが、やはりいろいろ基準が変わ

ってきてます。そういうことを見ながら、できれば早い時期に体制

を整えてやっていくように前向きに検討してまいりたいと考えてお

ります。

福祉こども課長。○議長（吉田数博君）

生活相談支援については、平成24年○福祉こども課長（木村 潔君）

度も継続雇用してまいります。

20番。○議長（吉田数博君）

求めるものは求めるという答弁をいただきまし○20番（馬場 績君）

たので、これで私の質問は終わります。

以上で20番、馬場 績君の一般質問を終わりま○議長（吉田数博君）

す。

◎延会について

お諮りいたします。本日の会議はこの程度にと○議長（吉田数博君）

どめ延会いたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（吉田数博君）

◎延会の宣告

、 。○議長 吉田数博君（ ） よって 本日はこれをもって延会といたします
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あすは午前９時から本会議を開きますのでよろしくお願い申し上

げます。

（ ）午後 ４時２４分
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の生活設計が立てられないという悩みの声を多々耳にしているわけ

でございます。帰れるのか、帰れないのか、帰るとすればいつ頃に

なるのか。帰れないということになれば、その判断はいつ示される

のか。方向性を示されないまま、毎日もんもんとした気持ちの中で

ただ生きている。ただ生きているだけの今現在の生活環境になると

。 、 、 、思います 私は町の行政は 一刻も早く方向性 判断を町民に示し

明日への希望を見出すべきだと思います。

厳しい避難生活の環境の中に、そういう光を灯し、次のステップ

に進むべきだと考えております。このような現状の観点から質問に

入らせていただきます。

、 、 。まず 質問の第１は 公営の住宅建設についてでございます

今回、いの一番にこの件についてただしたいと考えております。

浪江町の役場庁舎が間借りしている二本松市に建設することが先

般の議会で決まりました。避難中とはいえ、浪江町の中枢である庁

舎が建設されるという、避難中の町民への対応、職員事務機能の充

、 。実 行政サービスの上からも非常に大切なことだと思っております

そこで、町長に伺います。浪江町役場、いわば浪江町の本丸でご

ざいます。この二本松市になれば、当然今、町民が日本全国散り散

りバラバラになっている町民をこの二本松市に集約させなければい

けないと思いますが、町長の考え方をお聞きしたいと思います。

町長、答弁。○議長（吉田数博君）

今、私どもの町民が、全国に避難しておりまし○町長（馬場 有君）

て、620の自治体に大変なお世話になっているということでござい

ます。

ただいま、ご質問のとおり、地域のコミュニティーをつくるため

には、ある程度分散型から集約型といいますか、そういう形の中で

皆さんが集まっていただくという場所が必要だろうと思います。

これから区域の見直しが始まってまいります。そういう状況とあ

わせながら、どうしたら集約化した場所ができるかどうか。今後あ

まり時間はありませんが、何とか精査をしながら集約化に向けて進

めてまいりたいと考えております。

10番。○議長（吉田数博君）

まったく私と同じ考えでございます。町民が散○10番（田尻良作君）

り散りバラバラになっていったのでは、本当にこれから本格的な帰

還とかもろもろについては、住民の合意形成という中で進んでいか

なければならないと思います。そういうことで、この二本松市に浪

江町民をできるだけ集めるという形にもっていってもらいたいと思

発言取消しの申し出あり：議長許可。発言の取消し。



３ 月 定 例 町 議 会

（ 第 ２ 号 ）



- 89 -

平成２４年浪江町議会３月定例会

議 事 日 程（第２号）

平成２４年３月９日（金曜日）午前９時開議

日程第 １ 一般質問

日程第 ２ 議案第 ４号 物品購入契約の締結について（電子式線量

計購入）

日程第 ３ 議案第 ５号 浪江町課設置条例の一部改正について

日程第 ４ 議案第 ６号 浪江町課設置条例の改正に伴う関係条例の

整理に関する条例の制定について

日程第 ５ 議案第 ７号 行政区長設置条例の一部改正について

日程第 ６ 議案第 ８号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例の一部改正について

日程第 ７ 議案第 ９号 町長等の給与の特例に関する条例の一部改

正について

日程第 ８ 議案第１０号 職員の給与に関する条例の一部改正につい

て

日程第 ９ 議案第１１号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改

正について

日程第１０ 議案第１２号 職員等の旅費に関する条例の一部改正につ

いて

日程第１１ 議案第１３号 浪江町税条例の一部改正について

日程第１２ 議案第１４号 浪江町介護保険条例の一部改正について

日程第１３ 議案第１５号 平成２３年度浪江町一般会計補正予算（第

８号）

日程第１４ 議案第１６号 平成２３年度浪江町文化及びスポーツ振興

育成事業特別会計補正予算（第２号）

日程第１５ 議案第１７号 平成２３年度浪江町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第３号）

日程第１６ 議案第１８号 平成２３年度浪江町国民健康保険直営診療

施設事業特別会計補正予算（第３号）

日程第１７ 議案第１９号 平成２３年度浪江町公共下水道事業特別会

計補正予算（第３号）

日程第１８ 議案第２０号 平成２３年度浪江町農業集落排水事業特別

会計補正予算（第３号）

日程第１９ 議案第２１号 平成２３年度浪江町介護保険事業特別会計



- 90 -

補正予算（第３号）

日程第２０ 議案第２２号 平成２３年度浪江町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２号）

日程第２１ 議案第２３号 平成２３年度浪江町水道事業特別会計補正

予算（第２号）

日程第２２ 議案第２４号 平成２４年度浪江町一般会計予算

日程第２３ 議案第２５号 平成２４年度浪江町文化及びスポーツ振興

育成事業特別会計予算

日程第２４ 議案第２６号 平成２４年度浪江町国民健康事業特別会計

予算

日程第２５ 議案第２７号 平成２４年度浪江町国民健康保険直営診療

施設事業特別会計予算

日程第２６ 議案第２８号 平成２４年度浪江町公共下水道事業特別会

計予算

日程第２７ 議案第２９号 平成２４年度浪江町工業団地造成事業特別

会計予算

日程第２８ 議案第３０号 平成２４年度浪江町農業集落排水事業特別

会計予算

日程第２９ 議案第３１号 平成２４年度浪江町介護保険事業特別会計

予算

日程第３０ 議案第３２号 平成２４年度浪江町財産区管理事業特別会

計予算

日程第３１ 議案第３３号 平成２４年度浪江町後期高齢者医療特別会

計予算

日程第３２ 議案第３４号 平成２４年度浪江町水道事業特別会計予算

日程第３３ 報告第 ３号 専決処分の報告について

日程第３４ 報告第 ４号 平成２２年度教育に関する事務の管理及び

執行状況の点検・評価実施報告について



- 91 -

出席議員（２０名）

１番 愛 澤 格 君 ２番 山 崎 博 文 君

３番 山 本 幸一郎 君 ４番 吉 田 数 博 君

５番 若 月 芳 則 君 ６番 横 山 精 一 君

７番 渡 邉 文 星 君 ８番 泉 田 重 章 君

９番 橋 爪 光 雄 君 １０番 田 尻 良 作 君

１１番 渡 部 貞 信 君 １２番 鈴 木 辰 行 君

１３番 佐 藤 文 子 君 １４番 紺 野 榮 重 君

１５番 佐々木 恵 寿 君 １６番 小 黒 敬 三 君

１７番 勝 山 一 美 君 １８番 三 瓶 宝 次 君

１９番 佐々木 英 夫 君 ２０番 馬 場 績 君

欠席議員（０名）

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名

町 長 副 町 長

馬 場 有 君 上 野 晋 平 君

教 育 長 代表監査委員

畠 山 熙一郎 君 山 内 清 隆 君

総務課長兼会計管理者 企画調整課長

根 岸 弘 正 君 谷 田 謙 一 君

税 務 課 長 住民生活課長

大 浦 泰 夫 君 植 田 和 夫 君

産業振興課長 建 設 課 長

高 倉 敏 勝 君 原 芳 美 君

福祉こども課長 教育総務課長

木 村 潔 君 屋 中 茂 夫 君

上下水道課長 生涯学習課長

星 光 美 君 島 田 龍 郎 君

健康保険課長兼津島診療所事務長

紺 野 則 夫 君

職務のため出席した者の職氏名

事 務 局 長 書 記

宮 口 勝 美 岩 野 善 一

書 記

鈴 木 清 水



- 92 -

◎開議の宣告

おはようございます。○議長（吉田数博君）

ただいまの出席議員数は20名であります。

定足数に達しておりますので直ちに本日の会議を開きます。

（午前 ９時００分）

◎議事日程の報告

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ○議長（吉田数博君）

ります。

◎一般質問

、 。○議長 吉田数博君（ ） 日程第１ 昨日に引き続き一般質問を行います

◇佐々木 英 夫 君

19番、佐々木英夫君の質問を許可します。○議長（吉田数博君）

19番。

［19番 佐々木英夫君登壇］

それでは19番、佐々木英夫、一般質問させて○19番（佐々木英夫君）

いただきます。

昨日、５人の方がそれぞれ私が質問しようと思ったことを既に質

問終わっておりまして、あらかた私と考えが同じような答弁があり

ました。私の場合は確認だけ行いたいと思います。ただ一つだけ、

被ばくの件についてはどなたもありませんでしたので、その件につ

いて質問させていただきます。

まず、今回の災害については、このときに町長をやるというのは

やっぱり運命なんでしょうね。本当に大変なときに町長を引き受け

たということだと思っております。それで間違った方向に行くとく

そみそに言われると思う、だめだということ。しかしこれをなんと

か乗り切ったら、歴史に残る名町長だと言われる、おそらく銅像の

一つぐらい建ててやりたいと思っております。そのぐらい大変な方

向付けを間違うとそうなるということであります。

ということは、今回避難するに当たっても津島に避難しろという

のを全町民に指示を出されたのは町長だと思います。そこからまた

20キロメートル以上逃げてくださいといって二本松に行ったのも、

これも町からの指示だと解釈しております。つまり町長の指示によ

って町民はみんなその方向で従ったわけですから、町長の責任は非

常に重い。ということは簡単に帰りましょうということは、簡単に
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決めてはいけないと私は思うのであります。本当に帰れるのであれ

ばこれに越したことはない。ですから、そこを慎重に判断していた

だくということをお願いしたいと思います。それで原発と、栃木県

の足尾銅山鉱毒事件というのがありました。その時に田中正造とい

う人。町長、その方の名前御存じですか。

町長。○議長（吉田数博君）

歴史上の問題ですので、聞いたことはございま○町長（馬場 有君）

す。

19番。○議長（吉田数博君）

わかるということですから、話は簡単に進め○19番（佐々木英夫君）

ていきます。

国は、少しぐらいの銅は体にいいということを言ったそうです。

これはとんでもない話。そこで、その田中正造という方は、我々の

権利を主張しなくてはならないということで、 終的には国会議員

に戦ってなったという方です。その方が言った言葉に「人生を犠牲

にする政府に対しては、断固戦わなければならない 、これは放。」

。「 、 、 、射能も同じであります 真の文明は 山を荒らさず 川を汚さず

町を破らず、人の命を殺さずです 」ということを言っています。。

これをぜひ町長に送ります。ぜひ一生懸命戦っていただきたいとい

うのが私の気持ちであります。そしてこの歴史に残る名町長という

ことだと思います。

そこで、まず原発は爆発すると思いましたかお伺いいたします。

町長。○議長（吉田数博君）

。○町長 馬場 有君（ ） よもや爆発するということは思いませんでした

19番。○議長（吉田数博君）

次に、20メートルの津波が来ると思いました○19番（佐々木英夫君）

か。

町長。○議長（吉田数博君）

想定外の津波だと思いはしますけれども、やっ○町長（馬場 有君）

ぱりそれ以上の津波が来るとは思いませんでした。

19番。○議長（吉田数博君）

３つ目は、冷温停止していると思いますか。○19番（佐々木英夫君）

町長。○議長（吉田数博君）

東京電力は、冷温停止をしているという判断の○町長（馬場 有君）

もとに今作業をやっておるようでありますけれども、ただ、温度計

の問題についても、やはり信憑性がないということで冷温停止にな

っている状況ではないと考えております。

19番。○議長（吉田数博君）
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３つとも私の考えと全く同じであります。○19番（佐々木英夫君）

そこで、細野大臣が冷温停止しましたなんて言っていましたね。

あんなおっちょこちょいな話はないですよ。おっちょこちょいとい

うのは浪江町の方言で一生懸命ということを付け加えておきます。

あんなおっちょこちょいな話はありません。もともと細野大臣は、

一番危ないとき、菅総理のときに官邸にいた人ですからね。アメリ

カが来てお手伝いしましょうと言ったとき、断ってやったとき、そ

。 。こにいた方なんです だからすべての流れを知っている方なんです

その方が、冷温停止なんていう指令を出すこと自体がおっちょこち

ょいのなんでもないです。

だから先ほど言ったように、おっちょこちょいの一生懸命という

ことですから、一生懸命やっていたんだなという解釈をするしかな

いのですけれども、普通に考えるとおっちょこちょいですよ。とん

でもない話です。ということから行くと、政府の話は信用できない

ということです。今回の私の質問にあるように、瓦れきとか中間貯

蔵施設について、もってきましょうということが、これは自分のと

ころで出したものについては自分のところで始末するのは、これは

仕方がない。でも、国の言うことを丸飲みしてはだめだということ

ですね。そこは浪江町の全権を任されている町長の判断によるわけ

ですから、 初に言ったように、歴史に名を残す町長になるかどう

かということですので、しっかりと頑張って欲しい。すべて全権を

。 。町長に任せているわけですから町民は 頑張ってほしいと思います

ここで、中間貯蔵施設を引き受けた場合に、 終処分場にならな

いのかどうかということもお聞きしておきます。

町長。○議長（吉田数博君）

中間貯蔵施設に対して受け入れる立場ではあり○町長（馬場 有君）

ませんし、また今議員おただしのとおり、受け入れるためにはとい

うことについては私は受け入れないという方向性でおりますのでご

理解ください。

19番。○議長（吉田数博君）

それを聞いて安心しました。○19番（佐々木英夫君）

ところで中間貯蔵というのは、何年ぐらい浪江町に置くのか。

［何事か呼ぶ者あり］

今言ったように仮置き場ですか。これを受け○19番（佐々木英夫君）

入れるということは、いずれにしても何年ぐらい浪江町に置こうと

しているのか。それを思って受け入れられるのかどうか。今言った

ように、 終処分場は違うということを言ってましたので。

町長。○議長（吉田数博君）
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政府の考え方としては、中間貯蔵施設について○町長（馬場 有君）

は30年というふうに我々に申し込みをしております。

さらに仮置きについては、やはり３年置いてそちらの中間貯蔵施

設に搬入する。 終処分場については、まだ未定だというような話

を聞いております。

19番。○議長（吉田数博君）

ただいまの質問で雑然といたしましたが、質○19番（佐々木英夫君）

問の仕方が悪かったのだと思います。

いずれにしても、今町長が申されたように、 終処分場というこ

とはぜひ決定のないように、町に置くんだということはぜひ、30年

も町長やられるとは思っていませんので、しっかりと決めていって

ほしいと思います。そのことだけはお願いしておきます。

、 。それから除染についてですが きのうもいろんな話がありました

私が一番心配しているのは、本当の除染をして消えたのかとなった

ら、きのうは大体56％とかなんとかといいました、数字。それだけ

なんですよ。もっと下がったのかといったらそうではないというこ

とですから、消えたわけではないと思うんです。では、その放射能

はどこに行ったと思っていますか。

住民生活課長。○議長（吉田数博君）

議員のご質問ですが、それは捕獲され○住民生活課長（植田和夫君）

て、フレコンバッグの中に入っているということでございます。

19番。○議長（吉田数博君）

今の答弁わからないんだね。決して消えたと○19番（佐々木英夫君）

。 。思いません 半分になったその数字はどこかに行っているはずです

ということは、放射能は30年消えない。ものに、放射能によっても

いろいろ違います。それは何かというと、なかなか簡単には、除染

したからってその場で消えているということは考えられないという

ことだそうです。

、 、ですから 除染しないよりはしたほうがいいと思いますけれども

除染イコール帰れるよということに結びつけてほしくないと思いま

すけれども、いかがですが。

町長。○議長（吉田数博君）

議員おただしのとおり、除染したから帰れると○町長（馬場 有君）

いう問題ではないと思います。すなわち我々生活が今すべて崩壊し

ておりますので、生活が出来るような環境整備が整わない限りは戻

れないという状況で認識しております。

先ほどの除染の話ですけれども、やはり除染をして、そして放射

性物質を除去する。今、除染の考え方として、やっぱり除去という
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言葉が今後必要ではないかと言っている業者さんもおいでになりま

すので、やっぱり私も除染、そして除去と言うことが正しい用語の

使い方かと思っております。

19番。○議長（吉田数博君）

先ほども課長から出たように確保しているの○19番（佐々木英夫君）

だということですけれども、魚や、犬や動物ではないんだから、確

保してするような放射能ではないと思います。

ということは、誰もわからないんですよ、初めてのことで。日本

が今回もちろん初めて。外国では何カ所かありますけど。というこ

とは、みんな手探りのような状況で今の放射能と戦っているのでは

ないかと思います。

だけども、東京あたりにいて、学者達がいろんなけんけんがくが

くやっていますけれども、地元にいる人が一番わかるんですよ。だ

から我々の考えが正しいとは思わないけれども、そこは間違った方

向に進めて欲しくないということは、時間がかかってもしょうがな

いから、やはりきちんとした結論が出てからで遅くはないという解

釈いたします。

課長さん達も卒業する方がおりますから、この場さえ逃れればい

いんだと言うことではだめだと思いますので、しっかりと後世に、

町長がきのう言われたように、後世に残してはならないことが、付

けを残してはならないということをきのう言われました。まさにそ

のとおりだと思います。

ですから、その時その時をしっかりと、あとの人達のために決定

づけは間違わないようにしていただきたいということを私は考えま

す。

それで、混合しますけれども、被ばくについてでありますけれど

も、きのう町長は14番議員の、町が独自に除染する方法、それは応

援したりそういう仕事に携えたらどうだという質問をされました。

その時町長の答弁がありましたけれども、いま一度お聞きしたいの

ですけれどもよろしいですか。浪江町の除染をするときに、町民が

こぞってやった方がいいでしょうという質問だったと思うんですけ

れども、そのときに答えられたこともう一度。

町長。○議長（吉田数博君）

今現在、ＮＰＯの団体が、自分達で放射線量を○町長（馬場 有君）

測定して、そして出来れば放射能の除染もしていきたいというよう

な考え方でおります。

その方達のお話を聞きますと、私どもの地域、それは私どもでや

っていかなくてはならないという、本当に自主性のある団体である
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と認識しております。そういう意味で、例えば行政区の中で、自分

達の線量がどのぐらいあるのか。そういうものを実測していただい

て、そして技術的にいろいろな技術を伝授していただいて、そして

その地域の方々が皆さんで線量を低減化していくという考え方は、

私は必要ではないかと思っています。

19番。○議長（吉田数博君）

ちょっとそこ意を異にするところがあるんで○19番（佐々木英夫君）

すね。私の知り合いの大工さん、建設会社から除染の講習会を受け

て資格を取ってうちで除染で働いてくれないかと言われたそうで

す。そのとき、その大工はどう思ったかといったら、私はあまり頭

がいい方ではないけれども、単純に考えて、放射能で逃げて来てい

るのに、怖いということで逃げてきているものが、何で今さら放射

能のほうに仕事をしなくてはならないんだ。とてもおっかなくて出

来ないという方がおりました。時間が経つと、目に見えないもので

すから、だんだん危険性というのが薄れてくるんです。だからせっ

かく放射能遠いところに逃げている人が、仕事をしろなんていうこ

とは、ちょっと考えられないということを言っていました。

それからすれば、当然慎重に進めるべきではないかというもので

ないかと、私もつい考えました。そこからいくと、きのうの答弁に

あったように、すこし違うところがあるという気がいたします。

それで、被ばくした際に、誰が責任を取るのかということなんで

す。ということは、先ほど持ち出しますけれども、逃げろと言われ

た津島に逃げたわけです。それは町の指示だったと思います。とい

うことは、町の指示によって逃げましたと。ただその時は、今検査

したらば何でもなかったという人が多いということを聞いています

から。町の責任はないと思います。

ただ、今後いろんなところに出ていったときに、被ばくしたとき

、 、には 町でも何か手帳を発行するということでいっていましたから

事前にいろんな意味ではやるということですけれども、その被ばく

したときに、今の国はそんなのは勝手になったのであって今度の原

発でなったのかどうかわからないということで、おそらく裁判にな

って、長くかかるような状況がくるのではないかと。一番困るのは

。 。 。町にいる人達 町民なんです 望んで原発を持ってきたわけでない

テレビでもこの前やったけれども、子供たちが邪魔にされて、学校

に通えなくなった。泣く泣く家にいるというようなことがテレビで

放映されて、見た人がうんと憤慨しています。今、東京で快適な生

活を送れるのは誰のためだということが言いたいです。我々のとこ

ろに原発があったからこそ、東京の人達は快適な生活を送れている
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んです。それを忘れているんです。それを思ったらそんなことは言

えないはずです。でもそう思わない方もたくさんいると思いますか

ら、それに望みを託していきたいということで、今のトップに立っ

ている町長というものの重責はすごいものだと思っている。私はあ

と４回ぐらいの一般質問で終わるかもしれません。町長はこれから

４年間、何回もありますから、ぜひ何回も言うんだけれども、歴史

に残るような町長になって欲しいと私は思っております。だからい

いことには、どんどん我々も賛成して進めていきたいと思いますの

で、頑張って欲しいということなんですが、いずれにしても放射能

の怖さをもう一度認識していただきたいと思いますが、いかがでし

ょうか。

町長。○議長（吉田数博君）

議員おただしのとおり、やっぱり放射能、放射○町長（馬場 有君）

線に対する啓蒙活動もしていかなければならないと思っておりま

す。

本当に目に見えない、においもしない物質でありますので、ぜひ

これはやっぱり危険性があるということで啓蒙活動もしながらやっ

ていきたいと考えております。

それから先ほどのいわゆる責任の所在でありますけれども、やは

り放射線を拡散したのは当事者である東京電力、それから避難指示

を出したのも 終的には私ども浪江町の災害対策本部でありますけ

れども、やっぱり国がＳＰＥＥＤＩの公開をしなかったために、我

々は非常に放射線の高いところに避難していきました。

ですからそういう意味からしても、国責任というのも非常に重大

であると認識しております。

19番。○議長（吉田数博君）

国の責任は当然、今、国が検証していますよ○19番（佐々木英夫君）

ね。その設定の要旨がだんだんわかってきました。あんなね、浪江

町でさえあんな馬鹿なことしませんよ。もっとしっかりしたことを

やっているのではないかと思います。本当に菅総理のやったことは

お粗末この上ない。そのあとに菅総理が辞めるときに、ご夫人が、

「いかがでした、この何カ月間の総理は 」といったとき、楽しか。

ったとテレビで言ったんです。私はかちんと来ましたよ。今我々こ

んなに苦しんでいるときに、あなた方は楽しんできたのかと言って

やりたいぐらい腹立たしい気持ちでおりました。というのは、いか

、 。 、にいいかげんだったか 国のやっていることは それから今もって

きのうの新聞だったと思いましたけどね、汚染水依然流出かという

ことです。流出かということは、まだ流れているかどうかわからな
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いけれども、何度も海に流したりいろんなことをしているわけです

ね。東電も国もいかにいい加減か。それからすれば、国の言うこと

は全面的に受け入れてはだめだということを私は町長に申し上げて

おきたい。こんないい加減なところはないんです。我々の命を守っ

てくれるのは浪江町長しかいないと思っていますから、ぜひその辺

は、しっかりと頑張っていただきたいと思います。

後になりますが、少しぐらいの宇宙や大地から来る自然放射線

は、少ない量の放射線からは逃れようがない。今でも、例えば原発

事故がなくても、少しの放射線はあった。特に飛行機で旅行をすれ

ば、地上の数倍の放射線にさらされるということは、そのために、

その飛行機に乗りませんかといったらそうではなかったと思いま

す。我々もしょっちゅう研修というと飛行機だったということがあ

りましたので、その時は何とも思ってなかった。でも自然の放射能

というのはあったわけです。でも、自然の放射能というのはあった

わけです。少ない線量だったから体には影響なかったと思います。

だけども、全然ないからということで自然の放射線と今回出た放射

線と全く異にしますので、少ないから安全だということではないと

いうことをいっています。時間を短くするためにいろんないってい

ることはカットいたしますが、放射能は何重にも閉じこめてきたと

いう安全神話を東電はこれまで何回も言ってきました。保安院もそ

ういうことを言っていました。結局は反故にしたわけですね。だか

らいかにいい加減。何回もいい加減、いい加減というと、もう耳に

たこができるぐらいでしょうけれども、そのぐらい政府の言ってい

ることには信用性がないということです。

それで 後に、過去に起きた震災、歴史を紐解くと、東北地方で

は幾度も大きな地震に見舞われている。福島第一原発機が作られた

のは1971年。その過去100年だけでも1896年（明治29年）におきた

三陸地震、これはマグニチュード8.2、それから38メートルの津波

が押し寄せている。死者、不明者合わせて約２万人ということを言

われております。それから昭和８年に起こった昭和三陸地震、この

ときの死亡者、不明者合わせて約3,000人。専門家というのは、そ

のことを知らないはずがないんですよね。必ず歴史は回って繰り返

されるということです。

今回の津波も、何回か言うと申し訳ないけれど、住民課長さんに

も話したんですよね、危ないなと。去年、一昨年ですか、12月に議

会があるということで、本当にこういうことがありうるなというこ

とで言ったこともありますから、来るよと私何となく予感していた

んです。余計なことかもしれませんけれど、私も宝くじ当たるかも
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しれないと思えば当たるかもしれないですけれども、これはなかな

かそれには値しない気がします。

そのようなことで、決して想定外ではなかったはずです。今回の

地震とか、津波は。それを全くやろうとしなかった。

やはり被ばくの線量についても許容量というのがどのぐらいが許

容量だということが今の時点ではわからないそうです。学者がいろ

んなことを、自分の成績を良くしようとかいろんなことで発表して

いますけれども、実際にはわかるはずがないんだということをいっ

ています。

そこからいくと、50ミリシーベルトまでは被ばくによる健康被害

は見られないと言っているけれども、そうではないと言う人もいま

す。そこからいくと少ないから安全とは言えない。このことをぜひ

心の隅においていただいて頑張っていただきたいと思います。

後ですが、町長から感想を一つ。質問として、今の私の話を聞

いてどういうふうにしようか。

町長。○議長（吉田数博君）

お答えいたします。○町長（馬場 有君）

今、佐々木議員おただしのとおり、やはり危惧されている点が、

私の気持ちにも新たに芽生えたところであります。

そういうことで、今後とも議会の皆さんと一緒になってこの難局

を乗り切ってまいりたいと決意を新たにしたところでありますの

で、ご指導よろしくお願いしたいと思います。

19番。○議長（吉田数博君）

ありがとうございました。終わります。○19番（佐々木英夫君）

以上で19番、佐々木英夫君の一般質問を終わり○議長（吉田数博君）

ます。

通告を受けました一般質問はすべて終了いたしました。

以上で一般質問を終わります。

◎議案第４号の上程、説明

日程第２、議案第４号 物品購入契約の締結に○議長（吉田数博君）

ついて（電子式線量計購入）を議題といたしたます。

町長から提案理由の説明を求めます。

町長。

議案第４号 物品購入契約の締結について（電○町長（馬場 有君）

子式線量計購入 、ご説明をいたします。）

本案は、電子式線量計購入について、地方自治法第234条第１項

の規定による一般競争入札により、安積医科器械株式会社代表取締
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役社長矢吹智喜が２億2,626万9,225円（うち取引に係る消費税及び

地方消費税の額1,077万4,725円）で 低見積者となり、物品購入契

約を締結するため議会の議決を求めるものであります。

詳細については、健康保険課長より説明いたします。

健康保険課長。○議長（吉田数博君）

それではご説明いたします。○健康保険課長（紺野則夫君）

12月定例会におきまして、議員の皆様よりご提言を頂きました内

容を元に、お手元の参考資料にある仕様書を作成いたしました。平

成24年２月13日付けで一般競争入札の公告をいたしました。

その結果についてでございますが、銘柄はECOTEST。機種はMKS－

05 TERRA N Ukraine Sparing-Visit Center社製でございます。

納入場所でございますが、二本松市郭内一丁目196-1番地。浪江

町役場二本松事務所。

契約の方法でございます。地方自治法第234条第１項の規定によ

る一般競争入札でございます。

契約金額、２億2,626万9,225円 （うち取引に係る消費税及び地。

方消費税の額1,077万4,725円）でございます。

契約の相手方でございますが、ただいま町長からご説明ありまし

たとおり、郡山市安積２丁目91番地。安積医科器械株式会社代表取

締役矢吹智喜。

納期でございますが、議会の議決を得た日から本年３月30日まで

でございます。

説明は以上でございます。

以上で提案理由の説明が終わりました。○議長（吉田数博君）

質疑は後ほど行います。

ここで委員会審議のため、暫時休議をいたしま○議長（吉田数博君）

す。

（午前 ９時３１分）

再開をいたします。○議長（吉田数博君）

（午前１０時１０分）

直ちに議会運営委員会開催のために、暫時休議○議長（吉田数博君）

をいたします。

（午前１０時１０分）

再開をいたします。○議長（吉田数博君）
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（午前１０時１８分）

ただいま議会運営委員会を開催し、直ちに全員○議長（吉田数博君）

協議会を開催することとなりました。３階の特別会議室において、

全員協議会を開催いたしますので暫時休議をいたします。

（午前１０時１８分）

再開をいたします。○議長（吉田数博君）

（午前１１時５０分）

ここで午後１時30分まで昼食を休憩をいたしま○議長（吉田数博君）

す。

（午前１１時５０分）

再開をいたします。○議長（吉田数博君）

（午後 １時３０分）

◎議案第４号の質疑、討論、採決

日程第２、議案第４号 物品購入契約の締結に○議長（吉田数博君）

ついて（電子式線量計購入 、これより質疑を行います。）

質疑ありませんか。

20番。

議案第４号についてのいろいろな入札の経過に○20番（馬場 績君）

ついてただしたいということで、午前中、全員協議会で質疑のやり

とりがありました。いくつかの問題が出たわけですが、町の納品指

定に近い希望としてはMKS－05だったということであります。これ

は国産の線量計であります。今回の契約書に出てきている品物につ

いては、入札物品仕様書ではMKS－05 TERRA－Nという仕様書になっ

ていながら、落札した安積医科器械株式会社の入札書を見ますと、

規格のところにはECOTEST TERRA－Nということで、MKS－05は入っ

。 、 、ておりません したがって 仕様書と入札書における規格において

まったく違うものになっているのではないかと考えざるを得ない。

この点についてどうなるのかということです。

それからいま１つは、安積医科器械株式会社で納品をしようとし

ているTERRA－Nというのは、全員協議会での説明では限りなくMKS

－05に近いと。その物品については確認しているのか。しかも誤差

の補正についても、重大な食い違いがあるのではないかという問題

が浮き彫りになっている。この点ではどういうことになっているの
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か。

それから、安積医科器械株式会社が納品しようとしているTERRA

－Nについては、ある情報によればMKS－05という問題のないといい

ますか、性能の高い機器そのものがないために、いろいろいいとこ

どりで、ニコイチというのだそうだけれども、わかりやすく言うと

改造品みたいなのを納めるという問題があるのではないかという情

報提供があったわけであります。

一方ではMKS－05という国産の品物だと見せかけながら、実際は

ウクライナの製品を納めようとしているのではないかという問題と

疑問が浮かび上がってきたわけですが、どっちもウクライナ製で、

今回、納品しようとしているものについては寄せ集めの改造品では

ないかという問題が指摘されているのですが、そういうことについ

ては検証、確認ができているのかどうか。問題がないと。いわゆる

線量計という精密機械であるわけですけれども、いろいろ言われて

いる寄せ集めして、改造品的な品物を契約することになるのではな

いかという問題があるわけですが、そのことについては、どうなの

かということについてお尋ねしたいと思います。

総務課長。○議長（吉田数博君）

まず入札の件でございますが、仕様書の中○総務課長（根岸弘正君）

に今申しましたようなMKS－05と同等以上ということで、こちらの

町仕様書としては来ております。

ただ、入札の前にこの業者から出てきたものについては、それと

同等であるということの機種についても名義がございます。

、 、 。ただ 入札書について一部 脱字があったということであります

ただ、その脱字があったから入札の意思がないということではない

ということで考えております。

健康保険課長。○議長（吉田数博君）

ご質問についてお答えいたします。○健康保険課長（紺野則夫君）

TERRA－Nにつきましては、MKS－05の改造品ではないかというご

質問でございますが、TERRA－N、MKS－05につきましては、当然

実績のあるウクライナの先ほど午前中に申し上げましたとおり

、 、Sparing-Visit Center社が製造ということでございますので 検証

確認は現物が届いておりませんが、その会社が作るとなっておりま

すので、確実な製品と考えております。

20番。○議長（吉田数博君）

極めて不満足な答弁であります。入札仕様書に○20番（馬場 績君）

はMKS－05と書いてあり、しかも町としては同等以上のものの納品

を求めた。結果、同等であるということなので問題はないというこ
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とでありますが、品物がなくて同等であるという確認はできないわ

けです。しかも同等以上のものの納品を求めると言われましたが、

精密機械において同等以上のものであるべしということ自体が、私

は建物や何かであれば、そういうこともあり得るんだと思うんだけ

れども、こういう精密機械について、品物はないのだけれども、同

等以上のものを求めたと。結果、同等であるということでそれを認

めてしまうということについては、ちょっと入札行為としては極め

て軽率ではないかと思います。

それから、あくまでも事務的なミスだと言われましたけど、２億

2,000万円の買い物をするのに、MKS－05と町ではそういう理解と判

断をしておきながら、応札した会社、いわゆる落札した会社です。

今度は。その仕様書にはそのことが書かれてないわけです。TERRA

－Nなわけだから。繰り返しになるけれども、しかも現品がないと

いうことになれば、単なる確認のミスだということではなくて、入

札行為に関して看過しがたい瑕疵があったのではないかと私は言わ

ざるをえない。そのことについてどうかということであります。

それから、改造品という問題はないのかということについては、

問題ないと。しかし現物は確認していないという答弁に至っては、

これは何をもってして、問題はないという結論を出したのかという

ことにならざるを得ないわけです。小数点いくらまでの数値が必要

なのかということは、いろいろその立場によって違うと思うけれど

も、これだけ放射線の汚染の問題、放射能による健康被害の問題が

心配されているのに、そのことについて現物も確認していなくて問

題なしと。ニコイチというのは、言ってみれば単なる情報に過ぎな

いということで済まされる問題ではないのではないかと思います。

いかがですか。

総務課長。○議長（吉田数博君）

まず町の入札でありますが、製品の指定と○総務課長（根岸弘正君）

いうものはしておりません。入札といっても製品、どこどこメーカ

ーの何々という仕様の仕方はしておりません。そういうことで何々

と同等以上ということで、それぞれの性能について、これと同等以

上の性能のあるものということでの仕様書の作成になっておりま

す。

また、そういうことで、入札の落札受けた中に入札の製品の中で

脱字があったということでありますが、これはうちのほうで確認不

十分だったということであります。ただその前に、入札物品仕様書

ということで、その業者から機種ということで受けておりましたの

、 、で 説明した仕様書と同等であるということは認められましたので
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そのまま入札を執行して落札をしたということでございます。

健康保険課長。○議長（吉田数博君）

確認については、いわゆる仕様書の中○健康保険課長（紺野則夫君）

身で、自分のところで町のほうに提供する製品はこういうものだと

いうことが今回の製品になってきたわけでございまして、当然仕様

書の中身と、それ以上の製品だということが、私どもは確認できた

ものと思っております。したがいまして現物はありませんが、その

仕様に沿った製品が当然納品されることと確信している次第であり

ます。

20番。○議長（吉田数博君）

現物はないけれども、間違いなく同等以上のも○20番（馬場 績君）

のだと、確信をもって納品していただくということです。先ほどの

議論であったわけですけど、線量計については１品ごとに検査証が

ついているわけです。現時点では、品物がないと。町としてはMKS

－05同等以上のものを求めたという、先方を信頼するということだ

けで確認するすべはない。極めて精度の高い機器を購入するのに確

認の手段がまったくないと。言ってみれば業者の説明、書類上の説

明、業者とのやり取りを信頼せざるを得ないというだけのことでし

ょう。

そうあってほしいけれども、いままでの経過からすると、それを

担保するものが何もない。これから作るという話。もちろんまった

く新しい品物で、特注的のようなものであれば、こちらで示した仕

様書にしたがって納品してもらうという計画もあり得るでしょう。

しかし、同等以上のものであればいいと、納品されるものも間違

いないというだけであって、それを担保するなにものもないという

ことについては、契約の仕方としては。しかも線量を測るという極

めて命と健康にかかわる機種の選定、購入でありながら、あまりに

も不十分な審査と、問題がある契約行為ではないかと指摘せざるを

得ないわけですけれども、繰り返しになりますが、いかがですか。

何か担保するものがありますか。

暫時休議をいたします。○議長（吉田数博君）

（午後 １時４９分）

再開をいたします。○議長（吉田数博君）

（午後 １時５０分）

答弁、健康保険課長。○議長（吉田数博君）



- 106 -

担保についてでございますが、お手元○健康保険課長（紺野則夫君）

の資料の中にもありますとおり、全体的な保証書的なことで7,710

台の条件に関しまして、今回ここに入札のMKS－05 TERRA－N、

7,710台全納を2012年３月31日までに納品すると。

それから、その中身でございますが、線量の誤差いわゆる15％と

いうこともございまして、そういう部分については保証するという

全体的な保証の部分はいただいております。

さらに、担保としましては当然１台１台についてこういった保証

がなされていなければならないと考えております。１台１台につい

て保証、その１台の保証ということのものが担保と考えてございま

す。

他にございませんか。○議長（吉田数博君）

８番。

確認をしながら質問させていただきます。○８番（泉田重章君）

まず、議案第４号参考資料ということで、入札物品仕様書という

のを提出、我々に出してもらいましたけれども、その中にある欄外

の下の、指定する調達物品の仕様と入札（納入）しようとする物品

の仕様は、対比させ記入すること。

仕様その他について参考となる資料、カタログ及び図面等を添付

すること。

入札（納入）しようとする仕様書は２部提出する。この参考資料

はどちらで作っていますか。会社ですか、それとも町で作ってたん

ですか。

なおかつ、確認をして入札をしたのかどうか。それであればこれ

は担保するものであると解釈できるわけですが、初めから製品とか

会社名を指定して入札をかけるということであれば、逆に問題があ

ると感じるわけですけど、その辺がこちらで３項目について確認し

ているということであれば、これは同等以上の製品を担保するとい

、 。うことになると思うんですけれども その辺を確認させてください

それから、その製品を納めた後に、これはさっき全員協議会の中

でも出ましたが、契約後、納品期日以外であれば製品は期日まで納

入されればいいわけでありまして、その時点で検定証が一緒につい

ていれば製品の証明はできる。

多分、これがお互いの信頼関係、つまり契約書を通じてこの契約

、 、が成立したあとに まがい物が仮に納入されたということになれば

これは納入業者の責任であって、町として望んでいるのは15％以内

の誤差製品ということになっているわけですから、まず担保として

３つの項目と検定に関係するもの。それについてはどのように今か
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ら業者に求めるのか。その辺をお聞きします。

総務課長。○議長（吉田数博君）

まず参考資料と付けました物品の仕様書で○総務課長（根岸弘正君）

ありますけれども、これにつきましては業者のほうで作成したもの

であります。左側のほうが町の仕様書で示したもの。それに業者が

どういう銘柄で、どの機種で、どういう仕様であったということを

示したものでございます。

健康保険課長。○議長（吉田数博君）

製品を当然指定しているわけでござい○健康保険課長（紺野則夫君）

ませんので、当然仕様に沿ったカタログ、それから中身については

いただいております。それの今回資料としてのカタログですか、こ

ういうものだということで例示もされております。

それから、当然、契約の成立後に納品の一つ一つに対する保証書

は当然中身に入れさせていただいて、コールセンター等についても

設立を県内にして、そこのほうですべてにおいて対応するというこ

とであります。これから実施したいと考えております。

当然納品されたものについては、同社が責任をもって不具合が生

じた場合については、回収なり、修繕なりしなければならないと考

えております。

８番。○議長（吉田数博君）

今のお答えの中で、 後に一つ確認しておきた○８番（泉田重章君）

いのですが、担保項目３つについては入札の時点で確認はされまし

たか。業者との確認はされましたか。

健康保険課長。○議長（吉田数博君）

入札終わりまして、業者との中身、契○健康保険課長（紺野則夫君）

約についてもお話をいたしました。その中に当然保証関係、それか

ら修繕、不具合が生じた場合のコールセンター等についても当然業

者とは協議いたしております。

８番。○議長（吉田数博君）

私が聞いているのは、入札後の話ではなくて、○８番（泉田重章君）

入札しようとする物品の仕様書ということになっているんです。一

番下の項目。

それについては、やはり入札の時点で確認するべきものと思いま

すが、それは入札書とこの内容については確認されておりますか。

総務課長。○議長（吉田数博君）

、○総務課長 根岸弘正君（ ） これは入札前に出されたものでありますが

これは当然ながら仕様に合っているかどうかというものを確認はし

てございません。仕様書上でございます。
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他に質疑ありませんか。○議長（吉田数博君）

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより討論を行います。討論はありませんか。

20番。

町民にとっては必要なものでありますが、この○20番（馬場 績君）

案件については重大問題ありということで、反対の討論をせざるを

得ません。

今のやりとりでも明らかになったように、入札の経過に疑惑があ

るという問題が一つです。公共入札において疑惑のあるような入札

については、これはやはり再度入札をするというのが公明正大な入

札の在り方。ましてこういう時期、線量計という物品の性格からし

ても、疑問や曖昧さを残すべきではないというのが第１点。

それから、第２点としては、入札物品仕様書の左側の性能につい

ては町で示した。右側のものについては業者が書いてよこしたもの

だということでありますが、要するに町が示した仕様基準からいえ

ば、それ以上のものであるべしというMKS－05そのものの性能規格

であると私は思うんです。そして業者が納品しようとしたこの品物

については、MKS－05 TERRA－Nということで、町が示したとおり

何項目かありますが、１番の測定線種から８番の重量まで、まった

く同じもので書いてきている。

私はインターネット検索はしませんでしたが、MKS－05 TERRA－

Nという製品についてインターネットで調べたところ、こういう品

物はなかったと。委員会審査でこれを聞いたところ、この「Ｎ」は

浪江バージョンだという説明があったのだそうです。これは第一の

問題として指摘した問題疑惑そのもの。線量計について浪江バージ

ョンという話はないでしょう。同等以上のものを求めたというとこ

、 、ろまでは仮に理解したにしても ２億2,000万円の買い物について

これはあり得ない話だということです。

それから、この物品仕様書の３項目のうち２項目についてはカタ

ログの提示があったと。物品の仕様書についてはどうなんだという

ことについては明解な答えがありませんでした。ということは、ま

だ品物は出来ていないし、納めようとする品物として、明解な資料

を作って役場に提出するところまでは至っていないとこういうこと

だと思います。

しかも、第４点としては２億2,000万円、線量計という極めて高

価で、他の品物に代え難い契約をするのに、書類上の審査において

見落としたということについては、入札審査そのものに甘さがあっ
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たということを当局が認めたということだと思います。こういう瑕

疵のある契約行為はそのまま認めるわけにはいかない。

それから、 後になりますけれども、疑惑という範疇に入るかも

しれませんが、落札した安積医科器械という会社は、浪江町にホー

。 、ルボディーカウンターを納品する あるいは本体はいくらだったか

予算総額は4,700万円。そういう業者でもあるということで、単な

る推測の域で問題を指摘するのではなく、今回の納品についても相

当業者の意向をくみ上げすぎたそういう契約行為と言わざるを得な

いということで、これは問題ありの契約案件であり、提出議案だと

いうことで反対の討論をさせていただきます。

次に、賛成の方の討論をお願いします。○議長（吉田数博君）

８番。

まず一つは、今回の疑問が投げかけられたこと○８番（泉田重章君）

についてのことでありますが、我々は議会として公文書を提出して

もらってみんなで審議してきたと思っております。

この全員協議会の中で示された参考資料でありますが、これは公

式ではありません。認めるべき判断材料とは議会として今の段階で

考える必要はないと私は思います。我々議会としては、行政のチェ

ック機関であり、よく精査していかなければならないのは当たり前

の話でありますが、まず入札書の脱字、今後これは注意していただ

きたいと思います。

しかしながら、良い製品を納めるということが契約の内容であり

ます。町民が待っているわけですから、より良い製品を納品してい

ただくように契約をすべきだと思います。

他に反対討論ございますか。○議長（吉田数博君）

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、議案第４号 物品購入の締結について（電子式線量計

購入）を採決いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

［起立少数］

起立少数であります。○議長（吉田数博君）

よって、議案第４号は否決されました。

◎議案第５号から報告第４号一括上程、説明

お諮りいたします。日程第３、議案第５号から○議長（吉田数博君）

日程第34、報告第４号まで一括議題といたしたいと思いますが、こ
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れにご異議ございませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（吉田数博君）

よって日程第３、議案第５号から日程第34、報告第４号までを一

括議題といたします。

日程第３、議案第５号 浪江町課設置条例の一部改正について、

町長から提案理由の説明を求めます。

町長。

議案第５号 浪江町課設置条例の一部改正につ○町長（馬場 有君）

いてご説明をいたします。

本案は、東日本大震災及び原子力発電所の事故による災害に対処

するため、現状、班体制の組織により避難者等の対応にあたってき

たところですが、復興ビジョン実現のための組織として再編し、併

せて災害関連業務の整理・職員管理体制の確立のため、新年度より

課体制の組織として再構築するため、条例を改正するものでありま

す。

詳細につきましては、それぞれ担当課長が説明いたします。

内容説明、総務課長。○議長（吉田数博君）

それでは、議案第５号 浪江町課設置条例○総務課長（根岸弘正君）

の新旧対照表によりご説明を申し上げます。

。 、 。まず第１条の設置であります 今回 課の改善いたしております

新たに企画調整課を復興推進課といたします。

税務課を町民税務課ということで、現在の住民生活課の一部を町

民税務課にもってくるというような内容でございます。

住民生活課を災害対策課、産業振興課を産業・賠償対策課、建設

課と上下水道になりますが、復旧事業課となります。

また、生活支援課を新たに設けるという課の設置でございます。

第２条の事務分掌でございます。総務課で行っております（４）

の広報に関することについては復興推進課のほうに事務移管をする

ということでございます。

次に、２ページでございます。新たに第９号として東日本大震災

及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう、ということ

でこれにおける支援総合調整に関すること、ということで１号を追

加してございます。

復興推進課でございますが、先ほども申しましたように広報に関

する総務課からの移管でございます。

３の町民税務課でございます。税に関することと（１）の戸籍及

び住民基本台帳に関すること。これが新たに町民税務課の事務担当
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になるということでございます。

４災害対策課でございますが、旧の（１）戸籍及び住民基本台帳

に関すること。これにつきましては町民税務課のほうに事務所管と

いうことであります。

次に、３ページになりますが、旧の（３）消費者対策に関するこ

と。これが災害対策課から事務事業としてはずれます。その分、産

業・賠償対策課のほうに移管するということでございます。

６復旧事業課でございますが、新たに現在の建設課、公共上下水

、（ ） 。（ ）道課があわさるということで ４ 公共下水道に関すること ５

農業集落排水事業に関すること （６）東日本大震災からの復旧に。

関すること、ということでこちらのほうに集約をしてございます。

７健康保険課でございますが （５）東日本大震災における避難、

者の健康管理に関することを追加してございます。

、 、 。次に ４ページでございますけれども これもすべてであります

主なものがそうでありますように、東日本大震災における義援金、

災害弔慰金等の支給に関することということで、災害の事務が入っ

てくるということです。

９生活支援課でありますが （１）災害救助法（昭和22年法律第、

） 。118号 に基づく応急仮設住宅管理及び入居者の調整に関すること

（ ） 。（ ）２ 東日本大震災における避難者の生活支援に関すること ３

出張所の運営に関すること、ということで今回事務機構を改定する

ということでございます。

附則でございますが、この条例は、平成24年４月１日から施行す

るということでございます。

組織図について資料として添付しておりますので、後ほどご覧い

ただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

日程第４、議案第６号 浪江町課設置条例の改○議長（吉田数博君）

正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、町長から提

案理由の説明を求めます。

町長。

議案第６号 浪江町課設置条例の改正に伴う関○町長（馬場 有君）

係条例の整理に関する条例の制定についてご説明いたします。

本案は、浪江町課設置条例の一部改正に伴い、関係条例について

所要の改正をするものであります。

詳細については、総務課長が説明いたします。

内容説明、総務課長。○議長（吉田数博君）

それでは、議案第６号の資料によりご説明○総務課長（根岸弘正君）
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を申し上げます。

まず、浪江町総合審議会条例の一部改正でございます。

第７条の庶務であります。審議会の庶務は、企画調整課を復興推

進課に改めるものでございます。

次に、浪江町都市計画審議会条例であります。これにつきまして

も、建設課から復旧事業課に改正するものでございます。

次に、浪江町水道事業所の設置等に関する条例でございます。こ

れは課の改正によりまして上下水道課を復旧事業課と改正するもの

でございます。

次に、裏面になりますが、浪江町上下水道事業経営審議会条例で

ございます。これにつきましても、新旧対照表について上下水道課

から復旧事業課に改正するものでございます。

附則でございますが、この条例は、平成24年４月１日から施行す

るものでございます。

よろしくお願いいたします。

日程第５、議案第７号 行政区長設置条例の一○議長（吉田数博君）

部改正について、町長から提案理由の説明を求めます。

町長。

議案第７号 行政区長設置条例の一部改正につ○町長（馬場 有君）

いてご説明いたします。

、 、本案は 東日本大震災及び原子力発電所の事故による災害により

委嘱を延期していた行政区長を、改めて平成24年度から委嘱するに

あたり、支給される報酬の額を改めるため、条例を改正するもので

す。

詳細については、総務課長が説明いたします。

内容説明、総務課長。○議長（吉田数博君）

それでは、議案第７号資料によりご説明を○総務課長（根岸弘正君）

申し上げます。附則の改正になります。当分の間、第４条第２項の

規定にかかわらず、報酬支給の額は、世帯割により算出した額（そ

の額が100,000円を超える場合にあっては、100,000円）とする。

、 、 、この場合において 世帯数は 第４条第３項の規定にかかわらず

平成22年４月１日現在をもって計算するものとするということでご

ざいます。

行政区長につきましては、平成23年４月１日に委嘱するわけでご

、 。ざいましたが 震災あるいは事故等により委嘱ができませんでした

このため、平成24年４月１日からは従来どおり行政区長の委嘱を行

いたいと考えております。

、 、 、 、そのため いままで区長の報酬につきましては 平等割 面積割
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世帯割で報酬額といたしておりましたが、今後につきまして世帯の

みということで、その上限額を10万円とするものでございます。

よろしくお願いいたします。

日程第６、議案第８号 特別職の職員で非常勤○議長（吉田数博君）

のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、町長

から提案理由の説明を求めます。

町長。

議案第８号 特別職の職員で非常勤のものの報○町長（馬場 有君）

酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてご説明いたしま

す。

本案は、次年度から本格化する浪江町復興計画の策定のため、非

常勤の特別職として、復興計画策定委員会委員を追加するため、本

条例を改正するものであります。

詳細については、総務課長が説明いたします。

内容説明、総務課長。○議長（吉田数博君）

議案第８号資料によりご説明を申し上げま○総務課長（根岸弘正君）

す。

復興計画策定委員会委員を新たに定めるものであります。識見を

有する者につきましては、日額20,000円、その他の委員につきまし

ては日額5,000円とするものでございます。

附則でございますが、この条例は、公布の日から施行するもので

ございます。

よろしくお願いいたします。

日程第７、議案第９号 町長等の給与の特例に○議長（吉田数博君）

関する条例の一部改正について、町長から提案理由の説明を求めま

す。

町長。

議案第９号 町長等の給与の特例に関する条例○町長（馬場 有君）

の一部改正についてご説明いたします。

本案は、町長等の給料月額の特例期間が、平成24年３月31日まで

となっていることから、改めて平成24年４月１日から１年間、町長

等の給料月額を減額するため、本条例を改正するものであり、町長

については、本来支給の額の50％を減額、副町長、教育長について

は、それぞれ30％を減額するものであります。

よろしくご審議くださるようお願いいたします。

日程第８、議案第10号 職員の給与に関する条○議長（吉田数博君）

例の一部改正について、町長から提案理由の説明を求めます。

町長。
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議案第10号 職員の給与に関する条例の一部改○町長（馬場 有君）

正についてご説明いたします。

本案は、福島県人事委員会勧告及び福島県職員の給与に関する条

例の一部改正に準じて、職員の自動車等交通用具使用に係る通勤手

当の上限額を引き上げるため、条例を改正するものであります。

詳細については、総務課長が説明します。

内容説明、総務課長。○議長（吉田数博君）

議案第10号資料によりご説明を申し上げま○総務課長（根岸弘正君）

す。

これは、職員の自動車等の使用距離に応じて、支給単位期間につ

きまして、今まで４万5,800円を４万7,000円と上限を改めるもので

ございます。

これは自家用車での通勤の職員にかかるものでございまして、限

度額につきましては、80キロメートル以上の額でございます。

その他につきましては、規則で制定するようになりますが、４キ

ロメートル未満につきましては、現在2,300円を2,400円とするとい

うことであります。

これらにつきましては、規則で定めるということでございます。

附則でございますが、この条例は、平成24年４月１日から施行す

るものでございます。

よろしくお願いいたします。

日程第９、議案第11号 職員の特殊勤務手当に○議長（吉田数博君）

関する条例の一部改正について、町長から提案理由の説明を求めま

す。

町長。

議案第11号 職員の特殊勤務手当に関する条例○町長（馬場 有君）

の一部改正についてご説明いたします。

本案は、東日本大震災の発生に伴う職員が行う業務等の中でも、

遺体を取り扱う作業や避難指示区域内で行う作業については、作業

の危険性や精神的労苦等の特殊性が認められることから、人事院が

制定した東日本大震災に対処するための特例規則を考慮して、特殊

勤務手当を支給するため本条例を改正するものです。

詳細については、総務課長が説明いたします。

内容説明、総務課長。○議長（吉田数博君）

議案第11号資料の新旧対照表によりまして○総務課長（根岸弘正君）

ご説明を申し上げます。

、 、 、旧の第２条の特殊勤務手当の種類ということで 第１号 第２号

税務職員の特殊勤務手当、企業職員、これは水道事業所の職員であ
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りますが、特殊勤務手当を削るものでございます。

また、新たに（２）といたしまして、死体を取り扱う作業等に従

事する職員の特殊勤務手当、また（３）としまして、災害応急作業

等に従事する職員の特殊勤務手当を新設するものでございます。

旧の（４）でありますが、児童福祉施設に勤務する職員の特殊勤

務手当 （５）幼稚園に勤務する職員の特殊勤務手当につきまして、

削るものでございます。

また、第３条の税務職員の特殊勤務手当ということで、第２条の

改正に伴いまして、それぞれ第３条、第４条を削るものでございま

す。

次のページになりますが、第４条としまして、死体を取り扱う作

業等に従事する職員の特殊勤務手当を新設してございます。死体を

取り扱う作業等に従事する職員の特殊勤務手当は、東日本大震災に

対処するため死体を取り扱う作業等に従事したものに支給するとい

うものを追加してございます。

また、第５条としまして、災害応急作業等に従事する職員の特殊

勤務手当ということで、災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務

手当は、職員が東日本大震災に対処するため次に掲げる作業従事し

たときに支給する、ということで、東京電力株式会社福島第１原子

力発電所の敷地内において行う作業。また第２号としまして、原子

力災害対策特別措置法第20条第３項の規定に基づく原子力災害対策

本部長の地方公共団体の長に対する指示により、第63条第１項の規

定により同項の警戒区域に設定されることとされた区域において行

う作業。これは計画区域あるいは計画的避難区域ということでござ

います。

第３号としまして、本部長指示により、居住者等の避難のための

立退き又は計画的な立退きを行うこととされた区域において行う作

業ということでございます。

旧の第６条、児童福祉施設に勤務する職員の特殊勤務手当につい

ては削除をするものであります。

別表でございますが、新たに加えたもの、あるいは削ったものに

ついての表でございます。

新たに入ったものにつきましては、別表の２番目になります。死

体を取り扱う作業等に従事する職員の特殊勤務手当ということで、

作業に従事した日１日につき1,000円。また災害応急作業等に従事

する職員の特殊勤務手当ということで、屋外において行う作業第５

条第１号の作業ということで、これは原発のサイト内での作業とい

うことになります。屋外において行う作業につきましては、作業に
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従事した日１日につき１万円。屋内において行う作業については、

作業に従事した日１日につき5,000円。

また、第５条第２号及び第３号の作業につきましては、警戒区域

あるいは計画的避難区域についての作業になります。屋外において

行う作業については、作業に従事した日１日につき5,000円。作業

に従事した時間が、１日について４時間に満たない場合については

。 、2,000円ということになります 屋内において行う作業については

。作業に従事した日１日につき2,000円を支給するものでございます

これにつきましては、従来と同じであります。

附則としまして、この条例は公布の日から施行し、改正後の職員

の特殊勤務手当に関する条例、第４条の規定及び別表の規定は、平

成23年３月11日から、改正後の条例第５条の規定及び別表の規定は

平成23年４月22日から適用するものでございます。

よろしくお願いいたします。

日程第10、議案第12号 職員等の旅費に関する○議長（吉田数博君）

条例の一部改正について、町長から提案理由の説明を求めます。

町長。

議案第12号 職員等の旅費に関する条例の一部○町長（馬場 有君）

改正についてご説明いたします。

、 、本案は 東日本大震災及び原子力発電所の事故による災害により

庁舎機能を二本松市に移していることを考慮して、当分の間、県内

、 、の地域における旅行については 日当を支給しないこととするため

条例附則を改正するものです。

よろしくご審議のほどお願いします。

日程第11、議案第13号 浪江町税条例の一部改○議長（吉田数博君）

正について、町長から提案理由の説明を求めます。

町長。

議案第13号 浪江町税条例の一部改正について○町長（馬場 有君）

ご説明いたします。

本案は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るため

の地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正

する法律及び地方税法の一部を改正する法律の制定に伴い、所要の

改正を行うものです。

詳細については、税務課長が説明いたします。

内容説明、税務課長。○議長（吉田数博君）

議案第13号 浪江町税条例の一部改正につ○税務課長（大浦泰夫君）

。 。いてご説明いたします 資料の新旧対照表によりご説明いたします

第95条たばこ税の税率改正につきましては、法人実効税率の引き
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下げと課税ベースの拡大に伴う都道府県と市町村の増減収を調整す

るため、都道府県たばこ税の一部を市町村たばこ税に移譲するため

のもので、1,000本につき4,618円を5,262円に改正するものであり

ます。

附則第９条は、退職所得に係る個人住民税の10％税額控除を廃止

するため削除となります。この改正は、平成25年１月１日以降に支

払われるべき退職手当から適用になります。

附則第16条の２は、第95条たばこ税の税率改正の特例の改正によ

るものであります。

附則第22条につきましては、第１項「当該特例損失金額」を「当

該損失対象金額」に改め、同条第２項を削除し、同条第３項を第２

項と改め、同じく同条第４項を削除し、同条第５項を第３項に改め

るものです。

これにつきましては、地方税法の一部を改正する法律が12月に公

布されたことに伴う文言の整理による改正であります。

よろしくお願いいたします。

日程第12、議案第14号 浪江町介護保険条例の○議長（吉田数博君）

一部改正について、町長から提案理由の説明を求めます。

町長。

議案第14号 浪江町介護保険条例の一部改正に○町長（馬場 有君）

ついてご説明いたします。

本案は、平成21年度から平成23年度までの第４期介護保険事業計

画の終了に伴い、平成24年度からの介護保険料を改正するものであ

ります。

詳細については、健康保険課長が説明いたします。

内容説明、健康保険課長。○議長（吉田数博君）

議案第14号 浪江町介護保険条例の一○健康保険課長（紺野則夫君）

部改正についてご説明をいたします。

改正の理由でございますが、本来ですと平成24年から平成26年ま

での介護計画に基づき保険料を改正するものでありますが、震災に

より平成23年度内に計画策定ができなかったため、国の通達により

平成23年度までの既存の計画による保険料を平成24年度以降も継続

することが可能となったため、別紙１の浪江町介護保険条例新旧対

照表のとおり第２条の条文 「平成21年度から平成23年度まで」を、

「平成24年度から当分の間」に改めるものでございます。

附則でございますが、この条例は、平成24年４月１日から施行す

るものでございます。

日程第13、議案第15号 平成23年度浪江町一般○議長（吉田数博君）
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会計補正予算（第８号 、町長から提案理由の説明を求めます。）

町長。

議案第15号 平成23年度浪江町一般会計補正予○町長（馬場 有君）

算（第８号）についてご説明いたします。

本案は、年度末の事業精算などにより、歳入歳出それぞれ７億

8,170万円を補正増するものであります。

歳入の主なものは、福島県市町村復興支援交付金９億9,567万４

千円、東日本大震災復興宝くじ交付金１億4,165万６千円、特別地

方交付税5,590万４千円などであります。

復興支援交付金、復興宝くじ交付金の使途については震災復興事

業とされているため、浪江町復旧・復興基金へ、併せて14億2,735

万２千円を積み立てるものであります。

その他歳出の主なものは、年度末の事業費精算によるものであり

ます。

詳細については、総務課長が説明いたします。

内容説明、総務課長。○議長（吉田数博君）

それでは、事項別明細書によりご説明を申○総務課長（根岸弘正君）

し上げます。９ページをお開きいただきたいと思います。

まず、歳入でありますが、町税の項１町民税、目１個人でありま

す。932万5,000円の補正増であります。滞納繰越分の決算見込みと

いうことでございます。

２法人で1,568万2,000円の補正増であります。主なものは、現年

度課税分で1,558万5,000円、決算見込みでございます。

、 。 、次に 項２固定資産税であります 今回は補正額が192万9,000円

滞納繰越分の補正でございます。

項３軽自動車税であります。今回833万2,000円の補正減でありま

す。主なものは、１の現年課税分で877万8,000円の補正減というこ

とで、原発事故等により、浪江町内に車を置いてきたというものの

減でございます。

次に、10ページをお開きいただきたいと思います。款10地方交付

税であります。今回5,590万4,000円の補正増をするものでございま

す。内容は、特別地方交付税でありまして、補正後の特別地方交付

税の額が18億7,233万6,000円となります。

次に、款12分担金及び負担金でございます。まず目２民生費負担

金で126万円の補正増であります。児童福祉費負担金ということで

大きなものは保育料負担金滞納分112万1,000円でございます。

次に、11ページの款14国庫支出金でございます。項１民生費国庫

負担金で2,584万円の補正減であります。内訳で節１の社会福祉国
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庫負担金で1,149万5,000円の補正減、主なものは障がい者自立支援

給付費で115万9,000円の補正減でございます。通常入所者の減によ

るものでございます。

節２児童福祉国庫負担金で1,356万1,000円の補正減であります。

保育所運営費国庫負担金、広域入所分になります。786万1,000円の

補正減、こども手当で570万円の補正減でございます。

目２教育費国庫負担金で392万9,000円の補正増であります。公立

学校施設災害復旧事業ということで新たな補助金でございます。

、 。 。次に 12ページになります 目４教育費国庫補助金でございます

１億1,499万4,000円の補正減であります。節１小学校費国庫補助金

で5,475万円の補正減。

節２中学校費国庫補助金で5,024万4,000円の補正減。主なものは

準要保護生徒就学援助費でございます。補助の項目が変わるという

ことでございます。

節３幼稚園国庫補助金で1,000万円の補正減でございます。農林

水産業費国庫補助金で198万7,000円の補正増であります。農と福祉

の連携によるシニア能力活用モデル事業補助金ということで、高齢

者の農業体験事業に対する補助金でございます。198万7,000円の補

正増でございます。

次に、民生費県負担金であります。今回４億3,671万6,000円の補

正減であります。節１社会福祉費県負担金で754万4,000円の補正減

であります。障がい者自立支援給付費の減であります。

節２児童福祉費県負担金897万3,000円の補正減、主なものが乳児

医療費で704万3,000円の補正減、保育所運営費県負担金で293万円

の補正減であります。

節３保険基盤安定県負担金で186万9,000円の補正減であります。

主なものは軽減保険料補助で147万7,000円の補正減となっていま

す。

節４災害救助費等県負担金で４億1,830万3,000円の補正減であり

ます。主なもので災害弔慰金で４億2,750万円の補正減、災害救助

費で1,760万8,000円の補正増、災害障害見舞金で843万8,000円の補

正減であります。それぞれ決算見込みによるものでございます。

次に、県補助金でございます。目１総務費県補助金で今回の補正

額は10億527万3,000円でございます。総務費の県補助金でありまし

て、福島県市町村復興支援交付金ということで、これは新たな交付

金でございます。９億9,567万4,000円の補正増、福島県市町村復興

計画策定補助金ということで959万9,000円の補正増であります。

目２民生費県補助金で5,169万5,000円の補正増、１社会福祉費県
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補助金で2,257万円の補正増、主なもので重度障がい者医療事業費

で229万6,000円の補正増、緊急避難時要援護者受入グループホーム

等事業者補助金で1,912万2,000円の補正増、利用者の増によるもの

であります。地域支え合い体制づくり助成事業補助金で115万2,000

円の補正増であります。

節２児童福祉費県補助金2,912万5,000円であります。主なものが

福島県安心こども基金保育料減免事業補助金ということで、3,000

万円の補正増であります。広域入所に充当してございます。

目３衛生費県補助金で1,610万9,000円の補正減であります。節１

保健衛生費県補助金で1,294万2,000円の補正減、主なものは子宮頸

がん等ワクチン接種緊急促進事業で1,205万5,000円の補正減であり

ます。

節２母子衛生費県補助金で316万7,000円の補正減、主なものは妊

婦健康審査特例交付金ということで、決算見込みによるものでござ

います。

、 。目４労働費県補助金 補正額が2,372万6,000円の減でございます

主なものが緊急雇用創出基金事業補助金ということで2,364万8,000

円の補正減、決算見込みによるものでございます。

目８教育費県補助金で9,488万6,000円の補正増であります。被災

児童生徒就学支援等臨時特例交付金ということで、新たな交付金で

9,480万円ということでございます。

目11原子力広報安全等対策交付金、今回の補正額が1,434万6,000

円でございます。隣接分で72万6,000円、立地分で1,362万円の補正

分でございます。

次に、目13農林水産業費交付金で、補正額が1,112万円の補正減

。 。であります 森林環境事業交付金の決算額によるものでございます

次に、委託金であります。総務費委託金で126万9,000円の補正減

であります。３統計調査費委託金、主なものが経済センサス費125

万1,000円の減でございます。

次に、16ページになります。款17寄附金、総務費寄附金で420万

円の補正増であります。これはふるさと納税等の寄附金でございま

して、約140件の寄附金があったということでございます。

次に、17ページにまいりまして、款20諸収入、目１雑入でありま

す。今回の補正額が１億5,078万3,000円の補正増でございます。大

きなものは事項説明欄の５番目になります、福島県市町村振興協会

。 。交付金ということで宝くじの交付金になります 366万円の補正増

下の東日本大震災復興宝くじ交付金及び災害対策交付金ということ

、 。 、で １億4,165万6,000円の補正増であります 災害援護資金借入金
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1,400万円の補正減でございます。補正後は350万円の借入額という

ことになります。災害見舞金ということで1,300万円の補正増でご

ざいます。下から２番目になりますが、後期高齢者医療給付費の県

負担金の還付金で691万円の補正増でございます。

次に、歳出になります。大きなもので19ページ、款２総務費、一

般管理費で324万円の補正減でございます。大きなもので13委託料

で230万円の補正減、職員衛生管理委託料でございます。人間ドッ

クの未実施による減額でございます。

、 、 。次に 目２の文書広報費 13委託料119万円の補正減であります

例規システム保守委託料の決算見込みによる減額でございます。

次に、20ページの企画費になります。補正額が14億2,735万2,000

円でございます。積立金ということで、総務課分として12億8,567

万4,000円を浪江町復旧・復興基金積立金に積み立てをする。また

企画調整課分ということで、浪江町復旧・復興基金積立金というこ

とで１億4,167万8,000円を積み立てをするということです。これは

内訳としましては、福島県市町村の復興支援交付金及び一般財源分

について総務課分として載っております。企画調整課分については

復興宝くじ交付金と利子分について積み立てをするということでご

ざいます。

補正後の基金残高見込みにつきましては、17億8,083万4,000円と

なる見込みでございます。

目７情報管理費であります。今回補正額が3,302万3,000円の補正

減であります。節で13委託料、2,526万2,000円の補正減でございま

す。請差による減額でございます。14使用料及び賃借料で200万円

の補正減、これにつきましても決算見込みの減でございます。18の

備品購入費で483万円の補正減、サーバー機器類プロジェクターの

決算見込みによるものでございます。

目15原子力広報安全対策交付金でございます。補正額が439万円

の補正減であります。補正減はゼロということで、これは事業組替

によるものでございます。

目17財政調整基金費で今回の補正額が１億1,074万8,000円の補正

増でございます。今回の積み立て等の基金残高見込みが11億5,946

万1,000円でございます。

次に、22ページになります。目24仮庁舎管理費でございます。補

正額が1,260万8,000円の補正減でございます。需用費450万円、役

務費340万円、使用料及び賃借料で400万円の補正減でございます。

決算見込みによるものでございます。

次に、項２の徴税費であります。税務総務費でありますが、節13
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委託料123万7,000円の補正減でございます。地籍図整備委託料の決

算による補正減でございます。

節23、償還金利子及び割引料250万円の補正増、町税還付金これ

は法人町民税の還付金であります。

24ページ、賦課徴収費であります。節13委託料で538万6,000円の

補正減、滞納管理システムデータ連携委託料等の補正減でございま

す。

14使用料及び賃借料で131万2,000円、町税賦課収納システム使用

料の補正減でございます。

次に、26ページ、選挙費でございます。節12役務費で227万6,000

円、通信運搬費226万3,000円補正減、委託料で147万2,000円補正減

でございます。決算見込みによるものでございます。

次に、28ページになります。款３民生費でございます。社会福祉

総務費で2,623万7,000円の補正減でございます。内訳で、13委託料

604万5,000円の補正減であります。地域活動支援センター事業委託

料、県認可事業所へ移行により減額するものでございます。

次に、節19負担金補助及び交付金で251万7,000円でございます。

大きなもので地域支え合い体制づくり助成事業補助金で115万2,000

円、これは事業者増によるものでございます。

障害者等災害臨時特例補助事業補助金で220万円、これは入所施

設費の助成、事業者増によるものでございます。

、 、 。次に 30ページ 節28繰出金191万5,000円の補正減でございます

国保事業会計の繰出金でございます。

次に、目２老人福祉費、節19負担金補助及び交付金、今回の補正

額が1,912万2,000円、緊急避難時要援護者受入グループホーム等事

業者補助金ということで、利用者増によりまして1,912万2,000円の

補正増するものでございます。20扶助費で888万5,000円の補正減で

あります。介護手当自立支援サポート事業641万円の補正減であり

ます。これは紙おむつ支給等の事務でございます。

目３老人保護措置費で1,500万円の補正減、東風荘の入居者の減

による減額でございます。

目５老人医療給付事業費255万円の補正減であります。大きなも

ので、繰出金で後期高齢者医療特別会計繰出金で248万円の補正減

でございます。

目８災害救助費であります。職員手当等で3,834万2,000円、一般

職時間外手当で3,484万2,000円。32ページ、特殊勤務手当で350万

円の補正増でございます。警戒区域等での作業に対する特殊勤務手

当でございます。
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７賃金で1,989万4,000円の補正減、臨時事務補助員賃金、決算見

込みによるものでございます。

次に、33ページ､11需用費でございます。315万2,000円の補正増

ということで、総務課、光熱水費500万円の補正増、これは仮設住

宅集会所の光熱水費、電気料等でございます。

。 、12の役務費で617万円の補正減であります 総務課分としまして

通信運搬費100万円の補正減であります。決算見込みであります。

手数料で500万円の補正増、これは仮設住宅の通信手数料等でござ

います。

13委託料で2,766万1,000円の補正減でございます。大きなものは

保育所入所の委託料、これは広域入所等の委託料が主なものでござ

います。

次に34ページになります。節14使用料及び賃借料で4,045万7,000

円の補正減でございます。総務課分、自動車借上料で4,000万円の

補正減が大きなものでありまして、これはスクールバス等の借上料

でございます。

18備品購入費で121万5,000円であります。総務課分としましてサ

ーベイメーター、これは15台購入の予定をしております。

19負担金及び交付金で200万円の補正減であります。災害援護費

負担金で160万円の補正減でございます。

20扶助費で５億1,800万円の補正減であります。災害援護費で

1,200万円の補正増、これは支援物資等の送料等を見込んでおりま

す。災害障害見舞金で1,000万円の補正減、災害弔慰金５億2,000万

円の補正減でございます。

21貸付金で1,400万円の補正減であります。

36ページになりまして、20扶助費であります。158万円の補正減

であります。ひとり親家庭医療費の補正減でございます。

目５児童措置費ということで、20扶助費の子ども手当200万円の

補正増でございます。決算見込みでございます。

目６乳幼児等医療費2,580万円の補正減であります。主なものは

20扶助費の乳幼児等医療費でございまして2,500万円の補正減でご

ざいます。

次のページにまいりまして、子育て支援事業費の中の20扶助費で

300万円の補正増、保育料助成金ということで保育所定員による助

成金でございます。

款４衛生費、目２予防費、11の需用費で130万円、医薬材料費の

補正減でございます。13委託料、480万円の補正減、肺炎球菌予防

接種委託料の補正減でございます。
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次に38ページ、４母子衛生費935万円の補正減であります。妊婦

検診費用弁償等の補正減でございます。

目５保健事業費であります。12役務費で126万7,000円の補正減で

ございます。13委託料で595万9,000円の補正増であります。胃がん

検診委託料等の受診者増による補正増でございます。

39ページ、一番 後の農林水産業費、目３農業振興費で198万

7,000円の補正増であります。農と福祉の連携によるシニア能力活

用モデル事業補助金ということで、198万7,000円の補正増でありま

す。高齢者農業体験事業でございます。

次に、農地費であります。負担金補助及び交付金で448万9,000円

の補正増であります。土地改良事業運営補助金で423万2,000円の補

正増でございます。

目９農業集落排水事業費300万円の補正減でございます。繰出金

の減額でございます。

次の林業費の林業振興費で109万1,000円の補正減であります。森

林環境事業交付金の補正減でございます。

42ページになります。目３観光費であります。230万円の補正減

で、浪江町観光協会補助金100万円の補正減、なみえ焼きそば振興

補助金80万円の補正減等でございます。

款８土木費であります。土木総務費の需用費で350万円の補正減

であります。決算見込みによるものでございます。

、 。 。次に 目２道路維持費であります 670万円の補正減であります

使用利用及び賃借料、高速原材料決算見込みによる減額でございま

す。

３道路新設改良費303万6,000円、償還金利子及び割引料でありま

して、地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業、これは警戒区域の

ため、事業を休止せざるを得ないということでの償還金でございま

す。

次に、公共下水道事業費であります。1,520万4,000円の補正減で

あります。繰出金の減額でございます。

６ページにお戻りいただきたいと思います。第２表、継続費補正

であります。款10教育費、社会教育費の埋蔵文化財発掘調査事業で

あります。補正前の総額が2,005万1,000円、年度的には平成23年度

でございます。補正後の総額を1,248万2,000円に補正変更するもの

でございます。

第３表、繰越明許費補正であります。款２総務費の総合行政シス

テム復旧及び環境構築事業、補正前の額が１億3,650万円、補正後

１億1,602万1,000円に変更するものでございます。よろしくお願い
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いたします。

日程第14、議案第16号 平成23年度浪江町文化○議長（吉田数博君）

及びスポーツ振興育成事業特別会計補正予算（第２号 、町長から）

提案理由の説明を求めます。

町長。

議案第16号 平成23年度浪江町文化及びスポー○町長（馬場 有君）

ツ振興育成事業特別会計補正予算（第２号）についてご説明いたし

ます。

本案は、浪江町文化及びスポーツ振興育成事業費を補正するもの

で、主なものは、歳入の繰入金50万円の減額、歳出の助成費50万円

を減額するものであります。

よろしくお願いいたします。

日程第15、議案第17号 平成23年度浪江町国民○議長（吉田数博君）

健康保険事業特別会計補正予算（第３号 、町長から提案理由の説）

明を求めます。

町長。

議案第17号 平成23年度浪江町国民健康保険事○町長（馬場 有君）

業特別会計補正予算（第３号）についてご説明いたします。

本案は、歳入歳出それぞれ６億6,303万5,000円を増額補正するも

のです。

歳入の主なものは、国民健康保険税1,870万8,000円を減額、国庫

支出金６億2,402万9,000円、共同事業交付金6,035万6,000円を増額

するものであります。

歳出の主なものは、保険給付費３億9,046万8,000円、基金積立金

１億6,000万円、予備費１億円を増額するものであります。

詳細については、健康保険課長が説明いたしますので、よろしく

お願いいたします。

内容説明、健康保険課長。○議長（吉田数博君）

それではご説明を申し上げます。○健康保険課長（紺野則夫君）

初めに、６ページをお開き願います。目１一般被保険者国民健康

保険税1,749万6,000円の減、これは滞納繰越分でございまして、徴

収できなかったために減額するものでございます。

次に、目２退職者等被保険者国民健康保険税121万2,000円減、こ

れも同様の理由により減額するものでございます。

７ページをお開き願います。目３災害時臨時特例補助金６億

2,475万4,000円の増でございますが、これは国保税の減免分、医療

費の一部負担金免除分に対する国からの補助金でございます。

次に、款７共同事業交付金の目１高額医療費共同事業交付金、



- 126 -

399万4,000円の増額でございますが、これは国保連合会からの交付

金でございます。

次に、目２保険財政共同安定化事業交付金5,636万2,000円の増額

でございますが、これも国保連合会からの決定による交付金でござ

います。

次に、歳出についてご説明をいたします。９ページをお願いいた

します。

款２保険給付費、目１一般被保険者療養給付費３億6,888万5,000

円の増額でございますが、これは避難町民の医療費が増加傾向にあ

るため、計上したものでございます。

次に、目２退職被保険者等療養給付費963万1,000円も同様の理由

により増額補正するものでございます。

10ページをお開きください。目３一般被保険者療養費853万2,000

円の増、これも同様の理由により計上したものでございます。

続きまして、出産育児一時金252万円の増。

次に、款７共同事業拠出金、目２保険財政共同安定化事業拠出金

1,284万5,000円の増額ですが、国保連合会からの拠出金確定により

まして、町の拠出金でございます。

次に、11ページをお開きください。款９基金積立金、目１国保基

金積立金１億6,000万円、これは決算見込みより急激な医療費の給

付に対応するために積み立てるものでございます。

続きまして、12ページをお開き願います。予備費として１億円を

増額するものでございます。

日程第16、議案第18号 平成23年度浪江町国民○議長（吉田数博君）

健康保険直営診療施設事業特別会計補正予算（第３号 、町長から）

提案理由の説明を求めます。

町長。

議案第18号 平成23年度浪江町国民健康保険直○町長（馬場 有君）

営診療施設事業特別会計補正予算（第３号）についてご説明いたし

ます。

本案は、国からの調整交付金確定により188万8,000円を事業勘定

に繰入し、日本医師会からの御厚意による義援金追加分50万円を雑

入に追加し、歳入歳出予算の総額を１億4,876万9,000円とするもの

であります。

歳出の主なものは、予備費に249万8,000円を増額し、総務費11万

円を減額するものです。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

日程第17、議案第19号 平成23年度浪江町公共○議長（吉田数博君）
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下水道事業特別会計補正予算（第３号 、町長から提案理由の説明）

を求めます。

町長。

議案第19号 平成23年度浪江町公共下水道事業○町長（馬場 有君）

特別会計補正予算（第３号）についてご説明いたします。

本案は、歳出の公共下水道事業費を補正するもので、下水道総務

管理費を1,051万3,000円減額、下水道維持管理費を750万円減額す

るものであります。

よろしくお願いいたします。

日程第18、議案第20号 平成23年度浪江町農業○議長（吉田数博君）

集落排水事業特別会計補正予算（第３号 、町長から提案理由の説）

明を求めます。

町長。

議案第20号 平成23年度浪江町農業集落排水事○町長（馬場 有君）

業特別会計補正予算（第３号）についてご説明いたします。

本案は、歳出の農業集落排水維持管理費の委託料300万円の減額

補正であります。

よろしくお願いいたします。

日程第19、議案第21号 平成23年度浪江町介護○議長（吉田数博君）

保険事業特別会計補正予算（第３号 、町長から提案理由の説明を）

求めます。

町長。

議案第21号 平成23年度浪江町介護保険事業特○町長（馬場 有君）

別会計補正予算（第３号）についてご説明いたします。

本案は、歳入歳出それぞれ１億5,439万1,000円を増額補正するも

のであります。

歳入の主なものは、国庫支出金１億3,336万4,000円、県支出金

2,067万5,000円を増額するものであります。

歳出の主なものは、保険給付費１億4,902万8,000円を増額するも

のであります。

詳細については、健康保険課長が説明いたします。

内容説明、健康保険課長。○議長（吉田数博君）

それではご説明を申し上げます。○健康保険課長（紺野則夫君）

。 。はじめに歳入についてでございます ５ページをお開き願います

款３国庫支出金、目１介護給付費負担金365万1,000円の増額です

が、これは国からの確定により増額するものでございます。

次に、調整交付金の595万8,000円の減額ですが、これも国からの

確定により減額するものでございます。
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次に、目５災害臨時特例補助金１億3,567万1,000円の増、これは

保険料の現年度分、介護給付費の個人負担分の減額に対する国から

の補助金でございます。

次に、款５県支出金、目１介護給付費負担金2,075万円の増額で

すが、これも県からの確定分でございます。

次に、歳出についてご説明をいたします。

７ページをお開き願います。目１居宅介護サービス給付費8,180

万円、目２地域密着型介護サービス給付費1,980万円、目３施設介

護サービス給付費3,102万円、目６居宅介護サービス計画給付費660

万円。

８ページをお開き願います。目１介護予防サービス給付費880万

円等を増額するものでございます。

これらの増額理由でございますが、長期にわたる避難生活で要介

護、要支援の方の増加に伴う給付の増額でございます。

日程第20、議案第22号 平成23年度浪江町後期○議長（吉田数博君）

高齢者医療特別会計補正予算（第２号 、町長から提案理由の説明）

を求めます。

町長。

議案第22号 平成23年度浪江町後期高齢者医療○町長（馬場 有君）

特別会計補正予算（第２号）についてご説明いたします。

、 。本案は 歳入歳出それぞれ14万9,000円を減額補正等であります

歳入の主なものは、繰入金248万円を減額するものであります。

歳出の主なものは、予備費94万3,000円を減額するものでありま

す。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

日程第21、議案第23号 平成23年度浪江町水道○議長（吉田数博君）

（ ）、 。事業会計補正予算 第２号 町長から提案理由の説明を求めます

町長。

議案第23号 平成23年度浪江町水道事業会計補○町長（馬場 有君）

正予算（第２号）についてご説明いたします。

本案は、収益的支出の営業費用の原水及び浄水費で280万円の減

額補正となっております。

よろしくご審議をお願いいたします。

ここで３時30分まで休憩をいたします。○議長（吉田数博君）

（午後 ３時１１分）

再開をいたします。○議長（吉田数博君）
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（午後 ３時３０分）

日程第22、議案第24号 平成24年度浪江町一般○議長（吉田数博君）

会計予算について、町長から提案理由の説明を求めます。

町長。

議案第24号 平成24年度浪江町一般会計予算に○町長（馬場 有君）

ついてご説明いします。

本案は、平成24年度一般会計予算の総額を63億6,300万円と定め

るものであります。この予算額は前年度に対して７億7,600万円、

10.9％の減額となっております。

歳入の主なものは、町税が震災特例法の規定に基づく減免等によ

り55.0％減の８億4,055万円。地方交付税が減免による町税の減収

補てん等として交付される震災復興特別交付税の増により28.1％増

の32億400万円。町債の借入れにつきましては、臨時財政対策債３

億5,100万円、18.8％減となっております。

歳出予算の編成につきましては、浪江町復興ビジョンに基づき、

全国各地に避難されている町民の皆様の「暮らしの再建 「ふるさ」

となみえの再生」に向けて編成いたしました。

性質別に説明いたしますと、義務的経費が災害弔慰金や小中学校

就学援助費、保育料助成金等扶助費で３億9,056万3,000円増加した

、 、 。ことにより 10.3％増の32億9,042万円 構成比51.8％であります

その他の経費につきましては、仮設庁舎・各出張所での災害救助

、 、・救援事務や緊急雇用事業 仮設学校運営事業等に事業がシフトし

物件費が減少したこと等により、19.0％減の30億367万5,000円。

一方、浪江町内のインフラ復旧については災害復旧事業費2,821

、 、万円の計上のみとなっておりますが 本格的な復旧事業については

除染の進捗状況と併せ、対応していくことといたしております。

詳細については、総務課長が説明いたします。

内容説明、総務課長。○議長（吉田数博君）

それでは、平成24年度一般会計・特別会計○総務課長（根岸弘正君）

歳入歳出予算資料によりご説明を申し上げます。

１ページをお開きいただきたいと思います。平成24年度一般会計

及び特別会計歳入歳出予算であります。一般会計平成24年度当初予

。 、算額が63億6,300万円でございます 増減額で７億7,600万円の減額

率で10.9％の減額でございます。

特別会計にありましては、９つの特別会計でございます。平成24

年度予算額が63億302万6,000円でございます。増減額で14億8,979

万6,000円31.0％の増でございます。
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。一般会計・特別会計の合計が126億6,602万6,000円でございます

増減額で７億1,379万6,000円の増額でございます。伸び率6.0％で

ございます。

次に、平成24年度一般会計当初予算、歳入の構成でございます。

まず、町税であります。平成24年度の当初予算額が８億4,055万円

でございます。増減額が10億2,611万3,000円の減額、伸び率で55％

の減額でございます。構成比にあっては、平成23年は26.1％ござい

ましたが、半分の13.2％の構成率ということであります。この調整

の中身は、町民税等の予算、減額前の予算が入ってございます。

次に、地方消費税交付金であります。平成24年度予算額が１億

9,000万円の率で12.4％の増でございます。

次に、地方交付税であります。平成24年度当初予算額が32億400

万円でございます。増減額で７億200万円、伸び率で28.1％でござ

います。震災特交等を見込んでございます。構成比で50.4％という

ことで、地方交付税で予算額の半分以上を占めるというような状況

になっております。

次に、国庫支出金でありますが３億7,580万円、増減額で１億

8,379万1,000円の減額でございます。伸び率で32.8％の減額。これ

は子ども手当等の減額によるものでございます。

県支出金で８億9,963万6,000円、増減額で１億4,176万6,000円、

18.7％の増額でございます。災害弔慰金あるいは見舞金、災害給付

費等の増によるものでございます。

次に、町債であります。３億5,100万円ということで、これは臨

時財政対策債を計上しております。増減額で8,100万円の減額、伸

び率で18.8％の減額でございます。

次に、２ページをお開きいただきたいと思います。

歳入の自主財源・依存財源の構成でございます。まず自主財源で

ありますが、町税が８億4,055万円、繰越金で１億2,000万円、諸収

入で１億4,568万円ということで小計で11億7,756万3,000円、増減

。 、費で13億3,967万5,000円の減額でございます 伸び率で53.2％の減

構成比で18.6％ということで、依存財源になるという財源構成にな

っております。

一方、依存財源でありますが、地方交付税が32億400万円という

ことで、構成比で50.4％半分以上占めるということになります。国

庫支出金で３億7,580万円、県支出金で８億9,963万6,000円という

、 、 、ことで 小計で51億8,543万7,000円 増減額で５億6,367万5,000円

伸び率12.2％、構成比率81.4％ということでございます。

次に、一般財源と特定財源の表でございます。一般財源では、町
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税が８億4,055万円、地方交付税で32億400万円、町債で３億5,100

、 、万円ということで 平成24年度の一般財源の合計が48億7,728万円

増減額が５億2,927万5,000円減額、伸び率9.8％の減、構成比で

76.6％となります。一方、特定財源になりますが、主なものは国庫

支出金で３億7,505万円、県支出金で８億9,962万6,000円でござい

ます。特定財源の合計が14億8,572万円、増減額で２億4,672万

5,000万円の減額であります。伸び率14.2％の減、構成比24.3％と

なります。

次に４ページ、平成24年度一般会計当初予算目的別歳出の構成で

ございます。主なもののみを申し上げます。

総務費では７億2,463万円、増減額で２億5,059万円の減額であり

ます。伸び率25.7％の減、一般管理費あるいは財産管理費、情報管

理費等の減によるものでございます。

民生費は32億3,325万5,000円、増減額で11億8,159万1,000円、伸

び率57.6％、構成比で50.9％となります。これは災害救助費関係の

経費が入ってきたことによるものでございます。

次に、衛生費での４億976万2,000円、増減額１億2,471万2,000円

の減額、伸び率で23.3％の減額であります。広域市町村圏等負担金

等の減額によるものでございます。

次に、農林水産業費であります。２億3,278万2,000円、増減額で

３億1,062万7,000円、57.2％の減額でございます。これは町職員の

人件費であるとか、大柿ダムの国分、中山間直接支払等がなくなっ

た分減額したということでの減額でございます。

土木費であります。３億5,472万1,000円、増減額で３億1,364万

3,000円の減額、伸び率で46.9％の減額であります。道路橋梁費の

維持費管理費によるものでございます。

教育費で１億3,782万2,000円、増減額で７億2,511万8,000円の減

額でございます。84.0％の減額の伸び率となっております。小中学

校費、あるいは社会教育費の減額によるものでございます。

公債費でありますが６億7,187万9,000円、増減額で543万3,000円

となってございます。

次に、性質別の構成であります。義務的経費では、人件費で13億

7,771万8,000円、増減額で8,952万7,000円の減額であります。6.1

％の減額、職員の減少等によるものでございます。扶助費で12億

4,082万3,000円、増減額で９億9,056万3,000円、45.9％の伸び率で

。 。あります 災害救助費関係の扶助費の伸びによるものでございます

公債費で６億7,187万9,000円であります。義務的経費の合計が32億

、 、 。9,042万円 増減が３億646万9,000円 伸び率10.3％でございます
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構成比51.8％ということで、新年度予算の半分以上が義務的経費と

なっております。

投資的経費でありますが、普通建設事業費で4,069万5,000円、増

減額が４億116万7,000円の減額になります。伸び率90.8％の減であ

ります。災害復旧費をとらえましても、投資的経費の合計が6,890

万5,000円、増減額が３億7,650万円の減、伸び率で84.5％の減とな

っております。なお、普通建設事業費、これから復旧等が出てくれ

ば補正によって対応していきたいという考えをもっているところで

ございます。

その他の経費でありますが、物件費が８億1,869万1,000円、３億

6,075万5,000円の減額でございます。補助費等で10億3,473万9,000

円、３億5,430万円の減であります。補助金等の減額によるもので

あります。その他の経費の合計が30億367万5,000円、増減額で７億

596万9,000円の減額、伸び率で19.0％の減額でございます。

６ページをお開きいただきたいと思います。一般会計当初予算の

主要事業でございます。基本方針に関する目標に対しての事業とい

うことで記載をしております。

まず①健康管理の充実ということで、内部被ばく検査事業という

ことで1,704万8,000円、予防接種事業で3,275万6,000円等を計上し

たところでございます。

②賠償対策の充実ということで、原子力賠償支援事業ということ

で弁護士等による説明会開催等に252万円の予算を計上したところ

でございます。

③就労や事業再開による自立の支援ということで、緊急雇用創出

事業ということで7,361万8,000円の計上をしてございます。

、 、④住宅環境の改善ということで 仮設住宅管理事業ということで

緊急応急仮設住宅・集会所等維持管理のために8,176万9,000円、仮

設住宅等高齢者生活支援事業、緊急システムあるいは訪問介護仮設

住宅への移動訪問販売等でございますが、1,705万1,000円の予算計

上をしております。

また、⑤町民を繋ぐ絆の維持ということで、町民交流会・イベン

ト等開催事業を予定しております。1,635万3,000円の計上でござい

ます。

⑥教育環境の再生と学習支援の充実ということで、仮設学校運営

事業ということで１億7,803万7,000円の計上でございます。

また、ふるさとなみえの再生ということであります。

②低線量地域等におけるインフラ復旧ということで、道路橋りょ

う等災害復旧等を見込んでございます。
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③町民とふるさとなみえを繋ぐ絆の深化ということで、広報紙の

発行事業で2,469万円。広報発行部数が現在１万500部の発行でござ

。 、います 地域づくり総合支援事業ということで町民の声収集・記録

ＦＭふくしま番組の放送ということで2,000万円の計上でございま

す。

その他の主要事業ということで被災者生活支援ということで、災

害見舞金、災害弔慰金、災害救護資金貸付等を計上したところであ

ります。

その他主要事業で大きなものが仮庁舎管理事業ということで１億

1,307万7,000円、障がい者自立支援給付費等給付事業で１億9,560

万円、子どものための手当ということで3,319万3,000円、保育料の

助成事業、これは保育料負担格差是正のために4,800万円の予算計

上を行ったところでございます。

次に、 後の11ページをご覧いただきたいと思います。一般会計

における町債及び債務負担行為の状況であります。平成22年度末の

現在高、合計が60億8,968万4,000円でございます。平成23年度末現

在高が58億1,731万5,000円、これに平成24年度中の起債計画３億

5,100万円をプラスして、平成24年度中の償還金額５億7,686万

8,000円を差し引いた平成24年度末の現在高見込額が55億9,144万

7,000円の見込額となっております。

次に、債務負担行為の状況であります。債務負担行為の限度額が

83億1,983万3,000円であります。平成23年度末の現在高見込み額が

６億9,439万4,000円でございます。これに対して平成24年度中の支

払い予定額が１億7,450万2,000円ということで、平成25年度以降の

支出予定額が５億1,989万2,000円であります。これにつきましては

大柿ダム関連の整備費でございます。

よろしくお願いしたいと思います。

日程第23、議案第25号 平成24年度浪江町文化○議長（吉田数博君）

及びスポーツ振興育成事業特別会計予算について、町長から提案理

由の説明を求めます。

町長。

議案第25号 平成24年度浪江町文化及びスポー○町長（馬場 有君）

ツ振興育成事業特別会計予算についてご説明いたします。

本案は、予算の総額を105万3,000円とするものであります。

歳入の主なものは、繰入金の104万円で、歳出の主なものは、助

成費の100万円であります。

よろしくお願いします。

日程第24、議案第26号 平成24年度浪江町国民○議長（吉田数博君）
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健康保険事業特別会計予算について、町長から提案理由の説明を求

めます。

町長。

議案第26号 平成24年度浪江町国民健康保険事○町長（馬場 有君）

業特別会計予算についてご説明いたします。

本案は、平成24年度浪江町国民健康保険事業特別会計予算の総額

を36億7,946万円と定めるものであります。この予算額は、前年度

に対し13億2,394万1,000円の増額となっております。

、 、歳入の主なものは 国民健康保険税が21.3％増の７億3,825万円

国庫支出金が154.6％増の16億3,402万6,000円、前期高齢者交付金

10.4％増の４億1,592万6,000円などであります。

、 、歳出の主なものは 保険給付費が75.6％増の27億9,500万7,000円

後期高齢者支援金が29.3％増の３億5,446万5,000円、共同事業拠出

金5.9％増の２億6,661万9,000円であります。

詳細については、健康保険課長が説明いたしますのでよろしくお

願いいたします。

内容説明、健康保険課長。○議長（吉田数博君）

それでは予算資料８ページをお開き願○健康保険課長（紺野則夫君）

います。

始めに、事業概要を申し上げますと、国民健康保険加入者の方々

、 。の疾病 負傷者などの医療に対し保険給付を行う事業でございます

予算資料の８ページをご覧いただきたいと思います。

それでは歳入についてご説明申し上げます。はじめに国民健康保

険税でございますが、前年度に対しまして１億2,974万5,000円の増

額で７億3,825万円。内訳でございますが、一般被保険者国民健康

保険税６億9,674万3,000円、退職被保険者等国民健康保険税4,150

万7,000円。

次に、国庫支出金16億3,402万6,000円、平成23年度と比較します

と９億9,217万円の増でございます。

続きまして、療養給付費等交付金１億3,859万7,000円、前年度で

比較しますと5,639万3,000円の増になっております。

次に、前期高齢者交付金４億1,592万6,000円、前年度に比較しま

すと、3,901万1,000円の増になっております。

県支出金１億9,318万8,000円、前年の伸びと比較いたしますと、

7,860万9,000円の増でございます。

次に、共同事業交付金３億5,083万3,000円、前年度と比較いたし

ますと3,058万3,000円の増額でございます。

財産収入につきましては、前年度と同額の１万1,000円でござい
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ます。

繰入金１億9,840万4,000円、前年度に比較いたしますと204万

3,000円の減でございます。

続きまして、繰入金1,000万1,000円、前年度と比較しますと増額

でございます。

諸収入でございますが19万9,000円減の22万2,000円で、合計が歳

入36億7,246万円、前年度に比較しますと13億2,394万1,000円の増

額でございます。

次に、歳出についてご説明申し上げます。総務費、一般管理費で

ございますが5,582万5,000円、前年度から比較しますと403万8,000

円の減でございます。

保険給付費27億9,500万7,000円、前年度比較しますと12億328万

8,000円、これは医療費、それと避難のために相当、今増加してい

る。それから一部負担金が減免になっていることもございまして、

医療費等については12億ほどの増となっております。

次に、後期高齢者支援金３億5,446万5,000円、前年対比で8,047

万1,000円でございます。

次に、前期高齢者納付金41万2,000円、前年度から委託をします

と39万4,000円ほどの減になっております。

介護納付金１億6,865万7,000円、前年度から比較しますと2,006

万6,000円の増でございます。

次に、共同事業拠出金２億6,661万9,000円、前年度から比較しま

すと1,493万5,000円の増でございます。

続きまして、保健事業費1,675万円、前年度の対比しますと306万

2,000円の増でございます。

続きまして、諸支出金1,412万9,000円、前年度から比較しますと

628万8,000円の増額になっています。

予備費といたしまして711万5,000円。前年対比で33万2,000円の

増額になります。

合計で収入・支出、36億7,946万円の予算額でございます。

日程第25、議案第27号 平成24年度浪江町国民○議長（吉田数博君）

健康保険直営診療施設事業特別会計予算について、町長から提案理

由の説明を求めます。

町長。

議案第27号 平成24年度浪江町国民健康保険直○町長（馬場 有君）

営診療施設事業特別会計予算についてご説明いたします。

本案は、平成24年度浪江町国民健康保険直営診療施設事業特別会

計予算の総額を１億8,330万7,000円と定めるものであります。この
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予算額は前年度に対し6,946万6,000円、61％の増額となっておりま

す。

歳入の主なものは、診療報酬9,662万7,000円、15.5％の増、繰入

金7,835万6,000円、247.7％の増、繰越金600万円、11.1％の減であ

ります。

歳出の主なものは、総務費１億341万5,000円、38.9％の増、医業

費7,859万2,000円、107.6％の増額であります。

詳細については、事務長が説明いたします。

内容説明、健康保険課長兼津島診療所事務長。○議長（吉田数博君）

資料８ページの国○健康保険課長兼津島診療所事務長（紺野則夫君）

保直営診療施設事業でご説明を申し上げます。

はじめに事業の概要でございますが、大震災に伴う原発事故等で

避難している町民の健康保持を目的とした町直営の診療事業でござ

います。

それでは、歳入についてご説明を申し上げます。はじめに診療収

入9,662万7,000円、前年度に比較しますと1,296万4,000円の増額で

ございます。

続きまして、繰入金、町からの繰入金でございますが、7,835万

6,000円、前年度に比較しますと5,581万8,000円の増額でございま

す。

次に、繰越金600万円、前年度から比較しますと75万円の減でご

ざいます。

諸収入160万1,000円、前年度から比較しますと100万円の増額に

なっています。

続きまして、歳出に移ります。総務費１億341万5,000円、前年対

比で2,893万円の増額でございます。

次に、事業費7,859万2,000円、前年度で比較しますと4,072万

8,000円の増額でございます。

予備費といたしまして130万円、前年対比で20万円ほどの減額で

す。

総額で１億8,330万7,000円でございます。

日程第26、議案第28号 平成24年度浪江町公共○議長（吉田数博君）

下水道事業特別会計予算について、町長から提案理由の説明を求め

ます。

町長。

議案第28号 平成24年度浪江町公共下水道事業○町長（馬場 有君）

特別会計予算についてご説明いたします。

本案は、予算の総額を３億3,823万2,000円とするもので、対前年
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比35.2％の減となっております。

歳入の主なものでは、一般会計繰入金の３億3,722万8,000円で、

4.4％の増であります。

歳出では、公共下水道事業費で1,532万1,000円となり、92.0％の

減、公債費で３億2,241万1,000円となり、2.0％の減となります。

詳細については上下水道課長より説明いたします。

内容説明、上下水道課長。○議長（吉田数博君）

予算資料９ページで説明いたします。○上下水道課長（星 光美君）

公共下水道事業の歳入でありますが、繰入金が３億3,722万8,000

円で1,423万9,000円の増で、主に公債費へ充当いたしております。

繰越金については、平成23年度の剰余金100万円を予定しており

ます。

次に、歳出でございますが、公共下水道事業費で1,532万1,000円

で、前年比１億7,628万7,000円の減です。震災に伴う調査費以外の

事業の停止のためでございます。

次に、公債費３億2,241万1,000円で通常償還分でございます。

、 。予備費につきましては50万円で 100万円の減になっております

以上、歳入歳出合計が３億3,823万2,000円となっております。

日程第27、議案第29号 平成24年度浪江町工業○議長（吉田数博君）

団地造成事業特別会計予算について、町長から提案理由の説明を求

めます。

町長。

議案第29号 平成24年度浪江町工業団地造成事○町長（馬場 有君）

業特別会計予算についてご説明いたします。

本案は、平成24年度浪江町工業団地造成事業特別会計予算の総額

を603万9,000円と定めるものであります。

歳入の主なものは繰越金であります。

よろしくお願いいたします。

日程第28、議案第30号 平成24年度浪江町農業○議長（吉田数博君）

集落排水事業特別会計予算について、町長から提案理由の説明を求

めます。

町長。

議案第30号 平成24年度浪江町農業集落排水事○町長（馬場 有君）

業特別会計予算についてご説明いたします。

本案は、予算の総額を2,810万9,000円とするもので、対前年比

46.1％の減となっております。

歳入の主なものでは、一般会計繰入金で2,760万6,000円となり

14.9％の減であります。



- 138 -

歳出では、農業集落排水事業費で421万6,000円となり85.1％の減

となっております。

よろしくお願いいたします。

日程第29、議案第31号 平成24年度浪江町介護○議長（吉田数博君）

保険事業特別会計予算について、町長から提案理由の説明を求めま

す。

町長。

議案第31号 平成24年度浪江町介護保険事業特○町長（馬場 有君）

別会計予算についてご説明いたします。

本案は、平成24年度浪江町介護保険事業特別会計予算の総額を19

億9,440万円と定めるものであります。この予算額は前年度に対し

て４億1,334万4,000円、26.1％の増額となっております。

、 、歳入の主なものは 国庫支出金が62.6％増の６億1,025万3,000円

支払基金交付金27.7％増の５億7,557万8,000円、県支出金29.1％増

の２億9,697万5,000円などであります。

歳出の主なものは、保険給付費28.7％増の19億1,247万9,000円、

総務費1.7％減の5,679万2,000円などであります。

よろしくお願いいたします。

日程第30、議案第32号 平成24年度浪江町財産○議長（吉田数博君）

区管理事業特別会計予算について、町長から提案理由の説明を求め

ます。

町長。

議案第32号 平成24年度浪江町財産区管理事業○町長（馬場 有君）

特別会計予算についてご説明いたします。

本案は、予算の総額を584万1,000円に定めるものであります。

よろしくお願いいたします。

日程第31、議案第33号 平成24年度浪江町後期○議長（吉田数博君）

高齢者医療特別会計予算について、町長から提案理由の説明を求め

ます。

町長。

議案第33号 平成24年度浪江町後期高齢者医療○町長（馬場 有君）

特別会計予算についてご説明いたします。

本案は、平成24年度浪江町後期高齢者医療特別会計予算の総額を

6,658万5,000円と定めるものであります。この予算額は前年度に対

し１億755万2,000円、61.8％の減額となっております。

、 。歳入の主なものは 繰入金12.3％増の6,603万1,000円であります

歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金68.9％減の

5,235万1,000円であります。
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よろしくお願いいたします。

日程第32、議案第34号 平成24年度浪江町水道○議長（吉田数博君）

事業会計予算について、町長から提案理由の説明を求めます。

町長。

議案第34号 平成24年度浪江町水道事業会計予○町長（馬場 有君）

算についてご説明いたします。

本案は、災害復旧業務を主軸とした上下水道事業の経営にかかる

ものです。

収益的収支で、収入が5,202万円、支出が１億9,846万5,000円と

なります。

また、資本的収支では、支出のみで8,268万4,000円となります。

よろしくお願いいたします。

日程第33、報告第３号 専決処分の報告につい○議長（吉田数博君）

て、町長から提案理由の説明を求めます。

町長。

報告第３号 専決処分の報告についてご説明い○町長（馬場 有君）

たします。

本件は、地方自治法第180条第１項の規定に基づき、議会の議決

により指定された町長の専決処分事項について、専決処分したもの

であります。

専決の内容は、平成24年３月31日をもって福島県市町村総合事務

組合から伊達市国見町大枝小学校組合、田島下郷町衛生組合、西部

環境衛生組合、西白河地方衛生処理一部事務組合及び白河地方水道

用水供給企業団を脱退させ、平成24年４月１日から南会津地方環境

衛生組合を加入させるため、福島県市町村総合事務組合を組織する

団体数の増減及びこれに係る規約の変更について専決処分したの

で、報告するものであります。

よろしくお願いします。

日程第34、報告第４号 平成22年度教育に関す○議長（吉田数博君）

る事務の管理及び執行状況の点検・評価実施報告について、町長か

ら提案理由の説明を求めます。

町長。

報告第４号 平成22年度教育に関する事務の管○町長（馬場 有君）

理及び執行状況の点検・評価実施報告についてご説明いたします。

本報告書は 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基、

づき議会に報告するものです。

詳細については、教育総務課長が説明いたしますので、よろしく

お願いいたします。
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内容説明、教育総務課長。○議長（吉田数博君）

報告第４号 平成22年度教育に関する○教育総務課長（屋中茂夫君）

事務の管理及び執行状況の点検・評価報告書についてご説明申し上

げます。

平成22年度の報告書は、本来ならば平成23年６月議会に提出する

ところですが、東日本大震災及び原子力発電所事故による災害で、

町全域が警戒区域、計画的避難区域に指定され、全町民が避難する

という異常な状況下にあることから、十分な資料がない中での作業

となりました。

また、学識経験を有する方々からの意見聴取については、予め委

嘱を申し上げました３名の外部評価員の方々が遠方に避難している

こと、それから時間調整がとれないことなどのため、実施困難と判

、 、断し 内部評価のみで本議会への提出ということになりましたので

何卒ご理解をいただきたいと存じます。

報告書のいろんな内容としましては、次の経済対策臨時交付金等

を活用した大型事業を10件実施しました。

町史編纂事務では、歴史資料として原始・古代・中世編の平成23

年度編纂向け資料の整備及び原稿の依頼を専門委員の方達に行った

ところです。

現場におきましては、平成23年度から小学校５年生、６年生に外

国語を導入するに伴い、その移行措置として浪江小学校と大堀小学

校が外国語活動実践研究授業校に指定を受け、外国語活動を実践い

たしました。

社会教育施設では、老朽化している第一・第二体育館にかわるス

ポーツ施設として、地域スポーツセンターの建設を進めたところで

ございます。

その他の諸事業につきましては、報告書をご覧いただきたいと存

じます。

何卒よろしくお願いします。

以上で、提案理由の説明並びに議案の説明が終○議長（吉田数博君）

わりました。

質疑については19日に行います。

◎次回日程の報告

休会中の委員会活動日程を申し上げます。休会○議長（吉田数博君）

、 、 、中における各常任委員会の招集日は 総務常任委員会が12日 14日

15日、午前９時30分から第２会議室で、産業・建設常任委員会が12

日、14日、15日、午前９時30分から第３会議室で、文教・厚生常任
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委員会が12日、14日、15日、午前９時30分から特別会議室で開催い

たしますので、関係課長等につきましても、委員会への出席要求が

あった場合には、よろしくお願いいたします。

また、全員協議会を13日、午後１時30分から第３会議室、災害対

策委員会を16日、午後１時30分から第３会議室において開催いたし

ますのでご参集をお願いいたします。

◎延会について

お諮りいたします。本日の会議はこの程度にと○議長（吉田数博君）

どめ延会いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（吉田数博君）

◎延会の宣告

よって、本日はこれをもって延会することに決○議長（吉田数博君）

定いたしました。

19日は、午前９時から本会議を開きますので、よろしくお願いを

いたします。

（午後 ４時１５分）



平成２４年３月１０日（土曜日） 休 日

平成２４年３月１１日（日曜日） 休 日

平成２４年３月１２日（月曜日） 委員会

平成２４年３月１３日（火曜日） 休 会

平成２４年３月１４日（水曜日） 委員会

平成２４年３月１５日（木曜日） 委員会

平成２４年３月１６日（金曜日） 休 会

平成２４年３月１７日（土曜日） 休 日

平成２４年３月１８日（日曜日） 休 日
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平成２４年浪江町議会３月定例会

議 事 日 程（第３号）

平成２４年３月１９日（月曜日）午前９時開議

日程第 １ 議案第１５号 平成２３年度浪江町一般会計補正予算（第

８号）の事件の訂正について

日程第 ２ 議案第２３号 平成２３年度浪江町水道事業会計補正予算

（第２号）の事件の訂正について

日程第 ３ 議案第２４号 平成２４年度浪江町一般会計予算の事件の

訂正について

日程第 ４ 議案第３４号 平成２４年度浪江町水道事業会計予算の事

件の訂正について

日程第 ５ 議案第 ５号 浪江町課設置条例の一部改正について

議案第 ６号 浪江町課設置条例の改正に伴う関係条例の

整理に関する条例の制定について

議案第 ７号 行政区長設置条例の一部改正について

議案第 ８号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例の一部改正について

議案第 ９号 町長等の給与の特例に関する条例の一部改

正について

議案第１０号 職員の給与に関する条例の一部改正につい

て

議案第１１号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改

正について

議案第１２号 職員等の旅費に関する条例の一部改正につ

いて

議案第１３号 浪江町税条例の一部改正について

議案第１４号 浪江町介護保険条例の一部改正について

議案第１５号 平成２３年度浪江町一般会計補正予算（第

８号）

議案第１６号 平成２３年度浪江町文化及びスポーツ振興

育成事業特別会計補正予算（第２号）

議案第１７号 平成２３年度浪江町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第３号）

議案第１８号 平成２３年度浪江町国民健康保険直営診療

施設事業特別会計補正予算（第３号）
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議案第１９号 平成２３年度浪江町公共下水道事業特別会

計補正予算（第３号）

議案第２０号 平成２３年度浪江町農業集落排水事業特別

会計補正予算（第３号）

議案第２１号 平成２３年度浪江町介護保険事業特別会計

補正予算（第３号）

議案第２２号 平成２３年度浪江町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２号）

議案第２３号 平成２３年度浪江町水道事業特別会計補正

予算（第２号）

議案第２４号 平成２４年度浪江町一般会計予算

議案第２５号 平成２４年度浪江町文化及びスポーツ振興

育成事業特別会計予算

議案第２６号 平成２４年度浪江町国民健康保険事業特別

会計予算

議案第２７号 平成２４年度浪江町国民健康保険直営診療

施設事業特別会計予算

議案第２８号 平成２４年度浪江町公共下水道事業特別会

計予算

議案第２９号 平成２４年度浪江町工業団地造成事業特別

会計予算

議案第３０号 平成２４年度浪江町農業集落排水事業特別

会計予算

議案第３１号 平成２４年度浪江町介護保険事業特別会計

予算

議案第３２号 平成２４年度浪江町財産区管理事業特別会

計予算

議案第３３号 平成２４年度浪江町後期高齢者医療特別会

計予算

議案第３４号 平成２４年度浪江町水道事業会計予算

報告第 ３号 専決処分の報告について

報告第 ４号 平成２２年度教育に関する事務の管理及び

執行状況の点検・評価実施報告について
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◎開議の宣告

おはようございます。ただいまの出席議員数は○議長（吉田数博君）

19人であります。

定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。

、 、 。なお 15番 佐々木恵寿議員から欠席の届け出がされております

（午前 ９時００分）

◎議事日程の報告

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ○議長（吉田数博君）

ります。

◎議案第１５号 平成２３年度浪江町一般会計補正予算（第８

号）の事件の訂正について

日程第１、議案第15号 平成23年度浪江町一般○議長（吉田数博君）

（ ） 。会計補正予算 第８号 の事件の訂正についてを議題といたします

町長から提案理由の説明を求めます。

町長。

議案第15号 平成23年度浪江町一般会計補正予○町長（馬場 有君）

算（第８号）の事件の訂正請求についてご説明いたします。

平成23年度浪江町一般会計補正予算（第８号）歳入歳出補正予算

事項別明細書12ページ、農林水産業費国庫補助金の目及び節の番号

の誤植を訂正するものであります。

よろしくお願いいたします。

お諮りいたします。○議長（吉田数博君）

ただいま議題となっております議案第15号 平成23年度浪江町一

般会計補正予算（第８号）の事件の訂正についてを許可することに

ご異議ありませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（吉田数博君）

よって、議案第15号 平成23年度浪江町一般会計補正予算（第８

号）の事件の訂正についてを許可することに決定いたしました。

◎議案第２３号 平成２３年度浪江町水道事業会計補正予算

（第２号）の事件の訂正について

日程第２、議案第23号 平成23年度浪江町水道○議長（吉田数博君）

事業会計補正予算（第２号）の事件の訂正についてを議題といたし

ます。
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町長から提案理由の説明を求めます。

町長。

議案第23号 平成23年度浪江町水道事業会計補○町長（馬場 有君）

正予算（第２号）の事件の訂正についてご説明いたします。

平成23年度浪江町水道事業会計補正予算（第２号）平成23年度浪

江町水道事業会計予定貸借対照表７ページの中の額の符号の誤植を

訂正するものであります。

よろしくお願いいたします。

お諮りいたします。○議長（吉田数博君）

ただいま議題となっております議案第23号 平成23年度浪江町水

道事業会計補正予算（第２号）の事件の訂正についてを許可するこ

とにご異議ありませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（吉田数博君）

よって 議案第23号 平成23年度浪江町水道事業会計補正予算 第、 （

２号）の事件の訂正についてを許可することに決定いたしました。

◎議案第２４号 平成２４年度浪江町一般会計予算の事件の訂

正について

日程第３、議案第24号 平成24年度浪江町一般○議長（吉田数博君）

会計予算の事件の訂正についてを議題といたします。

町長から提案理由の説明を求めます。

町長。

議案第24号 平成24年度浪江町一般会計予算の○町長（馬場 有君）

事件の訂正請求についてご説明いたします。

平成24年度浪江町一般会計予算、歳入歳出予算事項別明細書134

ページ、目２非常非常備消防費、節１報酬の説明欄の誤植を訂正す

るものであります。

よろしくお願いいたします。

お諮りいたします。○議長（吉田数博君）

ただいま議題となっております議案第24号 平成24年度浪江町一

般会計予算の事件の訂正についてを許可することにご異議ありませ

んか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（吉田数博君）

よって、議案第24号 平成24年度浪江町一般会計予算の事件の訂

正についてを許可することに決定いたしました。
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◎議案第３４号 平成２４年度浪江町水道事業会計予算の事件

の訂正について

日程第４、議案第34号 平成24年度浪江町水道○議長（吉田数博君）

事業会計予算の事件の訂正についてを議題といたします。

町長から提案理由の説明を求めます。

町長。

議案第34号 平成24年度浪江町水道事業会計予○町長（馬場 有君）

算の事件の訂正請求についてご説明いたします。

平成24年度浪江町水道事業会計予算について、数値に誤りがあり

ましたので訂正するものであります。

詳細については、上下水道課長より説明をいたします。

よろしくお願いいたします。

内容説明、上下水道課長。○議長（吉田数博君）

それでは議案第34号の訂正について説○上下水道課長（星 光美君）

明いたします。予算書の中の附属書類10ページの浪江町水道事業会

計資金内訳書をお開き願います。

中段の支払資金の当年度の計画 「１億8,562万3,000円」を「１、

億8,254万4,000円」に、増減「△7,373万8,000円」を「△7,681万

8,000円」に訂正。事業費用の当年度予定額「１億293万9,000円」

を「9,986万円」に。増減で「613万8,000円」を「305万9,000円」

に訂正。差引の当年度予定額で「２億3,558万7,000円」を「２億

3,866万6,000円」に、増減「△１億3,360万3,000円」を「△１億

3,052万4,000円」に訂正をお願いいたします。

次に、12ページをお開きいただきます。以下は、先ほどの資金計

画の事業費用を訂正したことによって、連動して訂正するものであ

ります。２流動資産 （１）現金預金 「２億3,558万7,000円」を、 、

「２億3,866万6,000円」に、流動資産合計「２億7,133万6,151円」

「 」 。 「 」 、を ２億7,441万5,151円 に 資産合計 40億1,822万3,674円 を

「40億2,130万2,674円」に訂正するものであります。

よろしくお願いします。

さらには、14ページをお開き願います （２）利益剰余金、ハの。

、「 」 「 」。当年度純損失 －１億4,970万8,460円 を －１億4,662万962円

利益剰余金合計 「２億6,014万8,299円」を「２億922万9,299円」、

に。

暫時休議いたします。○議長（吉田数博君）

（午前 ９時１０分）



- 149 -

再開いたします。○議長（吉田数博君）

（午前 ９時１０分）

上下水道課長。○議長（吉田数博君）

12ページの資産の合計からもう一度読○上下水道課長（星 光美君）

み上げますのでよろしくお願いします 「40億1,822万3,674円」を。

「40億2,130万2,674円」です。

続いて14ページのところお願いします。７剰余金 （２）利益剰、

余金「－１億4,970万8,460円」を「１億4,662万9,460円 。利益剰」

余金合計 「２億614万8,299円」を「２億922万7,299円」に。剰余、

金の合計「20億1,470万9,769円」を「20億1,778万8,769円 。資本」

合計 「39億9,401万1,595円」を「39億9,709万595円」に。負債資、

本合計 「40億1,822万3,674円」を「40億2,130万2,674円」と訂正、

するものであります。

また、20ページ、平成23年度浪江町水道会計予定貸借対照表、７

、（ ） 、 「 」剰余金 ２ 利益剰余金 当年度純損失 －１億9,901万5,287円

を「１億9,901万5,287円」に訂正するものであります。

大変申し訳ありませんでした。よろしくお願いいたします。

お諮りいたします。○議長（吉田数博君）

ただいま議題となっております議案第34号 平成24年度浪江町水

道事業会計予算の事件の訂正についてを許可することにご異議あり

ませんか。

20番。

所管事項でありますので中身には触れませんけ○20番（馬場 績君）

れども、きょうの事件訂正にかかわって確認をしておきたいと思い

ます。

ただいま、議案第34号の議案提案については、財源額の誤謬によ

る訂正という、訂正の理由の説明がありました。この中身で、既に

「異議なし」で承認された議案第23号、２番目に訂正を提案された

わけですが、これは水道会計事業補正予算でありますけれども、こ

の貸借対照表の表記について、誤植だったので訂正するということ

で、事務的なミスということでした。しかし、議案第34号では財源

額の誤謬ということで、20ページの貸借対照表の剰余金の符号につ

いても、誤植ではなくて誤謬という中身であります。これは正解な

んです。

したがって、議案第34号の誤謬訂正と、それから議案第23号の誤

植の訂正は、片方は誤植、片方は誤謬ということで、これはそのま

ま異議なしで認めるわけにいかない問題であると思います。
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同じ中身で、片方は誤謬、片方は誤植。内容的には誤謬なんです

よ。結論から言えば誤謬なんです。それが誤植という訂正の理由説

明でしたけれども、こういう提案でよろしいんでしょうか。

異議がありますので、起立によって採決いたし○議長（吉田数博君）

ます。

休議いたします。○議長（吉田数博君）

（午前 ９時１４分）

再開いたします。○議長（吉田数博君）

（午前 ９時１９分）

総務課長から発言を求められております。○議長（吉田数博君）

総務課長。

議案第34号の事件の訂正についてでありま○総務課長（根岸弘正君）

、 、 。すけれども 説明書の中に 数値の訂正が出てきたことでのお願い

また、20ページについては誤植ということであります。ひとつよろ

しくお願いしたいと思います。

20番。○議長（吉田数博君）

それでは元に戻っちゃうんです。したがって、○20番（馬場 績君）

こういう訂正でよろしいんですか。本質的には誤謬、こっちが実の

部分で、さっきの24号については経過の中で符号の補足という形を

取ろうとしているわけだけれども、一体のものなんだよね。提案者

として、矛盾していると思いませんか。提案者自身の問題でありま

す。

暫時休議をいたします。○議長（吉田数博君）

（午前 ９時２１分）

再開いたします。○議長（吉田数博君）

（午前 ９時２１分）

町長。○議長（吉田数博君）

今ご指摘のとおり、23号についての事件の訂正○町長（馬場 有君）

請求についてはご承認をいただきました。この34号についても、い

わゆる当年度の純損失が出てきて、これがマイナス、プラスの符号

が出てきまして、議員おただしのとおり、つじつまが合わないので

はないかというご指摘でありますけれども、23号について、ご了解
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をいただきましたので、34号の当期損失についても、それはご認識

をいただいたということで、前の数字の数値の誤り、誤謬というこ

とでひとつご理解をいただきたいと思います。

異議がありましたので、起立によって採決いた○議長（吉田数博君）

します。

訂正の件を許可することに賛成の諸君の起立を求めます。

［賛成者起立］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、訂正の件は、許可することに決定いたしました。

◎議案第５号の質疑、討論、採決

日程第５、議案第５号 浪江町課設置条例の一○議長（吉田数博君）

部改正について、これより質疑を行います。

20番。

議案第５号の指摘をする前に、発言の訂正をさ○20番（馬場 績君）

せていただきます。議案第34号の事件の訂正請求のところで、議案

第23号と議案第34号と申し上げましたけれども、議案第24号であり

ますので・・・。

［何事か呼ぶ者あり］

違う。議案第23号と言ったの。それが議案第24○20番（馬場 績君）

号ですよね。

［何事か呼ぶ者あり］

私のほうで混乱しました。議案第23号でよろし○20番（馬場 績君）

いんですね。訂正の訂正をいたします。

それでは議案第５号について。誠に今回も条例の一部改正が提案

されているわけですけれども、提案理由の説明もありましたけれど

も、私どもとしては、やはり例規集に基づいて点検確認をする必要

があると。残念ながら、こういう事態で、今なお例規集が手元にあ

りません。条例審議に入る前に、早い時期に、例規集の整備と配布

をお願いしたいと思います。

なお、議案審議にかかわることでありますので、例規集の整備は

現在どのようになっているのかお尋ねしておきます。

議案の中身に入ります。議案の中身に関して質疑を行います。４

月から機構改革が行われるということでありますけれども、この機

構改革に基づく人員配置についてお示しいただきたいと思います。

それから福島市、桑折町、本宮市、南相馬市、いわき市、二本松

は連絡所でありますけれども、出張所が設置されております。全員

協議会でもこの件については質疑をし、条例設置に基づく出張所設
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置にすべきではないかというふうに求めてきましたけれども、そう

なっておりません。改めて新しい機構改革のもとで、出張所の権限

と所掌事務との関係で条例改正が必要ではないかと私は思います。

いかがお考えなのかお答え願います。

それから、復旧事業課の係の一つ、上下水道係でありますけれど

も、この新しい機構図を見ればわかるとおり、上下水道係が２つの

ラインになっている。１つは復旧事業課における上下水道係、あと

は町長、副町長のラインのところからすとんと落ちて、復旧事業課

の上下水道係です。２つのラインに分かれております。なぜ、２つ

。 、 、のラインなのかということ 第３条 第４条との関係でこのことは

こういうふうになるのかということであります。

それから、当然のことながら企業会計であります。これも既存か

らいえば、こういう事態ではあっても継続的に企業会計を処理する

所掌事務の責任があるのではないかと。今回、平成24年度の予算提

案においても、委員会審議の中で整合性がないということで、企業

会計に基づく予算提案の中身に誤りがあるということが確認された

わけです。別の角度から考えてみれば、非常事態だということはあ

るにしても、企業会計を継続的に担当する体制にはなっていないの

ではないかと。兼務兼務という体制もやむを得ない一面はあるけれ

ども、今後、継続的な企業会計を所掌できる体制になるのかどうか

ということについてであります。それから、もう１点は、これはあ

くまでも事務機構改革でありますけれども、こういう非常事態の中

で、県内外に避難している人たちの心の相談も含めた総合相談窓口

が必要ではないかと。ないところは総務ということになるのか、支

援ということになるのかどうかわかりませんけれども、特別なポジ

ションを設ける環境におかれているのではないかと思います。その

総合相談窓口の体制について、今回の機構改革の一環でどのように

検討されているのか。

以上、お尋ねをいたします。

総務課長。○議長（吉田数博君）

例規集の整備状況でありますけれども、こ○総務課長（根岸弘正君）

れは今パソコンの中で整理をしている状況であります。その中身を

ＤＶＤに取りまして、各課で閲覧できるようにということで今やっ

ております。今後、ＬＡＮの配線の整備ができますと、各担当で見

れるようになるというようなことで、そういう体制にもっていきた

いと考えてございます。数につきましてもそういうことで進めてい

きたいと思いますけれども、まだ今のところはちょっと状況見てい

るところになっています。
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あと、新体制の人員配置でありますけれども、現在作業中にあり

ます。何課が何人ということではまだお示しできる段階にはなって

いないということでご理解いただきたいと思います。

出張所につきましては、権限、各種証明書の申請関係をいただい

て、この本庁で交付をする。その交付された証明書を申請者に手渡

すということで出張所をやっております。そういうことで、権限に

ついては本庁にあるということで、条例化しないで出張所の扱いの

ままとしたところでございます。これにつきましては、この事務動

向等を見ながらやはり考えていかなければならないという考えでお

るところであります。

復旧事業課の上下水道係が２つになっているということでありま

すけれども、公営企業の経営の場合、直接管理者は町長、副町長を

通じないで町長ということになるものですから、こういう図式にな

っているということであります。

また、今後、料金をいただくという体制にまでまだなっていませ

んので、そういう企業会計を取れるような状況になれば、当然そう

いう水道事業会計の従来の体制に持っていきたいとは考えておると

ころであります。

県内外の心の相談員の関係でありますけれども、だいぶ心配され

ているところでありまして、社会福祉協議会あたりもいろいろ回っ

ていただいて、また保健師等についても仮設住宅、借り上げ住宅等

をある程度訪問をしているという状況にあります。

ただ、県外につきましては、なかなかそういうケアができないよ

うな状況にありますので、これからはやはり健康保険課を中心とし

まして、窓口を設置しまして進めていきたいという考えでおるとこ

ろであります。

20番。○議長（吉田数博君）

例規集の整備についてでありますけれども、こ○20番（馬場 績君）

ういう事態だから、今すぐということを求めても無理な部分はある

かもしれませんけれども、ただ、今の総務課長の答弁は議会側とし

ては納得できないです。パソコンに入ってて、各課ではそれをみん

なで見れるように今整備中だと。我々は一体何なんだ。議会として

も、議員としても、例規集は必要でしょう。条例条項に基づいて行

政が執行されているのかどうかということを、やっぱりそういう意

味では絶えずチェックする必要があるわけです。今、パソコンの中

に入ってて、それができれば各課で見れるようになるというのは、

極めて無責任なお話であります。議会としては、容認する訳にはい

かないと思います。改めてどうされるのかお伺いをいたします。
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それから、出張所の所掌事務と権限、それとの関係で条例設置の

考え方をお尋ねしたわけですけれども、今、証明関係書類も請求を

受けて、本庁で署名発行すると。

したがって、出張所には権限がないということでありますけれど

も、もちろん出張所では、そういう本庁とのオンラインによる事務

処理というのは、それはそれで結構なことだと思います。

しかし、相談に行く人達はその場で回答を求めている。もちろん

その場で結論を出すと、回答するということができない問題がある

にせよ、言ってみれば、町長代理で、あるいはそれぞれの各課の課

長代理で出張所で業務に当たるという側面だってあるわけですよ。

そういうときに、条例がないために、条例に基づく設置でないため

に、お互い責任のなすりあい、ある意味ではたらい回し、そういう

ことが起きるのではないか。もちろん本庁で集中管理するというこ

とは必要だと思いますよ、それは。しかし、こういう非常事態の中

で、適切な判断をできる条例の根拠というのは必要だと私は思うん

です。避難している町民からいろんな相談を受けますので、そうい

うことも含めて、今後事務の状況を見て条例制定については考えた

いということで、またぞろ先送りなわけだけれども、仮の町も作る

というわけでしょう。南相馬市、いわき市に。今後の復興、復旧計

画との関係で、ますます出張所が重い責任を担うということになる

わけです。もちろんそのときにということも、一つの行政手法だと

は思いますけれども、議会として今指摘したことも含めて、早期に

対応すべきではないかと求めてきていたわけです。今後どうされる

のか。町長のほうから改めて適正なご答弁をいただきたいと思いま

す。

それから上下水道係が、２つのラインになっているということに

ついては復旧計画、あるいは事業の実施、企業会計、賠償請求との

関係で町長ラインだということでありますけれども、その仕事は復

旧事業課の水道係という機構図の中に当てはめるというか、併記す

るとした場合、何か問題が生じるのですか。

それから、心のケアを含む総合相談窓口、健康保険課と別の議案

のところで健康保険課の体制のこと、議案質疑の準備をしていたと

思うんだけれども、ここでやっても結構です。正直、保健師の方々

はフル回転。心のケアはもちろん、それから保健師としての専門職

の立場から保健医療、あるいは福祉にかかわる問題、フル回転だと

思います。だからその仕事自体が心のケアにもなるとも考えられる

けれども、逆にそういう人たちはつぶれてしまうという心配も私は

しております。
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したがって、私こういう非常事態なので十分な体制をとるという

わけにはいかないかもしれませんけれども、総合相談窓口、しっか

りした総合相談窓口を作る必要があると思うんですけれども、町長

のお考えをお聞きしたい。

答弁者、町長。○議長（吉田数博君）

出張所の件のご質問にお答えいたします。○町長（馬場 有君）

今回組織の見直しとして、出張所については生活支援課が所掌す

るという形になっております。これ議員ご案内のとおり、これから

復興検討委員会のビジョンの答申が今月末に行われます。そのビジ

ョンに基づいて、町としても組織体制をまた強めていくという考え

方がありまして、そういう中で今後、議会の皆さんにも提示をして

まいりますけれども、そういう出張所の位置づけをきっちりしてい

きたいと考えております。

それから、２つ目の総合窓口の件もいろいろございます。二本松

連絡所の中での総合窓口の問題も出てきていますし、これは町民税

務課の住民係が所掌するというような組織図案になってますけれど

も、これもやっぱり企業会計も含めた中での窓口もひとつ考えられ

るということでこれから検討してまいりたいと考えております。

総務課長。○議長（吉田数博君）

例規集の関係でありますけれども、例規集○総務課長（根岸弘正君）

は浪江の役場のほうにおいたままという形で、なかなか町としても

置く場所がないということでそのままになっているという状況であ

。 、 。ります これを持ち出してきまして 加除補正をして配付をしたい

ただ、当初予算で対応してませんので今後補正予算で対応したいと

いう考えでございます。

復旧事業課の上下水道関係でありますけれども、今年度は復旧に

向けての作業をやっていただく。これは上水道、下水道合わせてや

っていただくという体制になろうかと思います。併せて賠償関係に

ついても担っていただくということで考えているところでございま

す。

20番。○議長（吉田数博君）

総合相談窓口について、町長のほうから答弁合○20番（馬場 績君）

ったのですけれども、この機構図には確かに町民税務課住民係で総

合窓口案内と出ています。これはあくまでも今やっているような窓

口案内業務です。私が求めているのは、私が指摘しているのはそう

いうことではなくて、非常事態における総合相談窓口の体制が必要

ではないのかと。ある意味ではどういう専門家が入ればいいのかは

、 、ちょっと今すぐ結論は出ませんけれども 一定の専門知識も持って
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あるいは浪江町の行政についても相当の理解をしていて、いろんな

、 。相談に答えられるということも 今必要ではないかということです

したがって町長が言われた住民係の総合窓口というのは、これは別

な所掌事務ということですので、改めてどういう体制をとられるか

お答えいただきたいと思います。

それから例規集についてですが、予算も計上していないのででき

るだけ早くということですけれども、いま一歩踏み込んで、いつ頃

まで完成予定でしょう。我々の任期もあと１年足らずです。

したがって、こういう時期にない物をそろえるということは大変

かもしれませんけれども、改めてこういう時期だからこそ、それも

また重要だとご理解いただきたい。単なる早い時期ということでは

なくて、目途としていつ頃を考えておりますか。

あと組織機構の問題でありますけれども、賠償の問題も出ました

のでここに関する問題だけれども、上下水道の賠償についても進め

たいという総務課長の答弁がありました。そのことについてなんで

すが、所管でもいろいろ審議しましたけれども、積立金、準備金が

どんどん減っている。もちろんそれは収入がないわけだから減少す

るのは当たり前。私の記憶では、６億円を超える準備積立金が今３

億円ぐらいに減ったんではないでしょうか。どんどん取り崩さざる

を得ないということですので、賠償、上下水道に限ったことではな

いけれども、今の指摘との関係で言えば、上下水道の賠償請求も、

特に下水道関係の、下水だけではないな。上下水道の賠償請求も急

ぐ必要があるのではないか。第１回目の行政賠償請求をいつ頃予定

されているのかお答え願います。

答弁、町長。○議長（吉田数博君）

非常時の総合窓口の設置についてでありますけ○町長（馬場 有君）

れども、現在の議案第２号の提案においての課設置条例の一部改正

の関係でありますけれども、そういう関係の中で一つ設置をすると

いうことでご理解をしていただいて、その総合窓口の件については

町長直属の、いわゆる専門家集団を集めるような議員ご提言ありま

したように、それは検討していきたいと考えております。

総務課長。○議長（吉田数博君）

例規集の整備でありますけれども、当初予○総務課長（根岸弘正君）

算では予算を取っておりませんので、今後補正予算で予算化して整

備をするということになります。早ければ６月の補正予算で計上し

て、９月議会前までは整備をしたいという考えでおります。

あと、賠償についてでありますけれども、これも時期を示せとい

うことでありますけれども、今年度新体制になってから検討を始め



- 157 -

るということでありますので、ちょっと時期的なものについてはま

だ示せるような段階にはないということでご了解いただきたいと思

います。

他に質疑ありませんか。○議長（吉田数博君）

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより討論を行います。討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、議案第５号 浪江町課設置条例の一部改正についてを

採決いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、議案第５号は原案のとおり可決されました。

◎議案第６号の質疑、討論、採決

日程第５、議案第６号 浪江町課設置条例の改○議長（吉田数博君）

正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、これより質

疑を行います。

質疑ありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより討論を行います。討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、議案第６号 浪江町課設置条例の改正に伴う関係条例

の整理に関する条例の制定についてを採決いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、議案第６号は原案のとおり可決されました。

◎議案第７号の質疑、討論、採決

日程第５、議案第７号 行政区長設置条例の一○議長（吉田数博君）

部改正について、これより質疑を行います。
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質疑はありませんか。

20番。

議案第７号について、若干質疑をいたします。○20番（馬場 績君）

現在、行政区長として機能している行政区は、いくつになってい

るのかお尋ねいたします。

、 、それから 行政区長に対しての報酬のところでありますけれども

別の角度から。私はこういう非常事態だからこそ、従来の行政区を

通じて、縦、横のつながりを持つ必要があると、絆を深めるという

意味では非常に重要なものだと考えております。

同時に、全国に飛散しているという中で、選出あるいは選任の合

理性をどう担保するかということがあるのではないかと。そのこと

について提案者はどのようにお考えになっているのかお尋ねいたし

ます。

それから、続けてお尋ねいたしますけれど、仮に行政区長が選出

されないところも出てくると。そういう場合どういうふうに対応さ

れるのか。そして行政区長会としての運営をどのように進めていく

お考えか。区長会は区長会としての考えがあるでしょうけれども、

町としてどのように進めていく考えなのか。

答弁者、総務課長。○議長（吉田数博君）

行政区長として機能している地域はという○総務課長（根岸弘正君）

ことでありますけれども、現在、行政区長として町として委嘱して

おりません。ただ、区長さんについては、地域の区長ということで

活動していただいているということであります。

また、選任の関係でありますけれども、これはやはり総会をやっ

て選任していただくというのが理想でありますけれども、なかなか

総会も開けないという地域もあろうかと思います。また、選任につ

いては、関係区域の住民から推薦されたものを委嘱するとなってお

りますので、そういうことで対応していきたい。

また、選任されない地域があるのではないかということでありま

すけれども、こういう場合についてはある程度前の行政区長さん当

たりにお願いしようかということで考えておりました。

今年度、町全体としての旧町村単位での代表の区長会というもの

が一つあります。ただ、今年度は地域、例えば浪江地区、大堀、苅

野地区というような地域の区長会に対しても助成をして活動してい

ただくということで予算組みをしたところでございます。

20番。○議長（吉田数博君）

今の答弁で初めて知ったようなことですけれど○20番（馬場 績君）

も、区長会等の運営については旧町村単位にいる区長、それから各
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地区から上がってくる区長というと、区長においても二本立ての区

長が選出されてくるということでしょうか。ちょっとすとんと落ち

ませんので、整理してお答えいただきたいと思います。

それから、行政区長の選出をどう担保するのかということについ

ては、それは一つは従前の区長にお願いをしたいということが一つ

と、あと推薦されてきた方に対して委嘱をすると、二本立てで委嘱

をするということだと思います。そうすると、考え方として私はわ

かります。したがって例規集が必要なわけだけれども、行政区長の

設置条例との関係で、従前の区長あるいは総会、開けるところ開け

ないところから上がってくる区長との関係で、そういう区長が出て

くるとすれば、条例との関係でいろんな問題は出てこないのか。そ

れでなくても監査請求まで発展したこともあるわけですから。そこ

のところはきちんと条例等で、こうこうこういう根拠があってこう

いうことだから町長が委嘱したと。あるいはこういうことを区長に

対して仕事としてお願いすると、やっていただくということでない

と、本当に区長になっていただくこと自体大変なことだけれど、ま

た監査請求に発展するような問題がないとも限らないということも

考えるわけです。そういう意味で、今のような進み方で問題ないん

でしょうか。

総務課長。○議長（吉田数博君）

まず行政区長でありますけれども、行政区○総務課長（根岸弘正君）

長、委嘱を受けますと、当然非常勤の地方公務員という立場になり

ます。地域の区長については、そういうことでは非常勤の公務員に

ならない。あくまでも町から委嘱を受けた区長が行政区長で、身分

的には非常勤の地方公務員ということになるということであります

ので、二本立てということではないと思っております。

あと選任でありますけれども、先ほど申しましたように、関係区

域の住民から推薦されたものを町長が委嘱するというようなことで

やっております。そういうことで、前、監査請求がありましたよう

に、公務員としての範囲を超えない活動をお願いしたいという考え

でいるところであります。

20番。○議長（吉田数博君）

要するに、こういう時期に行政区長を選出しろ○20番（馬場 績君）

といわれても、北海道から沖縄まで分散していれば、なかなかそれ

も困難ではないのかという問題があるというのはわかるでしょう。

しかし、今の課長答弁だと、条例の範囲内でという表現はしなか

ったけれども、特別公務員としての範囲内でお仕事していただくと

いうことではあるけれども、既に任期が終わっている区長もいるわ
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けです。しかし、先ほどの答弁では選出方法についても従前の区長

にそのままお願いをすると。お願いをするということは、お願いを

して委嘱をするということです。委嘱を受けて行政区長としての仕

事をするということです。そうした場合に、さまざまな問題が起き

ないのか。あえて親心でお尋ねをしているわけです。

したがって、今のような形で区長に委嘱状を交付するとすれば、

私はそのことも含めてきちんとした整合性をもった条例を設置した

上でやっていかないと、いろんな問題。ある意味では、多重責任の

問題、あるいは責任回避の問題が発生しかねないと思います。いか

がですか。

町長。○議長（吉田数博君）

事務的な整合性の観点については、総務課長が○町長（馬場 有君）

答弁しますけれども、私も 近になりまして、この２月から行政区

の総会にご招待をいただいて、いろんな形で各行政区が総会を今や

っておる状況です。そこでやっぱり皆さんが心配しているのは、そ

の行政区内の絆が震災前以前よりも強くしていこうというような地

区の方々がそういう思いでおりますので、その辺も踏まえながら行

政区のあり方も検討していきたいと思っております。

総務課長。○議長（吉田数博君）

現在、行政区長の推薦があったところは、○総務課長（根岸弘正君）

49行政区のうち26行政区から推薦をいただいております。まだ、推

薦されていない地区については、ある程度状況等確認しながらいろ

いろとお願いするところはお願いするということでやっていきたい

と思います。よろしくお願いします。

他に質疑ありませんか。○議長（吉田数博君）

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより討論を行います。討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、議案第７号 行政区長設置条例の一部改正についてを

採決いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおりに決することに賛成の諸君の起立を求めま

す。

［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、議案第７号は原案のとおり可決されました。
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◎議案第８号の質疑、討論、採決

日程第５、議案第８号 特別職の職員で非常勤○議長（吉田数博君）

のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、これ

より質疑を行います。

質疑ありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより討論を行います。討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、議案第８号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部改正について採決いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、議案第８号は原案のとおり可決されました。

◎議案第９号の質疑、討論、採決

日程第５、議案第９号 町長等の給与の特例に○議長（吉田数博君）

関する条例の一部改正について、これより質疑を行います。

質疑ありませんか。

20番。

この条例の一部改正は、馬場町長が、町長選挙○20番（馬場 績君）

に立候補するに当たっての公約事項であるということは、私は承知

をしております。その上で、これまでも町長50％、副町長30％の減

額をもって町長等の給与が支給されてきたわけですけれども、私は

近町長の顔色も大分良くなりましたけれども、本当に日夜、精神

的に、物理的に大変な思いをされていると思うんです。それで、私

は、特別職といえども人間です。50％、30％の減額については、町

長公約という政治信念もあるとは思うのだけれども、町民にしてみ

れば、満額をいただいてもらって、ぜひ町長直々にお話に来ていた

だきたいと。それは県内外を問わず。そういう期待の声もあるわけ

です。

したがって、町長としてこの給与条例の一部改正について、今回

は提案されているものを撤回ということは求めませんけれども、ぜ

ひそういう町民の声に応えるためにも、元に戻して条例を提案する
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ことを考えるべきではないかと私は思いますが、いかがでしょう。

答弁者、町長。○議長（吉田数博君）

お答えいたします。○町長（馬場 有君）

私も町長選挙に出た公約ですので、これはずっと私も堅持してい

きたい。ただ、今議員おただしのとおり、報酬が多いか少ないかと

いうことではなくて、やはりこれだけ今浪江の町民の方々が苦しん

でいるときに、50％というのはもっと少なくてもいいと思っていま

す。しかし公約でありますのでそういう形でいきますけれども、た

だ、仕事に力を抜くことはできませんので、今、おただしのとおり

全国各地、時間があれば私も回って、町民の方の絆を深めていきた

いと考えています。よろしくお願いします。

他に質疑ありませんか。○議長（吉田数博君）

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより討論を行います。討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、議案第９号 町長等の給与の特例に関する条例の一部

改正についてを採決いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、議案第９号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１０号の質疑、討論、採決

日程第５、議案第10号 職員の給与に関する条○議長（吉田数博君）

例の一部改正について、これより質疑を行います。

質疑ありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより討論を行います。討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、議案第10号 職員の給与に関する条例の一部改正につ

いて採決いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
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［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１１号の質疑、討論、採決

日程第５、議案第11号 職員の特殊勤務手当に○議長（吉田数博君）

関する条例の一部改正について、これより質疑を行います。

質疑ありませんか。

20番。

議案第11号について、若干質疑をいたします。○20番（馬場 績君）

比較するものもありませんけれども、死体取り扱いの特殊勤務手

当１日1,000円というのは安い。人間の 後の尊厳にふれる仕事で

もあります。この1,000円という手当ては、私調べる時間がありま

せんでしたのでお尋ねするんですけれど、国、あるいは県の行政基

準による手当て支給と支給額なのか。それとも全く町独自ものなの

かということについてお聞きしたいと思います。

それから、発災日に遡及するということですけれども、この条例

改正に基づいて仮に支給するとすればどれぐらいになるのかお答え

ください。

それから、浪江に戻って作業すると。災害応急作業、あるいは遺

体回収作業も出てくるのでしょう。そうすると、一部低い地域はあ

るけれども、ホットスポット的なところもあると。同時に、担当部

署との関係で、継続してそういう作業に当たるということもあると

思います。そうした場合、積算線量はもちろんですけれども、どこ

にどれだけ隠れたホットスポットかあるかは、現場で受けてみない

とわからないと思います。

そういう意味で、アラーム付の線量計の所持についてどうされる

のか。それから、当然のことながら、除染、スクリーニング、ある

いはその後の被ばく検査も含めた継続的な健康管理についてどのよ

うにされるのかということです。

それから関連ということになりますけれども、これはあくまでも

職員の特殊勤務手当てです。これまでもそうだったと思うんですけ

れども、消防団員も同様の業務に出動するということもあったと思

いますし、これからもあると思います。その取り扱いはどういう形

で取り扱うのか。

後になりますけれども、相当額の経費になると思います。当然

のことながら、その多くは原発の爆発事故であります。したがって

東京電力に損害賠償すべき行政経費だと思います。さかのぼって支
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給するとすれば、なおのこと東電に対して賠償請求権を行使すべき

だと思いますが、どのように対応されるのかお答えいただきたいと

思います。

答弁者、総務課長。○議長（吉田数博君）

死体処理に関しての特殊勤務手当でありま○総務課長（根岸弘正君）

す。これについては、町独自ということではございませんで、国、

県でやっております。

国については、通常遺体を取扱業務に従事することが想定されな

い職員がこのような業務に従事した場合については、１日に1,000

円ということでございます。遺体の収容等の業務、これは１日に10

人以上の遺体の収容、検死については１日につき2,000円、検死の

業務については１日につき3,200円というようなことになってござ

います。それと４月22日に遡って支給するということであります。

一応今回の補正予算に350万円ほどの、これは死体処理ばかりでな

くて警戒区域の立ち入りも含めて350万円ほどの予算の提出をした

ところでございます。

また、警戒区域に入る職員でありますけれども、当然ながら線量

計は持っていっております。また、その浴びた線量についての報告

をして、積算線量の管理をしているところであります。

また、スクリーニングにつきましても同様に行っているというこ

とでありますけれども、なお一層今後、職員の健康管理、放射線管

理については、これはもう少し充実していかなければならないとい

う考えを持っているところでございます。

あと、消防団員の取り扱いについてでありますけれども、この特

殊勤務手当につきましては、該当が浪江町職員ということで消防団

員には適用しないということで、現在のところは出動手当でお願い

しているという現状でございます。

東電の賠償でありますけれども、当然ながら、通常では起こりえ

ない業務に対しての支出でありますので、当然賠償請求はすること

になると考えております。

20番。○議長（吉田数博君）

１点だけ再質問いたします。○20番（馬場 績君）

この作業に従事する職員の安全体制の問題ですけれども、私２つ

のことをいいました。危険な場所も予想されると。積算線量計はも

ちろん、そうではなくて、やっぱり極めてたかいところもあるかも

しれないですよ。側溝とか下水だとか。あるいは、これはちょっと

確認はしてませんけれども、飛散した物質が、あるところに落下し

ているということもあると思うんです。そういう場合、原発からの
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飛散物質ということです。そういう場合、やっぱりブザーが鳴る、

アラーム付の線量計の所持も考えるべきではないかということです

が、お答えがありませんでした。

それから職員の健康管理について、今後充実するという答弁でし

たけれども、スクリーニングについては考えなくてもいいのかとい

うことと、あとやっぱり今後充実するといっても、もちろん診療所

にホールボディーカウンターが入るわけですが、私は尿検査あるい

は血液検査も適宜適時専門家と相談しながら実施すべきではないか

と思います。職員の健康の問題は、総務課長がちゃんとしないと管

理できないわけだから。そういうことも今後充実するという中に入

れて、もう既に１年経過しているわけだから。早い段階で、そうい

うことも実施するという必要があるのではないかと思いますが、い

かがでしょうか。

総務課長。○議長（吉田数博君）

アラーム付の線量計については、今後予算○総務課長（根岸弘正君）

等の関係もありますので、検討していきたいと思います。

職員の健康管理については非常に重要だと思っております。これ

については、健康管理、警戒区域に立ち入る職員ばかりでなくて、

やはり全体的な健康管理に努めてまいりたいと考えているところで

あります。

他に質疑ありませんか。○議長（吉田数博君）

16番。

この給与の特別な警戒区域の作業における職員○16番（小黒敬三君）

、 （ ） 、の給与関連なんですけれども この５条には １ の原発敷地内で

（２）が警戒区域 （３）計画的な立退きの区域ということであり、

ますけれども、これ今度の区域の見直しの中で、その区分がどうな

っていくのかという点。あとこれ職員に対する手当てもあるんです

けれども、今後復旧復興業者が入ると思うんですが、それとの関係

で、そういった従事する人の単価関係がどうなっていくのか。その

２点お願いします。

総務課長。○議長（吉田数博君）

区域の見直しがあるわけでありますけれど○総務課長（根岸弘正君）

も、これは遡及するということもありまして、今現在の警戒区域、

計画的避難区域ということで考えております。

今後、区域の見直しがあった場合については、当然これらの部分

については改正なり見直しをしなければならないという考えを持っ

ているところであります。

これは職員にだけ適用するということでありますので、業者関係
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につきましては、その積算単価の中に入れるということになるので

はないかということであります。

他に質疑ありませんか。○議長（吉田数博君）

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより討論を行います。討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、議案第11号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部

改正についてを採決いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１２号の質疑、討論、採決

日程第５、議案第12号 職員等の旅費に関する○議長（吉田数博君）

条例の一部改正について、これより質疑を行います。

質疑ありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより討論を行います。討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、議案第11号 職員等の旅費に関する条例の一部改正に

ついてを採決いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１３号の質疑、討論、採決

日程第５、議案第13号 浪江町税条例の一部改○議長（吉田数博君）

正について、これより質疑を行います。

質疑ありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「
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質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより討論を行います。討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、議案第13号 浪江町税条例の一部改正についてを採決

いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１４号の質疑、討論、採決

日程第５、議案第14号 浪江町介護保険条例の○議長（吉田数博君）

一部改正について、これより質疑を行います。

質疑ありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより討論を行います。討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、議案第14号 浪江町介護保険条例の一部改正について

を採決いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。

暫時休議いたします。○議長（吉田数博君）

（午前１０時２６分）

再開いたします。○議長（吉田数博君）

（午前１０時４０分）

◎議案第１５号の質疑、討論、採決

日程第５、議案第15号 平成23年度浪江町一般○議長（吉田数博君）

会計補正予算（第８号 、これより質疑を行います。）
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質疑ありませんか。

２番。

まず３点ほどお伺いします。○２番（山崎博文君）

まず１点目は34ページ、款３民生費、項１社会福祉費、目８災害

救助費、節14使用料及び賃借料、総務課分の自動車借上料の4,000

万円の減額についてですが、これは所管の委員会でスクールバスの

借上料という説明を受けましたが、関連してこの送迎用のスクール

バスの任意保険はどうなっているのか調べたのか。もし調べてある

のであれば、どのようになっているのか教えていただきたいと思い

ます。

２点目、35ページ、款３民生費、項１社会福祉費、目８災害救助

費、節21貸付金、災害援護資金貸付金1,400万円の減額補正につい

てお伺いします。これは、昨年６月定例会の一般会計補正２号で

1,750万円計上し、今回、この1,400万円が減額となっていますが、

その理由について説明をお願いします。

また、災害援護資金貸付金の制度の内容について、６月に説明を

受けたかもしれませんが、今一度申し訳ありませんが、この制度に

ついてご説明、あわせてお願いいたします。

次３点目、44ページ、款10教育費、項２小学校費、目１学校管理

費、節14使用料及び賃借料、自動体外式除細動器賃借料つまりＡＥ

、 、Ｄ64万8,000円と 45ページの同じく中学校費の中のＡＥＤ賃借料

32万4,000円の減額についてですが、過日行われた浪江中の卒業式

で出席した際に、校舎内にＡＥＤは設置されていたと拝見しました

が、なぜ当初よりも全額今回減額になっているのかご説明お願いい

たします。

教育総務課長。○議長（吉田数博君）

ご 質 問 の 3 4ペ ー ジ 、 自 動 車 借 上 料○教育総務課長（屋中茂夫君）

4,000万円減額ですけれども、これは民間の業者さん、２カ所にお

願いしてスクールバスで子供たちの送迎を行っておるわけですけれ

ども、まず１社につきましては任意保険ですけれども、搭乗者人身

障害、１名につき3,000万円。それから相手が無保険の場合につい

ては１名につき２億円という保険に入っております。あと相手方へ

の賠償につきましては、対人については無制限、対物につきまして

は１事故につき2,000万円の限度となっております。それからもう

一つの業者におきましても、搭乗者人身障害ですけれども、１名に

つきまして5,000万円、それから無保険の場合については３億円が

上限となってございます。

福祉こども課長。○議長（吉田数博君）
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３民生費、社会福祉費の中の区分で○福祉こども課長（木村 潔君）

21貸付金、災害援護資金貸付金の件ですが、６月に1,750万円ほど

、 、補正いたしまして それが落ち込みがあって350万円ということで

内容については棚塩の方で、今から働くために車を購入したいとい

うことで貸付がありました。その１件だったので、その他1,500万

円を減額するものであります。

制度の内容についてですけれども、今回、国のほうから、申込期

限が平成30年３月30日までということになっておりますので大分長

くなっております。それで内容的には、家が流出とか滅失した場合

には350万円。家が全壊の場合も350万円。住居が半壊の場合は世帯

主が１カ月以上負傷した場合と負傷なしの場合で少々違いますけれ

ども、負傷した場合が270万円、負傷しない場合が170万円。家財の

被害額が３分の１以上あった場合については１カ月以上世帯主の負

傷だった場合には250万円、負傷なしが150万円。それから家財が多

少なり被害があった方については150万円ということになっており

ます。

内容については、連帯保証人を立てる場合には無利子、連帯保証

人を立てない場合は年1.5％がかかります。それで６年間の据置期

間で、その後、償還期間が始まります。それで、これは県のほうか

ら町で原資は借りて、町で６年経ったらば貸した方に連絡して納め

ていただいて県のほうに返納するという形を取ります。

教育総務課長。○議長（吉田数博君）

それでは次に44ページ、45ページの小○教育総務課長（屋中茂夫君）

中学校のＡＥＤの使用料についての減額についてご説明申し上げま

す。このＡＥＤのリース料につきましては、３款１項８目の14災害

寄附金のほうから今回支出しておりますので、従前の10款の科目に

つきましては、今回全額減額ということで統一したところでござい

ます。

２番。○議長（吉田数博君）

まず１点目の件のほうはわかりました。絶対事○２番（山崎博文君）

故のないように徹底をよろしくお願いいたしたいと思います。

２点目に関してですが、県から町が借りて、あとは県のほうに返

すということで、借りた人、浪江町民でも地震もしくは津波で借り

る人は、平成24年度は8,250万円計上していますよね。ということ

で大変借りる人には厳しいことを申し上げますが、これは返済義務

が生じる貸付金ですので、まず貸し倒れにならないための取り組み

です。どのように啓蒙活動なりするのかお伺いいたします。

あとＡＥＤに関しては了解いたしました。
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福祉こども課長。○議長（吉田数博君）

議員おただしのとおり、６年間と据○福祉こども課長（木村 潔君）

置期間が長いものですから、その間に世帯の状況も変わってしまい

ますので、なかなか返還については難しいと思いますけれども、借

り入れするときの説明とか、それから据置期間が終わる前に、すべ

て通知して始まりますよということで早めに連絡をして啓蒙してい

きたいと思います。

他に質疑ありませんか。○議長（吉田数博君）

20番。

担当課との事前の事前の事務調査できなかった○20番（馬場 績君）

ということもあって細かい質問事項もありますので、ご理解いただ

きたいと思います。

今回の補正で第８号、この歳入歳出の内訳表にあるとおり、当初

予算では平成23年度の71億3,900万円の予算でした。補正に補正を

重ねて、100億円を超えたということです。私の記憶では、一般会

計で100億円を超えたというのは初めてでございます。

、 、 。 、あと 補正も含めて１ ２度あるかもしれません 今回の災害は

これだけ大きいということが、予算の上からも想定できるというこ

とであります。

質疑に入ります。９ページ、法人税が1,568万2,000円の補正で、

現年課税分で3,460万円になっております。再開した法人の件数お

わかりでしたらばお示しください。

それから、法人課税がこれだけあるわけですけれども、法人、個

人によっていろいろ災害支援制度の違いがあります。その上で、再

開した人で、個人の所有地で再開した場合、あるいは工業団地等、

公有地で再開したということについて整理したものがあれば、お示

しいただきたいということであります。

同じく９ページ、軽自動車税についてでありますけれども、廃車

件数は従前の台数がいくらで、廃車がどれくらい行われたのか。こ

れはいろんなところで出てきますけれども、まとめてご質問いたし

ますので、それぞれ頭に入れていただきたい。軽自動車はそういう

ことで持ち出しができないと。あるいは線量が高くて廃車にしたと

いうこともいっています。結果、軽自動車税の減収になったところ

です。その分の賠償請求はどんなふうに考えているのか。それぞれ

今担当する部署での行政請求について、大まかなものがあれば関連

してお尋ねしておきますのでお答えいただきたい。

それから、12ページです。国庫支出金で、小学校国庫補助、中学

校国庫補助、幼稚園国庫補助、県支出金には出ていなかったんです
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けれども、いわゆる就学援助について、大幅な減額になっておりま

す。就学援助費が極めて有効な制度として活用されていると思うん

ですが、なぜこれだけの減額補正なのか。減額補正の理由について

お尋ねいたします。

それとまた、国県の教育行政にまたがることで一つだけ、関連で

質問させていただきたいと思いますが、浪江中卒でサテライト校に

入学された生徒がどれだけなのかわかりませんけれど、サテライト

校に通学している生徒がたくさんおります。これまでの県の説明で

は、それぞれサテライト校の近くに宿舎を用意するということだっ

たんですけれど、例えば双葉高校については、希望者が多すぎるの

で通える人は通ってくださいということで、負担の大きい生徒では

２時間半以上。朝６時に出発しないと、仮に通うにしても通えない

と。通学費については３万円限度まで助成するということなんです

けれど。宿舎そのものも問題ありますけれども、そういう生徒ある

いは保護者が、従来の話と違うということと、新たな県の教育委員

、 。会の提示によって通学するということになれば 大変な負担になる

したがって、町の教育委員会としても見過ごすわけにいかない問

題ではないかと。このことについて、教育長としてどのように対処

されるのか。県の教育委員会のほうに多分実態把握の上、ご意見を

申し上げていると思うのですが、４月間近です。ぜひ善処を求めて

おきたいと思いますが、現状について関連ですけれどもお答えくだ

さい。

それから13ページで、復興交付金、総務費県補助金９億9,500万

円の計上になっております。浪江の場合の復興交付金の算定のポイ

ント。ちょっとこの補正予算で調査不十分でどういう復興復旧に充

当するのかということについて調査できませんでしたので、歳出の

関係でお答えください。

それから、同じく総務費県補助金で、これも片方で復興交付金で

10億円のお金が入っているんだけれども県補助金になっている。復

興交付金は復興交付金ではないかと思うんですけれども、計画策定

のための基本料金というのはわかりますけれども、なぜ県補助金な

のか。交付金との関係で整理してお答えください。

20ページ、企画費の説明欄のところですけど、総務課の分として

復旧・復興基金積立金が12億8,500万円、それから企画調整課の分

として復旧・復興基金積立金が１億4,167万8,000円、二本立てにな

っている。これはなぜなのかということです。

24ページ、賦課徴収費の減額補正ですけれどもあります。賦課徴

収費がそれでも約3,000万円ほど計上されているということですけ
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れども、現状における徴収経費というのはどういう内容なのかとい

うことについてお答えください。

それから29ページ、扶助費であります。人工透析の分も含めて扶

助費が2,000万円ほど減額になっております。通院交通費、あるい

は在宅障がい。重度心身は増額か。障害自立支援給付等の減額があ

るわけですけれども、まず扶助費の減額補正に関してお尋ねいたし

ますが、透析患者の通院者数はどれくらいになって、通院手段はど

うなって、通院費の助成についてはどのように行われているのかと

いうことが、透析患者通院にかかわる問題であります。

それからあわせて、浪江の場合は岳下に透析患者がいて、亡くな

った人いるのかな。避難による重症化が心配されておりますけれど

も、透析患者の重症化についてどのように把握されているのかお尋

ねいたします。

あわせて、避難をしてきて二本松市、郡山市、福島市、あるいは

それぞれ避難先で通院加療をしているということですけれども、透

析患者がいる避難先自治体との連携というか、それはどのように行

われているのかということについてお答えください。

それから33ページだと思いますけれども、民生費で委託料、保育

所の委託料、これは委託料そのものが2,700万円の減額であります

けれども、広域入所保育所入所自体が大変なわけでありますけれど

、 、 、も 広域入所に対する委託料は 説明欄に項目しか出てませんので

減額なのかどうなのかお答えください。保育入所の広域入所で希望

入所ができているのかどうか。

同じく33ページの委託料で、仮設住宅の住環境、合併浄化槽ある

いは給水設備の管理費等について項目説明があります。そこでなん

ですけど、まず確認をしておきたいんですが、給水設備、あるいは

仮設に設置されている合併浄化槽というのは、町の設備なのかどう

なのかということです。

それから、ここでも関連して質問させていただきますけれども、

仮設の住環境改善の問題は、さまざま出されておりますけれども、

例えばこういう問題があります。12月、１月頃になって、掃き出し

の後付け工事をするということで、寒いから私はやらないという人

達もいた。今後、温かくなった時点で追加工事をしてもらいたいと

いうことでありますけれど、こういう工事は可能なのかどうか。

それから仮設の問題はたくさんありますけれども、重要な問題だ

から。畳あるいは壁が、特にベニヤの部分ですけれど。カビが発生

しています。あまりにひどいので、役場にお願いしたらば、役場職

員が何人か来て拭き掃除をしていった。しかし、表はこすったとこ
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ろは消えるけど、また発生すると。高齢者もいるし、障がい者もい

るし病人もいると。カビがとにかく冬場は密閉されたような状態で

もあるわけですけれども、非常に健康障害が心配されるので、畳に

ついては早急に交換してもらいたいと。私はその時、町を通じて県

の返事がはっきりしない場合には、個人で畳を変えて、あるいは壁

板を取り換えて、それは東電に請求するというのも一つではないか

と申し上げたんですけれど。そういうことも、そこまで実は追い込

まれております。少なくともこの２つの問題について、たくさんあ

りますけれど、それは省略しますけれど。この２つのことについて

どういうふうに対処したらいいですか、お答えください。

それから、35ページの扶助費で５億1,800万円の減額補正であり

ますが、その中で大きいのが災害弔慰金で５億2,000万円。大幅減

額の理由はなんだったんでしょうか。提案理由の際も説明はありま

せんでした。

それから37ページ、予防費の節13の委託料でありますけれども、

肺炎球菌予防接種委託料、ヒブ予防接種委託料の減額補正が計上さ

れております。確認をしますけれども、この予防接種事業実施につ

いて、実績はどうだったのか。事業実施に当たって徹底されたのか

どうかについてお答えいただきたい。答弁を求めます。あとの事項

は所管でしたので。

答弁、税務課長。○議長（吉田数博君）

９ページの法人町民税の1,558万5,000円増○税務課長（大浦泰夫君）

にかかわる件数はということでございますけれども、107件ほど出

ております。これにつきましては、当然９月で80％ほど減額させて

いただきました。これは９月の部分で見込みで２割程度の収納は可

能ではないのかという判断のもとにやらせていただきましたけれど

も、この段階になりまして40％ほどの収納がありまして、20％ほど

増額した形になっております。

続きまして、同じ９ページの町税の軽自動車税の減免にかかわる

台数はということでございますが、９月の補正につきまして、当初

、 、 、 、は請戸 中浜 両竹 棚塩のエリアで津波災害を想定した形の中で

把握できたのは700台と見込んでおりました。これが今回、警戒区

域及び計画的避難区域が対象区域の中で約3,200台が対象というこ

とで、その部分にかかる減額ということでございます。

［ 総台数はわかっているの」と呼ぶ者あり］「

答弁、税務課長。○議長（吉田数博君）

減免の総台数が3,200台。○税務課長（大浦泰夫君）

教育総務課長。○議長（吉田数博君）
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12ページのご質問でございます。教育○教育総務課長（屋中茂夫君）

国庫補助金、小学校、中学校、幼稚園、それぞれの就学援助を減額

した理由についてですけれども、これは14ページの15款２項８目、

教育費県補助金のほうへの予算組み換えのために、国庫補助金のほ

うを減額し、今回提出したところです。

教育長。○議長（吉田数博君）

高校生のサテライト校へ４月から通学する○教育長（畠山熙一郎君）

浪江町の子供達について申し上げます。受験して間もなく数字が出

てくるわけですが、サテライト校に進学を希望していた生徒が私の

記憶では浪江中、東中の15、６名でございます。さらにその中で、

いわき市にサテライトを集約する学校、双葉高校、富岡高校、双葉

翔陽高校の３校でありますが、ここに希望しておりましたのは、こ

れも私の記憶で恐縮ですが５名ほどです。この数字は避難先でいろ

んな新しい友達ができたとか、あるいはサテライト校が遠いといっ

たいろんな事情の中で選んだ結果だと思われます。

先ほどご質問の中でお話しいただいた、遠くなったので通学に大

変困難を来しているケースは、もしかすると、今在校している１年

生、２年生が進級するに当たっての変化だと思いますが、申し訳あ

りませんが、この情報はつかんでおりませんでした。こういった状

況については大変懸念されるところですので、情報を把握しながら

とるべき対応については考えてまいります。

総務課長。○議長（吉田数博君）

13ページになります。復興交付金でありま○総務課長（根岸弘正君）

すけれども、これの算定根拠になります。これは３つに分かれまし

て、まず基本算定基準というものがありまして、これは災害救助法

適用市町村であるかどうかということが一つにあります。

２つ目には、重点項目算定基準ということで全半壊の半壊数、あ

るいは避難者数によって算定される。

３つ目がその他の算定基準ということで、被災者受入数あるいは

、 。仮設住宅数 標準財政規模等によって算定されたものでございます

また、これらの事業でありますけれども、復旧復興にかかるもの

については大分この事業でも大丈夫だということでございます。生

活再建支援に関する事業、あるいは健康福祉増進支援に係る事業、

住宅再建支援に係る事業、コミュニティ再生支援に係る事業等があ

りまして、だめだというものについては除染など、全県的な対応を

必要とする事業、義援金など使途の定めのない現金支給、人件費や

交際費、庁舎管理などの内部管理経費についてはだめですよという

ことで、そのほか復旧復興については使途はあまり制限しませんと



- 175 -

いう交付金になっているところであります。

次に、20ページになりますけれども、企画費の中の積立金という

ことで、復旧・復興基金の積立金、総務課、企画調整課と二本立て

になっております。これにつきましては、財源構成が違うというこ

とで、その財源をもととして管理してきたということでこういう二

本立ての記載になったところであります。

まず、総務課の分でございますけれども、先ほど申しましたよう

に、市町村復興支援交付金が９億9,567万4,000円です。それと一般

財源２億9,000万円ということで合計で12億8,567万4,000円という

ことになります。企画調整課分でありますけれども、これは復興宝

くじの交付金１億4,165万8,000円、これと基金からの利子２万円を

合わせまして１億4,167万8,000円ということで、財源で区分したと

いうことであります。

税務課長。○議長（吉田数博君）

24ページ、総務費、徴税費の賦課徴収費の○税務課長（大浦泰夫君）

ところでございますけれども、この科目につきましては賦課の部分

と収納の部分と、合わせ状態での賦課徴収という形で補正予算をい

たしております。

主な内容といたしましては、13の委託料でございますけれども、

、 、 、滞納管理システムデータ連携委託料 これにつきましては その後

行政システムに移行する際にかかる経費ということで見ておりまし

たけれども、平成23年の災害等が発生いたしまして着工が遅れまし

た。それに伴う減額ということでございます。

また、委託料の中で、町税賦課計算業務委託料につきましても、

、 。災害等によりまして納付書 督促状関係の発送がずっと遅れました

また、納付書につきましては、減免という形の中で納付書がなくて

決定通知書に変えた部分によりまして、この部分の経費が発生しな

かったという部分の減額でございます。

また、その家屋評価システム保守につきましては、家屋評価に係

るシステムの保守ということで、これは今回の浪江町役場より機器

そのものを持ち出しができなかったということで、保守ができない

ということの減額しております。

あとは土地鑑定評価委託料、これは時点修正ということで毎年時

点修正しておりますけれども、これにつきましても災害等によりま

して、不動産鑑定士の方が警戒区域に立入ができないことで今回鑑

定ができないということで、この委託料も満額減額しております。

あと14の使用料につきましては、町税賦課収納管理こういった部

分の賃借料でございます。
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建設課長。○議長（吉田数博君）

33ページの仮設住宅の給水設備とか、合併○建設課長（原 芳美君）

浄化槽の件についてお話しいたします。どこのものかという部分で

ございますが、施設は福島県という形になります。それで管理運営

を町が委託を受けているという部分で、こういう予算措置になって

おります。

その仮設住宅関係で申し上げますと、集会所、談話室等を含めま

して38カ所ほどになりますが、そのまま電気代とか上下水道代、ガ

ス代等々、委託料代のお支払いをしているところでございます。

それと、掃き出し窓の希望をとったということですが、今回、寒

さ対策の一環として、二重サッシの工事をしております。今後、可

能かという部分でいきますと、二重サッシ施工したあとですので、

できないというお話をしながら希望を取ったというところでござい

ます。

あと畳関係のカビの発生ですが、結露でかなりこのような状態に

なった経過もございます。その中で、畳については一部、県のほう

から入居者に瑕疵がなかったということで交換してもらったケース

もございます。

福祉こども課長。○議長（吉田数博君）

29ページの扶助費2,052万2,000円の○福祉こども課長（木村 潔君）

減額ですけれども、人工透析患者通院交通費については、20万円の

減については２名該当しております。これは昼間は働いていたりし

て、夜間に他の町村で受けるような形にしてやっております。

透析患者が今現在何名ぐらいいてということなんですけれども、

現在78名になっております。あと、通院それから手段、助成なんで

すけれども、通院については特別助成とかはなくて、先ほど申した

とおり、夜間にやったり他の町村に行かなければできないという方

については助成がございます。

それから避難による重症化ということなんですけれども、透析患

者だけを統計取っておりませんので、１級とか身体障がい者でとっ

ておりますので、増えているのは事実ですけれども、正確な数字は

出ておりません。

それから透析患者の避難先の自治体との連携なんですけれども、

これは避難先にもよりますけれども、必ず町のほうでやっておりま

、 、 、すもので 今後も避難先と連携しながら それから業務等連絡して

それから身障患者ですので、施設とかそういうことでございますの

で、それは連携してやっていきたいと思っております。

それから33ページの委託料の広域入所委託料減額なんですけれど
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も、これは2,000万円ほど減額しております。これは１月から特例

措置による避難先の町村で事務、それからその他の運営等を直接、

国に申請いたしますのでその分の減額であります。補正後の３月か

ら12月分、8,400万円は残っておる状態になっております。それで

希望入所ができているのかというご質問なんですけれども、これは

、 、現在 全国にお子さんを連れて避難している方々おりますけれども

これは避難先で私立なり公立なりを探していただいて、すべてとは

いいませんけれども、ある程度はできる状態だと思っております。

それから35ページ、扶助費の災害見舞金と災害弔慰金の減額なん

ですけれども、これにつきましては災害見舞金については1,000万

円の減額でありまして、平成23年度の認定支出が10件で1,500万円

でありましたので、その中で生計の主が２名、その他が８名であり

ます。

次の災害弔慰金については５億2,000万円の減額でありますけれ

ども、弔慰金の支払い済みは224名、生計の主が26名、その他が198

、 。 、 、名 金額は６億2,500万円であります なお ３月の審査会があり

認定になった方については速やかに支払っていきたいと思っており

ます。なお、今年度については8,000万円ほど予算は残してござい

ます。

健康保険課長。○議長（吉田数博君）

それでは37ページ、予防費の13委託料○健康保険課長（紺野則夫君）

についてご説明いたします。

予防接種事業につきましては、広報、フォトビジョン等、それか

ら各医療機関等に貼り紙をいたしまして接種の推進を図って今まで

まいりました。実績でございますが、２月現在でございまして、肺

炎球菌予防接種については約720名、ヒブ予防接種については750名

の方々が、現在受けていらっしゃいます。３月末までこの接種は継

続しておりますので、速やかに皆さんにやっていただくよう、これ

からも広報に努めてまいりたいと考えております。

20番。○議長（吉田数博君）

再質問をいたします。なかった分は了解したと○20番（馬場 績君）

いうことでご理解ください。

これも事務的に確認すればわかることでありますけれども、９ペ

ージに関係して軽自動車の廃車の抹消台数が3,200台ということで

すけれども、浪江町の軽自動車の総台数、もしわかったらばお答え

ください。

それから、法人税の補正計上に伴って、事業再開した人で公有地

あるいは民地を借りて再開した人がいるはずだと。その場合、支援
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の大きな違いがあるということで、まずその状況をつかんでいるの

かどうか。その個人の場合、例えば二本松で事業を再開すると。名

前言って失礼だけれども、マツバヤさんの場合は二本松市の工業団

地で一画を借りて再開をした。しかし、もうスペースがないという

ことで、二本松で再開したい人は個人的、町にも相談していると思

うんだけれども、個人的に物色すると、確保したと。いろんな制度

の違いがあるし、負担も心配だということで、そもそも原発避難が

なければ、そういう問題は発生しなかったわけなので、公有地であ

れ、民有地であれ、事業再開に対してはやっぱり共通の支援体制を

組むべきだと思うんですけれどいかがでしょうか。

それから、就学援助について、予算の組み換えだというお話はあ

りました。それはわかりました。その上で、ここ二本松も含めて就

学援助を利用している児童生徒というのはたくさんいると。結論か

ら言えば全員が就学援助の対象ではないかと思うんですけれど、避

難児童に対する就学援助の取り組みはどうなっているのか。お答え

ありませんでしたのでお答えください。

それから、サテライト校の問題ですけれど、新しく入学される生

徒。例えばいわきにはほとんど空家がないと。運良く条件は悪いけ

れどもアパート見つかったと。見つかった人はいいほう。県の教育

委員会で確保していた宿泊所も満杯になったと。そこに入れないと

いうんです。今まで申し込んでいた人も保護者会を開いて、こうい

う事情だから例えば郡山なら郡山、あるいはその周辺であれば通学

。 、をしてくださいという問題が起きているんです 県の教育委員会は

極めて無責任だと言わざるを得ません。そのことを把握していない

ようでしたので、現状はそういうことなので、県の教育委員会に改

善を強く求めていく必要があるのではないか。

それから、復興交付金についてはわかりました。予算の計上で補

助金となっているのですが、中身は復興交付金だということであり

ます。

それから、復興交付金については、予算の計上にあるとおり、交

付された訳ですけれども要求額はいくらだったのか。満額交付とい

うことなのかそうでないのかお答えください。

それから、仮設の住環境改善の問題。設備についてはわかりまし

たので、住環境改善の問題ですけれど、二重サッシを入れたので掃

き出しの取り付け後付けはできないと。これも12月、１月ほとんど

。 、の人が順番待ちだから 追加工事をやるとすれば外で待ってるとか

集会所で待っているとか、あるいは部屋の中で待つにしても、出入

。 。り口を開けっ放しで工事をしてもらうしかないと 年寄りもいると



- 179 -

それは今はできないということでお断りしただけで、いらないとい

うことではないんです。でも県では、後付けはできないということ

ですけれど。これは火災のときが一番心配なんです、やっぱり。防

災の問題。安全の問題。障がい者、高齢者の対策の問題から関して

も、回転の必要があります。担当課長としては、中継するしかない

ということかもしれませんけれども、そういう問題があるんだと。

だからできないといってそのまま下がらないで、これは。税務課長

に言ったってどうしようもないんだ。これは町長もそこは頭に入れ

ておいて、改善を強く求めていただきたいと思います。

併せて、畳については一部交換したということはわかりますけれ

ども、今なお結露がひどいと。ある人に言わせると、朝起きて一番

の仕事はタオルで結露を拭くことなんです。しかも、毎日続いてい

てカビがひどいと。畳というのはそこで寝ているわけだから、今カ

ビているということは、これからどうなるかわかるんです、言わな

くても。だから早急に入れ替えしてくれということなんです。半年

後、入れ替えなんていうわけにはいかない。それで待てないという

場合には個人で畳屋さんにお願いして入れ替えしたいという人もお

りますから、そういう場合、東電の賠償の対象になるのかどうか。

町としては、しばらくかかるということであれば、急を要する問題

だから、すべての問題で時間がかかりすぎるわけだけれども、少な

くても日々の生活に深いかかわりを持っている住環境については急

。 。 。いでやる必要がある ２つに１つ どうされますかお答えください

それから災害弔慰金、扶助に関してはわかりました。

後ですけれども、肺炎球菌、ヒブ予防接種については、課長が

お答えしたとおり３月いっぱいなんですよ。でもきょう19日でしょ

う。したがって、徹底されたのかということをくぎを差すような形

でお尋ねしたわけだけれども、特に借り上げにしても、高齢者の生

活環境は良くありません。体も動かしておりません。先ほど、障が

い者も出ていると言われてとおり、身体状況が悪化してきていると

いうもとで、病気にかかりやすい生活環境のもとで、予防接種はで

きるだけ多くの人にやっていただくと。しかも無料でできるわけだ

からね。だから現状が全体の何割で、あと残りの分についての徹底

をどういう対応をなされるのかもう一度お答えください。

明快な答弁があれば、これで再々質問はやりませんので、よろし

くお答えいただきたい。

税務課長。○議長（吉田数博君）

それでは再質問にお答えいたします。○税務課長（大浦泰夫君）

９ページの法人町民税の民地、工業団地等に移住されて、稼働さ
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れているケースはということですが、税務課といたしましては、そ

の件数は把握しておりません。

また、同じページの軽自動車税の減免の総台数は約9,700台につ

きましては、耕うん機等といったものまですべて含んだ状態での

9,700台ということでご理解いただきたいと思います。

教育総務課長。○議長（吉田数博君）

12ページと14ページで関連しますけれ○教育総務課長（屋中茂夫君）

ども、就学援助費の二本松市以外のところに避難している行政の支

援はどうなっているのかという話でございましたけれども、原発避

難者特例法によって、避難先の自治体で支援をするということにな

ってます。

ただし、浪江町の子供達について、全員がそうなっているかどう

かということで、確認の意味で千七百数名の子供には、通知を出し

ております。その回答が今どんどん来ておりまして、ほとんどとい

うか全員ですね。他市町村に避難している方については、今のとこ

ろその避難先の自治体で支援を受けている状況です。その確認作業

を今、行っております。

教育長。○議長（吉田数博君）

再び議員からお教えいただいた状況は、こ○教育長（畠山熙一郎君）

れまでの県の説明を受け止めていた私にとっても、大変意外な内容

でございました。誠意も感じられませんので、確認をしながら機会

を捉えて要望してまいりたいと思います。

総務課長。○議長（吉田数博君）

復興支援交付金の要求額ということであり○総務課長（根岸弘正君）

ますけれども、これは先ほど申しましたように、算定に基づきまし

て、県で算定をして内示をして交付となっております。

建設課長。○議長（吉田数博君）

仮設住宅の住環境改善についてですが、先○建設課長（原 芳美君）

ほどご指摘があった火災の問題があるということで、町としてもそ

の状況は十分わかりましたので、戸別に消火器などを配布していた

だきたいということで配布しております。

その他にも、畳の結露の問題とか、住環境については一歩一歩進

めなくてはならないということで、今後とも努力していきたいと思

います。よろしくお願いします。

健康保険課長。○議長（吉田数博君）

３月、あと10日ぐらいしかないわけな○健康保険課長（紺野則夫君）

んですが、予防接種については当然やらなければならない。高齢者

の方々に対して、やはり接種をしていただいて、元気な姿で浪江町
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に戻っていただくというのが基本でございますので、さらに広報に

努めたいと考えております。

20番。○議長（吉田数博君）

どちらも東電の賠償に関わる問題ですので、再○20番（馬場 績君）

々質問しますけれども、一つは軽自動車の抹消登録による税収減。

当然のことながら行政賠償請求せざるを得ないというかすることに

なると思うんですが、はっきりこの場でするかどうか確認したい。

それから仮設住宅における特に畳等の改善の問題だけれど、努力

するという姿勢はわかりました。それで、どうしようもないと、に

おいもすると。このままいけば床も腐ると。床も交換してくれとい

うことになるからね。そういう場合、待ってられないので、個人的

に業者に発注したと。10万円かかったという場合には避難経費とし

て東電に賠償請求することは可能だと思いますけれども、行政の立

場でお答えいただきたい。

答弁者、税務課長。○議長（吉田数博君）

ただいまの軽自動車税につきます部分でご○税務課長（大浦泰夫君）

ざいますけれども、警戒区域につきましては、当然原子力事故に伴

う減免。ただ、計画的避難区域につきましては、この範囲に入って

いないということになりますので、それは独自での対応という部分

ですので、その点につきましては、東京電力の方に賠償請求すると

考えております。

建設課長。○議長（吉田数博君）

個人の賠償請求の件でございますが、請求○建設課長（原 芳美君）

は可能かと思いますが、認められるかどうかという部分については

あるかと思います。その辺も含めて役場のほうでも詰めて、県のほ

うも詰めていきたいと思います。

他に質疑ありませんか。○議長（吉田数博君）

９番。

42ページ、目６紅房桜維持管理費についてお伺○９番（橋爪光雄君）

いします。ご覧の3.11の地震、津波、また原発事故によって、浪江

町は全域が警戒区域となって、立ち入りがあまりできないという状

況でありますけれども、その中でちょっと何点か確認します。

一つは、被害状況を確認をされたのかどうか。

それからふるさと浪江を桜の町にしていただきたいという思いで

田尻氏から紅房桜をいただきました。また、維持管理費も高額な管

理費をいただいております。その中で、浪江町としては田尻氏に対

してどのような対応をされたのか伺います。

また、今後の紅房桜の管理維持についてはどのような考えを持っ
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ているか。この３点についてお伺いします。

産業振興課長。○議長（吉田数博君）

まず第１点目の現状確認でございます○産業振興課長（高倉敏勝君）

が、すべての確認を行っておりません。警戒区域もありますので、

全部については確認をしてございません。我々が確認したところだ

け申しますと、高瀬グラウンド、いこいの村周辺、それから役場周

辺と泉田川周辺のみでございまして、その他についてはまだ確認は

してございません。

、 、 、それから 田尻さんについての対応でございますが まだ震災後

、 。 、それからこの災害後 連絡とってございません こちらについても

今年の桜の状況等も確認しながら、改めて田尻さんのほうにはご連

絡をしていきたいと考えてございます。

それから今後の対応でございますが、まず現時点では中に入るこ

とも、業者にお願いするということも管理の点から不可能と思いま

すので、今後についてはその状況を見ながら確認等も踏まえていき

たいと考えてございます。

なお、昨年の２月末までに紅房桜につきましては、63本を残すの

みで植樹が終わったところで、３月末までにはほとんどこの63本も

植える予定でございましたが、このような状態になってしまって63

本だけ現在残って仮植してあるところであります。

９番。○議長（吉田数博君）

確認状況とか今後の維持管理については、この○９番（橋爪光雄君）

ような状況ですのでわかっております。了解しました。

大事なことは、田尻氏に対して、まだ状況報告もしていないとい

う状況は、非常に行政としては早急に現状でいいからこういう状況

ですよと。大切に維持管理をして震災前までやってきましたと。こ

のような状況ですよと。ですから、そういったスピード感を持った

寄贈された方に対しての配慮といったものは、今の答弁だと欠けて

おります。大事なことなんです。状況をいち早く確認するのは当然

なんですけれどもできない状況である。でも、紅房桜は以前として

今、生き残っていますよと、生きていますよと。今後維持管理につ

いては、警戒区域が解除した暁にはしっかり取り組みますよと、そ

のぐらいの誠意を持った対応をするべきだと思いますけれども、こ

の対応についてはどうされますか答弁願います。

答弁、町長。○議長（吉田数博君）

今、９番、橋爪議員のおただしのとおり、やっ○町長（馬場 有君）

ぱり今まで大変なご厚意をいただいてきまして、大変な財産を預か

っているということで見守ってまいりました。
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１月のふるさと浪江会の総会に私も出席させていただきまして、

田尻氏とお会いしてまいりました。田尻氏のほうから、町長大変な

状況だなと。我々東京にいるけれども、本当に浪江のふるさとが大

、 。 、変だということで 逆に激励をいただいてまいりました その中で

紅房桜の話は出ませんでしたけれども、なんとか氏のご厚意には報

いていきたいと思っておりますので、今おただしのとおりこういう

現状になっているということで、今管理もなかなかできない状態だ

ということをやはり書簡の中、あるいは電話の中で一つご報告をさ

せていただきたいと考えております。

他に質疑ありませんか。○議長（吉田数博君）

14番。

何点か質問させていただきます。○14番（紺野榮重君）

16ページ、款16財産収入、項１財産運用収入で、総務費寄附金と

いう中で、ふるさと納税が420万円というふうな補正になっており

ますけれども、これはどのような方がふるさと納税をされているの

かということと、感謝の気持ちの表し方という中で町としてはどう

いうふうにされているのかということをお伺いします。

20ページ、款２総務費、項１総務管理費、目６企画費の中で、先

ほど馬場議員から質問がありましたけれども、私が聞き逃したかも

しれませんが、基金残高見込みという中で、17億8,083万円は、今

後どういうふうな使われ方をするのかということをお伺いいたしま

す。

42ページ、款７商工費、項１商工費、目４マリンパークなみえ管

理費ということでありますけれども、ここで土地借上料というもの

が補正されておりますけれども、民間との仕様に関してはこのよう

な状況の中で町とは全く違ってくると思いますけれども、今後、こ

ういう契約というものをどうなっていくのか。これが町でどういう

土地借用料を支払っているのは適当なのかどうかと。これはこの項

目ばかりでなくて、この次の43ページの丈六公園の土地借上料とい

うのに入っていますけれども、同じくこのことにも答弁をお願いし

たいと思います。

答弁、総務課長。○議長（吉田数博君）

16ページの総務費寄附金ということで、ふ○総務課長（根岸弘正君）

るさと納税、平成23年度で750万円ほど見込んでおります。件数で

約140件ぐらいの方々からご寄附をいただいたということでありま

す。通常の年ですと、浪江町の出身者、あるいは浪江町ゆかりのあ

る方だけでしたけれども、今年度についてはある程度、なんといい

ますか行政支援に来てくださった方々も、ふるさと納税していって
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もらっております。

感謝の気持ちでありますけれども、今までは浪江町の産品という

ことだったわけですけれども、なかなか送れないということで、礼

状のみというふうなことになっております。

次に、20ページの復旧復興基金の使われ方ということであります

けれども、今後、公共施設の復旧復興に入る場合のハードの部分と

か、いろんな部分についてこれらの基金を活用していきたいと思っ

ております。

産業振興課長。○議長（吉田数博君）

、○産業振興課長 高倉敏勝君（ ） 年間の土地借上料の件でございますが

平成23年度についてはいろいろな形でお支払いをしていきたいと考

えておりますが、次年度につきましては、この土地管理組合の方と

お話し合いを進めていきたいと考えております。

どのようにしていくかについては、管理組合の組合長さんと詰め

ていって今後の賃借のあり方については進めていきたいと考えてご

ざいます。

建設課長。○議長（吉田数博君）

43ページの公園費の中の土地の借上料でご○建設課長（原 芳美君）

ざいますが、この借上料は新町公園、旧郵便局の跡地の土地代でご

ざいます。民間から借上げている部分ですので、お支払いするとい

。 。う形で今回お願いしたところでございます よろしくお願いします

総務課長。○議長（吉田数博君）

土地借上げにつきましては、契約を結んで○総務課長（根岸弘正君）

、 、いるということで いったん町では地主の方に借地料として払って

それを払った分については東電に賠償という格好でもっていきたい

とう考えを持っているところであります。

５番。○議長（吉田数博君）

35ページの民生費、先ほど２番議員からも貸付○５番（若月芳則君）

金について質問がありましたが、私からは関連も含めてちょっとお

聞きしたいと思います。

震災当初、避難の 初に社協を通じて１人２万円、10万円という

ことと貸付金があります。正式文書はあと確認しますが、これは皆

、 、さん方も御存じだともちろん承知していると思いますが あの当時

議会でその私も賛成してそういう時点で、みんな２万円というのは

非常に小銭がなかった時代ですごく助かったという評価もいただい

ております。しかし、反面、あの当時議会でそれが決まった次の日

あたりから、５、６人私のところに電話がかかってきまして 「あ、

れは若月、見舞い金だべ。だから返すことないんだろう 」そうい。
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う声が非常にあったんです。私は、あれ議会ではそういうことは一

切言ってないよ。あれは貸付金だということで、書類上も貸付の要

項要領に基づいて対策会議が持たれてと私は理解していますが、社

協に対してお金を出していますから、私はこれの債務負担行為の部

分がどうなっているか。１点はそうです。

これは、今、風評被害とかいろいろ皆さんの意見を聞けば、阪神

大震災等でも同じような制度があったけれども、非常に返す人が半

分ぐらいしかいなかったとか、そういう風評が先行してます。そう

いうことを考えると、紳士なる浪江町民でありますから、それから

まだ期日もまだ管理できてませんから、そういうことにはならない

と私は思っておりますけれども、行政として社協に対して債務負担

行為をちゃんとなっているのか。また、将来的にそういう問題が出

てきたとき、どこにそういう返済の部分について、返済をしている

人達の公平性のところから考えていかなければならない問題が出て

くると理解してます。質問は、その債務負担行為がちゃんと行政と

してなっているのかどうか。

それからもう１点は、減税の３月、今の時点でいいですが、官の

情勢は状況は報告ありましたけれども、直近のそこの返済の状況も

お尋ねしたいと思います。

総務課長。○議長（吉田数博君）

債務負担行為というものにつきましては、○総務課長（根岸弘正君）

翌年度以降に支払うというのが債務負担行為となりますので、既に

貸し付けしていますので、債務負担行為というものは出てこないと

いうことになります。

ただ、決算でそこに未収ということでは、処理というものが必要

になってくると考えております。

福祉こども課長。○議長（吉田数博君）

返済の現在の状況ですけれども、貸○福祉こども課長（木村 潔君）

付が1,940件で3,880万円。２月29日現在ですけれども、償還されて

いるのが16件で32万円。それで償還の残が1,924件で3,848万円とな

っております。

これは、申し込み受付が昨年度の３月27日から５月31日まででし

た。１人当たり２万円。それで据置期間が２年、その後５年間が償

還期間となります。

ですから、来年の早い方ですと１カ月ぐらい前には通知を差し上

げないと思いますので、２月27日には返済が来ますよということで

連絡していきたいと思います。

５番。○議長（吉田数博君）
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、○５番 若月芳則君（ ） まだ技術がそういう部分はまだ今からですから

それ以上のことは私は問いませんが、やはり公平感がある未収金の

中でいったら非常に問題が複雑になってまいりますから、そういう

ことを踏まえて、そこの責任の所在は社協にあるのか、行政にある

のか。そこの辺を含めて、きちっと対応を進めていただきたい。こ

。 、こは聞きたいような気がしますが聞きます 社協が責任を持つのか

行政が責任を持つのか。そこについて問いただしております。

暫時休議いたします。○議長（吉田数博君）

（午後 ０時０１分）

再開いたします。○議長（吉田数博君）

（午後 ０時０１分）

総務課長。○議長（吉田数博君）

これは、原資というものは町で社協に貸し○総務課長（根岸弘正君）

て、社協が個人に貸している状況でありますけれども、これは原資

を貸している町の責任かと考えております。

５番。○議長（吉田数博君）

私はそのお答えに非常に信頼感を持っておりま○５番（若月芳則君）

すので、問題のないようによろしくお願いしたいと思います。

他に質疑ありませんか。○議長（吉田数博君）

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより討論を行います。討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、議案第15号 平成23年度浪江町一般会計補正予算（第

８号）採決いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。

ここで、午後１時30分まで昼食休憩といたしま○議長（吉田数博君）

す。

（午後 ０時０２分）
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再開いたします。○議長（吉田数博君）

（午後 １時３０分）

◎議案第１６号の質疑、討論、採決

日程第５、議案第16号 平成23年度浪江町文化○議長（吉田数博君）

及びスポーツ振興育成事業特別会計補正予算（第２号 、これより）

質疑を行います。

質疑ありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより討論を行います。討論ありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、議案第16号 平成23年度浪江町文化及びスポーツ振興

育成事業特別会計補正予算（第２号）を採決いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１７号の質疑、討論、採決

日程第５、議案第17号 平成23年度浪江町国民○議長（吉田数博君）

健康保険事業特別会計補正予算（第３号 、これより質疑を行いま）

す。

質疑ありませんか。

17番。

質疑がないようなので、国民健康保険事業は所○17番（勝山一美君）

管でありますが、委員会の中で若干疑問な、担当課がお答えできな

いようなところもありましたので、改めてお伺いします。

６ページですが、滞納繰越等々がずらっと並んでおります。滞納

といえば払わないということなのですが、払えない方も払わない方

も混在していると思います。今この本案は免除ですか、支払い猶予

となっていますが、単年度ごとでいつまで続くかわかませんが、通

常、税法上は大体５年で償却していくんです。そうすると、いろい

ろな延滞がそのままの、この状況がいつまで続くかわかりません。

仮に、政府が我々に大変親切であれば５年ぐらい。ひょっとする
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と免除のままいくかもしれません。その間に５年経てば、当然2011

年、震災前の延滞がきれいになくなっていくと、償却されてしまう

ということなのですが、地方公共団体の場合、時効の中断、あるい

。 。は死亡があるのかないのか まず第１点をお聞きしたいと思います

答弁、税務課長。○議長（吉田数博君）

今の質問でございますが、時効の中断につ○税務課長（大浦泰夫君）

きましては、議員がおただしのとおり５年間、更新がない場合につ

いては時効が成立します。ただし５年間の間に差し押さえとか、そ

ういったものをやっているものについては時効中断になります。

それと、おただしの基本的なところは時効で処理するということ

は、相手方が行方不明になっていて居場所がわからないとか、その

会社によりますと、固定資産を持っていらっしゃっても、会社その

ものが解散されて存在しないとか、いうことでない限りは時効の中

断という手法を取ってございます。

17番。○議長（吉田数博君）

今まで私長い間、皆さんのおかげで議員生活や○17番（勝山一美君）

ってこられましたが、時効の中断やったというあまり聞いていない

ですが、差し押さえまでいかなくてもその前段階の時効の中断、そ

こからまた時効の時間が始まるという。民間の場合は、即座にいろ

んなものによって、時効が５年とかではなくて、もっと短いものも

、 、あればいろいろありますから 必ず時効の中断をするということで

それを伸ばしていくと。ただ、確かに行方不明者を探して云々とい

う経費が逆にかかりますから、そういったことはなされることは少

ないと思いますが、いままで行政というのは機械的に５年経つと償

却していったというような形なものですから、確かに大変な時期な

のですが、将来５年経てば、本当に我々視察に来られるぐらい、延

滞ゼロ町ということにもなりかねないので。それでは、町の復興・

復旧についての町民の意識も甚だ問題が出てくるのではないかとい

うことと。ぜひ税全般にわたって機械的に償却していくような、５

年経ったからということではなくて、やはりもう一度戻った中で落

ち着いた中で、きちんとした形で追徴できるような形をとるべきだ

ろうと。払えない方は、それなりにいろいろな施策があるので、そ

れに該当して払わない人については、やはり払わないで逃げると。

逃げ得という状況にならないように、くれぐれもそういった施策に

対してはお願いしたいということなのですが、その辺がしっかりと

したご返答。今後、こういう厳しい時代ではありますが、時効の中

断をきちっとやっていくんだというお話を伺いたいと思います。や

るのか、やらないのか。
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答弁、税務課長。○議長（吉田数博君）

平成22年度以前の対応につきましては、で○税務課長（大浦泰夫君）

きる限り分納誓約をとりまして、年次計画のもとに納入していただ

いております。現在、他県のほうに避難されている方につきまして

も、これら分納によりまして納入されてきているケースもございま

す。

今後の取り組みにつきましても、現在こういった状況でなかなか

納入するのが困難だと。自分の生活再建も大変な状況なものですか

ら。こういったものを考慮しまして、町税につきましては、今後は

お知らせという形で通知書を差し上げまして、現在、あなたにつき

ましては、これだけの滞納が残っておりますよと。また、そういっ

たものにつきまして、今後、納税相談を受けながら、逃げ得のない

ような形で対応していきたいと考えております。

他に質疑ありませんか。○議長（吉田数博君）

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより討論を行います。討論ありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、議案第17号 平成23年度浪江町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第３号）を採決いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１８号の質疑、討論、採決

日程第５、議案第18号 平成23年度浪江町国民○議長（吉田数博君）

健康保険直営診療施設事業特別会計補正予算（第３号 、これより）

質疑を行います。

質疑ありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより討論を行います。討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、議案第18号 平成23年度浪江町国民健康保険直営診療
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施設事業特別会計補正予算（第３号）を採決いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。

◎議案第１９号の質疑、討論、採決

日程第５、議案第19号 平成23年度浪江町公共○議長（吉田数博君）

（ ）、 。下水道事業特別会計補正予算 第３号 これより質疑を行います

質疑ありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより討論を行います。討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、議案第19号 平成23年度浪江町公共下水道事業特別会

計補正予算（第３号）を採決いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。

◎議案第２０号の質疑、討論、採決

日程第５、議案第20号 平成23年度浪江町農業○議長（吉田数博君）

集落排水事業特別会計補正予算（第３号 、これより質疑を行いま）

す。

質疑ありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより討論を行います。討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、議案第20号 平成23年度浪江町農業集落排水事業特別

会計補正予算（第３号）を採決いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
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［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。

◎議案第２１号の質疑、討論、採決

日程第５、議案第21号 平成23年度浪江町介護○議長（吉田数博君）

保険事業特別会計補正予算（第３号 、これより質疑を行います。）

質疑ありませんか。

20番。

８ページ、介護予防サービス給付費であります○20番（馬場 績君）

が、今回の補正は880万円、補正後で4,367万7,000円。それからサ

ービス計画給付費で100万円、補正後600万円、合わせて介護予防サ

ービスの保険給付は5,400万円という計画であります。

そこで、これもたびたび議論になってますけれども、避難生活の

中で介護認定者が増えているということでありますが、今議案審議

ですから詳しい答弁でなくてもいいのですが、介護度でいうと、ど

このクラスで増えているのか。それから、介護予防サービスの給付

については要支援止まりなのか。それともケアマネージャーの給付

計画によっては、これを含めて介護サービスを受けるということな

のか。要するに、この部分で一定額が増えてきております。介護度

の中身についてお尋ねいたします。

介護イコール障がい者ということではないけれども、一言でいう

ならば高齢者福祉の事業であります。今回の一般質問でも田尻議員

のほうから仮設に入居している方が亡くなって、その奥さんについ

ても精神的異常があったと。自治会としても名簿がないので、パト

カーが来て、いろいろ自治会役員が対応に苦慮したという話があり

ました。したがって介護予防サービス、高齢者福祉事業を仮設避難

者が受けやすいようにするためにはどうすればいいのかという問題

が１つあります。

あといま１つは、さまざまな障害を持つ、独居老人も含めて、個

人情報ということで仮設の自治会役員すらも名簿がない。ある自治

会では、高齢者と障がい者の名簿はいただいたという話も聞いてお

りますが、自治会の役員にしてみれば、自治会内の出来事なものだ

から対応せざるを得ないと。いろんなことが起きてから慌ててしま

うというのが実態であります。

したがって、トータルでいうと高齢者福祉ということになるわけ

だけど、介護事業の分野でも、どういう名簿を提供すればいいのか

ということになると、それぞれの自治会でも考えが異なると思うの
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ですが、少なくても独居老人、障がいのある人。障がいのある人の

中に介護サービスを受けている人を含めるということであれば、そ

れも含めて名簿を提供して、さまざまな形でサポートできるような

形をとる必要があるのではないかと思っているのですけれども、現

状はどうなっていてどのように打開しようとしているおつもりなの

かお答えいただきたいと思います。

暫時休議をいたします。○議長（吉田数博君）

（午後 １時４６分）

再開いたします。○議長（吉田数博君）

（午後 １時４６分）

健康保険課長。○議長（吉田数博君）

それではお答え申し上げます。○健康保険課長（紺野則夫君）

介護の認定者の、どの部分が一番多いのかということでございま

すが、要支援１それから要介護１が大体一番多いという状況でござ

いす。それから高齢者の福祉事業、いわゆる自治会の会長、役員の

方々に対して名簿の提供という議員のおただしでございますが、や

、 。 、はり個人情報で なかなか難しいのかと考えております だけども

やはり独居老人それから高齢者世帯の方々に対しては、見守りが当

然必要かと考えております。したがいまして、自治会の会長さんか

ら、こういうことはどうなんでしょうということがあれば、それな

りに今後対応してまいりたいと考えております。

それから、介護の予防の部分でございますが、これにつきまして

は一般質問の中でも橋爪議員から質問があり、答弁したとおり、各

仮設のほうにサポートセンターを現在、桑折町から福島市、二本松

市、それと本宮市のほうに開設している状況でございまして、その

中でいろいろ要介護にならないための予防を現在やっているわけで

ございます。

さらに、要介護にならない、要支援にならないために、その施設

を様々な事業が展開できるか介護の事業者も含めて協議を図りなが

ら、住民のほうに周知徹底を図りまして、さらなる施設の利用を図

ってまいりたいと考えております。

20番。○議長（吉田数博君）

介護を必要としている階層についてはわかりま○20番（馬場 績君）

した。

それから、名簿の件についても、ここで竹を割ったような答えを
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いただくことは期待はできないと思いますが、今、健康保険課長の

お答えのとおり、独居老人なり高齢者、障がい者ということは入っ

てなかったんですが、障がい者も含めてお願いできれば一番いいわ

けですが、自治会のほうで自治会の活動上、ぜひともほしいという

場合には、自治会の要望があれば、前向きに検討するということで

すので一歩前進だと思います。

確かに個人情報の保護という問題もありますから、その取り扱い

は慎重であるべきだと思いますけれども、一歩前進の行政側の姿勢

であり、評価していきたいと思います。以上についてお答えくださ

い。

それから問題の介護予防でありますが、ある仮設にいる方は91か

92歳の高齢者です。ケアマネージャーの方は、時々来てくれるとい

うから介護認定は受けていると思うのだけど、介護予防を含めて利

用できないというか、体がゆるさないということで、仮設の中に閉

じこもり。親子２人の生活でありますけど。歩くのも困難、当然の

ことながらトイレに行くのも困難、そういう人達に介護予防サービ

スを受けてはどうだと言ってみても、条件からいうと非常に無理な

状態です。したがって、おばあさんの希望としては特別養護老人ホ

ームに入所したいんだと。できるだけここで自分のことは自分でで

きるうちは、このままにしておきたいけど。話を聞くと入所待機者

が何百人といると。この前の一般質問では100人という課長の答弁

があったのですが。したがって介護予防サービスも受けられない。

施設に入りたくても、今はそれこそ死ぬ人を待っているという状況

です。それでも順番が来ないという状況もあるわけです。仮設生活

が続くと。そういう場合に、基本的にはやっぱり施設の入所を希望

しているわけですから、施設入所の条件整備をしていくしかないと

思うんです。したがって、私はダブりも含めれば100人ではきけな

いのではないかと思うのです。仮に待機者が100人いるとすれば、

１年待ったって入所の見通しはないと。どうするかということなの

です。

介護保険の会計を運営するだけではなくて、受け皿をどうつくっ

ていくかということが、非常に大事ではないか。したがって再開事

業者もいるわけですが、避難先の自治体や県とも協議しながら、入

所待機者を解消していく取り組みが非常に大事だと考えています

が、具体的な取り組みがあればお答えいただきたいということと、

あともう一つは、そういうことを踏まえて今後どうするかというこ

とについては、お答えいただければと。

健康保険課長。○議長（吉田数博君）
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入所待機者に関しては、町よりも国、○健康保険課長（紺野則夫君）

県が特に考えてもらわなくてはならなと私は考えております。

しかしながら、当然町のほうでは何をやらなくてはならないかと

いうことなのでございますが、具体的に申し上げますと、一般質問

の中でも答弁をいたしましたが、今現在、特別養護老人ホームの建

設に向けて今整備を図っているという状況でございます。

つい金曜日に、朝方その施設の理事長からお呼びがありまして、

いわき市のほうに行ってまいりました。その経過を若干申し上げま

すと、今土地の借上げの中で、非常に苦労してきたわけでございま

すが、坪単価当たりの価格も示されて、いい方向に向かって整備が

されているということでお話は伺ってきました。今週中、来週中に

も、院長先生のほうから、私のほうには賃貸の契約の状況について

報告があるという状況になっております。

その整備の中身で若干ふれますと、140床の特別老人ホームとな

っております。浪江町で避難されている方、それから預かっていた

だいている方、県内を見てみますと150名ほどいらっしゃるわけで

ございまして、その他に待機者が100人でございますが、幾分は緩

和されるのかと。平成25年度中には当然整備しなくてはならないと

なっておりますので、緩和されるのかなと考えております。

それから、県外の施設につきましては、現在、待機ということは

私の情報の中にはありません。県外にいらっしゃる方については、

そういう施設には万辺なく入っているものと認識しております。た

だし、例えば４人のところに４人が入っているのではなく、４人の

。 、ところに６人が入っているという現状になっておるわけです 当然

浪江町ばかりではございません。これは双葉郡内避難住民、福島県

民も含めてお世話になっているというのが現状でございまして、浪

江町民が施設入居を待っているという情報は、私のところには現在

は入っていないというところでございます。

県外につきましては、先ほど申しましたように、国、県が当然、

浪江町を含めてでございますが、真剣に取り組んでもらう。今後要

望活動もしていきたいと考えてます。

20番。○議長（吉田数博君）

こういう状況の中では、明るい行政報告ではな○20番（馬場 績君）

いかと思って、事業再開を期待しております。

もし、見通しがわかればということでお答えいただきたいのです

が、土地の賃貸契約についても来週あたりにはまとまるのではない

かと。140床ほどの計画だということですが、順調にいってオープ

ンの時期はいつ頃と考えられますか。



- 195 -

健康保険課長。○議長（吉田数博君）

開所の時期でございますが、まだ設計○健康保険課長（紺野則夫君）

の段階にまだ至っていない。土地が決まらないと設計にはたどり着

かないということでございまして、県のほうの補助金、それから国

の補助金での運営ですので、平成24年度中にこのような補助金が執

行されるとなっております。したがって、平成24年度中には完成し

なければならないとなっております。ただ、何月になるのかとなり

ますと、これはなかなか難しい。平成24年度中と答えるしかござい

ません。

他に質疑ございませんか。○議長（吉田数博君）

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより討論を行います。討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、議案第21号 平成23年度浪江町介護保険事業特別会計

補正予算（第３号）についてを採決いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。

◎議案第２２号の質疑、討論、採決

日程第５、議案第22号 平成23年度浪江町後期○議長（吉田数博君）

（ ）、 。高齢者医療特別会計補正予算 第２号 これより質疑を行います

質疑ありませんか。

20番。

５ページ、目２普通徴収保険料であります。目○20番（馬場 績君）

１特別徴収については100万円ということでありますが、普通保険

について今回の36万5,000円の補正増、合わせて230万円の保険料の

現年徴収分の保険料の補正計上になっておりますが、介護保険等も

含めて保険料が減免になっております。

特に、ご案内のとおり後期高齢者の場合には75歳以上の方が基本

的には対象になっているんだと。その方々の平成23年の保険料で補

正計上されているということは、現年課税をして、あとで現状通知

をするという流れになるのかどうか。お答えいただきたいと思いま

す。
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健康保険課長。○議長（吉田数博君）

当然、普通徴収に関しましては、議員○健康保険課長（紺野則夫君）

おただしのとおりでございまして、一たん課税しまして、それで減

免ということになっております。

他に質疑ございませんか。○議長（吉田数博君）

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより討論を行います。討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、議案第22号 平成23年度浪江町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２号）についてを採決いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。

◎議案第２３号の質疑、討論、採決

日程第５、議案第23号 平成23年度浪江町水道○議長（吉田数博君）

事業会計補正予算（第２号 、これより質疑を行います。）

質疑ありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより討論を行います。討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、議案第23号 平成23年度浪江町水道事業会計補正予算

（第２号）を採決いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。

◎議案第２４号の質疑、討論、採決

日程第５、議案第24号 平成24年度浪江町一般○議長（吉田数博君）

会計予算、これより質疑を行います。
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質疑ありませんか。

２番。

５点ほどお伺いいたします。○２番（山崎博文君）

１点目、84ページ、廃目になっております、款２総務費、項１総

務管理費、国際交流費についてですが、これは平成24年度は町の友

好都市である興化市との交流事業は実施しないと考えてよろしいの

かお伺いします。

２点目、108ページ、款３民生費、項１社会福祉費、災害救助費

の節13委託料、共通の科目ですが、花火打上委託料、プールろ過装

置管理委託料、エレベータ保守点検委託料の詳細についてご説明を

お願いいたします。

３点目、116ページ、款３民生費、項２児童福祉費、目６子育て

支援事業費、節20扶助費の4,800万円の保育料助成金ですが、これ

は午前中の平成23年度補正（第８号）にもありましたが、詳細につ

いてお伺いいたします。

４点目、140ページ、廃目になった外国青年招致事業費について

ですが、小学校においては新学習指導要領が全面実施されまして、

小学校５、６年生で年間35単位時間の外国語活動が必修化されまし

た。外国語活動は、原則英語を取り扱うようになっておりますが、

教育の充実をはかるためには廃目になったのは非常に残念だと思っ

ております。廃目の理由についてお伺いいたします。

後これも廃目についてです。149ページ、項６保健体育費の保

健体育振興費についてですが、平成23年度全町避難という厳しい環

境の中、市町村対抗の軟式野球大会、また駅伝大会に出場し、好成

績を残しまして、選手の皆さんから町民に、非常に明るいニュース

を提供していただきましたが、平成24年度の両大会出場は、まだは

っきりしているわけではありませんが、廃目になった理由について

お伺いいたします。以上よろしくお願いいたします。

生涯学習課長。○議長（吉田数博君）

国際交流費の廃目についてお答え申し○生涯学習課長（島田龍郎君）

上げます。現在の災害状況下におきましては、今年度の興化市との

交流は見合わせるいうことで考えております。

教育総務課長。○議長（吉田数博君）

108ページの教育総務課の花火打上委○教育総務課長（屋中茂夫君）

託料、プールろ過装置管理委託料、エレベータ保守点検委託料でご

ざいますが、まず花火打上につきましては、学校のほうと打ち合わ

せをしまして、運動会を予定するということで花火打上の予算を計

上したところでございます。
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それから、プールろ過につきましては、プールが使用できるよう

になった際には、そのろ過管理の委託が必要ということで、ここに

計上したところでございます。

エレベータ保守点検でございますが、これは浪江中学校にありま

す給食用リフトエレベータでございます。それの保守点検委託料で

ございます。

教育長。○議長（吉田数博君）

140ページの外国青年招致事業に関してで○教育長（畠山熙一郎君）

ございますが、当初予算においては廃目でございますが、主な理由

を申し上げますと、全町避難の中で学校を立ち上げたのが、８月で

ございましたが、その前後の状況、子供数、あるいは教職員の数と

いったことを総合的に判断をいたしまして、平成24年度においては

ＡＬＴの方を特にお呼びしなくても、なんとかしのげそうだと見通

しを持ったのがひとつでございます。具体的なもう一つの理由がご

ざいます。外国青年招致事業のためには、前年度の９月頃から事務

が始まりまして、今のような困難な時期の中では見通しがもてなか

ったというのが理由になります。

福祉こども課長。○議長（吉田数博君）

116ページの20扶助費4,800万円、保○福祉こども課長（木村 潔君）

、 、育料助成金という形でございますが これは避難生活が長引く中で

平成24年度においても保育料を軽減したい。ただ、１月から各市町

、 、村でやっておりますので １月末から各町村とやり取りをしまして

平成24年度についても減免していただけますかということで、回答

もらったのですが、現在については平成24年度の減免もありません

という回答の町村が９町村中の５、未定が４。県外が平成24年度も

減免しますよという町村が12、減免しませんよと町村が14、未定が

22町村となっております。その中で、今後予算をつけていただけれ

ば、なかなか全額とはいかないまでも、ある程度避難生活の中で保

育料を払うのも大変だと思いますので、なるべく多くの額を協議し

ながら用意したいと思います。

生涯学習課長。○議長（吉田数博君）

それでは市町村対抗駅伝対抗大会等々○生涯学習課長（島田龍郎君）

補助金がないという部分についてのお答えいたします。

予算書の148ページをお開きいただきたいと思います。款10教育

費、項６保健体育費、目保健体育総務費の中の９番目旅費、費用弁

償等で対応していきたいと考えております。

２番。○議長（吉田数博君）

興化市との交流事業は、平成24年度は今のとこ○２番（山崎博文君）
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ろは考えていないというところですが、町長に質問しますが、今後

について、興化市との関係は基本的にどのようにお考えかお伺いし

ます。

、 、それと教育総務課分の花火打上分 たぶん小学だと思うのですが

平成23年度は打上花火、プールろ過、エレベーターも減額補正とな

っているでしょうから、例えば花火であればこんなのは小規模学校

ですから、連絡網を使って流すとか、あとプールは今から使う、使

わないは検討の余地があると思うのですが、エレベーターに関して

もなるべく維持管理等は、削減できるのであれば、もっとソフト面

にお金を出してもいいのかなと思いますので、その点についてお伺

いします。

保育料の助成金ですが、市町村によって対応が違うということで

すね。それで、なるべく浪江の子が避難先の保育所が、なるべく浪

江に居たときと近くなるように検討の余地があると思いますが、今

課長からそういう答弁がありましたが、もう少し深くお答えいただ

ければ。

英語の先生ですか、外国青年招致事業費のことですが、平成24年

度の英語の授業はどのようにお考えか、その点をお伺いします。

スポーツ大会の振興費については了解いたしました。

町長。○議長（吉田数博君）

興化市との交流についてお答えいたします。現○町長（馬場 有君）

在まで日中の文化交流、あるいは浪江町との青少年の友好訪問とい

う形で、いろいろ浪江町と興化市の歴史的な付き合いをいままでし

てまいりましたが、この震災に遭いましてこれからどういう交流を

していくかということも１つの原点にかえった中で考えていきたい

と考えています。今までの交流が無駄にならないように検討してま

いりたいと考えております。

教育総務課長。○議長（吉田数博君）

108ページの花火打上げでございます○教育総務課長（屋中茂夫君）

が、ここ二本松市内に浪江小学校が立ち上げて開設しているという

ことで、自分達も頑張っているいうことを家庭の方々、地域の方々

にもＰＲする意味で打ち上げて学校行事を広くＰＲしたいという意

味で計上したところでございます。

それからプールにつきましても、今後清掃等を行ったうえで使用

ができるようになればということで、見込みで提出したところでご

ざいます。

それから、エレベーター保守点検ですが、今現在、浪江中学校は

２階の教室で全生徒が一緒に給食を食べている状況でございます。
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その場合、下から上に運ぶ場合に事故等の心配もありますので、エ

レベーターを活用したいと考えております。

教育長。○議長（吉田数博君）

平成24年度の英語の授業についてのお尋ね○教育長（畠山熙一郎君）

ですが、小学校で外国語活動ということでお答え申し上げます。

先ほどもふれましたが、来年度浪江小学校の場合ですと、新５年

生が４名か５名だったと思います。新６年生は10名程度ということ

です。こういった子供たちが該当するわけですが、それに対して小

学校の先生ですが、英語の正式な免許を持っている方が２人おりま

す。これまでも外国の方を交えて、いわゆるＴＴということで授業

をやっていたわけですが、ネイティブではありませんが、２人で組

む授業は十分可能だと。それから方法ですが、外国語の活動本格的

実施は今年度からですが、その数年前から総合学習を利用して、Ｌ

Ｔの方を交えながら同じような手法で授業をやっていましたので、

かなりノウハウがあるといったことを総合的に見ながら、できるだ

け従来の形に近い形で、英語の授業は進めてまいりたいと考えてご

ざいます。

福祉こども課長。○議長（吉田数博君）

保育料についてなのですが、保育料○福祉こども課長（木村 潔君）

については、全国すべての町村である程度の減免はする。それで浪

江町においても１から８階層ありまして０円から４万9,000円、３

。 、 、歳未満の場合はそうなっています ただ 全国でやっていますので

市町村はバラバラですので、 終的に決定するのが町県民税が確定

する６月になります。ですから浪江町としても、本来ですと全額補

助するのが 高ではないかと思うのですが、なかなかそういう事態

にならない場合については、定額補助でどちらかというと、生活が

苦しい方のほうを中心に助成をしていきたいと考えております。

それで立替払いみたいな形になるのですが、四半期おきに３カ月

毎に保育料の領収書を添えて請求してもらって支払うという形をと

りたいと今考えております。

２番。○議長（吉田数博君）

１点だけ、英語の授業についてなのですが、当○２番（山崎博文君）

然創意工夫は必要です。それで、中通りは英会話スクールが結構あ

るわけです。そういうことを考えれば、民間の特に外国人の先生と

の連携を図りながら、生の英会話の授業が私は簡単にできると、簡

、 、単というのは 連携を図ればできるのではないかと思っていまして

なるべく先ほどもいいましたが、学校の維持管理費を抑えながらソ

フト面で予算措置をして、小規模学校である特色ある学校づくりの
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一環ということで、英語でいいますと簡単な英語のゲームとか、簡

単な英会話ができるような多分指導だと思うのですが、十分にノウ

ハウを持っていると思うので、ぜひ活用して教育の充実を図るべき

ではないかと思うのですが、その点についてお願いします。

教育長。○議長（吉田数博君）

外国語活動の目的の一つに、英語に慣れる○教育長（畠山熙一郎君）

ということがあると思います。それでネイティブの方を指導に加え

る意味があるわけですが、確かにそれをすることによって得る成果

はありますので、いろんな方向を検討しながら、可能性を探ってま

いりたいと考えております。

他に質疑ありませんか。○議長（吉田数博君）

１番。

２点ほどお伺いいたします。○１番（愛澤 格君）

79ページなのですが、企画費の中で、地域づくり総合支援事業補

助金2,000万円ほど計上されてます。これ、当初予算の説明では町

民とふるさと浪江を繋ぐ絆の支援ということで、事業の概要が移っ

てありますが、もうちょっと詳しく説明があればお願いしたいと思

います。

81ページになりますが、負担金補助及び交付金の中で、行政区活

動補助金245万円、それから区長会運営補助金21万円ということで

合計で266万円なのかと思いますが、これも町民を繋ぐ絆の区費と

いうことでありますが、具体的にどのような行政区の活動を助成す

るのか。もうちょっと詳しい説明をお願いしたい。その２点お願い

します。

答弁者、企画調整課長。○議長（吉田数博君）

それでは、予算書79ページの企画費の○企画調整課長（谷田謙一君）

節19負担金補助及び交付金の中の地域づくり総合支援事業補助金に

ついてのご説明をいたします。

この事業につきましては、今年度も既に広報なみえ等で、こころ

の通信ということで全国に避難している町民の声を発信しているよ

うな事業を実施しております。その事業の第二弾の事業という位置

づけを考えているところでございます。簡単に申し上げますと、広

報などの情報発信が届きにくい若い世代に浪江の声を届けていくと

、 。 、いうことで ラジオを通じた情報発信を考えております 具体的に

ＦＭのラジオ局と連携いたしまして、了解を得られた町民にラジオ

の番組に出ていただくとか、番組のパーソナリティーに町民の声を

朗読していただくとか、そういうことで町からの情報を発信してい

くと考えております。時間につきましては、土曜日の昼の25分程度
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ということで、毎週放送ということで予定していきたいと思ってお

ります。

さらに、このラジオだけではなくて、この情報がインターネット

を通じて、そのほかのところにも県外にも発信することができます

ので、インターネットを通じてパソコン並びに携帯電話等を通じた

全国発信もできますので、そういう計画で進めているところでござ

います。

総務課長。○議長（吉田数博君）

、○総務課長 根岸弘正君（ ） 81ページの行政区活動方針でございますが

現在49区の行政区がございます。これらの行政区、総会であるとか

地域の方々が集まるという際に補助金を使って会合を持っていただ

きたいということで、平均で５万円の49行政区ということで予算化

をしたところであります。

区長会の運営補助金21万円でありますが、行政区、区長というこ

とで７地区に今分かれております。権現堂６地区、請戸、幾世橋と

いうことで、その中の地域の区長会のほうに１カ所３万円の助成を

していろんな活動をしていただくということでの予算組みでござい

ます。

他に質疑ありませんか。○議長（吉田数博君）

10番。

議案第24号、浪江町一般会計予算で、質問はこ○10番（田尻良作君）

の資料、歳入歳出予算資料です。６ページになります。一般質問の

続きになるかもしれませんが、よろしくお願いします。

上のほうから、すべての町民の暮らしの再建、そういう項目があ

りまして、基本方針に関する目標の②賠償対策の充実ということで

原子力賠償支援事業、概要については弁護士による原子力損害賠償

説明会開催等で事業費が252万円が計上されております。この件に

ついては、一般質問でもしましたように、東京電力に対しては70％

を請求は、この残りはどうなんだということで、話を聞きますと難

しい部分もあるんです。そういうことで、一般質問でも問いただし

たんですが、集団訴訟の部分も検討するというようなことでござい

ました。それで聞きたいのは、現在浪江町の弁護士の体制、顧問弁

護士になるのだと思いますが、その辺の説明をお願いいたします。

具体的には何人ぐらいでどういう仕事といいますか体制なのか。賠

償についてはお願いいたします。

いまひとつ質問なのですが、基本方針に関する目標で、④住宅環

境の改善ということでございます。これは、午前中にも20番議員の

ほうから仮設住宅諸々の改善ということでありまして、この件につ
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いても一般質問で質問したのですが、仮設の場合は２年が限度なん

だと。我々そこに我慢している必要はないんだというのが私の持論

でございます。次どうするんだとなれば、次の復興住宅等にかかわ

ってくるんです。町長については、町営住宅の建設まで話はしまし

た。住宅環境の改善等には8,176万9,000円が予算付けしてあるわけ

、 、 、 、ですが これは平成24年度 入居してから平成23年度 平成24年度

平成25年度、１年間の延長があるという話はありますが、借上げ等

に対して、これだけの毎年予算組みになると思うのですが、国から

、 、の復興公共住宅等の見通しというのか そういうものがあったらば

つかんでいればお示ししてもらいたいと思います。

以上２点についてお願いします。

産業振興課長。○議長（吉田数博君）

体制ということでおただしでございま○産業振興課長（高倉敏勝君）

すが、現在福島のブレインハート法律事務所というところと顧問弁

護士の契約をしておりまして、説明会のときには、前に９月のご質

問のときにもご答弁申し上げましたが、人数の中でそれぞれ割付け

いただいて、説明会に来ていただいたという形になります。

、 、今後 平成24年度についても同じような形と考えておりましたが

町長が前に答弁しましたとおり、体制が整えばその方向もあり得る

ということでご答弁しておりますので、こちらについては、これか

らブレインハートさんのほうとも、体制をどのようにつくっていた

だくか相談になるかと考えております。

企画調整課長。○議長（吉田数博君）

復興住宅の見通しということのご質問○企画調整課長（谷田謙一君）

だったかと思います。議員おわかりのとおり、現在復興検討委員会

で検討を進めておりまして、町民からのアンケート調査を実施した

ところ、浜通りの希望は多いということで、復興ビジョン検討委員

会の中でもそういう方向付けになりつつございます。

見通しなのですが、国のほうには要するに区域見直しのセットの

中で持ってきてくださいという要望等はしておりますが、具体的な

ものについては、まだはっきりはしておりません。

10番。○議長（吉田数博君）

住宅環境についてなのですが、セットという意○10番（田尻良作君）

味がわからないのですが、見通しがつかない。見通しがつかないの

ではどうするんだという話になってしまうので、ある程度の我々町

民から聞かれた場合に、方向性が一番大事なんです。

というのは、新聞報道とかもろもろについては、今、区域割云々

だということで、帰れるのか、帰れないのかという部分は出てきて
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います。それでそこの区域の場合は、今の住宅環境でいいのかとい

う話になります。話を繰り返すようですが、２年が限度だ。１年延

びるなんていう話もありますが、復興公営住宅等々の話がないと、

本当にただ単に生きてるだけの今の避難生活で、再三一般質問でも

いいましたけれども、そういう方向性が一番大事なんです。話でい

ろいろ聞くと、土地を見に行っているんだとか、そういう話になっ

。 、 、てきちゃうんですよ ということは 要するに町民自体がいくら絆

絆とかっこいい言葉を言っても、バラバラな状況にならざるを得な

いのかということを私は危惧しているんです。そういうことをしな

いためには何が必要かというと、やはり二本松でもどこでもある程

度の拠点を設けてそこに集約をさせる。集約させるには、一番大事

な住まいですよ、居住。それを考えていかないと、いくら絆うんぬ

、 。 、んときれい事やっても 町民の心は離れていくと思います その辺

町長なんかありましたらお願いします。

それとあと賠償対策の件で、説明会の開催をやるということなの

ですが、実際は相談なんです、相対でも。ですから私が望むのは、

250万円で、いい弁償なんてできません、はっきり言って。言うな

らば、課長も釣り好きだからわかると思うのですが、エサを海老で

鯛を釣るのではなくて、鯛を釣るなら鯛をエサにするぐらいの予算

付けでいかないと、私はいい賠償を勝ち取る。それは出て来ないと

思います。当初250万円という数字だからいいのですが、これから

補正もがんがん組んでやっていかなければ、本当に何億、何十億円

の世界でしょう、町全体にしても。そういう私が言っていることに

対して答弁あればお願いします。

答弁、町長。○議長（吉田数博君）

住環境の関係ですが、先ほど企画調整課長が答○町長（馬場 有君）

弁しましたように、区域の見直しの議論の前提は、やはり役所の問

題、それからインフラ復旧、これは議員おただしをしている復興公

営住宅の問題も含めて、そういうものが１つのセットになっている

んです。今回、私も非常に憤りを感じましたが、損害賠償紛争審査

会が指針の第二次の追補を出しました。まったく我々避難者を馬鹿

にしている指針です。要するに、精神的損害ですか、月10万円とい

うものを絶対崩さないです。帰宅困難区域と見なされるものは５年

間戻れない。だから５年間ということは60カ月です。60カ月に10万

円を掛けて600万円で一括支払いで決着をつけようという、そうい

う馬鹿な話をしているんです。それから、20ミリから50ミリシーベ

ルトの居住制限区域と称される所、これについては２年間除染で戻

れないということで24カ月、これに10万円を掛けて240万円、それ
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から避難準備解除区域20ミリシーベルト、これは１年で除染が終わ

るだろうからこれは10万円で、期限は切ってませんけれども、頭の

中は120万円という考え方です。こんな考え方の紛争審査会の指針

。 。に我々納得できないです これは８カ町村すべてそうだと思います

そういうことでありますから、住環境の問題についても、こんな

ことで線引きをされて賠償の問題で１つの区切りがつけられる。あ

るいはインフラの復旧で、例えば今議員おただしのとおり復興公営

住宅の問題についても、バタバタやられたのではとんでもない話で

す。これはやっぱり我々主張すべきところは主張し、田尻議員が今

言っているように、本当に２年、３年で今の仮設住宅、あるいは今

の借り上げ住宅、我々それに住んでいられないです。ですから、や

はりきちっとしたものを政府が出してくるということで、我々が先

日も３月10日、要求をしてまいりました。そういうことで復興公営

住宅についてもいろいろ考え方があって、町民の方が土地を物色し

ているでしょう。しかし町民、隣近所の方々、あるいは知人、友人

の方々がいないと孤立化を考えますので、これはできるだけ町の行

政として一つの、もし５年なり、６年なり帰れない場合は、そうい

うところに、きちっとした復興公営住宅なり、復興住宅を建てるよ

うに行政がリードをとりながら、責任をもってやっていきたいと考

えてます。

したがって、田尻議員のこれからのご指導をひとつよろしくお願

いしたいと思います。

それから、賠償の問題です。今賠償の問題話しましたが、これは

とんでもない話です。双葉町の方針、集団でやっていました。あれ

はまったく無視されているわけです。10万円の基準でやっているわ

けですから。双葉町は35万円です。したがって申請者なんておそら

く受け付けないんです、東京電力。それを出してしまったんです、

紛争審査会で。あんなでたらめな基準で出してしまうから、それが

全部駄目になってしまうんです。集団でやったとしても。小高区も

そうです、35万円で出しています。

私はこの間、１月27日の福島県内でやった紛争審査会で28万円と

いうことで出しました。そういうことを一切聞いていないんです。

一切聞いていないようなところで、やはり我々もっともっと声を強

くして、戦っていかなくてはならないと思います。

先ほど、産業振興課長も話しましたように、集団でやらなくては

ならないところも出てきますので、これはきっちり予算組みをしな

がらやっていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。
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10番。○議長（吉田数博君）

後の質問になります。ただいま町長のほうか○10番（田尻良作君）

ら力強い答弁をいただきました。

まさに、一丸となって戦っていかないと、もらうものももらえな

いような状況になるのではないかと私は危惧をしているのですが、

集団請求も視野に入れるという答弁でございました。要望、要求を

当然しなくてはいけない。すればいいというものではなくて、勝ち

取るということでぜひお願いしたいと思います。

後になんですが、町長にひげ生やしていただければ、力強いあ

れだったんです。あれからひげ落としてからトーンが下がったよう

な感じ、再度ひけ生やして我々もいきたいと思いますので、どうぞ

死ぬ気で頑張ってほしいと思います。答弁はいりません。私の要望

とします。

他に質疑ありませんか。○議長（吉田数博君）

５番。

お伺いします。６ページ、すべての町民の暮ら○５番（若月芳則君）

しの再建の中の③就労や事業再開等による自立の支援、その中の緊

急雇用創出事業についてお尋ねいたします。

こちらの予算書でも見ましたが、労働費で緊急雇用促進創出基金

事業7,361万8,000円を言っているのだろうと思いますが、この中で

臨時職員の直接雇用というのは26名至っております。26名、単価計

算しますと283万何某になるわけですが、一般的に大概、一般町民

から見た視点からいえば、緊急雇用創出事業ということで、大震災

の状況を踏まえて、困っているみんなに就労の場を確保するという

目的のお金ではないかと思って見ております。したがいまして、26

名を283万円の１人頭の費用でやるということは終年雇用を前提と

した26名を充てているのか。それとも、その他、半年ぐらいずつ雇

用する人。半年だったら緊急雇用で283万円という単価にはなりま

せんから。そこの部分と合わせて、まさに所管と言われれば、まっ

たく申し訳ないのですが。それと、そのほか例えば住民生活課でい

けば、いろんな臨時技能職員とか、いろんな名目の臨時雇用の費用

が上がっているわけです。私ここで合わせてこの説明と、あと非常

時におけるいろんな社会福祉協議会で対応する部分、そういうもの

を合わせて、町としてこういう時期にそういう目的によって、これ

だけの雇用の機会を出している。直接、社会福祉協議会も、いろん

、 。なところでいっていますから それの一覧を提示していただきたい

このことを質問とさせていただきます。

産業振興課長。○議長（吉田数博君）
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緊急雇用というのは６カ月間が原則で○産業振興課長（高倉敏勝君）

あります。ですから、通年雇用という言い方をしているかもしれま

せんが、延長を兼ねて１年間という考えをしております。

11事業といいますのは、各課から要望があった事業を上げており

ます。これは当然ハローワークを通して申し込みがあって初めて採

用できるものでありまして、社会福祉協議会で行っている絆事業と

は赴きが違いますので、そこはご理解いただきたいと思います。

現在、担当課からきている11事業ということで26名の要望があっ

たということで予算計上したということでございます。

５番。○議長（吉田数博君）

、 、○５番 若月芳則君（ ） ということは11事業 ６カ月なら６カ月経てば

再雇用も視野に入れて予算化しているということで間違いなければ

それでいいのですが。

それから合わせて社会福祉協議会とかいろんな部門でやっている

ものを総括して、こういう非常事態に町行政として雇用の機会をど

れだけ提供しているといいますか、応援しているという一覧を掌握

していれば教えていただきたい。このことを質問といたします。

答弁、産業振興課長。○議長（吉田数博君）

まず先ほど申し上げましたように、緊○産業振興課長（高倉敏勝君）

急雇用としては11事業でございます。26名です。

それから、これは社会福祉協議会に限らず私どもで所管している

ものだけ申し上げますと、絆事業ということで現在要請してござい

ますのが21事業でございます。こちら合計しますと人数で84名、絆

事業のみということで現在計上してございます。

５番。○議長（吉田数博君）

社会福祉協議会にかかわるもの。○５番（若月芳則君）

暫時休議いたします。○議長（吉田数博君）

（午後 ２時４９分）

再開いたします。○議長（吉田数博君）

（午後 ２時５１分）

ここで３時５分まで休憩をいたします。○議長（吉田数博君）

（午後 ２時５１分）

再開いたします。○議長（吉田数博君）

（午後 ３時０５分）
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答弁、福祉こども課長。○議長（吉田数博君）

先ほどの質問ですが、社会福祉協議○福祉こども課長（木村 潔君）

会の生活支援相談員でございますが、今年度と同じく桑折町２名、

福島市９名、二本松市11名、本宮市５名、事務担当１名の28名を予

定しております。

他に質疑ありませんか。○議長（吉田数博君）

14番。

平成24年度の一般会計、特別会計、歳入歳出の○14番（紺野榮重君）

予算資料でお願いします。

６ページ、すべての町民の暮らしの再建という中での⑤町民を繋

ぐ絆の維持ということなのですが、仮設住宅と自治会運営助成事業

900万円、この内容説明をしていただきたいと思います。私には、

上の項目の行政活動の助成で、49自治組織に266万円という中で、

平均５万円という中で説明をされたわけでありますが、その企画の

中で、私は行政区長との関係でアンバランスではないのかと思いま

して質問いたします。

それから、ふるさとなみえの再生という中で、①除染活動の先行

実施という中で、総事業費が記載されております。これは国がやる

ためにそういうことは記載されていないということですが、おおよ

その予算というものが、どのぐらい予算化するのかわかれば。それ

から、この実施内容というものはどういうことをやっていくのか、

お伺いしたいと思います。

後に７ページの、仮庁舎管理事業その他の主要事業の中での５

番目の、仮庁舎管理事業で１億1,300万円の内容説明をお願いした

いと思います。

答弁者、総務課長。○議長（吉田数博君）

まず自治運営費でございます。これにつき○総務課長（根岸弘正君）

ましては自治会長の報償が320万円ございます。自治会の班長さん

に160万円でございます。それと自治会運営補助金ということで360

万円というものが重なりまして、れだけの自治会運営費ということ

になるわけであります。

自治会と行政区の関係でありますが、自治会につきましては借上

住宅及び仮設住宅について、やはり絆を持っていただこうというこ

とで、活動に対しての補償をしているところであります。

行政区につきまして、前の行政区で、これからいろいろ区域見直

しであるとか除染の問題も出てまいります。そういうものにいろい

ろ携わっていただくということで、これも前の全地域でのまとまり
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もあると、もっていただこうということでの自治会への補助、ある

いは行政区の補助ということで２本立てで出してていくということ

でございます。

住民生活課長。○議長（吉田数博君）

ふるさとなみえの再生の中の①除染活○住民生活課長（植田和夫君）

動の先行実施のところに予算は計上しておりませんが、これは国で

。 、先行してやる先行拠点除染事業と考えております 一つについては

消防署とか警察署、それから第一体育館、水道施設の浄水場関係の

除染だと考えております。予算については把握しておりません。

総務課長。○議長（吉田数博君）

仮設庁舎の管理費ということで１億1,300○総務課長（根岸弘正君）

万円ということでありますが、これはいろいろ入ってございます。

今度建設をしております仮設庁舎を含むということで、今から造る

仮設庁舎に対して１億1,300万円かかるということではなくて、現

在の男女共生センターの借上料、あるいはこれにかかる公用車の燃

料費、あるいはコピーの消耗品、あるいは第二事務所等も現在借上

げしておりますので、それらの借上料ということでありまして、新

庁舎にかかるものについては、この中では１億1,300万円の若干で

あるということであります。

14番。○議長（吉田数博君）

行政区長運営助成費という中で、平均５万円で○14番（紺野榮重君）

ということと、今度自治組織の中ではいろいろな報償が340万円で

班長１戸500円の割で報酬を払うということでありますが、これか

ら浪江町の行政区長というか、組織というものが兼ね合っていると

ころもありますが、そういう中では非常に仕事の量というものは多

くなると思います。

例えば、除染をするにしても、その土をどこにもっていくかとい

うことでは、必ず行政区長に相談しなくては進んでいかないことだ

と思うのです。そういう中で、今までありますと各戸500円という

もので、町の行政区長あるいは班長ということで支払っていたと思

うのですが、私にしてみればアンバランスではないのかと。その辺

の浪江町に帰っての除染、そういう諸々のことを考えておられるの

かどうかお伺いしたいと思います。

総務課長。○議長（吉田数博君）

行政区長の報酬につきましては、平成22年○総務課長（根岸弘正君）

度よりは減額になるということであります。

ただ、行政区長の活動としましては、広報の配布であるとかも含

めておりました。今回は各自治会につきましては自治会長が代理で
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そちらにやってるということで、ある程度の減額をしたというとこ

ろであります。

除染の関係でありますが、今後どの程度帰って、地域の方々が除

染に携わるというところまで、まだいっていないということであり

ますので、これにつきましては今後の検討課題であります。できる

ようになれば、また補助額ということについても再考しなければな

らないのかということであります。

他に質疑ありませんか。○議長（吉田数博君）

13番。

、 、○13番 佐藤文子君（ ） 何点かお伺いしたいのですが まず100ページ

老人福祉費の中に敬老祝金ですが、いままでの私の記憶だと敬老祝

金は全額一般財源から出していた記憶があったのですが、今回はそ

の他の財源で1,500万円出ているんです。1,500万円その他の財源に

振り分けた理由です。財源は、その他だからいろいろなものなので

しょうけれども、例えば電源交付金とかそういったものなのかと思

、 。うのですが もしわかった範囲で財源と理由を教えていただきたい

140ページ、奨学資金貸付事業があるのですが、今回58万円の減

額で762万1,000円と出ているのですが、これも同じように振り分け

が一般財源となっているのですが、同じように理由を教えていただ

きたい。貸し付けが償還された分も含まれているのかと思うのです

が、今回の負債で奨学金を利用している人の減免措置というのはど

んなふうになったのか教えていただきたいと思います。そして、現

に利用している中で被災している人がどのぐらいの割合いたかとい

うのも教えていただきたいと思います。

141ページから142ページにわたりまして、小中学校の学校管理費

、 、 、の中に 教育振興費というのが廃目状態になっているのですが 今

中学校とか、小学校の子供たちのクラブ活動というのはどうなって

いるのか。文化・スポーツに関するクラブ活動です。大規模校から

小規模校に大幅な転換になったわけですが、小規模校でもクラブ活

動を工夫してやっている学校いくらでもありますよね。そういった

ことで、どんな考え方をして教育総務課ではどんな考え方をしてい

るのかというのを教えていただきたいと思います。今後の活動があ

れば一緒に教えてください。

それと146ページに、文化財保護費と町史編さん費が出ているの

ですが、文化財保護というのは、今後20キロ圏内、避難している文

化財というのはどうなるのか。文化財の賠償というのは今後どう考

えているのかということと。町史編さんというのは、遅れに遅れて

いるわけですが、別に浪江町のあそこの土地の中でスペースを使わ
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なければ、町史編さんの事業がやれないというわけではないでしょ

うから続けていくということなのでしょうけれども、予算はとって

あるので計画はしてあるけれども、今後どのような動きになるのか

教えていただきたいと思います。

後になりますが、148ページの体育施設費の一番下のほうに、

町民総合グラウンド駐車場借上料とあるんです。これはどこをさし

ているのか、55万円ぐらいなのですが。どういった理由で駐車場の

借り上げをしなくてはならないのかというのを教えていただきたい

と思います。

答弁者、健康保険課長。○議長（吉田数博君）

100ページをお開き願いたいと思いま○健康保険課長（紺野則夫君）

す。老人福祉費の敬老祝金でございますが、これにつきましては一

般財源で賄うということでございます。

教育総務課長。○議長（吉田数博君）

140ページの奨学資金貸付事業費、そ○教育総務課長（屋中茂夫君）

の他の財源538万9,000円でございますが、これは奨学資金の償還金

を充当しております。

教育長。○議長（吉田数博君）

クラブ活動についてのお尋ねですが、中学○教育長（畠山熙一郎君）

校の部活動ということでよろしいでしょうか。

浪江中学校では、開校してまもなくバドミントンをしている団体

から寄贈がございまして、子供全員にラケットやらシューズなどを

いただきました。それが一つのきっかけになりまして、全員がそれ

を聞いてやり始まったような状況でございます。

ただ、その時には１人だけ女の子が文芸部をやりたいということ

で、１人は文芸部でスタートして現在に至っております。子供たち

はいろんな活動はしてますので、県北地区の中体連との連携をとり

まして中体連に加盟し、そういった大会には出場できる道筋だけは

つけてございます。

ただ、体育館が狭い、あるいは校庭は除染はしてございますが、

まだ学校としては不安を抱いているという状況ではありますが、あ

の年頃の子供ですので、今後いろんな形で少しでも分野を広げるよ

うに学校と相談をしていきたいと思っているところでございます。

総務課長。○議長（吉田数博君）

146ページ、文化財保護費でございま○教育総務課長（屋中茂夫君）

すが、今回、平成24年度で文化財保護審議会委員の報酬ということ

で７名ほどの報酬費を上げております。実際に、町指定文化財がど

のぐらいの被害を受けているか。平成24年度予算で本格的に調査を
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したいと思います。それから対応を考えたいと考えております。

同じ146ページの町史編さん費でございますが、予定でございま

すと、本来ならば去年の３月に原稿をとりまとめて、８月に印刷と

いう計画でおりました。このような震災のために延びてしまったと

ころですが、それぞれの原稿執筆の先生方には原稿を依頼しており

ます。10人ほど執筆の先生方がおりますけども、その方に依頼して

おります。原稿も出来上がっている先生方もおりますので、今回、

予算計上し、報償費のほうで原稿執筆いただいた先生方にお支払い

するため予算を今回提出しているところでございます。

今後、いろいろ原稿をとりまとめて、まず出版までにはいかない

にしても、資料だけは整理しておきたいという考えでおります。町

行政が順調に元に戻ったときには、町史編さん印刷ということも逐

次考えてまいりたいと思います。

それから、先ほどの奨学資金の件なのですが、答弁漏れしました

が、昨年の３月分につきましては猶予という形で奨学生のほうに通

知を出しております。その方々には１年間の猶予期間でございます

ので、３月、今月いっぱいで終わりますので、先月の２月16日に奨

学金の返還及び納入について、猶予期間が終わりますので、返還の

準備をしてくださいという通知を出して納付書を送ったところでご

ざいます。

生涯学習課長。○議長（吉田数博君）

それでは148ページの体育施設費の使○生涯学習課長（島田龍郎君）

用料及び賃借料についてご説明申し上げます。この駐車場の借上料

につきましては、大堀総合グラウンドの借上料でございまして、町

が契約を結んでいる借上料でございます。

13番。○議長（吉田数博君）

、○13番 佐藤文子君（ ） 敬老祝金は一般財源だと答弁を聞いたのですが

その他の財源になっているんですが。一般財源なんですか。資料の

７ページ、下から３番目敬老祝金、その他の財源で1,500万円、一

般財源で74万6,000円となっていても一般財源なのですか。

それから、奨学金、今回３月から１年間猶予期間ということで返

還の準備に入るという通知を出したということで、もちろん通常ど

おりに返還できる人というのは返還してもらうのが常識なのでしょ

うけれども、やっぱり被災している方もいらっしゃると思うので、

そういったところは相談をこまめにしていただいて、猶予期間で１

年間延びただけということだけなので、またその先に延びるという

猶予期間はやらないのでしょうから、やっぱりこまめな相談という

のは個人個人にしていただきたいと思います。これは要望です。
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グラウンドはわかりました。

中学校の部活動については、バトミントンの助成を受けたという

新聞に載っていましたのでわかったんですが、あれだけたくさんの

部活があっていろんなことにいろんな才能を伸ばしていた子供たち

なので、やはり文芸部に１人入りたいという女子中学生がいたのも

わかるような気がいたしますので、なるべくできる範囲内での幅広

い部活動を子供たちに体験させてやってほしいと思います。

１つだけ、敬老祝金のことだけお願いします。

総務課長。○議長（吉田数博君）

老人福祉費の中に全体としまして地域福祉○総務課長（根岸弘正君）

基金の繰り入れをしております。その中で老人敬老祝金のほうに財

、 、源が充当になった資料ということで 現実的には資料の1,500万円

その他というのは地域福祉基金が入っているのですが、現実的には

一般財源ということで、その他の財源がゼロで、一般財源が1,574

万6,000円となります。

誠に申し訳ありませんがご訂正お願いしたいと思います。

暫時休議いたします。○議長（吉田数博君）

（午後 ３時２８分）

再開いたします。○議長（吉田数博君）

（午後 ３時２９分）

総務課長。○議長（吉田数博君）

発言の訂正をさせていただきます。○総務課長（根岸弘正君）

1,500万円につきましては、その他の地域福祉基金の繰入金を充

当したということでございます。

他に質疑ありませんか。○議長（吉田数博君）

３番。

、 、○３番 山本幸一郎君（ ） 一般会計 特別会計歳入歳出の資料６ページ

申し上げます。

はじめに仮設住宅の管理事業で、緊急応急仮設住宅・集会所等維

持管理のほうの資料の108ページには、浄化槽と合併槽の検出の委

託料だと認識するのですけれども、先ほどの平成23年度補正予算で

20番議員も言っていましたが、はじめから不具合等々たくさんあり

まして、町でもかなり国の施設とはいえ、不備あるところ大変わか

っているかと思います。その上で、なぜはじめから一般会計の予算

に若干たりとでも入れていないのかお聞きします。なぜなら、26の
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仮設住宅あります。去年も多くの水害、いろんな今年の降雪等もあ

って、町は毎回、県の建物等々の言い訳で、全然事業の内容、町民

を無視したような状況になっています。この予算をなぜつけていな

かったか、町長にお聞きします。

その次に申し上げます。先ほどその下になりますが、行政区活動

。 。の助成５万円程度みていますと言っていました この５万円の根拠

ちなみに昨年より下がっているのはわかっています。ちなみに消防

活動で団長は値段は下がりましたが20万円です。この辺の値段の差

、 。 。は どこで５万円でどこで20万円なのか 消防の班長５万円弱です

ここら辺の組の活動がよく私には理解できません。その下も同じで

。 、 、 。あります 仮設住宅 借上住宅理事会等の予算 運営助成900万円

先ほど320万円か40万円で、班長500円と言っていました。残り金額

はどこに使われるかどうかは説明されていませんでした。またこの

仮設住宅、借上住宅の自治会設立は、いくつの自治会を基準にして

やられたかということをお願いします。

その下、復興基本計画、除染活動の先行実施で値段が載っていま

せん。これは今から除染するのだと私にもよくわかりますが、ここ

で出したというのは５月からとか、そういう兼ね合いで始まるのを

見越してここに項目を上げたのかどうか、よろしくお願いします。

建設課長。○議長（吉田数博君）

仮設住宅関係で、６ページからになるかと○建設課長（原 芳美君）

思うんですが、106ページ、107ページの需用費の中の水道光熱費、

総務課となっている部分に含まれる部分が仮設住宅の関係で、107

ページに水道光熱費2,624万6,000円とか、その下に修繕料500万円

という記載がありますが、これは仮設住宅部分でございます。

次に、108ページの委託料で先ほどありました浄化槽とか受水槽

の部分がここに入ります。

それと16原材料費の総務課の原材料費の150万円については、仮

設住宅等の敷き砂利等を考えています。今年度非常にご迷惑をおか

けした部分がございまして、今回は、多少なりとも予算措置をとっ

たということです。県のほうから小規模の工事については、町のほ

うで県と協議して発注していいよという部分が、小規模工事につい

てございましたので、ご報告をしておきたいと思います。

総務課長。○議長（吉田数博君）

まず行政区の活動補助ということで、266○総務課長（根岸弘正君）

万円であります。これは予算書の中で81ページの19負担金補助及び

交付金の中の行政区活動補助金ということで245万円。それと区長

会運営補助21万円。これを合わせた額が266万円ということになり
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ます。これは行政区の活動補助、49の行政区に対しまして平均で５

万円を補助をする。区長会の運営補助ということで、これは各地域

の区長会、７つの区長会になります。そこに３万円を助成するとい

うことであります。行政区長報酬につきましては、１の報酬になり

ます。予算額で300万円ということでございます。

それと自治会の関係でありますけれども、自治区運営事業900万

円ということであります。これも81ページ、８報償で自治会等報償

320万円ということで月額5,000円ほどでございます。班長報償とい

うことで160万円。その他に19負担金補助及び交付金の自治会設立

補助金ということで100万円、これは５万円の20カ所を予定してい

ます。一番下の自治会運営補助金ということで320万円、これは５

万円から７万円の補助を予定しているところでございます。

住民生活課長。○議長（吉田数博君）

６ページの①除染活動の先行実施とい○住民生活課長（植田和夫君）

うことで、先ほどもお話申し上げましたが、これは国の平成23年度

予算において先行除染事業ということで、平成24年度に本格除染に

向けた拠点の除染ということで、まず体育館とか警察署、消防署、

それから水道施設の除染等々を組んで実施されるということでござ

います。

３番。○議長（吉田数博君）

再質問させていただきます。先ほどの建設課○３番（山本幸一郎君）

長のお話で仮設住宅等の基金だということは、聞いてはじめてわか

ったんですが、この一般財源歳入歳出の予算書によれば、災害復旧

費なので中に入っていますので、これは仮設なら仮設のほうでいく

らというような書き方をしてもらわないと、実際に浪江町の復興が

はじまった時に、そこの仮設の再開の復旧工事かどうか全然わかり

ません。なのでこの場合ですと、④仮設住宅管理事業費の中にいく

らいくらというように明記してもらわないと、委託料か仮設の維持

管理費かどうかは全然見てもわかりません。その辺は、次の議会に

反映してもらいたいと思います。

また、その上で、ただいま課長から説明ありましたが、仮設住宅

は町発注で小規模工事はやっていいというお話でしたが、今浪江町

の業者さん、二本松でやっているかどうかはわかりませんが、すぐ

頼まれた時にやってくれるような委託業務の契約は結んでやれるの

かどうかだけ質問します。

その下の行政区運営助成事業なのですが、値段の経過は見ててわ

かりました。私がなぜ言いたいかというと、今回除染、浪江も入る

。 、かと思われます 先ほど言っていた議員の方もいらっしゃいますが
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これから除染をするにあたっては行政区活動がしばしば多くなるか

と思います。この上で、値段でいうわけではないんですけれども、

忙しくなるかと思われるのに減額して５万円前後とかいうお金の一

。 、律基準 先ほど私は消防団長を基準に言ったわけではありませんが

なぜ忙しくなるのを見越しておいて減額されたのか、前と同じくさ

れなかったのかということを若干お聞きしたいと思います。

前より行政が遠くなっているものですから、大変まとめる方は大

変かと思います。今やりたい行政区長の方はいなくて、行政区長さ

んが出てこないというお話を多く聞きます。お金でなんでもという

のは大変失礼なのですが、その辺も行政では 後に頼むのは行政区

長かと思われます。もう少し親身になって値段の減額されなければ

良かったのかと思います。この辺改善されるかどうかお聞きしたい

と思います。

建設課長。○議長（吉田数博君）

小規模工事について契約はしているのかと○建設課長（原 芳美君）

いうことですが、契約はしておりません。したがいまして、今後町

内の工事業者と相談していきたいと考えております。

総務課長。○議長（吉田数博君）

行政区の活動補助金については、区長会の○総務課長（根岸弘正君）

理事会等もありましたので、区長さんと相談しながら決めたわけで

あります。状況がいろいろ動き出しますので、その状況にあわせて

今後考えていきたいと思います。

お諮りいたします。○議長（吉田数博君）

あと質問を予定されている方、何名いらっしゃいますか。２人で

すか。質疑を続けます。

16番。

１点。町民を繋ぐ絆の維持のところで、仮設住○16番（小黒敬三君）

宅・借上住宅自治会設立運営助成の中で、この中で県外の借上住宅

に関する予算とか、そういった絆を繋ぐものというのは、見たとこ

ろがないのですが、県外に関してはどうなのでしょうか。

企画調整課長。○議長（吉田数博君）

それではお答えを申し上げます。○企画調整課長（谷田謙一君）

予算資料の中の町民の絆を繋ぐ絆の維持ということなのですが、

この中に町民交流会・イベント開催事業がございます。県内外、避

難町民による交流会事業等の予算を組んでおります。ここの中身な

のですが、県内の交流会６方部２回、県外についても10回ほど予定

しております。さらに遠方、北海道とか九州とか関西にも行ってい

る方がおられますので、その辺のところも１回ぐらいずつというこ
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、 、 、とで 県外での交流会も予定しているところでございまして 県外

遠くに避難している方の絆の事業を進めていきたいと考えておりま

す。

16番。○議長（吉田数博君）

質問したのは、自治会設立ということで、交流○16番（小黒敬三君）

会は確かにいいのだけれども、今県外に避難している方は交流会よ

り、自分たち組織をつくりたいという意見が出ているんです。交流

会はやったらやったで終わりなので。県内の自治会というのは自治

会ということで自分たちの組織、県内はつくれると思いますが、県

外で出来ているのは今仙台だけですか。仙台以外でも、やはり新潟

でも埼玉でも浪江町出身者の人がある程度暮らしている。きのうや

った茨城でも、ある程度核になる人をつくった組織づくりです。

特に県外に出ている人は大方帰って来ないという考えの方が多い

んです。そうすると、将来的には浪江会とかそういった組織をつく

っていかないと、ますます離れていってしまう。復興ビジョンの中

でも、町外にいる人の絆、いろんなケアをするとは言ってはいるの

ですけれども、今やらないと、だんだん組織をつくる力も意欲もな

くなってくるということなので、ぜひここら辺の予算化はどうなっ

ておるのかということです。

企画調整課長。○議長（吉田数博君）

それではお答え申し上げます。○企画調整課長（谷田謙一君）

先ほど交流会の話をいたしましたが、現在そういうことで現在も

しておりますし、平成24年度についても県外の交流会等を実施して

いく。そういう中で、組織づくりも進めていきたいと考えておりま

す。そういう中での、ここの資料の中での自治会で助成事業という

中での自治会の報償とか、予算書の中の81ページの自治会設立補助

金ということで、先ほど答弁いたしましたが５万円を20カ所という

ことで、そういう中も入っていると伺っております。

16番。○議長（吉田数博君）

ここの名称が自治会と書いてあるので、自治会○16番（小黒敬三君）

のほうは、いままで既存の組織は確かにいいのですが、これから求

められているのは県外に避難した新たにつくる組織に手厚くしない

とだめだと思うんです。県外避難者、何回か行っていますが、そう

いった切実な声が、本当に浪江町がばらけないためにも、そういっ

たところに対する予算措置は、補正でも何でも今後やっていただき

たい。

他に質疑ありませんか。○議長（吉田数博君）

20番。
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いままでの質疑でも、新年度の大きな課題につ○20番（馬場 績君）

いては見えてきたのではないかと。私なりに言わせてもらえば、一

、 。つは やっぱり生活再建の土台である賠償の問題にどう取り組むか

、 。それから２つは 仮の町建設のための復興住宅事業をどうするかと

３つ目には、帰町するということを前提について考えた場合、除染

の問題が出てくると。除染の事業をどう展開するかと。この大きな

問題が大きな柱だと思うのです。その点について、町長の認識を新

年度予算の基本的な考えとの関係でお尋ねしておきたい。

具体的に、まず生活再建の土台である賠償の問題ですが、今回出

された紛争審査会の指針の問題。新聞報道等によれば、これが 終

指針になるのではないかということですが、町長が先ほど答弁され

たとおり、極めて問題ありと。怒りを覚えるというものです。怒り

を覚えてそれをどう突破していくかと、どう変えていくかという立

、 。場に立たない限りは 怒りを抱えたままということだと思うのです

そこをどうするのかというのは、やっぱり行政の責任でもあり、議

会の責任でもあるということで進めるお考えがあるのかどうか町長

にお尋ねします。

今回の紛争審査会の指針に対して、双葉町村会としてきっちりし

た反論というか、異議申し立ての見解を出すべきだと思います。そ

こまで時間がかかるとすれば、浪江町として今回の紛争審査会の指

針はこういう点で問題があるということで、顧問弁護士とも協議を

しながら、柱でもいいと思うのだけれども、きちっとした反論の協

議をすべきだと思います。そのことについてどういうふうにお考え

なのか。

それから、新聞等では復興検討委員会で浪江町が南相馬市といわ

き市に、仮の町を建設するという提案がなされたという報道が大き

く出てますが、南相馬市にしろ、いわき市にしろ、仮の町を建設す

るとするならば、私はまさに浪江町はじまって以来のプロジェクト

ということになるので、もう少し町民に伝わるグランドデザインを

。 、急いで描くべきだと もちろん復興検討委員会との関係もあるから

行政サイドで突っ走るわけにはいかないかもしれないけれども、状

況からすればそういう状況だと。その判断材料の一つとして、これ

はある情報でしかないわけだけど、大熊町もいわき市に仮の町をつ

くると。大熊町は極めて汚染が高いのでしばらくは帰れないのでは

ないかということで、ある情報によれば、大熊町はいわき市の好間

、 。に土地を押さえたのではないかという情報が 既に出ているんです

だから、先ほど若干のやり取りはあったようだけれども、方向は

示されたわけだから、南相馬市にしろ、いわき市にしろ、今の状況
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からすれば、すぐ土地を確保するということは、そう簡単なことで

はないと思います。新年度の大きな事業の柱だとするならば、移転

先の土地の確保についてもプロジェクトチームをつくる中で、具体

的に検討すべきではないかと。このことについてどういうふうに進

めていこうと考えているのか。

それから、３つ目の除染の問題だけれども、モデル事業の結果報

告が議会に対してもありました。１つは、平均値も出されたました

けれども、除染の結果について平均して５割下がった、６割下がっ

たという数字の発表というのは、私は除染の効果としては信頼性の

ある数字ではないと。

したがって、テレビなどで見ていると、チェルノブイリでも放射

能戻りという現象が25年過ぎても起きているということです。した

がって、町としても段階的に帰町の計画があると。その準備に除染

を進めると。今ほどの議論でも仮置きをどこにするのかということ

も含めて行政区長の役割が大きいという話がありましたけれども、

効果的な除染の方向について、私は国に対してはっきりした回答を

示させるべきだと。モデル事業をしても、雪が降った中での数字の

発表、結果報告というのも私は問題ありだと思うけれども、あのモ

デル事業でも期待はもてないということが明らかです。しかし除染

をしなくては帰町もできない、帰還もできないということなので、

除染技術について、ただ言葉が一人歩きをするのではなくて、内容

の伴った除染について、きっちり国から答弁を求めるべきだと、回

答させるべきだと思います。

同時に、今の３つの問題でも、浪江町の問題ではあるけれども、

原発の誘致に対しては県が大きな責任をもってきているわけです。

したがって、あらゆる意味でもっと前に出て市町村を支援すべきだ

と。このことについても、双葉地方町村会でも大いに議論をして、

県知事に対してこうあるべしということを求めていくべきではない

かと思います。大きな問題としてそのことについてどうお考えなの

か、お答えいただきたい。

あと予算との関係で議案調査した項目が何項目かあるのですが。

議運委員長と議運副委員長が不規則発言をしているのですが。

20番、質問を続けてください。○議長（吉田数博君）

先ほど介護保険の後期高齢者特別会計の保険料○20番（馬場 績君）

の賦課についても確認しましたけれども、予算書の51ページとの関

係では。今言ったことは予算資料108ページとの関係です。

これからの問題については、 町民税の現年課税と減税、それか

ら固定資産税の課税と減税について、今後どうなるかという確認を
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しておきます。町民税については、特例改正で100％、75％、50％

の減免があります。これはこの前の議会でも議論したところであり

ますけれども、予算書の上でいったんは課税すると。しかし特例措

置を講じて免税措置を進めていくとよろしいのか。

それから、町民税の申告用紙は送付されてきました。しかし所得

税については、従来ですと送られてきました。私は、平成22年度の

所得税の還付請求もしましたけれども、平成23年度の所得税の申告

用紙が送付されておりません。このことについて、もちろん所得税

は国税ではありますが、所得の補足という点で、国税申告をすれば

３税一体だから、当然町のほうにも所得申告のデータを確認できる

というシステムになっているとは思うのですが、現時点では国税申

告の用紙が送られてきておりません。多くの人から相談を受けてお

ります。１つは、請求をして送ってもらって申告してはどうかと。

もう一つは、申告用紙が送られてきていないので、これから整理つ

いた時点で、送られてきた時点で申告してもいいのではないかと、

個人的な見解を申し上げておりますけれども、町としてはこのこと

について、どういう見解をお持ちかお答えください。

それから、52ページには市町村たばこ税1,958万7,000円が計上さ

れております。ご存じのとおり市町村たばこ税については、市町村

のたばこ商品についてだと。こういう避難の状況では、課税客体が

たばこそのものはあったにしても、たばこ消費税に基づく客体がな

いのではないかと思うのですけれども予算計上なされています。そ

のことについていかがなものかと。どういう考えで計上されたのか

ということについてお尋ねいたします。

55ページ、地方交付税についてでありますが、補正では相当額、

地方交付税、特例交付税も含めて増額をされていますが、今年度予

算は32億円です。ちなみに前年度は43億円。いずれ交付税は増額さ

れるとは思いますが、当初予算で32億円とした算定の根拠はいった

いなんなのか。あわせて、今申し上げましたが追加交付の見込みに

ついて、どう試算をされているのかお答えいただきたい。

62ページ、電源立地地域対策交付金が計上されております。いろ

いろ調べてみましたけれども、これを活用できる事業に対して交付

金が交付されるということですけれども、この電源立地地域対策交

付金に伴う事業は、どのような事業を計画しているのかお答えくだ

さい。

それから69ページ、臨時財政対策債３億5,100万円計上されてお

ります。端的にお尋ねいたします。財源不足が生じて臨時財政対策

債を計上したということのなのかということです。
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それから顧問弁護士については、先ほど大きな問題として賠償の

問題で質問しておりますので、答弁を聞いた上で質問いたします。

それから、自治会の設立等について予算が計上されております。

そこで自治会の活動も自治会によってばらばらだと。３月で自治会

の役員を下りるという話も聞いておりますし、やる人がいないから

引き続きやらざるを得ないのではないかと。私のほうではこういう

ふうに頑張っていると。あるいはトラブル続きでここを出たいと、

そういうさまざまな実態があります。

そのうえで、私としてはできていないところについては100万円

の予算で設立をするという行政計画もあるようですが、大きな対策

、 、として 自治会の取り組みをお互いに意見交換できるというために

自治会連合を設立してはどうか。これも自治会設立の中に入ってく

るのか。入っていないとすれば、そういう方向でやるとすれば、新

たな予算措置も検討すべきではないかと。このことについてどう検

討されるかお答えください。

それから93ページ、町議会一般選挙についての計上があります。

、 、それで個人情報の問題はありますが 有権者名簿の閲覧については

どのような扱いになるのか。選挙管理委員会事務局長もおいでにな

るので、現時点での整備の状況と閲覧に対する考え方をお示しいた

だきたいと思います。

それから100ページから101ページに老人福祉費、その中でいろい

、 、ろ事業項目がありますが 私は先ほど高齢者対策の話をしましたが

本当に女性はいつでもきれいでありたいと、美しくありたいと思っ

ているし、願っていると。そこで、仮設住宅の生きがい活動の委託

事業も計画されておりますが、ここでおしゃれ教室などの計画をし

て、非常に私は大事なことではないかと。やっぱりいきいきする生

き方を行政のほうでもサポートするということも大事ではないかと

思いますので、どのように検討されるかお答えください。

あわせて101ページのところに移動販売事業の予算措置もありま

す。補助金を交付するということですが、仮設の移動販売だから読

んで字のごとしですけど、この事業の展開について、いま少し踏み

込んだ説明をいただきたいと思います。

それから108ページ、社会福祉費、委託料、町民交流会。この予

算資料でも、ほかのところにも町民交流という大きな予算と事業が

計画されておりますけれど、3.11で追悼式が行われました。ある時

点で、全町民を対象にした鎮魂と希望の集い、何らかの形でやる必

要があるのではないかと。もちろん請戸、幾世橋の人たちが心痛む

思いをしているということはわかりますけれども、長い避難生活で
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心に大きな痛手を持っているという点では、２万1,000人等しく抱

えている大きな問題ではないかと思います。鎮魂と希望の集いにつ

いて検討されるかどうかお答えください。

138ページ、教育費関係の予算があります。そこでスクールソー

シャルワーカーの予算措置は、この予算説明を見る限りは確認でき

なかったのですが、どのように予算措置をされているかということ

です。

それからいま一つは、きょうの福島民報、民友新聞に出ています

が、県内小中学生に共同通信アンケートで、放射線に対することに

ついてアンケートをとったと。小学校５年と中学校２年、225人。

そのうち95人、42％が放射線をあまりわかっていないというアンケ

ート結果で、地方紙の一面に大きく出ております。これは、やはり

改めて原発事故と放射線について正しい教育をする必要があるので

はないかと。しかも全町避難をしているという浪江町においては、

極めて重要な教育テーマではないかと。一般質問でもこれは、12月

議会でやりましたが、私もいろんな資料は集めておりますが、浪江

町としても、このアンケート結果からは決して大きく違っていない

のではないかと思います。浪江町として、このことに対してどう対

処されるのかお答えください。

以上、お尋ねします。

20番の質問が終わりました。20番議員大変恐縮○議長（吉田数博君）

でありますが、時間の関係上、十分な議論を深めていただきくため

に、第１回の質問のみとして、21日に改めて答弁及び再質問の時間

を設けたいと思います。ぜひご理解いただきたいと思います。

。 。大変申し訳ございません お取り計らいいただきたいと思います

なお、答弁者に申し上げますが、ただいまの質問の真意を汲み取

って十分な対応をお願いいたします。

◎延会について

お諮りいたします。本日の会議はこの程度にと○議長（吉田数博君）

どめ延会いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（吉田数博君）

◎延会の宣告

よって、本日はこれをもって延会することに決○議長（吉田数博君）

定いたしました。

21日は、午前９時より本会議を開催いたしますので、よろしくお
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願いいたします。

（午後 ４時１５分）



平成２４年３月２０日（火曜日） 休 日
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平成２４年浪江町議会３月定例会

議 事 日 程（第４号）

平成２４年３月２１日（水曜日）午前９時開議

日程第 １ 議案第２４号 平成２４年度浪江町一般会計予算

議案第２５号 平成２４年度浪江町文化及びスポーツ振興

育成事業特別会計予算

議案第２６号 平成２４年度浪江町国民健康保険事業特別

会計予算

議案第２７号 平成２４年度浪江町国民健康保険直営診療

施設事業特別会計予算

議案第２８号 平成２４年度浪江町公共下水道事業特別会

計予算
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会計予算
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計予算

議案第３４号 平成２４年度浪江町水道事業会計予算

報告第 ３号 専決処分の報告について

報告第 ４号 平成２２年度教育に関する事務の管理及び

執行状況の点検・評価実施報告について

日程第 ２ 同意第 １号 副町長の選任について

日程第 ３ 発委第 １号 浪江町議会の議決すべき事件を定める条例

の一部改正について
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日程第 ５ 発委第 ３号 浪江町議会委員会条例の一部改正について

日程第 ６ 発委第 ４号 浪江町議会議員定数条例の一部改正につい

て

日程第 ７ 発議第 １号 「福島復興再生特別措置法案」の拡充及び
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早期成立を求める意見書（案）
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日程第 ８ 委員会の閉会中の継続審査又は調査について
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◎開議の宣告

おはようございます。ただいまの出席議員数○議長（吉田数博君）

は19人であります。

定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。

、 。５番 若月芳則議員より交通渋滞による延刻の申し出があります

（午前 ９時００分）

◎議事日程の報告

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであ○議長（吉田数博君）

ります。

◎議案第２４号の質疑、討論、採決

日程第１、議案第24号 平成24年度浪江町一般○議長（吉田数博君）

会計予算、19日に引き続き質疑を行います。

20番議員に対する答弁を求めます。

町長。

まず、賠償問題についてお答えいたします。総○町長（馬場 有君）

。 、 、括的には田尻議員についてお答えしたとおりであります 今後 国

東電に対しては、強く憲法に規定されております、幸福追求権、生

存権、財産権の３つの補償を全面に、私達被災者の思いを訴えてま

いりたいとこのように考えております。そのために、日本弁護士連

合会並びに県弁護士会と相談をしながら、郡町村会の総意として強

く要請をしていきたいと考えています。

、 。２番目に 仮の町のグランドデザインについてお答えいたします

議員ご案内のとおり、復興検討委員会の復興ビジョンの答申待ちに

なりますが、現在まで７回、検討委員会が開催されております。そ

の中で、現在の分散型から集約型に町のコミュニケーションづくり

をする時期に来ているのではないかという指摘をされております。

現在、県内外の620自治体に町民が避難されておりまして、この町

民の絆を繋ぐためにも、町民の声を聞く機会を多くもって、生活支

援、生活再建を念頭に、しばらくの間、避難地での町のコミュニケ

。 、ーションづくりが必要であると考えております そのために住まい

、 、 、働く場 学校 医療施設等並びにライフラインの完備が必要と考え

戻る人、戻りたいが戻れない人、戻らない人のそれぞれの思いを大

切にしながら、先ほど申し上げました生活支援、生活再建を考える

ことがグランドデザインの基本になると考えております。

それから、３つ目の除染の問題についてでございます。効果的除
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、 。染を県に伝え 示すということが除染には必要だと考えております

、 、現在 環境省の除染チームでいろいろと実証実験が終わりまして

これから本格的除染に入っていきますけれども、町に対しましても

多くの除染の提案がなされております。提案書を環境省の除染チー

ムにご提案を申し上げて、その結果を待っているところであります

が、なかなかチームのほうからは、これでいいというものが出てま

いりません。さらに、私どもに来ている提案も踏まえて、本格的実

施に早く入れるように、これからも促していきたいと考えておりま

す。

税務課長。○議長（吉田数博君）

昨日の馬場議員のご質問にお答えいたしま○税務課長（大浦泰夫君）

す。予算書の51ページ、町税の減免の取り扱いについての質問でご

ざいますが、町税の減免につきましては、現時点におきましても、

昨年来、環境が改善されてきている状況ではございません。よって

今年度につきましても昨年同様、国県の減収補填状況を見ながら、

早い段階での減免を実施したいと考えております。

２番目の所得税の申告書の未送付についてでありますが、ご存じ

のとおり確定申告書の送付につきましては、相馬税務署所管であり

まして、税務署の回答によりますと、国税庁では昨年平成23年３月

、 、11日の震災によりまして 警戒区域及び計画的避難区域については

平成22年分の申告期限、平成23年３月15日が申告期限でありました

が、この申告期限が延長されております。また現在、平成23年分の

申告を実施しておりますが、これにつきましても申告期限が３月15

日で終わりましたが、警戒区域、計画的避難区域については、昨年

度同様に期限が延長されております。よって、平成24年３月15日ま

でに必ず申告しなくてはならないという部分が延長されておるため

に、税務署といたしましては、申告書の送付を今回見送ったという

回答をいただいております。

、 、といいますのは 従前であれば３月15日が申告期限でありまして

それ以後の申告におきまして、国税等が課税される場合につきまし

ては、延滞金が加算される算定がありましたが、現時点では納付期

限が延長されたということで、延滞金の算定にもまだ入っておりま

せん。よって、申告によりまして口座引落しにつきましても、口座

引落しの期限が設定されないということで、本来ならば今回につい

ては、警戒区域及び計画的避難区域につきましては、銀行等での納

付をお願いしたいという形になっております。

３番目の52ページのたばこ税の課税についてでりありますが、た

ばこ税につきましては、製造たばこの製造者、特定販売業者、また
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は卸売販売業者が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合にたば

こ税が課税されます。

現在、浪江町におきましては、警戒区域及び計画的避難区域にお

きまして町内での販売は行っておりません。ただし、小売店の所在

地の変更届、これはたばこ製造業者、特定販売業者こちらのほうに

小売店所在地の変更届が提出されれば、その時点で浪江町のたばこ

税は入らなくなります。

ただ、現在も警戒区域ということで、一時避難されているという

ことなので、避難先での販売につきましては、所在地の変更届がな

されない場合につきましては浪江町に入ってくるということで、今

年度につきましても予算額は縮小した形の中で計上させていただき

ましたが、今後届け出があれば、たばこ税の税収は減ってくるとい

うことが想定されますので、その際には、今後補正予算の中で減収

補正をさせてただきたいと考えております。

総務課長。○議長（吉田数博君）

55ページであります。交付税の積算根拠と○総務課長（根岸弘正君）

いうことでございますが、普通地方交付税につきましては、需用額

、 。マイナスということで 通常計上の算式によって計上しております

特別地方交付税、今年度大幅に増額交付したわけでありますが、

これは固定資産税における法定の減免分について７億5,400万円ほ

どみております。またこれとあわせまして弔慰金等の当初予算の４

分の１、約１億5,000万円ということで９億400万円を見込んだとこ

ろでございます。

今後でありますが、これからの事業の推移によっては特別交付税

の要望等もやっていきたいと考えているところであります。

企画調整課長。○議長（吉田数博君）

62ページの電源立地地域対策交付金の○企画調整課長（谷田謙一君）

事業について説明をいたします。

今回、復興関係の人件費を予定しているところでございます。

総務課長。○議長（吉田数博君）

69ページ、臨時財政対策債でありますが、○総務課長（根岸弘正君）

これは今年度予算の計上にあたりまして、財源不足が出てきたとい

うことでの計上でございます。

企画調整課長。○議長（吉田数博君）

続きまして、81ページの自治振興費な○企画調整課長（谷田謙一君）

のですが、そこの中で自治会の連合会組織をしたらどうかというご

質問にお答えいたします。仮設住宅同士の情報交換とか、行政情報

の共有化のためには当然必要であります。早い時期に立ち上げをし
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たいと考えているところでございます。

総務課長。○議長（吉田数博君）

93ページにかかります、町議会一般選挙の○総務課長（根岸弘正君）

選挙人名簿の閲覧ということでございますが、選挙人名簿につきま

しては、永久選挙人名簿ということで住所が浪江町の住所というこ

とで作成しております。現在避難している住所等の閲覧につきまし

ては、前は町長選挙でもありましたが、個人情報に抵触するという

ことで、閲覧はさせられないという県の見解でございます。

健康保険課長。○議長（吉田数博君）

それでは、介護予防事業内容について○健康保険課長（紺野則夫君）

ご提案がありましたが、介護予防効果等につきましては既成概念に

とらわれず、さまざまな事業を実施してまいりたいと考えておりま

す。

101ページ、仮設住宅移動販売事業補助金につきましては、仮設

住宅に入居している高齢者が自家用車がなく、さらに家族による送

迎がないと動けないという方を対象とした移動販売を実施するもの

でございます。その補助金の中身でございますが、販売車のリース

代の補助を見込んでおります。

企画調整課長。○議長（吉田数博君）

108ページ、町民交流会の中で鎮魂と○企画調整課長（谷田謙一君）

希望の集いが必要ではないかというご質問にお答えいたします。

今年度につきましても、この１年を振り返りまして、さらに明日

に向かって進む一歩となる絆の確認ということで事業を実施したと

ころでございます。平成24年度につきましても、3.11復興の集い実

行委員会という中で予算を組んでおりまして、この中で実施してい

く考えでございます。

教育総務課長。○議長（吉田数博君）

137ページからの教育総務費予算関係○教育総務課長（屋中茂夫君）

で、スクールソーシャルワーカーの予算措置についてというご質問

でございます。

いろいろな問題を抱えている児童生徒に対して、教育分野に関す

る知識に加えて社会福祉等の専門的知識や技術をもつスクールソー

シャルワーカーの活用によって問題を抱える子供たちが安心して学

校生活を送るように支援することは、考えは議員と同じでございま

す。

、 、 。そこで 平成23年度は県の事業として１名 配置しておりました

当然、平成24年度についても県で事業化されるものと考えていたと

ころですが、実は３月９日に県教育委員会のほうから電話が入りま
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して、新年度は町の事業として配置し、それに対して県で補助する

というお話がありました。避難生活が長期化する中、スクールソー

シャルワーカーの配置は重要な事業であるという認識のもと、いろ

いろ課内で協議したところ、平成24年度は４月から町の事業として

取り組む計画で関係者と現在調整を図っているところでございま

す。当然、今回提出しております予算書にはその予算は組まれてお

りません。３月９日でしたので時間的に当然間に合わなかったとい

うことで、教育費の中から当面充当し、６月の補正の時に議会に提

出したいと考えているところでございます。

それから、２つ目のご質問でございますが、原発事故と放射線教

育を徹底するべきではないかというご質問でございました。今回の

第一原発事故により、放射線や放射性物質等に対する関心が高まっ

。 、ていることはいうまでもございません このような状況下において

放射線等に対する理解を深めることは、社会生活上重要であり、そ

れは小学生、中学生、高校生の段階から放射線等について学び、自

ら考え判断する力を養うことが大切であります。

そこで、文部科学省では、昨年10月に放射線等に関する副読本を

作成し、小・中・高校へ配布し放射線教育に活用しているところで

。 、 、ございます 昨年の12月議会でも 議員のほうからご質問があって

そのことはご説明したところでございます。理科の事業等の中で、

。 。例えば放射線はなんだろう 放射線はどのように使われているのか

放射線を受けるとどうなるのか。放射線から身を守るには、などの

項目について学べるようになっております。

これを受けて町教育委員会としましても、放射線についても指導

に関する指導目標と取り扱う内容についての指針を、指導上の注意

点をまとめて小中学校に示しているところでございます。身の回り

、 、 、に存在している放射線について理解し 見えない被害の恐怖 不安

ストレスを少しでも払拭するよう、現在、努めているところでござ

います。

20番。○議長（吉田数博君）

２泊３日の滞在型答弁であったわけであります○20番（馬場 績君）

が、大筋でかみ合ったご答弁をいただきました。そのうえで次の質

問をさせていただきたいと思います。

賠償の問題、それから仮の町構想に対する具体的な事業の取り組

みの問題、除染の問題については直面する重大課題であり、町民に

とって、浪江町にとって短・中・長期の問題でもあると思います。

基本的には町長の答弁が、どうあるべきかと、どう進めていくのか

という基本的な方向については、私は異論はありません。
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その上でなのですが、町長もご覧になったと思いますが、浪江町

商工会がアンケートを実施しました。これは第３回のアンケート結

果、分析の資料でありますが、この３つかかわる問題として、生活

の根拠をどこに求めたいかという質問項目に対して、意見としてあ

がってきたものを項目的に整理されております。いくつか読み上げ

て、さらに３つに関係する問題なので、町長としての考えも聞きた

いのですが。例えばある会員は、まだ未定だけれども、放射線量が

年間１ミリシーベルト以下のところに住みたい。それから早期に補

償賠償をいただき住まいを確保したい。それから固定資産の状況に

よって本拠地が決まる。これはこれしか書かれていないことであり

、 、 、ますが 私としては このことから２つのことを考えたわけですが

１つは、浪江町にある固定資産、財物が、帰って住めるものなのか

どうなのかという意味も１つあるのかなと。そうではなくて、もう

帰れないと。財貨物に対する賠償がどうなるんだと。そのことによ

って、自分としての今後の生活拠点を考えたい。こういう意味だと

思います。どちらかというと、あとからいった意味のほうが強いの

ではないかと思っております。それから、非常に心痛むアンケート

でありますが 「今このことで、ものすごく悩んでいます 」とい、 。

うのもありました。それから、地元には原発隣接地として、生活す

べての面で安全でない限り戻らない。これは、ここに挙げられたう

、 。ちの特徴的な部分を 私なりに拾い上げたものでありますけれども

今ご紹介した商工会会員の声というのは、賠償の問題でもあり、

住居も含め今後の生活再建の問題でもあり、それらと関係した除染

に対する不安の問題が見事に表現されている、示されていると、私

は思いました。言葉はどうあれ、大人も子供も抱えている思いは皆

共通しているのではないかと思います。

そのうえで、賠償については日弁連あるいは弁護士会とも相談を

すると。あるいは郡の総意として幸福追求権、生存権、財産権の補

償をうたっている憲法に立脚して、あくまでも東電、国に対して町

民の声をぶつけ、戦っていくという答弁であったと思うのです。

そこで、一般質問でも取り上げた問題ですが、では、そのために

集団賠償請求というものに、どう取り組んでいくのかということで

基本的なスタンスは確立したわけだ。町長の認識の上で。あとはや

っぱり具体的な一歩をどう踏み出すかという地点に立っていると思

うのです。集団賠償請求については、いろんなスタイルがあるわけ

だけれども、町長としては今紹介した悩める町民の声を早期に実現

するためにも、あるいは頼れる浪江町、頼れる町長、あるいは私ど

もで言えば議会であるためにも、多くの町民が求めている集団賠償
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請求に一歩踏み出すということだと思います。その点で、町長はど

う進展させようとしているのか、具体化させようとしているのかお

聞かせいただきたいと思います。

それから、仮の町グランドデザイン構想についてでありますが、

基本的な方向としてはまったく同感です。これもその上で、１回目

の質問で申し上げましたが、ある町ではいわき市のある所に用地を

確保したのではないかということさえ言われております。そういう

意味では 「仮の町」をつくるのであれば、いわき市、南相馬市と、

いうことで明確に打ち出しているわけだけれども、この事業を一日

も早く具体化させて町民の不安に答えると。先ほどの話ではないけ

れども、原発隣接地域もあり、すべての面で安全を求めたいという

ことや、放射線量の問題では追加被曝、年間１ミリシーベルトのと

ころに住みたいという声もあるわけです。そういう意味では、仮の

町構想としてマスコミにも発表し、多くの町民も期待をしておりま

す。

だとするならば、どういう体制がいいか別にしても、大きな方向

からいうと、そのためのプロジェクトチームを早期に立ち上げて、

これまた、まったなしの課題です。やっぱり早め、早めに事を進め

ていくという行政のスピードが求められているのではないかと。こ

れも賠償の問題と同じように、具体的にどうするのかということに

ついてお聞かせいただきたい。

それから、除染の問題でありますけれども、私は一言でいうなら

ば史上 大の作戦だと名付けてもいいのではないかと思います。

その上で、これまでの議論の到達の上にたってなんですが、改め

て詳細な汚染地図の作成をする必要があると。そのことをどうする

のかという問題がひとつあるのではないかと。詳細な地図を作成し

、 、ない限り どう除染をすればいいのかということも見えてこないし

効果的な除染もできないのではないか。詳細汚染地図を作成して、

それに基づいて除染の全面計画をつくっていくということだと思い

ます。

さらに、町長は先ほど環境省、町のほうに提案あったものに対し

て、環境省にも情報提供をしていると。しかしまだ返事は来ていな

いし、本格実施に入れる状況ではないと言われました。

そこで、環境省との関係でいえば、確かに福島にも事務所ができ

ました。はっきりいうと事務スタッフですよ。事務スタッフ。技術

要員はいないと。これもブラックユーモアだと言われているわけだ

けど、原発のプラントにかかわったゼネコンが除染で全面的に出て

いると。一体これはどういうことだということで、ブラックユーモ
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アだと言われているわけだけど、除染の作業については、やりとり

についてはふれませんが、先ほど言った除染のための全面計画をつ

くるとするなら、除染に対して、責任を持つ総合的な体制をつくる

ことが必要ではないか。じゃ、今できているのかというと、先ほど

申し上げたように、今の段階では環境省の出先はできたが、事務ス

タッフだと。技術的な効果についても実証されていないという問題

もありますが、特に浪江町の場合、国が責任を持つというのが汚染

除去に関する特別措置法が法律で決められていることもあります。

したがって、これを具体的にどうするんだということで、やっぱり

環境省にも県にも詰めていく必要があるのではないかと。これも一

言でいうならば、あれもやってみた、これもやってみたということ

ではなくて、今般の除染、そして除染はどう進めるのか、その責任

に対して、ここもきっちり求めていく必要があると思います。

、 、 、賠償にしろ 復旧・復興にしろ 除染にしろ極めて大きな問題で

これまた一言でいうならば、繰り返しになりますが、史上 大の作

戦と思います。その陣頭指揮に立つ町長の責任は、極めて重いとい

う思うのですが、私の今の質問の内容と提案に対して、町長はどう

受けて立つおつもりなのかお答えいただきたい。

それから、固定資産税あるいは住民税の減免については課長答弁

でわかりました。

所得税の確定申告については、税務署管轄のことではあるけれど

も、第１回目でも申し上げたように、確定申告の書類が送られてき

ていないと、どうすればいいんだと悩んでおります。要するに、平

成22年度の還付取り扱いのように、平成23年度のスタイルが平成24

年度もそのまま展開されるのかということなのです。

もっと端的にいうならば、避難生活で賠償金をあてに生活してい

る現状で、確定申告はしなくてもいいのかということなのですが、

このことについて国税当局は現段階どういう見解を示しているの

か。これもあまり踏み込んだ答弁が出来ないとすれば、平成23年度

同様のスタイルでいいのかどうかについては、知りうる範囲でお答

え下さい。

たばこ消費税については了解いたしました。

それから、地方交付税でありますが、今年の計上予算は地方交付

。 。 、税32億円なんです 前年度43億円なんです 税収がまったくないと

特別会計についてもしかりだという状況にありながら、昨年度より

も特別の事情があるわけだから、せめて昨年度を上回る地方交付税

の予算を獲得すべきではないかと、あるいは交付すべきではないか

と思います。そういう意味で、平成24年度の地方交付税交付につい
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て、もちろんこれで済まされるはずはないんだけれども、担当課長

として町の財政を預かる課長として、今回の予算組みについてこれ

でいいのかというのが率直な私の疑問であります。

追加計上も含めて、獲得要望も含めてどういうふうに予算措置を

講じていくお考えなのか、お答えいただきたいと思います。

それから、62ページの電源立地地域対策交付金については、復興

人件費だということであります。復興人件費については、この交付

。 、 、金を使うしかないのですか もっと 端的に言わせていただければ

国のエネルギー特別会計、あるいは電源立地特別会計が今問題にな

っているし、我々は原発との関係でこういう悲惨な生活に追いやら

れているわけです。その時に、なぜ今復興のための人件費を、電源

立地地域対策交付金に依存しなければならないのか。政治姿勢が問

われている問題です。

あるいは、私の調査不足があるかもしれませんが、基本的なとこ

ろで、これは私としては今年度予算に対してどういう態度をとるか

という、決定的な場面であります。町長としての基本的なご認識を

お聞かせいただきたいと思います。

それから臨時財政対策債については、聞き漏らしたのですが、多

分私は１回目の質問で、財源不足があってこれを軽減したのかと。

もっと別な角度から言えば、この時期、財政状況によっては特別交

付税、後年度交付されるという制度ではあるけれども、この時期な

ぜこういう借金なんですか。追加交付措置はあるとはいえ、こうい

う立場にありながら、なぜ臨時財政対策債を組まなくてはならない

のかと、これもやはり今回の予算に対して徹底的な問題の一つでも

あります。改めて明快なご答弁をいただきたいと思います。

それから81ページの自治振興費について、自治会連合の設立を進

めるべきではないかということでありますが、これも言葉のはし、

はし聞き漏らしたんですが、自治会連合の組織を早い時期に立ち上

げたいという答弁だったのか。それともまだできていないところも

あるので、早期に立ち上げたいという意味だったのか。私の質問の

趣旨は自治会連合であります。大変申し訳けどお願いします。

あと、改めて自治振興費のところだったと思うのですが、自治会

予算については５万円から７万円ということでした。改めてどうい

う基準でそうされたのか。質問の趣旨は、自治会の仕事は本当にあ

る意味では民生員の代理であり、区長の代理であり、役場職員の代

理だと。夜も昼もないときもあると。５万円の予算ではとてもとて

も足りないという声がありました。そういう意味では７万円に引き

上げたということですから一歩前進ではあるけれども、５万円から
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７万円ということですので、改めてその設定基準についてお答えい

ただきたいと思います。

それから、有権者名簿閲覧については、ここで繰り返し議論はい

たしません。

それから100ページから101ページにかかわる老人福祉の問題で、

２つほど私は質問いたしました。

１つは、仮設住宅の生きがい活動に対する委託事業の中に、これ

はやはり女性に限ったことではないというけれども、特に女性は死

ぬまで紅をつけたいと、きれいでありたいという思いがあるという

ことはおわかりだと思うのです。そのうえで、４畳半の部屋に閉じ

こめられている仮設の女性方に対して、生きがい活動事業の中で、

「おしゃれ教室」をやってはどうかという提案も含めての質問でし

た。このことについてはお答えがありませんでした。お答えくださ

い。

移動販売については、車両のリース代だということですが、どう

いうブロックで移動販売車を配置するお考えなのかお聞かせくださ

い。

それから、108ページの町民交流会でありますが、3.11交流の集

いを平成24年度も考えているということであります。そういう意味

では、私が言った鎮魂と希望の集い的なものを十分反映されたそう

いう企画していただきたいと思います。交流の集いに参加した感想

も聞きましたが、良かったと。出演者も含めて、交流会に参加した

。 「 、人達も大分元気をいただいたと それから二本松市の人達も いや

良かったね」という声を私に寄せてくれております。その上で、避

難２年目にふさわしいというと誤解を踏みかねませんが、いわゆる

鎮魂と希望の集い的なものになるようなものにしていただきたい。

これはご答弁はいりません。

それからスクールソーシャルワーカーの問題でありますが、やは

り町長、今、教育総務課長がお答えしたとおりです。３月９日にな

って、突然この事業は打ち切りだと言ってきたというんでしょう。

町長これはわかっていましたか。わかっていないよね。実は、私、

スクールソーシャルワーカーの人と意見交換会したんです。そうし

たら、今まで業務用として配布されていた携帯電話もぷっつり切ら

。 、 。れたと それから今は１日３時間で 週３日の勤務なんだそうです

これも言っていいかどうか悩むところなのですが、１時間2,500円

なんだそうです。専門家ですよ、誰もかれもできる仕事ではありま

せんよ。誰がやっているかなんてことはここでは必要なことでは。

やっぱりこれは県に対して復活させる必要がある。浪江町だけの問
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題ではないんです。県知事に直談判してでも、県の教育長があてに

ならないとすれば、県知事と直談判してでも、何を考えているので

すか。この前の一般質問でしたか。教育長にも、小学校、中学校の

子供達が寄せてくれた浪江町のアンケートの声を、教育長に直接持

って行って、だから教育環境を改善してくれという必要があるので

はないかと、私は教育長に申し上げました。現場はそういう状況で

す。ところが、なんですこれ。１人を２人に増やす、３時間を５時

間に増やすというなら話はわかります。事業を打ち切ります。やる

なら町の単独事業でやってください。ふざけているんじゃない。子

供たちをなんだと思っているんですか。避難している保護者がどれ

ほど苦しんでいるかわかりますか。これも少し長くなりますが、あ

る家庭の子供、津島の子供です。中学１年生です。避難生活のあげ

く、ある中学校に入った。いじめがあったかどうかわかりません。

学校に行けなくて、物も食べれなくて、親子との話ができなくて、

物を食べると吐き気がして、文字通り錯綜混乱の、精神混乱と混迷

。 、のどん底に落ち込んだんですよ もちろん町の教育委員会としても

それなりの対応はしてくれました。あるいは転入先の中学校でそれ

なりの対応はしていただいております。そういう方々の子供も含め

て、あまり具体的に話しませんけれども、高校進学を迎えたある優

秀な青年が、さまざま問題で進路に悩んで、家庭崩壊寸前までいっ

ている。そういう状況もあるんです。そこに立ち入ることができる

のは、私はスクールソーシャルワーカーだと思うのです。

実は、私はこのことも含めてその方と相談をしてきました。そう

いう中で実態がわかったんです。町長、県知事に会って事業を復活

しろ。これは求めるべきですよ。求めただけではだめだから、実現

させるべきであります。それほど重大な問題。教育長も、そのこと

を頭に入れて、当面町単独で予算を組まざるを得ないとすれば、１

日、いままでの３時間でも短いのに、今度は２時間だというのでし

ょう。あり得ない。これだけの議論を聞いて教育長が増額要求をし

て、町長が断るはずがない。断ったら私に言ってください。そのぐ

らいの話。言いたいことは県のやり方は許されるべきではないとい

うことです。どうしますかお答えください。

それから、放射線の学習でありますが、あれこれではだめだから

。 、 。言っているんです これは この前の民報新聞に紹介されています

現状はこういうことだから、素直に学問として教えるべき。文科省

の副読本でたりないから問題なんですよ。これ以上言わないけれど

も。独自の教材を検討するということなのかどうなのか。

答弁、町長。○議長（吉田数博君）
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賠償の再質問にお答えいたします。○町長（馬場 有君）

先ほど基本的にお話をさせていただきましたように、憲法に規定

されている幸福追求権、生存権、財産権の規定を我々全面に打ち出

しながら、この日本弁護士連合会、そして県の弁護士会、さらには

県町村会が一体となって行動を起こしていかなくてはならないとい

う考えでおります。

そういう意味で、先ほど提案がありました集団賠償請求の件につ

いても、３つの規定のいわゆる人権保障の視野に立った集団買収に

今後運動を展開していきたいと考えております。

それから、２番目の仮の町構想の件についてであります。これは

。 、検討委員会で今検討していただいております そういう答申が出て

町民の方の意向調査もこれからしていかなくてはなりませんし、ま

た議会の皆さんともいろいろと提案をしながら、仮の町の実現に向

かってやっていきたいと思っております。

庁内的にはＰＴをつくったらどうかという話がございました。こ

れはもちろん非常に難しい問題ですので、全庁一丸となってやって

いきながら、ＰＴになるような形でやっていきたいとこのように考

えています。

それから、３つ目の除染の問題でありますが、これは区域の見直

。 、しが今月末に出てきます その区域の見直しをする際に汚染マップ

詳細なマップがこれから出てくると思います。そういう形の中で、

今後どういう技術がいいのか、議員おただしなのですが、環境省が

除染所管していると。いままでは内閣府とか文部科学省とかばらば

らになっていたのです。今回は、一元化して環境省が除染をすると

なりましたので、環境省のほうに強く申し入れをしていきたいと思

います。福島の除染チーム長は、細野大臣の直属の部下であります

ので、その話も詰めながらやっていきたいと思います。

先ほど答弁申し上げましたように、私どもの町のほうに非常にい

ろんな技術提案がございました。その提案書を出しておりまして、

その解答が来ておりません。なぜ実証でもいいから、やっていただ

けないのかという話をしておりますが、それに対してもまだ返答が

来ていない状況でありますので、これは強く改めて効果的な除染が

できる技術を見つけ出していただきたいと考えております。

それからソーシャルワーカーの件で、その制度については私あま

、 、り熟知していなかったものですから 現在議員がおただしのとおり

そういう実態があるとすれば大変なことであると思います。大人で

さえ精神的に病んでいるところの状況であります。ましてや子供さ

んは、本当に精神的にまだ発達していませんから、そういう意味で
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は、今後力をいれてソーシャルワーカーの予算化というものを県知

事に直談判しろというお話がございましたので、なんとか直談判し

ながら、実態をよく調査をしていただき、そして予算を元に戻して

いただくような方策をとっていきたいと考えます。

税務課長。○議長（吉田数博君）

確定申告にかかる国税庁の課税にかかわる○税務課長（大浦泰夫君）

質問でありますが、国税庁におきましては、所得税法等に基づきま

して、賠償金の取り扱いについて検討された結果、賠償金の内容に

よりましては、先般も申し上げましたとおり、課税される分と非課

税になる部分という形の中での取り扱いをするという形で、市町村

にも通知が来たところです。

今後の取り扱いにつきましては、国税庁の取り扱いの部分が変更

、 。があれば それに準じて町のほうでも対応したいと考えております

総務課長。○議長（吉田数博君）

地方交付税の関係です。特別地方交付税で○総務課長（根岸弘正君）

ありますが、今年度９億400万円予算計上したというのは、ある程

度特別交付税の中でもルール化された部分のみを当初予算化したこ

ところであります。当然これから町税の軽減等もございますし、あ

と災害復旧費で一般財源等もだいぶ使っております。これについて

は、当然ながら今後要望していきたいということであります。

平成23年度につきましても、現在18億円を超えた特別地方交付税

の交付をいただいております。さらに17億円ほど今要望しておりま

す。ただそれがルール分でないということもあります。その要望の

中で、いくら認められるかというような状況でありますけれども、

要望できるものについてはすべて特別交付税のほうで要望して、今

後、補正予算ということで、対応していきたいと考えております。

企画調整課長。○議長（吉田数博君）

電源三法交付金についてお答えを申し○企画調整課長（谷田謙一君）

上げます。電源立地地域交付金対策なんですが、今回は水力発電所

分、さらに電力移出県等交付金分、２つの交付金になっております

ので、いままでの初期対策交付金は今回入っていない状況になって

おります。

電源立地地域交付金につきましては、電源地域の振興のためとい

うことで、ハード面での整備が主だったわけですが、平成15年に交

付金関係が全面改正になりまして、ソフト事業での人件費の充当が

可能になった経緯がございます。そういう中で、今回非常に悲惨な

状況の中での復興人件費についても認められるということでの予算

をしたということでございます。
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総務課長。○議長（吉田数博君）

臨時財政対策債ということでありますが、○総務課長（根岸弘正君）

今年度、平成24年度の予算作成の歳入歳出等に比べまして、財源不

足が生じるということで発行するということであります。これは、

交付税の不足分の市町村との半分ということで、後日、交付税のほ

うに100％算入されるということから発行を計画したわけでありま

すが、今後の財政状況によっては、額等についても減額できるかど

うか検討はしていきたいと考えます。

企画調整課長。○議長（吉田数博君）

続きまして、81ページの自治会の連合○企画調整課長（谷田謙一君）

会設立の件ですが、連合会の組織の設立を早い時期に立ち上げると

いうものでございます。

総務課長。○議長（吉田数博君）

、○総務課長 根岸弘正君（ ） ５万円から７万円ということでありますが

これは戸数割ということで考えて算定しているところでございま

す。

健康保険課長。○議長（吉田数博君）

閉じこもり予防、それから介護予防○健康保険課長（紺野則夫君）

の対策ということで、先ほどもお答え申し上げましたが、さまざま

な事業を実施したいと考えております。

それから、仮設の移動販売のブロックでございますが、桑折から

福島、二本松、本宮市にあるすべての仮設住宅が対象になっており

ます。

教育長。○議長（吉田数博君）

スクールソーシャルワーカーの必要性につ○教育長（畠山熙一郎君）

いては議員からのご指摘がありました。町長にもいろいろと力をい

ただきながら、私もできる、なすべきことがあるはずですので、私

の立場から努めてまいります。

放射線の学習に関する教材の件ですが、独自の教材ということに

なりますと、なかなか人的なこともございますし、あるいは子供の

実態をよくよく知ってのことが大事ですので、それから学校との連

携となると思います。

具体的には既にいろんな方面から資料が出されてますので、こう

いったものを状況にあわせて精査しながら子供たちに提供をしてい

くと、そのような形で努めてまいりたいと考えてございます。

20番。○議長（吉田数博君）

大きな３つの問題で、除染についてだけ一言。○20番（馬場 績君）

再質問しましたけれども、除染を進めるには詳細な汚染地図が必要
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だと。それに基づく除染の全面計画が必要だと。その責任体制もは

っきりする必要があるという一連の流れというか縦横の関係、有機

的、立体的でもあり、そういう体制をつくっていく必要があると思

います。

特に私は、度々このことは申し上げて来ているのですが、汚染の

土壌だけではなく、空間線量だけではなくて、土壌汚染、森林、そ

れから水質、河床、海洋、海底、あるいは生物汚染も含めて詳細な

実態調査、それに基づく地図をつくる必要があると思うのです。こ

れは国だって必要だし、県だって必要だし、町だって必要だし、一

番ほしいのは町民です。ここのところは話さなくてはならない、環

境省とも。あと経済産業省も関係するでしょう。復興庁も関係する

、 。 、でしょう ある意味では そういう関係を関連のある問題にしたら

ここのところをきっちり、ここのところというのは詳細地図を作成

するということを強く求めてそれを実現する必要があると思いま

す。そのことについて一言。

それから、了解した部分は省きます。

そういう意味では、電源立地地域対策交付金については、水力発

電に伴う三法交付金の一つであり、発電をしていてそれを移出して

いる地域に対する交付だということですから、これはまったく正当

なものであり問題はないと。一言余計な話ですけども、私も町議会

議員になって足かけ23年です。補正予算については、そのほとんど

賛成してきましたが、当初予算に賛成するというのは、私は今回が

初めてになるであろうと、それほど真剣に予算を審議してきたとい

うことです。

それから、自治会連合についてはわかりましたが、自治会の単位

予算で５万円とか７万円というのは戸数割だということは基本的に

。 、 、は５万円だという これは 夜中に起こされるということもあるし

それからいろんなボランティア団体の受け入れ、受け入れないでは

ないですけども、まったく大変なんです。私も支援物資で、星課長

は 初のうちは窓口を通しておりましたが、とてもとてもそれでは

やりきれないということで、やはり自治会です。あとたくさんだか

らと言われるくらい。それほど忙しい、他からも来るわけだから。

これは、私はもっと十分にとは言わないが、その活動に見合った自

治会予算を組むべきだと思います。増額を強く要望しておきます。

仮設住宅の生きがい活動については、さまざまな事業を実施する

ということですから、私のご提案はしっかりと受け止められたもの

。 。 。と受け取ります ぜひ具体化をしてください 喜ばれると思います

それから小さなことですが、移動販売事業、すべての仮設で実施
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をするということですが、販売車は何台ぐらいになるんですか。１

台当たりどれぐらいの助成になるのですか。そこのところをお聞き

したいと思います。

教育関係についてはスクールソーシャルワーカー、それから放射

線学習、教材のほうについても教育長答弁でわかりましたが、特に

スクールソーシャルワーカーについては、町長も県知事に直談判を

するというほど重要な問題としてご認識をいただきましたので、こ

れは打開されるものと、打開しなくてはならないという問題。これ

は浪江町が県政を動かすということにもなるんですよ、これは。ぜ

ひ、教育長、教育総務課長、町長、副町長もよろしくお願いしまし

て、いくつかの答弁を求めます。

町長。○議長（吉田数博君）

再々質問にお答えいたします。○町長（馬場 有君）

一体的な土壌、森林、水、河床、海底、生物等々を含めた汚染の

状況というものを調査することが大変必要だと考えています。

その中で農林水産省は、農林水産省の中で土壌を今調査している

ということであります。さらに、国土交通省についても、いろんな

形の中で放射線の線量調査をしている。それから文科省、厚労省等

々いろんな省が錯綜してますが、やはりそれを一体化させるのが環

境省であると認識しておりますので、それを一体化した汚染マップ

そういうものの提示を求めていくようにしていきたいと考えていま

す。

健康保険課長。○議長（吉田数博君）

、○健康保険課長 紺野則夫君（ ） それでは中身についてでございますが

車は２台です。１台166万3,000円。それから若干大きくなっている

部分もございまして311万8,000円でございます。

他に質疑ありませんか。○議長（吉田数博君）

19番。

、 。○19番 佐々木英夫君（ ） それでは こちらの資料から質問いたします

６ページ、教育環境の再生で、学習施設の充実ということですが、

針道におさまってまもなく１年になります。あそこに学校を開いた

わけですから、すぐに変更しろとはいいませんが、二本松の市街地

あたりにもってこられればという私は希望。教育委員会では、あそ

こに決めたのだから、あとはいいよという考えなのか。それとも、

もっといい所があれば、そういう方向にもっていきたい。というこ

とは、福島からでも郡山からでも浪中に来たいという人は、電車通

学するなり、駅の近くが理想なのです。そことはいいません。この

場合、卒業した14名ですか。本当にかわいそうなぐらいでした。生
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徒ももうちょっと増やして。ということは浪江町に来たいという生

徒は、卒業式をみてわかると思うのです。６人だったかの生徒後ろ

に並んで一緒に送ったということからみると、浪江中学校に愛着が

あるからああしてきてくれるのではないかと思います。

とすれば、生徒が通いやすいような市街地を考えてもらいたいと

いうことは、父兄の方から、もうちょっと子供が寂しがっているよ

、 。 、うなんだと 学校として あそこは何で廃校になったかと言ったら

生徒がいなくなったこともあるでしょうけれども、ならば二本松だ

って、もっと都市化していろいろと集めているのではないかと思い

ます。そうすれば浪江町の子供たちのために、二本松市の市街地に

どこかに場所を見つけるなり。でなければ仮設でも建ててやっては

どうですか。多くなったらなったように凝縮して行けばいいわけで

すからと私は考えますが、その環境についてお伺いします。

それから、次も同じそのちょっと下のほうに除染活動のことが書

いてあります。これは予算、総事業も国でやることですから、当然

浪江町の負担に。除染について、私も何回も取り組んで質問してい

るんですけれど、これモデル地区57％、あるいは51％。いくらが57

％になったのか、いくらが51％になったのかわかりませんが、一部

には雪のときに測ったということですから正確ではないはずです。

国が求めてくるのは 「除染しました。下がりました。どうぞ浪、

江町に帰ってください」と、言ってくる時が来ると思います。そこ

で安心して本当に住めるのかどうか。だからこそ、大臣の家族を浪

江町２、３日間一緒に連れて行ってください。大臣はこちらの来る

わけにはいかないでしょうから。ご家族が住むのであれば、私もあ

えて心配ですが、一緒になって放射能を浴びます。そのぐらいの気

持ちでおります。だから、歴史が語ってくれるように、江戸時代に

江戸詰ですか。殿様の家族とかなんかを江戸に引っ張ってくるとい

う。人質といっては悪いですが、そのぐらいのことでもしてもらわ

ないと、我々安心して住めないということです。

住むためには、例えば細野大臣のご家族、婆ちゃん、奥さんでも

一緒に来て住んでもらうのであれば、我々も仕方がなく住むという

覚悟がありますが、ただ我々がおっつけて、ここ除染したから住み

なさいということでは、国は勝手な金さえ出せばいいだろうという

考えは抜けていない。

、 、それからいくと 安心して住めるのですかということだったらば

あなたの家族を連れて来てはどうですかと、ぜひ言ってもらいたい

と思いますが、いかがでしょうか。

教育長。○議長（吉田数博君）
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現在の針道中学校の場所のご指摘ですが、○教育長（畠山熙一郎君）

簡単に経緯を申しますと、学校再開をしたいと考えた昨年の４月か

ら５月、６月、７月にかけて、二本松市教育委員会から情報をいた

だきながら、実は福島市も含めて探したのでございます。実際、使

っていない校舎が中心なのですが、空き地も含めまして、一応いろ

いろと調べてあの場所に落ち着きました。確かにちょっと遠いとい

、 、う懸念はございましたが 同じ小学校の校舎でも中学生が使うのに

幾分サイズが大きくて都合がいいとか、いろんな要素がございまし

た。

今後につきましては、町の避難が、このあと大きくいろんな要素

が変わることが十分予想されますので、そういう中で可能性があれ

ば、子どもたちのためにいい方向を目指していきたいとは思います

が、今はっきりと移転しますというところまではお伝えできないの

が現状でございます。

答弁者、町長。○議長（吉田数博君）

19番議員の質問にお答えいたします。○町長（馬場 有君）

私のほうからは、ちょっと角度を変えた答弁をさせていただきた

いと思いますが、これだけ放射能に汚染をされた地域というのは、

本当に日本では広島、長崎だけです。これは世界的な放射能汚染な

んです。そこで汚染された双葉郡の地域を再生復興するのには、国

家的なビジョンが必要だと。したがって国家事業でいろんなものを

もってきていただく。例えば医療機関の施設とか。これは極端に検

討委員会でも出ていますが、国立の病院を配置するとか、国立の大

学を造ってもらうとか。国立の高校を造るとか、そういう奇抜なも

のがあって人が交流できるような環境も必要ではなかろうかという

、 、ことで やはりそういう形の中で責任をもった中で国が全面に出て

国家事業をやっていただきたいということは、再三大臣が来るたび

に申し入れはしているところであります。

19番。○議長（吉田数博君）

大臣の家族を住めということはそれぞれ権利○19番（佐々木英夫君）

がありますから、難しいと思いますが、そのぐらい「あなたが安全

だというのであれば家族を住ませますか」と言えるぐらいのことを

言っていただきたいと思います。

町長が言ったように、国立の事業をやって誰でも安心して住めま

すよとなれば、浪江町民も安心して住めます。ぜひそうお願いした

いと思います。

それから、学校の件、考えているのであればそうする方向でやっ

ていただきたいと思います。
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例えば、高校なんかは明星大学のほうに双葉高校とか学校が動き

ますよ。サテライト方式でやるということです。今回、例えば浪江

なんかも二本松工業とか高校もあるわけですから、その一部をお借

りしてサテライト式でやってもいいのではないかという解釈をいた

します。

とにかく子供たちが、さっき教育長から１つ出た、寂しいかもし

れないけれどという。それは思っていることは共通していることで

すから。やっぱり今の子供たちは少しでも都市化のところでという

考えを持っていますので、今のところがダメだとはいいません。せ

っかく見つけて住んだわけですから。だけれども、これから生徒を

多くしていくのには、あそこでは集まらないという解釈はいたしま

す。ですから、今言ったように、これから検討していくよという考

えを持っているということであれば、ぜひその方向でやっていただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。

教育長。○議長（吉田数博君）

繰り返しで恐縮ですが、このあとどんな大○教育長（畠山熙一郎君）

きな動きが出てくるのか、いろんなご提案があるわけです。その中

で、浪江の子供たちにとって、そして復興に結びつける観点からど

ういう学校の在り方が一番いいのかということは常に意識しなが

ら、対応してまいりたいと思っております。

他に質疑ありませんか。○議長（吉田数博君）

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより討論を行います。討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、議案第24号 平成24年度浪江町一般会計予算について

を採決いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。

ここで、10時35分まで休憩をいたします。○議長（吉田数博君）

（午前１０時２０分）

再開いたします。○議長（吉田数博君）



- 247 -

（午前１０時３５分）

◎議案第２５号の質疑、討論、採決

日程第１、議案第25号 平成24年度浪江町文化○議長（吉田数博君）

、 。及びスポーツ振興育成事業特別会計予算 これより質疑を行います

質疑ありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより討論を行います。討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、議案第25号 平成24年度浪江町文化及びスポーツ振興

育成事業特別会計予算を採決いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。

◎議案第２６号の質疑、討論、採決

日程第１、議案第26号 平成24年度浪江町国民○議長（吉田数博君）

健康保険事業特別会計予算、これより質疑を行います。

質疑ありませんか。

20番。

平成24年度浪江町国民健康保険事業特別会計に○20番（馬場 績君）

ついて若干質疑いたします。

第１点は、放射線被曝健康保険証が発行されます。直診のほうに

予算が出ているのかと思いましたら見当たりません。それで、国保

会計のほうでこの発行運用についてどのように進めているのか。あ

るいはまた直診のほうでやるようになるのか、そこのところを第１

点お尋ねいたします。

それから、第２点でありますが、187ページにある特定検診は、

あくまでも特定検診事業で、あと保険事業のところではご覧のとお

りの予算組みしかありませんので、甲状腺検査についてどこでどう

いうふうに進めるのかについてお尋ねいたします。

健康保険課長。○議長（吉田数博君）

第１点目の手帳交付の予算でございま○健康保険課長（紺野則夫君）

すが、これは一般会計のほうに計上してございます。その手順でご
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ざいますが、まだ素案段階。４月になりましたらば素案も完全なも

のにしていきたい。

それから、当然浪江町の部分ばかりではございませんので、双葉

郡内に提示していたわけでございます。その双葉郡内で浪江町と同

様の手帳を交付するのか、しないのか。それも課長会議並びにさま

ざまな会議の中で図ってまいります。

当然浪江町としては、双葉郡内統一した中での交付を考える。な

ぜならば、国に対するいわゆる制度化を求めるためには、浪江町１

町ではなくて、当然双葉郡８カ町村でまとまって法の整備をと考え

ております。

それから特定検診でございますが、この委託料につきましては、

いままで40歳以上のメタボリックの検診でございますが、これも委

託並びに施設でできるものについては施設でやるという状況で考え

ております。

それから甲状腺の検査でございますが、これにつきましては津島

診療所のほうで当然実施するということになっております。４月か

ら実施したいと考えておりますが、この予算につきましては診療所

でやる場合において無料化ということを考えております。

それから甲状腺の検査について、県外等ということでございます

が、これにつきましては各医療機関のほうで実施される。そのため

には当然費用がかかるわけがございまして、それはいったん立て替

えていただいて償還払いとなろうかと思います。

いろんながん検診等々がございまして、甲状腺の検査も含めて、

一般会計のほうで予算の計上はされております。

20番。○議長（吉田数博君）

特に、甲状腺検査の問題で、これは国保では保○20番（馬場 績君）

健指導も一部関係していきますので、あえてここで確認をしておき

たいと思いますが、私は子供の健康を守るという点からも、甲状腺

検査は非常に重要な問題だと。現実に、いくつかの問題が具体的に

出てきております。新聞等でも大々的に報道されましたが、弘前大

学の床次先生が実施した住民65人のうち50人から放射線ヨウ素を検

出し、うち５人が国際基準の50ミリシーベルトを超えていたと。

高値は浪江町在住の87ミリシーベルトで、10ミリシーベルト以上が

26人いたと。非常にショッキングな報道であります。これは新聞で

もテレビでも報道されています。それが１つ。

３月13日の朝日新聞で報道されておりますが、甲状腺がんについ

て、県の中間報告の中に、福島県立医大で検査した3,765人中、

1,086人に２センチ以下の液体の入った袋、嚢胞。82人に１人結節
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があった。しこりが5.1ミリ以上の26人は、血液検査などを追加で

行った。具体的にこういう症状が出てきていると。極めて深刻と思

います。

当然のことながら、追跡して継続的な検査を行うということにな

らざるを得ないわけですが、この２つ、弘前大の床次検査、あるい

は県立医大の検査結果、浪江町民が全体枠で 高87ミリの浪江に避

。 、難していた はっきり言うと津島に避難していたということですが

浪江町と津島、いわゆる無用の被曝の問題がここでも出てきている

と。それから県立医大につきましても、嚢胞とか結節が確認された

、 。ということで ここのところに浪江町の人達が入ってきているのか

担当課のほうで確認されておりましたらば、状況をお知らせいただ

きたいということと、問題は継続検査の問題です。12月議会だった

、 、 、か６月議会だったか 尿検査 血液検査をやるべきだということで

尿については、もう既にヨウ素は排出されているので、尿の検査の

効果は疑問があると。あるいは血液検査についても、専門家と相談

したいという答弁でしたけど、具体的にこういう状況が確認された

わけだから、遅いのは遅いんだけれども、血液検査、白血球の動向

も含めて早急に検査を実施すべきだということです。

したがって、被曝健康手帳の発行にかかわってくる問題なのです

が、全員協議会での説明でも双葉町村８カ町村足並み揃えてやりた

いという報告がありました。それはそれで大変結構なことだと思い

ますが、具体的な放射線障害が町民にこういうふうに現れていると

いう状況を踏まえたときに、私はやはり１日も早く放射線被曝健康

手帳を発行して、渡して、検査結果をきちっと記録として残してお

くべきだと思います。この２つの問題は非常に関係しておりますの

で、明解なご答弁をいただきたい。

ついでながら、二本松市でも多分浪江町の手帳を十二分に参考に

したと思うのですが、ほとんど同じ内容で発行するということが今

度の３月定例議会で市長のほうから答弁があったということも聞い

ております。そういう意味では、単独だからできないということで

はないということも、ぜひご理解をいただきたいと思います。その

上で今後どうするのかお答えください。

健康保険課長。○議長（吉田数博君）

子供の健康は当然でございまして、県○健康保険課長（紺野則夫君）

のほうでは、甲状腺検査に関しましては、18歳以下を対象として、

今年やった場合は２年後に、２年後やった場合は５年後という検査

を実施したいというものです。これにつきましては、前からも答弁

申し上げたとおり、２年後、５年後ということではなく、当然１年
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、 。 、以内に 毎年やらなくてはいけないと考えております したがって

町のいわゆる検査につきましては、津島診療所を核とした中で甲状

腺検査を毎年実施するということで考えています。

それから、弘前大学の床次先生から甲状腺の被曝量が示されたわ

けでございますが、これにつきましては、床次先生のほうに、新聞

紙上に出したことによって、当然浪江町民の方々の不安ということ

、 、がさらに加わったということがございまして 近でございますが

先生のほうに電話入れました。４月中旬頃に床次先生がおいでにな

りまして、自分が出した数値に対する説明をしたいということにな

っております。

それから、被曝者手帳のことですが、先ほどの答弁の中で双葉郡

内統一したいということは、当然国に対する要望というのが８カ町

村、これは川俣町、南相馬市、飯舘村も含めた中で制度化を求めて

いくということを申し上げたわけでございまして、浪江町といたし

ましては、４月中には皆さんのお手元に配布できるような、そうい

ったことで考えております。

20番。○議長（吉田数博君）

答弁漏れがあったわけですが、県立医大で検○20番（馬場 績君）

査した3,765人の中に、そういう異状が確認されたという点で、

町民の中に浪江町民も入っているのかとどうかという問題が１

つ。

それとの関係で、２月17日でしたかチェルノブイリの放射線研究

の専門家の方々の郡山市で講演会がありました。そのときに私は参

加させていただいたのですが、チェルノブイリでは、データの一元

。 。化をやっているんです 残念ながら福島県はそうはなっていないと

公営疾病、厚労省が何らかの制御をしているのかどうかわかりませ

んが、今言った甲状腺が現実に確認をされているという問題も含め

て、検査結果については県内のその他の医療機関でもホールボディ

カウンターの検査もやっているということなので、データの一元化

が極めて重要なのではないかと。そのことについて、今、県ではど

のようにしているのか。あるいは浪江町として、県に対してどのよ

うな申し入れをしているのかということについて聞いておきたいと

思います。ぜひ一元化をすべきだと。せっかく津島診療所でホール

ボディカウンターの検査もやると、甲状腺検査もやると、被曝手帳

も発行するといいながら、浪江町民がほかでもやっているわけ。そ

のデータを持たないと、浪江町としても本当の意味で町民の健康に

責任をおえないことになるのではないかということで、このことに

ついてどう進めようとしているのか、ご答弁いただきたいと思いま
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す。

健康保険課長。○議長（吉田数博君）

医科大学からの甲状腺検査の結果につ○健康保険課長（紺野則夫君）

、 、いてでございますが 浪江町民の今までやってきたものについては

いわゆる結節や嚢胞が認められないものが2,622人、69.6％。それ

から５ミリ以下の結節、20ミリ以下の嚢胞を認めたというものが

1,127人、29.7％、それから５ミリから20ミリの嚢胞が認められた

もの26人でございまして、これが果たして今までの先天的なものが

あったのかどうかわかりませんが、やはり認められたということが

、 、26人もいらっしゃったわけでございますので 当然これについては

相当に重く受け止めたいということでございます。

そのためには、当然先ほど話したように、毎年甲状腺検査をしな

がらこの経過見守っていきたい。当然浪江町独自の部分ばかりでは

なくて、県に対しても早急に２年、５年ではなくて、毎年できるよ

うにやっていただきたいということを強く要望したいと考えており

ます。

、 、 、それから 血液検査等々の結果についてなのですが 私どもには

まだ手元のほうには入ってきておりません。

ホールボディカウンターの結果についてでございますが、県のほ

うでいままで浪江町の町民に対して約4,000名ほどのホールボディ

カウンターの検診をやってまいりました。千葉県の放医研、それか

ら東海村の原子力研究所等々でやったわけでございますが、それの

データは当然浪江町でも必要であります。再三再四県の担当課のほ

うに申し入れをしてまいりました。ところが、県のほうではいまだ

に提出についての回答をよこしておりません。これについて、県の

担当課が当てになりませんので、県知事宛てに申し入れをしていき

たと思います。早急にデータの回答をするようにということで要望

しております。当然健康管理手帳については、そういったデータが

載っかるのが当然のことでございます。したがって、よこさないの

。 、 、がおかしいことであります 担当課の職員 名前申し上げませんが

県でもすぐに対応できる取組みをしなくてはならないと思っており

ます。

他に質疑ありませんか。○議長（吉田数博君）

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより討論を行います。討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）
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これより、議案第26号 平成24年度浪江町国民健康保険事業特別

会計予算を採決いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。

◎議案第２７号の質疑、討論、採決

日程第１、議案第27号 平成24年度浪江町国民○議長（吉田数博君）

、 。健康保険直営診療施設事業特別会計予算 これより質疑を行います

質疑ありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより討論を行います。討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、議案第27号 平成24年度浪江町国民健康保険直営診療

施設事業特別会計予算を採決いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。

◎議案第２８号の質疑、討論、採決

日程第１、議案第28号 平成24年度浪江町公共○議長（吉田数博君）

下水道事業特別会計予算、これより質疑を行います。

質疑ありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより討論を行います。討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、議案第28号 平成24年度浪江町公共下水道事業特別会

計予算を採決いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
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［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。

◎議案第２９号の質疑、討論、採決

日程第１、議案第29号 平成24年度浪江町工業○議長（吉田数博君）

団地造成事業特別会計予算、これより質疑を行います。

質疑ありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより討論を行います。討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、議案第29号 平成24年度浪江町工業団地造成事業特別

会計予算を採決いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。

◎議案第３０号の質疑、討論、採決

日程第１、議案第30号 平成24年度浪江町農業○議長（吉田数博君）

集落排水事業特別会計予算、これより質疑を行います。

質疑ありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより討論を行います。討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、議案第30号 平成24年度浪江町農業集落排水事業特別

会計予算を採決いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。
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◎議案第３１号の質疑、討論、採決

日程第１、議案第31号 平成24年度浪江町介護○議長（吉田数博君）

保険事業特別会計予算、これより質疑を行います。

質疑ありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより討論を行います。討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、議案第31号 平成24年度浪江町介護保険事業特別会計

予算を採決いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。

◎議案第３２号の質疑、討論、採決

日程第１、議案第32号 平成24年度浪江町財産○議長（吉田数博君）

区管理事業特別会計予算、これより質疑を行います。

質疑ありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより討論を行います。討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、議案第32号 平成24年度浪江町財産区管理事業特別会

計予算を採決いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。

◎議案第３３号の質疑、討論、採決

日程第１、議案第33号 平成24年度浪江町後期○議長（吉田数博君）

高齢者医療特別会計予算、これより質疑を行います。

質疑ありませんか。
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［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより討論を行います。討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、議案第33号 平成24年度浪江町後期高齢者医療特別会

計予算を採決いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。

◎議案第３４号の質疑、討論、採決

日程第１、議案第34号 平成24年度浪江町水道○議長（吉田数博君）

事業会計予算、これより質疑を行います。

質疑ありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより討論を行います。討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、議案第34号 平成24年度浪江町水道事業会計予算を採

決いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。

◎報告第３号の質疑、討論、採決

日程第１、報告第３号 専決処分の報告につい○議長（吉田数博君）

て、これより質疑を行います。

質疑ありませんか。

17番。

お尋ねいたします。中身ではないのですが、今○17番（勝山一美君）

回、専決が報告になっています。通常であれば専決というのは、一

番 初にもってくるべき案件だと思いますが、いままでは議決案件
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であったのですが、今回報告事項ということになって、議案の予算

のあとについてくるということですが、その辺も説明を、もし簡単

にできるのであればお願いいたします。

総務課長。○議長（吉田数博君）

これは議会との関係で、こういう事項につ○総務課長（根岸弘正君）

いては、町として専決しますよという申し合わせがございました。

それによって承認を求めるということではなくて、報告するという

ことに変わったということでございます。

17番。○議長（吉田数博君）

確かにこういった場合は報告でもいいのかと思○17番（勝山一美君）

、 、いますが あくまで拡大解釈をされると非常に問題が出てくるので

議会との差というか、そういったものについては細かい規定があっ

たのだろうと思いますが、あくまで私は一つのものがこういうこと

をされるということになると、議決案件というのは決まってますか

ら、条項項目プラス赤になっておりますので、何でもかんでも拡大

解釈して報告事項になりますよと。微妙な線のものがあるんです。

その辺は一つ、わかりましたら議会でこういうことがあったという

ことは、私が失礼したんだろうと思います。その辺、総務課長のほ

うも慎重に対応願いたいということも申し添えて、私のほうではい

いです。

暫時休議いたします。○議長（吉田数博君）

（午前１１時０６分）

再開いたします。○議長（吉田数博君）

（午前１１時０７分）

総務課長。○議長（吉田数博君）

これは地方自治法180条に基づきまして、○総務課長（根岸弘正君）

例えば書類を持っていないものですから。ただ、議会との協議とい

うことで、それぞれが事項別に書いて、それによって専決をしてい

るということになっています。

他に質疑ありませんか。○議長（吉田数博君）

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。○議長（吉田数博君）

以上で報告を終わります。
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◎報告第４号の質疑

日程第１、報告第４号 平成22年度教育に関す○議長（吉田数博君）

る事務の管理及び執行状況の点検・評価実施報告について、これよ

り質疑を行います。

質疑ありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。○議長（吉田数博君）

以上で報告を終わります。

◎同意第１号の上程、説明、質疑、討論、採決

日程第２、同意第１号 副町長の選任について○議長（吉田数博君）

を議題といたします。

［事務局長朗読］

町長から提案理由の説明を求めます。○議長（吉田数博君）

町長。

同意第１号 副町長の選任についてご説明いた○町長（馬場 有君）

します。

本案は、副町長の上野晋平氏が平成24年３月31日をもって任期満

、 、 、了となり 退任されることから 後任の副町長を選任するに当たり

地方自治法第162条の規定に基づき、議会の同意を求めるものであ

ります。

今回、同意を求める檜野照行氏の略歴については、資料に記載の

とおりでありますが、長年、福島県職員として、主に土木企画技術

、 、 、領域でご活躍され その後 民間企業経験も積まれていることから

次年度から本格化する浪江町再建のための復旧復興事業の推進に関

、 。し 適切な判断を下すための豊かな識見を有している方であります

浪江町副町長として適任であると考えておりますので、よろしく

ご賛同くださいますようお願いいたします。

以上で提案理由の説明が終わりました。○議長（吉田数博君）

これより質疑を行います。質疑ありませんか。

９番。

同意第１号資料の中で、３の本籍で住所ありま○９番（橋爪光雄君）

すけれども 「おおさか」の「さか」が誤字であります。、

暫時休議いたします。○議長（吉田数博君）

（午前１１時１１分）

再開いたします。○議長（吉田数博君）
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（午前１１時１１分）

資料の差し替えをするために暫時休議いたしま○議長（吉田数博君）

す。

（午前１１時１１分）

再開いたします。○議長（吉田数博君）

（午前１１時２７分）

お諮りいたします。○議長（吉田数博君）

ただいま同意第１号の資料の差し替えに当たり、同意することに

ご異議ございませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（吉田数博君）

差し替えを許可いたします。

他に質疑ありませんか。

17番。

今回の選任に当たりまして、３点ほどお伺いい○17番（勝山一美君）

たします。

まずその前に、 近事務方のミス等が目立ちます。大変な時期で

ございますので、目が届かないという部分があるんでしょうけれど

も、十分今後、慎重の上にも慎重を重ねてご提出願いたいと思って

おります。ましてや名前、あるいは住所の間違いというのは非常に

、 。相手に対して失礼になりますので 十分ご認識願いたいと思います

まず本件につきまして、第１点このような状況ですので、継続こ

そが もしかるべきではないかということでありますが、現副町長

の固いご意思だと思いますけれども、その辺できなかった細かい理

由は必要ありませんが、本人の硬い意思だったのかどうか確認。

それからあと、県のほとんど重要な役をこなされてこられた檜野

、 、さんでありますから異議はないんですが この選任にあたりまして

県等々の推薦があったのかなかったのか。そういったことが全くな

かったのか。それはあった話で結構です。

それからもう一つは、本案件は、町長に属する専権事項でござい

ます。ですからここで云々ということではございませんが、その選

任の権限というのは町民から与えられたということをきちんとご認

識いただいているのかどうか。その辺に関しまして、突然、朝、議

会に来て初めてこういったことがわかるということでは、ガラス張

りを目指す町長の姿勢にも反するのではないかと考えますので、そ
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ういったことを含めた形で、何か簡単で結構ですからご答弁いただ

ければと思います。

答弁者、町長。○議長（吉田数博君）

第１点でありますけれども、本人に対しまして○町長（馬場 有君）

は、慰留を重ねて話をしましたけれども、本人には非常に強い意思

があるということでございました。任期満了ということでございま

した。

それから県からの推薦があったのかないのか。これはございませ

んでした。この檜野氏についてはもう県職員も退任して３年ぐらい

経っておりますのでそういう関係はございません。

それから町民の負託を受けるということで非常に重要なポストで

あると認識しております。したがって、檜野氏については町民の目

線に立った形の中で、ひとつ同じふるさと再生するために力をお貸

ししていただきたいということで話をさせていただきました。

さらには勝山議員が話されましたように、私の専権事項ではあり

ますけれども、皆さん方に今後はいろいろとご相談を申し上げなが

ら、推薦をしてまいりたいと考えておりますのでよろしくご理解い

ただきたいと思います。

他に質疑ありませんか。○議長（吉田数博君）

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、同意第１号を採決いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおり同意を与えることに賛成の諸君の起立を求め

ます。

［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、本案は原案のとおり同意を与えることに決しました。

◎発委第１号の上程、説明、質疑、討論、採決

日程第３、発委第１号 浪江町議会の議決すべ○議長（吉田数博君）

き事件を定める条例の一部改正についてを議題といたします。

事務局長に議案の朗読をさせます。

［事務局長朗読］

提出者の議会運営委員長、鈴木辰行君から主旨○議長（吉田数博君）

説明を求めます。

12番。

［議会運営委員長 鈴木辰行君登壇］
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発委第１号 浪江町議会の議決すべ○議会運営委員長（鈴木辰行君）

き事件を定める条例の一部を改正する条例。

提案理由。昨年５月の地方自治法の一部改正に伴い、地方分権改

革推進計画に基づく義務付けの廃止に関連し、市町村の基本構想に

関する規定が削除されたことから地方自治法第96条第２項の規定に

基づき、基本構想及び基本計画並びに東日本大震災からの復興に係

る基本構想及び基本計画を議会において議決すべき事件として定め

るものである。

以上で提案理由の説明が終わりました。○議長（吉田数博君）

これより質疑を行います。質疑ありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより討論を行います。討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、発委第１号 浪江町議会の議決すべき事件を定める条

例の一部を改正する条例を採決いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、発委第１号は原案のとおり可決されました。

◎発委第２号の上程、説明、質疑、討論、採決

日程第４、発委第２号 議会議員の議員報酬の○議長（吉田数博君）

特例に関する条例の一部改正についてを議題といたします。

事務局長に議案の朗読をさせます。

［事務局長朗読］

提出者の議会運営委員長、鈴木辰行君から説明○議長（吉田数博君）

を求めます。

12番。

［議会運営委員長 鈴木辰行君登壇］

発委第２号 議会議員の議員報酬の○議会運営委員長（鈴木辰行君）

特例に関する条例の一部改正について。

提案理由。これまで行ってきた議員報酬の削減を、引き続き現議

員の任期満了日である平成25年４月30日まで13カ月間延長するため

の改正であります。ご審議お願い申し上げます。

以上で提案理由の説明が終わりました。○議長（吉田数博君）
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これより質疑を行います。質疑ありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより討論を行います。討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、発委第２号 議会議員の議員報酬の特例に関する条例

の一部改正についてを採決いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、発委第２号は原案のとおり可決されました。

◎発委第３号の上程、説明、質疑、討論、採決

日程第５、発委第３号 浪江町議会委員会条例○議長（吉田数博君）

の一部改正についてを議題といたします。

事務局長に議案の朗読をさせます。

［事務局長朗読］

提出者の議会運営委員長、鈴木辰行君から説明○議長（吉田数博君）

を求めます。

12番。

［議会運営委員長 鈴木辰行君登壇］

発委第３号 浪江町議会委員会条例○議会運営委員長（鈴木辰行君）

の一部を改正する条例。

提案理由。浪江町課設置条例の一部改正に伴い、所管する課等の

名称が変更になることから所要の改正を行うものです。内容につい

ては局長の説明どおりであります。

以上であります。

以上で主旨説明が終わりました。○議長（吉田数博君）

これより質疑を行います。質疑ありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより討論を行います。討論はありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、発委第３号 浪江町議会委員会条例の一部改正につい

てを採決いたします。
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採決は起立により行います。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、発委第３号は原案のとおり可決されました。

◎発委第４号の上程、説明、質疑、討論、採決

日程第６、発委第４号 浪江町議会議員定数条○議長（吉田数博君）

例の一部改正についてを議題といたします。

事務局長に議案の朗読をさせます。

［事務局長朗読］

提出者の議会運営委員長、鈴木辰行君から説明○議長（吉田数博君）

を求めます。

12番。

［議会運営委員長 鈴木辰行君登壇］

発委第４号 浪江町議会議員定数条○議会運営委員長（鈴木辰行君）

例の一部改正について。

「20人」を「16人」に改める内容であります。

議会議員の定数問題については、これまで特別委員会を設置し協

議を重ねてきたが、削減で合意を得たものの、人数での合意に至ら

す継続審議となっていた。昨年３月の大震災により議論も中断した

が、任期も残り１年あまりとなり、何らかの結論を出すべきではと

の大枠での合意のもと、今回の提案となりました。この提案になり

ましても、発委提案できるということについて、皆さん本当に大枠

での合意ができたことに対し、感謝申し上げたいと思います。

内容説明は以上であります。

以上で主旨理由の説明が終わりました。○議長（吉田数博君）

これより質疑を行います。質疑ありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）

これより討論を行います。討論はありませんか。

20番。

ただいま発委者のほうから、20を16議席にする○20番（馬場 績君）

大枠合意があったという報告がありましたけれども、私はそのこと

については合意していません。

反対討論でありますけれども、現行20の議員定数を４議席減らし

16議席にする大幅削減に反対討論をいたします。そもそも議員とは

。 、 、 。何でしょう 議員は 町民全体の代表者であり 奉仕者であります
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今、全町民避難という想像だにできない状況にあり、これからの浪

江町がどうなるのかさえわからない状況であります。この非常時に

議員の定数を削減することが我々が取るべき道なのでしょうか。

これまでの議論で、民意の反映をするのが議員だというなら、削

減を求めているのも民意だという意見も出されました。議会が担う

民意とは一体なんでしょうか。よくよく考えていただきたいのであ

ります。

現在、県内48市町村、県外44都道府県に浪江町民は避難生活を余

儀なくされています。その町民は今、帰れるのか帰れないのか。浪

江町はこれからどうなるのか。どこに住めばよいのか。闇の中で落

とし物を捜すのも同然の渦中におかれているのであります。その苦

しみに寄り添う民意を削るのが定数削減であります。しかも一度に

４議席もであります。以前も今も意思決定機関としての議会の使命

は、変わるものではないけれども、身の置き場も、心の置き場もな

いほど悩み、ふるさとを思い続ける町民とつながりを持ち、町民同

士の信頼を築き続けているのも我々議員であると確信をします。

我々は、避難する以前、議員定数に関する公聴会の開催や、議会

基本条例制定の調査特別委員会を設置し、議会の責任とその役割、

、 。町民が議員と議会に何を求めているのか 深く追求をしてきました

二元代表制の一方を担う議会は、町の具体的な政策形成過程と、そ

の政策の実施過程に幅広く参加し、公共公益に絡む意思決定をする

ことであります。

しかも、執行機関の施策に民意が反映されているか。行財政運営

に問題がないのか。住民の立場で、議案と監視と提案の権限を持つ

ことの意味を探求し、実践すべく認識を深めたのであります。

すなわち、定数削減が議会改革ではないということであります。

。 、公聴会でも多様な意見がありました 今でも鮮明に覚えているのは

日々経済効率と葛藤している商工会の代表の方が、議員の活動のあ

り方が問われているのであり、議員定数を減らせばよいというもの

ではないとの発言であり、結果、増減については賛否同数でありま

した。定数削減は時の流れとの意見もあります。天下を席巻した小

泉劇場ならず、小泉構造改革がもたらした格差社会、あれもこれも

削ればよしとした風潮を時の流れとして受け流して良いのでしょう

か。時の流れが必ずしも正当性の現れでないことを、我々が体験し

た政治から教訓として学ぶべきことではないでしょうか。

未曾有の混迷の渦中にいる当事者として、今後予期せぬことに直

面し、それを克服し、これからの浪江町を作り上げていかなければ

なりません。これまで以上に町民と連帯し、混迷からの脱出に総力
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を結集しなければなりません。その時に、議席として表現される民

意を削るということが、どういう本質的問題があるのか。議員の使

命と職責に照らし、正面から考えていただきたいのであります。

大の問題は、この原発事故を人災であることを認めない東京電

力、全面賠償に背を向ける東京電力が相手であり、それを全面的に

支えている国と、正面から戦っていかなければならないということ

であります。今、全町民が求めているのは、安心できる恒久的な住

宅の生活再建、その前提となる全面賠償と除染であり、大災害から

の復興復旧であります。民意の代表であり、代理のきかないのが我

々議員であり議会であります。多数の、多数による、多数のための

議会の責務は、かつてなく重大であり、大幅削減はやるべきではな

いことを共通認識すべきであります。同僚議員の賛同を求めて、私

の反対討論を終わります。

次に、賛成の方の発言を許します。○議長（吉田数博君）

２番。

私は、賛成の立場で意見を述べさせていただき○２番（山崎博文君）

ます。

今から３年前の６月定例会において、議員発議により、浪江町議

会議員定数調査のための特別委員会が設置され、それから約18カ月

間にわたり、委員会にて定数の調査研究を活発に展開し、定数につ

いては削減が妥当であるという委員会報告が出されました。昨年の

３月11日の地震、津波の大震災により、多くの犠牲者を出し、そし

て原発事故により全町民は避難し、多くの町民が職を失うという大

変厳しい環境の中、多くの町民の皆さんから定数に対して、結論を

早く出してくれという声が私のところに届いています。その声に答

、 。 、えるためにも 定例会で結論を出すべきであると思います そこで

私の結論ですが、鈴木委員長よりありました、現在の定数20名から

４名減の16名に、浪江町議会議員定数条例の一部を改正する条例に

賛成いたします。

賛成理由として、１つ目に町の財政状況を考えてみますと、平成

24年度一般会計当初予算歳入合計、63億6,300万円の財源構成のう

ち、自主財源の町税は約８億4,000万円。構成比では13.2％と大き

く落ち込み、依存財源の地方交付税が約32億円、構成費は何と50.4

％と突出した数字となっています。当町の歳入の半分が地方交付税

という大変非常事態であり、今後この交付金がいつまで続くか先行

き不透明の中、議会としてまずできることは、議会費の歳出カット

だと思います。議員報酬については、震災後25％カットしています

が、定数については今までの議論を踏まえ、４名減であれば合意、
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形成が図られるのではないかと考えるからです。

２つ目に、ご周知のとおり、郡内８カ町村の議員数は、平均しま

すと人口約600人に対して議員は約１人です。この浪江町は震災前

は1,000人に１人ですので決して多くはありません。他方、近隣の

市の議員数ですが、相馬市は1,700人に１人、原町市、鹿島町、小

高町が合併した南相馬市は24名の定数条例改正があり、3,000人に

１人となりました。議会改革、あるいは活性化のためには、下の数

を見た議論ではなく、上を見た議論が必要ではないかと思います。

さらに震災後、当町の人口は２万人を残念ながら切ってしまいま

した。こういう状況を鑑み、双葉郡の町村として率先して定数20の

２割カットの定数16を目指すべきであると考えます。削減すること

によって今まで以上に議員一人ひとりの質の向上や、議員活動の充

実が求められ、それに答えるためにはさらなる日々の議員としての

努力が必要不可欠になり、二元代表制の一翼をしっかり担える町議

会になると考えるからです。

以上、２つの理由を申し上げ、賛成討論といたします。

他に討論ありませんか。○議長（吉田数博君）

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、発委第４号 浪江町議会議員定数条例の一部改正につ

いてを採決いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、発委第４号は原案のとおり可決されました。

◎発議第１号の上程、説明、質疑、討論、採決

日程第７、発議第１号 「福島復興再生特別措○議長（吉田数博君）

置法案」の拡充及び早期成立を求める意見書（案）を議題といたし

ます。

提出者の９番、橋爪光雄君から主旨説明を求めます。

９番。

［９番 橋爪光雄君登壇］

「福島復興再生特別措置法案」の拡充及び早期○９番（橋爪光雄君）

成立を求める意見書（案）を読み上げます。

未曾有の東日本大震災及び原子力発電所事故災害から１年を迎え

たが、福島の復興・再生には、放射能の除染や社会インフラの復旧
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など多くの課題が山積している。

本年は“復興再生元年”とし、福島に生きる次世代が誇りと安心

を持って住み続けられる地域として復興させることに全力を挙げな

ければならない。特に、福島が原子力災害により深刻かつ多大な被

害を受けたという特殊事情にかんがみ、国は福島の復興・再生への

取り組みを 大限に支援する責務を有するものと考える。

政府は２月10日に「福島復興再生特別措置法案」を閣議決定し国

会に提出したが、スピード感を持った法律の執行を図れるよう早期

の成立を期待する。

ただし、より福島県民に寄り添った法律となるよう、原子力災害

に関する国の責任の明確化及び県民に対する正確な情報提供の徹底

を図りつつ、国会審議を通じて、下記の諸点について法律上、明確

にされるよう強く要望するものである。

記。１、福島県が取り組む18歳以下の医療費無料化について、永

続的に取り組めるよう、基金の特例等の必要な措置について明記す

ること。

２、放射線被ばくに起因すると思われる健康被害が将来発生した

場合、医療や福祉等にわたる措置を総合的に講じる旨、明記するこ

と。

３、除染に伴い生じた廃棄物を保管するための中間貯蔵施設の設

置にあたっては、当該施設を 終処分場としないことを明文化する

とともに、施設整備に必要な法制上の措置を講じること。

４、復興交付金の活用にあたっては、原子力災害という特殊事情

を十分踏まえ、交付金の対象地域に福島県内のすべての地域が含ま

れるようにするための措置を講じるとともに、対象事業については

ハード・ソフト両面にわたり柔軟に活用できる旨、明記すること。

５、県民感情に配慮しつつ、原子力災害からの福島の復興・再生

に関する安定財源を確保するために、電源開発促進税制及びエネル

ギー特別会計の見直しについて明記すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先、内閣総理大臣、復興大臣。福島県双葉郡浪江町議会。

提案理由としましては、東日本大震災及び原子力災害により、深

刻かつ多大な被害を受けたという特殊事情にかんがみ、国は福島の

復興・再生の取り組みを 大限に支援する責務がある。スピード感

を持った法律の執行を図られるよう早期の成立を求めます。

皆さんの賛同をお願いします。

以上で主旨説明が終わりました。○議長（吉田数博君）

これより質疑を行います。質疑ありませんか。
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20番。

福島特措法については 「オール福島」として○20番（馬場 績君） 、

国にたびたび強く求めてきたところであり、今回の私の一般質問で

も特措法が提案されたということについては、一歩前進だと、評価

するという立場で、この特措法についての若干問題について質疑を

したところでありますけれども、今回、発議第１号で提案された中

身、全体としては大きな議論はありませんけれども、何点か質疑を

し、追加訂正をご検討いただければと思いますので、お許しをいた

だきたいと思います。

この福島特措法についての 大の眼目というか 大の命題は、国

策として原子力政策を進めてきた国の責任を明確にすることである

と思うんです。そういう点から、今回の意見書を見ますと、その部

分が入っていないと。したがって、原子力災害に関する国の責任を

明確にすることということを１点入れてはいかがかということで

す。

それから第２点は、この意見書案の３番目のところに、中間貯蔵

施設のことがあります。我々も含めて中間貯蔵施設については議論

、 、があり 葉町では反対決議も議会としてあげているということで

非常に難しい問題というか。難しい問題だから避けて通るというわ

けにはいかないと思います。その上で、今回の意見書案を読ませて

いただいたんですけれども 「中間貯蔵施設の設置にあたっては、、

当該施設を 終処分場としないことを明文化するとともに、施設整

備に必要な法制上の措置を講じること 。ざくっと言うと、中間貯」

蔵施設の双葉郡設置を認める中身です。これは、いろいろ意見はあ

るところだけれども、ここで議論するからにはやっぱりここも議論

するということで、この３については、削除するということではい

かがと思います。

それから、損害賠償について何ですけれども、これもそれぞれの

議員がそれぞれの角度から損害賠償について議論を重ねてきたわけ

です。つい先ほどの一般会計補正予算でも、集団賠償請求のことも

含めて、国、東京電力に対して、町長はあくまでも戦っていくと。

全面賠償させるという立場に立って事に当たるというのが基本だと

いう答弁もありました。

そこでなんですけれども、福島特措法の今一つの大きな命題とす

べきは、原子力損害賠償については国の責任で全面賠償するという

ことをやっぱり福島特措法の中に書き込んでもらう。幸い、今、参

議院で審議中です。浪江町議会でこういう意見書が上がれば、非常

に大きなインパクトを与えるのではないかと。大きな意味を持つも
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のではないかということで、意見書案について、そういう形で追加

訂正をお願いしたいということです。

それから 後になりますけれども、提出先ですけれども、内閣総

理大臣と復興大臣です。これはこれで今回の問題に内閣総理大臣に

ついては言うに及ばずですけれども、復興大臣について、重大な責

任を負っているということはわかりますが、いろんなことで、いろ

んな省庁にまたがるということで、まず議決はしたけれども、我々

浪江町議会の意思として衆議院議長と参議院議長にも提出すると。

それから復興大臣は細部の権限握っているということではあるけれ

ども、なんといっても財務大臣に対してもこの意見書を届ける必要

があるだろう。

それから18歳以下の医療無料化、被ばくによる健康障害を継続的

なものにしろという点から言えば、厚生労働大臣が入るべきだ。そ

れから復興復旧、あるいはその他の分野についても経済産業大臣が

入って来る。それから環境大臣も当然のことながら入れるべきだと

言うふうに思うんです。より充実したものとして浪江町議会として

あげてはどうかということでの質疑と提案です。

暫時休議いたします。○議長（吉田数博君）

（午後 ０時０８分）

再開いたします。○議長（吉田数博君）

（午後 ０時０８分）

９番。○議長（吉田数博君）

20番議員のほうから、浪江町議会からはこのよ○９番（橋爪光雄君）

うな要望を強く求めるという関連が４点出されました。非常にもっ

ともだと思います。その上で、実は３月８日に、衆議院で民主、自

民、公明で合意のもとに衆議院を通過しました。今参議院に送られ

て審議という動きになっておりますけれども、実はいろいろ修正に

ついては、政府案の体制、たいした特措法に対しては、いろいろ納

得いかないということで修正案は随分かけました。７項目、８項目

、 。かけまて 非常にこれに５本をまとめたという中身でございました

今盛んに、特に３番目に言われた賠償については、今生活の賠償

は今行われている 中であって。それから、財物に関してもこれか

。 、 、らと 要するに 中間指針でも明確化されていない部分があるので

これはまだこれからの大きな取り組み課題かなというところで、賠

償については、いろいろと医療費無料化についても、細かく細分化
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してやるべきだということもあろうかと思いますけれども、大筋で

提出先については内閣総理大臣、全部は総まとめしてこれはこの中

身で。

それから中間貯蔵施設は今言ったように、いろいろとはっきり双

葉郡８カ町村でも結論が出ないような状況であります。ただ、福島

県全体としては、なぜこの項目、中間貯蔵施設に当たっては当該の

施設と双葉郡に設置ありきみたいになっておりますけれども、福島

県全体としては、今の現状ではこういった文言を出されるわけには

という中身で出さないということです。

［ 議事進行」と呼ぶ者あり］「

18番。○議長（吉田数博君）

ただいまの意見書でありますが、議会としての○18番（三瓶宝次君）

意思表示でありますので、若干休議をいたしまして、調整の結果を

再度またかけるということにされたらどうかと。もっと議論をしな

くてはならないこともありますので、若干時間を取っていただきま

して、休議をしてその時間を取っていただければなと。

それではここで昼食休憩をいたします。１時30○議長（吉田数博君）

分までといたします。

（午後 ０時１３分）

再開いたします。○議長（吉田数博君）

（午後 １時３０分）

ここで事務処理の関係で暫時休議いたします。○議長（吉田数博君）

（午後 １時３０分）

再開いたします。○議長（吉田数博君）

（午後 １時５３分）

◎日程の追加

先ほど提案がありました発議第１号 「福島復○議長（吉田数博君）

興再生特別措置法案」の拡充及び早期成立を求める意見書（案）に

ついて、撤回したいとの申出があります。

この件を日程に追加し、追加日程第１として直ちに議題としたい

と思います。ご異議ありませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（吉田数博君）
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◎事件の撤回について 発議第１号 「福島復興再生特別措置

法案」の拡充及び早期成立を求める意見書（案）

追加日程第１、事件の撤回についてを議題とい○議長（吉田数博君）

たします。提出者の橋爪光雄君から主旨説明を求めます。

９番。

事件の撤回請求書。平成24年３月21日提出した○９番（橋爪光雄君）

事件は、次の理由により撤回したいので、浪江町議会会議規則（昭

） 。和26年浪江町議会会議規則第１号 第20条の規定により請求します

件名は 「福島復興再生特別措置法案」の拡充及び早期成立を求、

める意見書（案 。）

。 、 。理由 内容の充実を図るため いったん撤回し再度提出するため

以上で主旨説明が終わりました。○議長（吉田数博君）

お諮りいたします。

ただいま議題となっております、発議第１号 「福島復興再生特

別措置法案」の拡充及び早期成立を求める意見書（案）について、

事件の撤回について許可することにご異議ありませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（吉田数博君）

よって、発議第１号 「福島復興再生特別措置法案」の拡充及び

早期成立を求める意見書（案）について、事件の撤回を許可いたし

ます。

資料配付のため暫時休議いたします。○議長（吉田数博君）

（午後 １時５５分）

再開いたします。○議長（吉田数博君）

（午後 １時５７分）

◎日程の追加

９番、橋爪光雄君から、発議第２号 「福島復○議長（吉田数博君）

興再生特別措置法案」の拡充及び早期成立を求める意見書（案）に

ついてが提出されました。

この件を日程に追加し、追加日程第２として直ちに議題といたし

たいと思います。ご異議ございませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（吉田数博君）
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◎発議第２号の上程、説明、質疑、討論、採決

追加日程第２、発議第２号 「福島復興再生特○議長（吉田数博君）

別措置法案」の拡充及び早期成立を求める意見書（案）を議題とい

たします。提出者の橋爪光雄君から主旨説明を求めます。

暫時休議いたします。○議長（吉田数博君）

（午後 １時５８分）

再開いたします。○議長（吉田数博君）

（午後 １時５８分）

９番。○議長（吉田数博君）

発議第２号 「福島復興再生特別措置法案」の○９番（橋爪光雄君）

拡充及び早期成立を求める意見書（案）を読み上げます。

前段の文言については変わりございませんので重複しますので、

記の部分から読みます。

１、福島県が取り組む18歳以下の医療費無料化について、永続的

に取り組めるよう、基金の特例等の必要な措置について明記するこ

と。

２、原発事故に起因する放射線被ばく等健康被害が将来発生した

場合、医療や福祉等にわたる措置を総合的に講じる旨、明記するこ

と。

３、除染に関する国の責任の明確化。

４、復興交付金の活用にあたっては、原子力災害という特殊事情

を十分踏まえ、交付金の対象地域に福島県内のすべての地域が含ま

れるようにするための措置を講じるとともに、対象事業については

ハード・ソフト両面にわたり柔軟に活用できる旨、明記すること。

５、県民感情に配慮しつつ、原子力災害からの福島の復興・再生

に関する安定的財源を確保するために、電源開発促進税制及びエネ

ルギー特別会計の見直しについて明記すること。

６、原子力災害に関する国の責任の明確化及び原子力損害賠償に

ついては、国の責任で全面賠償をする旨の明記をすること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先、内閣総理大臣、復興大臣、厚生労働大臣、環境大臣。

以上で主旨説明が終わりました。○議長（吉田数博君）

これより質疑を行います。質疑ありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

質疑なしと認めます。質疑を終わります。○議長（吉田数博君）
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これより討論を行います。討論ありませんか。

［ なし」と呼ぶ者あり］「

討論なしと認めます。討論を終わります。○議長（吉田数博君）

これより、発議第２号 「福島復興再生特別措置法案」の拡充及

び早期成立を求める意見書（案）を採決いたします。

採決は起立により行います。

本案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

［起立多数］

起立多数であります。○議長（吉田数博君）

よって、発議第２号は原案のとおり可決されました。

◎委員会の閉会中の継続審査又は調査について

日程第８、委員会の閉会中の継続審査又は調査○議長（吉田数博君）

についてを議題といたします。

各常任委員長及び議会運営委員会委員長並びに各特別委員長から

お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続審査（調査）

の申し出があります。

お諮りいたします。

各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査（調査）に付

することにご異議ありませんか。

［ 異議なし」と呼ぶ者あり］「

異議なしと認めます。○議長（吉田数博君）

閉会中の継続審査（調査）に付することに決定いたしました。

以上で今期定例会に付議された事件はすべて議了いたしました。

◎副町長あいさつ

ここで任期満了に伴い退任をされる上野副町長○議長（吉田数博君）

に退任のあいさつをお願いしたいと思います。

副町長。

このたび任期満了に伴い、退任することにな○副町長（上野晋平君）

りました上野でございます。

４年前に馬場町長に推薦をいただき、議会の同意を得て副町長に

就任させていただきました。この間、議員の皆様方には大変お世話

になり、厚く御礼申し上げます。また、職員の皆さん方には、無理

難題をいいながらもご協力をいただき、町政の発展に幾分かは貢献

できたかと思っております。

近よく考えることは、手紙をよこして、嘆き悲しんでいるとい

う方がたくさんございます。私のところにも、役場のＯＢからも手
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紙をいただきました。約９ページにわたって悲しいこと、泣いてい

ること、悔しいことといったものがつづられております。私は 近

少し余裕が出てきて、なぜ人は泣くのか、人は何で悲しむのか、な

ぜ苦しむのか、悔しくなるのかといったことを考えております。こ

れは、多分自分たちが作り上げてきた成功体験の一部が簡単に大震

災によって壊されたことが大きな原因ではないかと思っておりま

す。壊されたものはたくさんありますが、心の中が大変大きく壊さ

れたと言えます。

佐々木英夫議員からも話が出ました。鴨長明の「方丈記」でござ

いますが、決して元に戻ることはないという、覆水盆に返らずとい

うことがあります。我々はそういった失ったものにあまり拘泥する

ことなく、新たな道を求めていくべきではないかと。でないと、毎

日くやしくて泣いている状況になります 「行く川の流れは絶えず。

して、しかも元の水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消

え、かつ結びて久しくとどまるところなし」ということでございま

す。全く元には戻れないということでございます。

ただ、元に戻る部分と新しく作る部分があると考えております。

それらの内容については、復興ビジョンの中でかなり検討されてお

りまして、方向性は概ね出ていると思います。問題は、どうやって

実行するかということだけだと思っております。

貝原益軒の「慎思録」というところの冒頭の一節には 「人生ま、

れて学ばざれば、生まれざるに同じ。学んで道を知らざれば、学ば

ざるに同じ。知って行わざれば、知らざるに同じ 」正しいという。

ことはわかっていても、実行しなければ知らないのと全く同じだと

いうことでございます。我々は、いろんな議論を通じてわかってい

ることが多々あります。ただ実行に移すのみということだと思いま

す。今後、町政全般についてもなかなか難しい問題も多々あると思

いますが、多くの人々の知恵を結集すれば、必ずや栄光の未来がく

ると確信しております。ぜひ皆さんとともに輝かしい未来を作って

いただければと思っております。

いずれにいたしましても、町政の数期に携わらせていただき、望

外の幸せでございました。皆さんに感謝を申し上げながら、退任の

あいさつとさせていただきます。

本日はありがとうございました。

◎町長あいさつ

町長から発言を求められておりますので、発言○議長（吉田数博君）

を許可いたします。
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町長。

今期定例会が閉会されるに当たり、一言ごあい○町長（馬場 有君）

さつを申し上げます。

議員各位におかれましては、去る３月８日の本定例会開会以来、

、 。熱心にご審議をいただきましたことに対し 厚く御礼申し上げます

審議の過程でいただきました貴重なご意見、ご提言につきまして

は、今後の町政執行または被災者対策に十分生かしてまいりたいと

考えております。

さて、政府は３月10日、県、双葉郡８カ町村との意見交換会の中

、 、 、 、で 中間貯蔵施設を福島第一 福島第二原発が立地する大熊 双葉

葉の３町に、富岡町の管理型処分場には災害廃棄物の受け入れ、

そして郡内の北部と南部に１カ所ずつ仮設焼却炉を設置する考えを

示しました。現在のところ、当町には政府から個別的な要請はあり

ませんが、迷惑施設である中間貯蔵施設の郡内設置は、町民の帰還

に水を差すものであり、町の復興計画にも大きく影響するものであ

ることから、郡内各町村、また議会の皆様とともに、慎重に協議し

てまいりたいと考えております。

また、文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会は、３月16日、避

難区域見直しに伴う賠償指針を決定いたしました。帰還困難区域は

１人当たり600万円を目安に一括払い。住宅は事故直前の時価全額

賠償。居住制限区域は２年分として240万円一括払い。住宅は価値

の減少分を賠償。避難指示解除準備区域は、１人当たり月額10万円

を賠償するという内容でありますが、精神的賠償や財物価値の賠償

に差が出ることは、今後の区域見直し、住民帰還を困難にするばか

りではなく被災者の生活再建意欲をそぐことになるのではないかと

危惧しているところであります。また、賠償範囲や賠償期間につい

ても、東京電力に判断を任せた部分があり、今後、被災者の切り捨

てとならないよう、東京電力を強く監視していく必要があると考え

ております。また、憲法に規定されている幸福追求権、生存権、財

産権の保障規定について国に強く要請し、私たち被災者のつらい、

悔しい、悲しい思いを訴えていきたいと存じます。

町政におきましては、ご審議いただき成立しました平成24年度予

算に基づき、町民の避難生活支援、そしてふるさと浪江の再建のた

めの復旧復興事業に全力を傾注してまいりますので、議員各位のさ

らなるご協力をお願い申し上げます。

なお、予算整理のための一般会計及び特別会計の 終補正予算、

地方税法の改正に伴う浪江町税条例の一部改正、並びに浪江町課設

置条例の改正に伴う双葉北地区心身障がい児就学指導審議会共同設
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置規約及び双葉地区学校結核対策委員会共同設置規約の加盟の改正

については、関係町村との協議を得たのち、専決処分させていただ

きたいと考えておりますので、ご了承くださいますようよろしくお

願い申し上げます。

後に、議員皆様のご健勝を御祈念申し上げ、閉会のあいさつと

いたします。

◎閉会の宣告

以上をもって本日の会議を閉じます。○議長（吉田数博君）

これをもって平成24年浪江町議会３月定例会を閉会といたしま

す。

（午後 ２時１２分）
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、 。上記会議の顛末を記載し 相違のないことを証するためここに署名する
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